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補装具の適切な支給実現のための制度・仕組みの提案に関する研究 

 

研究代表者 井上剛伸 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 福祉機器開発部長 

研究要旨  

本研究は、義肢・装具・座位保持装置（以下、義肢等）の価格を適正に設定する仕組みを整えるとと

もに、完成用部品の機能に基づく整理を確立することで、障害状況に適応した適切な補装具が支給され

るための制度・仕組みを提案することを目的とする。これにより、これら補装具の利用者の社会参加・

自立を促進することを目指す。 

そのために、＜課題１＞ 完成用部品の機能区分整備、＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡

便なデータ更新方法の確立にかかる研究、＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアルの作成、＜課

題４＞ 機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整備 の小課題を設定した。 

主要な成果は下記のとおりである：（１）完成用部品の骨格構造義足について機能区分案を作成した。

（２）義肢等製作事業者を対象とした調査により、素材費が、平成 21 年度の調査結果に比べて 6.8%上

昇していることなどを明らかにした。この結果は、平成 26 年度末の補装具費支給基準改定の参考とな

った。（３）義足の完成用部品について、将来的に機能区分毎固定価格制を併用することで必要な部品

を供給しつつ全体のコストを抑えられるとの示唆を得た。（４）補装具費支給判定基準マニュアルにつ

いて、更生相談所職員を対象とした限定版（Q&A189問）と医療関係者、市町村職員等支援者を対象とし

た公開版（Q&A71 問）に分けてマニュアルを作成し、骨格義足完成用部品の機能区分表も盛り込み、義

肢判定の際に役立つものとして完成させた。（５）完成用部品指定申請の手続きについて、Microsoft 

Excel を用いた電子申請の様式を整え、実際の指定申請に使用したところ、その後のアンケートの結果

から、電子化したことによる効率化、正確性の向上が確認された。 

今後、骨格構造義足以外の完成用部品について、機能区分を作成すると共に、機能区分表の普及に向

けた活動を実施する予定である。 
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Ａ．目的 

補装具費支給制度は本邦における福祉用具の

公的給付の根幹をなす制度である。補装具の価

格は補装具費支給基準により定められているが、

特に義肢・装具・座位保持装置（以下、義肢等）

については基本価格、製作要素価格の項目が多

岐にわたることに加え完成用部品を用いること

から、その供給に要する費用と価格のバランス

を適正に保ち続けるための仕組みが十分に整え

られているとは言いがたい。また、全国の更生

相談所の補装具判定における基準解釈の違い、

地域格差の是正をなくし、公平・公正な判定の

考え方の意識を統一する必要があると考えられ

る。 

本研究は、義肢・装具・座位保持装置の価格

を適正に設定する仕組みを整えるとともに、完

成用部品の機能に基づく整理を確立することで、

障害状況に適応した適切な補装具が支給される

ための制度・仕組みを提案することを目的とす

る。これにより、これら補装具の利用者の社会

参加・自立を促進することを目指す。 

 

Ｂ．研究方法 

具体的な課題として、完成用部品の機能区分

を整備することを中心に据え、それと完成用部

品の価格および利用者の機能との関連づけを行

うこととした。それを基に、価格の決定や支給

判定、申請手続きを適正かつ円滑に行う制度・
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仕組みを提案した。 

そのために、＜課題１＞ 完成用部品の機能

区分整備、＜課題２＞ 製作費用の包括的把握

方法と簡便なデータ更新方法の確立にかかる研

究、＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュ

アルの作成、＜課題４＞ 機能区分を踏まえた

完成用部品申請手続きの整備 の小課題を設定

した。 

（倫理面への配慮） 

 本研究では、ヒトにかかる調査にかかる調査

等は実施しなかった。なお、補装具関係の企業

等から得られたデータ、特に企業財務等にかか

るデータの取り扱いは、保存媒体を施錠可能な

キャビネットに保管するなど取り扱いに注意し

た。 

 

Ｃ．結果・考察 

以下、課題ごとのその成果を示す。 

＜課題１＞まず、米国で使用されている義肢

装具の機能区分（L コード）に着目し、その調

査を行った。これより、国内の完成用部品への

適用の可能性を確認した（H25 年度）。その結果

を受けて、既存の骨格構造義足の機能について

調査を行い、合計 976 点の部品の情報を入手し、

機能区分の初版を作成した(H26 年度)。さらに、

それらの調査・分析結果を基に機能の定義付け

とその妥当性を確認し、完成用部品の骨格構造

義足について機能区分案を作成した(H27 年度)。 

＜課題２＞義肢等の製作事業者に対するアン

ケートを実施し、人件費単価が平成 23 年度の調

査結果よりも低い値となっている点、利益率が

平均値より利益率の低い事業所のほうが高い事

業所よりも多い点、費用構成については、義肢

において昭和 53 年度の調査結果と比べて費用

に占める素材費・作業人件費以外からなるその

他の費用の割合が高くなっている点、平成 21

年度の調査結果に比べて素材費が 6.8%上昇し

ている点を明らかにした（H25，26年度）。これ

らの結果は、平成 26年度末の補装具費支給基準

改定の参考となった。また、現行の部品リスト

から、機能区分内の部品の価格を調べたところ、

平均 48.0%と、ある程度大きなちらばりがある

こと、将来的に機能区分毎固定価格制を併用す

ることで必要な部品を供給しつつ全体のコスト

を抑えられるとの示唆を得た(H27年度)。 

＜課題３＞更生相談所長協議会補装具判定専

門委員会に寄せられたＱ＆Ａを分析することで、

151項目のＱ＆Ａ暫定版を作成した(H25年度)。

さらに作成した Q&A（暫定版）の更生相談所に

おける 6ヶ月試用後のアンケート調査を実施し、

8 割以上から役立っているとの回答が得られ、

得られた結果を基に、暫定版の修正点を決定し

た(H26 年度)。最終的に、更生相談所職員を対

象とした限定版（Q&A189問）と医療関係者、市

町村職員等支援者を対象とした公開版（Q&A71

問）に分けてマニュアルを作成し、骨格義足完

成用部品の機能区分表も盛り込み、義肢判定の

際に役立つものとして完成させた(H27年度)。 

＜課題４＞完成用部品指定申請の手続きにつ

いて、Microsoft Excel を用いた電子申請の様

式を整え、実際の指定申請に使用したところ、

その後のアンケートの結果から、電子化したこ

とによる効率化、正確性の向上が確認された

(H25 年度)。さらに、指摘された問題点に基づ

き、様式、記入要領、説明会での説明方法の改

善を行い、その効果が示された(H26 年度)。ま

た、機能区分の運用上必要な情報を整理すると

ともに、完成用部品登録申請を通じて集約する

ことを想定した様式改訂案の作成、さらには、

運用上の問題点についてまとめた(H27年度)。 
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さらに、課題１から４の成果を受け、補装具

費支給制度に関する提案をとりまとめた。短期

的には、機能区分表の公開による共通認識の促

進と価格の平準化であり、長期的には、機能区

分の整理に基づいた価格設定と利用者の機能を

結びつけた適正な支給判定の促進を提案した。 

 

Ｄ．結果 

本研究では、2 回の公開研究会を含めて、補

装具費支給制度に関わる多様なステークホルダ

ーとの協働により、複雑な制度や仕組みに関す

る実行可能性の高い提案を行うことができたと

考えている。価格については、平成 26 年度末の

価格改定に寄与する成果が得られており、マニ

ュアルは更生相談所での実際の業務で使用され、

その効果が示されている。完成用部品の申請手

続きについては、本研究の成果により、電子化

が実現した。研究のコアに据えた骨格構造義足

の機能区分については、専門性や経験、知識の

異なる関係者が、共通の認識を持つための重要

なツールとしての役割が、改めて確認された。

多様なステークホルダー間での情報の共有が、

利用者を中心として、補装具費支給制度を効果

的に、円滑に運用するためには必要不可欠であ

る。機能区分は、そのコアとなる共通言語とな

り得る。さらに、部品の機能と利用者の機能、

部品の価格とを結びつけることにより、適正な

補装具利用が、さらに促進される可能性が示さ

れた。補装具費支給制度の課題を改めて浮き彫

りにしたとともに、その解決の方向性を示すこ

とができた点は、本研究の重要な成果であると

考えている。 

今後、骨格構造義足以外の完成用部品につい

て、機能区分を作成すると共に、機能区分表の

普及に向けた活動を実施する予定である。 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 
総 括 研 究 報 告 書 

 
補装具の適切な支給実現のための制度・仕組みの提案に関する研究 

 
研究代表者 井上剛伸 国立障害者リハビリテーションセンター研究所福祉機器開発部長 

 

研究要旨 本研究の目的は、義肢・装具・座位保持装置の価格を適正に設定する仕組みを整え

るとともに、完成用部品の機能・操作性・安全性を評価する方法を確立することで、これら補

装具の利用者の社会参加・自立を促進することにある。そのために、＜課題１＞ 完成用部品

の機能区分整備、＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡便なデータ更新方法の確立にか

かる研究、＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアルの作成、＜課題４＞ 機能区分を踏

まえた完成用部品申請手続きの整備 の小課題を設定した。 

 今年度は、米国で使用されている義肢装具の機能区分（Lコード）の調査を行い、国内の完

成用部品への適用の可能性を確認した。また、製作費用に関しては、人件費・事業収支、製作

費用に関する調査票を作成し、現在調査を実施している最中である。支給判定基準マニュアル

については、更生相談所長協議会補装具判定専門委員会に寄せられたＱ＆Ａを分析することで、

151 項目のＱ＆Ａ暫定版を作成した。申請手続きの整備では、Microsoft Excel を用いた電子

申請の様式を整え、今年度の指定申請を実施した。その後のアンケートの結果から、電子化し

たことによる効率化、正確性の向上が確認された。更生相談所で使用する判定書類については、

現状でそれぞれ異なる書式を使用しているが、共通項目を抽出することと、電子化することで、

共通フォーマット作成の可能性が示唆された。 

 

研究分担者 

樫本修・宮城県リハビリテーション支援センター・ 

所長 

児玉義弘・ナブテスコ株式会社住環境カンパニー福

祉事業推進部・部長 

山崎伸也・国立障害者リハビリテーションセンター

研究所義肢装具技術研究部・主任義肢装具

士 

我澤賢之・国立障害者リハビリテーションセンター

研究所障害福祉研究部・研究員 

石渡利奈・国立障害者リハビリテーションセンター

研究所福祉機器開発部・第一福祉機器試験

評価室長 

 

A．目的 

補装具費支給制度は本邦における福祉用具の公的

給付の根幹をなす制度である。補装具の価格は補装

具費支給基準により定められているが、特に義肢・

装具・座位保持装置（以下、義肢等）については基

本価格、製作要素価格の項目が多岐にわたることに

加え完成用部品を用いることから、その供給に要す

る費用と価格のバランスを適正に保ち続けるための

仕組みが十分に整えられているとは言いがたい。ま

た、全国の更生相談所の補装具判定における基準解

釈の違い、地域格差の是正をなくし、公平・公正な

判定の考え方の意識を統一する必要があると考えら

れる。 
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完成用部品については、現在部品指定申請時に部

品供給業者より提示された価格を元に厚生労働省が

公示価格を設定している。その際、原価率等を確認

する仕組みはあるものの、高額・高機能部品を含め

部品の機能に応じた価格妥当性評価を行う仕組みは

確立していない。そのため、類似の機能でありなが

ら価格が大きく異なる部品がある等の問題が生じて

いる。さらに補装具使用時にトラブルが生じるリス

クを低減する趣旨による要件である想定ユーザーの

試用に基づくフィールドテストについても、現在義

肢・装具・座位保持装置共通の様式となっており、

各種部品の特性に応じた評価条件を整備をする余地

がある。こうした課題を解決することで、利用者に

とって必要でより安全で使いやすい補装具が、適正

な価格で安定的に供給されるようになるものと考え

られる。 

本研究は、義肢・装具・座位保持装置の価格を適

正に設定する仕組みを整えるとともに、完成用部品

の機能・操作性・安全性を評価する方法を確立する

ことで、これら補装具の利用者の社会参加・自立を

促進することを目的とする。 

具体的な課題として、完成用部品の機能区分を整

備することを中心に据え、それと完成用部品の価格

および利用者の機能との関連づけを行うこととした。

それを基に、価格の決定や支給判定、申請手続きを

適正かつ円滑に行う制度・仕組みを提案する。 

 

B．方法 

 上記の目的を達成するために、本研究では、以下

の 4つの小課題を設定して研究を実施している。 

＜課題１＞ 完成用部品の機能区分整備（児玉、山 

崎、我澤） 

＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡便なデ 

ータ更新方法の確立にかかる研究（我

澤、山崎） 

＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアルの作

成（樫本） 

＜課題４＞ 機能区分を踏まえた完成用部品申請手

続きの整備（石渡、山崎） 

 図 1にそれぞれの課題の関連性を示す。 

 

 

図 1 研究課題の関連性 

 

 以下、課題ごとに本年度の研究方法を示す。 

 

B-1．完成用部品の機能区分整備 

今年度は、完成用部品の機能区分を保険制度の中

で運用している米国の Lコードに着目し、その調査

を行った。現地での米国義肢協会（AOPA）の主催す

るセミナーへの参加および関係者への聞き取りと意

見交換を実施し、機能区分の内容や価格について調

査・分析を行った。 

 

B-2．製作費用の包括的把握方法と簡便なデータ更新 

方法の確立にかかる研究 

今年度は、義肢・装具・座位保持装置を製作する

事業所の業界団体（日本義肢協会、日本車いすシー

ティング協会）の会員を対象に、人件費単価（時間

当たりの人件費）、事業所全体の収支にかかる調査

を実施した。また、直接労務費・直接材料費以外の

費用（製造間接費・販管費など）の大きさを把握す

るため事業所活動の費用構成にかかる調査について、

製作事業者を交えた検討を行い、前掲業界団体会員

より立地地域・従業員規模が多様になるよう選出さ

れた 35 の事業者を対象に調査を開始した。 

 

B-3．補装具費支給判定基準マニュアルの作成 

 補装具費支給判定に関しては、これまでに身体障

害者更生相談所長協議会やテクノエイド協会にて、

事例集やＱ＆Ａが発行されている。本研究では、ま

ず、これらの先行知見を基に課題の抽出を行った。
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さらに、他職種の研究協力者からなるワーキンググ

ループの議論を経て、更生相談所での支給判定の最

新動向を含んだ新たなＱ＆Ａの暫定版を作成した。 

 

B-4．機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整 

   備 

本課題では、補装具利用者の社会参加・自立促進

に向けて、機能区分を活かす完成用部品申請手続き

のシステムを構築することを目的として研究を実施

している。今年度は、システム構築の第一段階とし

て、手続きの効率化、正確性の向上を目的として、

Microsoft Excel を用いた 11 種類の電子申請様式を

作成した。さらに、本様式を用いた申請手続きを実

施し、実用性の確認を行った。また、本様式を用い

た申請手続きについて、申請業者、事前審査担当者

を対象に、アンケートを実施した。 

また、リハセンター・更生相談所のネットワーク

構築を目指して、判定に係るデータのデータベース

に関する検討を行った。今年度は、横浜市、宮城県、

兵庫県、埼玉県の更生相談所で使用されている書式

の比較を行った。 

 

Ｃ．結果と考察 

Ｃ-1．完成用部品の機能区分整備 

 米国での現地調査の結果、メディケア・メデ

ィケイドの保険制度のなかで、義肢の支給にあた

り、Ｌコードが使用されており、部品の機能区分

ごとに価格が割り当てられ、複合機能の部品につ

いては、個々の機能に割り当てられた価格の合算

により、価格が決定するという構成であることが

わかった。以下に膝継手のコードと価格、機能の

一例を示す。なお、本報告書に記載の米国価格に

ついては「2008 Fee Schedule」に記載のワシント

ン州の価格とし、小数点以下は四捨五入した。 

  L5810（$478）単軸、マニュアルロック 

  L5812（$542）単軸、摩擦遊脚制御、荷重ﾌﾞﾚｰｷ 

L5814（$3,132）多軸、遊脚油圧制御、ﾒｶﾆｶﾙﾛｯｸ 

L5824（$1,317）単軸、遊脚流体制御 

L5830（$2,115）単軸、遊脚空圧制御 

L5840（$3,467）多軸、遊脚空圧制御 

L5856（$20,245）遊脚／立脚電子制御 

  L5857（$7,184）遊脚電子制御 

  L5858（$15,673）立脚電子制御 

  L5845（$1,512）スタンスフレクション、調整可 

また、部品の区分のみではなく、利用者の機能レ

ベルを表すＫレベル（Ｋ０～Ｋ４）も規定されてお

り、そのレベルと給付される部品の機能の関連づけ

ができあがっていることもわかった。表１．に利用

者の機能レベルと使用できる膝継手の例を示す。摩

擦膝はＫ１からＫ４まで全ての人が使用出来る。油

圧・空圧・電子制御膝はＫ３とＫ４、ハイアクティ

ブフレームはＫ４に限定される。 

 入手した資料を基に、ライナーを使用した下腿義

足と電子制御膝継手を利用した大腿義足を例に取り、

参考として日米での見積もり額を比較したところ、

米国の見積もり額の方が高いという結果が得られた。

内容については、今後精査の必要がある。 

 

Ｃ-2．製作費用の包括的把握方法と簡便なデータ更新 

方法の確立にかかる研究 

人件費単価および事業所の収支に関する調査につ

いては、制度関連の影響要因もあり比較的短期間で

状況に変化が生じることを考慮しつつ、以下の項目

を設定し、質問紙を作成した。 

 

 

表１．利用者の機能レベルと膝継手のＬコード 

 

 
Ｌコード 

利用者の機能レベル 
Ｋ１ Ｋ２ Ｋ３ Ｋ４ 

摩擦膝 
L5611、L5616、L5710‐ 
L5718、L5810、L5812 、 
L5816、L5818  
 

○ ○ ○ ○ 

油圧・空圧・電子制御膝 
L5610、 L5613、 L5614、 
L5722 - L5780、L5814、 
L5822 - L5840、 L5848、 
L5856、L5857、 L5858 
 

× × ○ ○ 

ハイアクティブフレーム 
L5930 

× × × ○ 
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 毎月の給与（期間を限定） 

 賞与（期間を限定） 

 労働時間に占める移動時間の割合 

 過去 3年の事業所の収支 

 その他 

 調査期間は、平成 26 年 1月 31 日～3月 20 日であ

り、現在、データ集計を行っている段階にある。 

また、直接労務費・直接材料費以外の費用（製造

間接費・販管費など）の大きさを把握するため事業

所活動の費用構成にかかる調査については、価格算

定式の係数の大きさを規定する要素である、間接労

務費、小物材料費（購入部品費）、間接材料費、経

費、販売費及び一般管理費などの諸費用の構成比率

の大きさを把握することで、現状にあった価格算定

式係数を求めるため、以下の項目を設定し、質問紙

を作成した。 

 1 年間の人件費（直接労務費、間接労務費、

販売費および一般管理費にかかる労務費、労

務費のうち製造にかかる比率） 

 物品の購入費用（素材費、完成用部品購入費、

小物材料費、工具・機械購入費、営業・販売・

管理・事務に係る物品購入費・デモ機作成に

係る物品の購入費） 

 その他の費用（上記以外の費用、減価償却費） 

 収支構成 

 今年度の一つの成果として、費用構成に関して、

補装具製作事業者との検討を行うことで、制度発足

以来長い間変更がなかった価格算定式の係数改定の

根拠となるデータについて、具体的な収集方法を調

査票としてまとめたことが挙げられる。 

 調査期間は、平成 26 年 3月 6日～5月 9日であり、

現在、調査の最中である。 

 

Ｃ-3．補装具費支給判定基準マニュアルの作成 

先行研究、活動からは９つの課題が抽出された。

それを制度の理解と判定における課題に分けて表に

示す（表２）。 

 

 

 

 

１）制度の理解 

• 基準解釈が更生相談所によって異なる。 

• 更生相談所が判定にかかる細かい算定方

法などで解釈に困っている。 

• 市町村によって支給決定の判断が異な

る。 

• 補装具のことを理解するマニュアルが欲

しい。 

• 更生相談所、市町村、製作業者で支給制

度の統一した理解が必要である。 

２）判定について 

• 更生相談所によって判定困難と感じる地

域差がある。 

• 文書判定では情報不足が原因で判定困難

事例が生じている。 

• 高額な製品、児童補装具の判定困難事例

が多い。 

• 医師意見書の記載不備が多い。 

 

以上を踏まえた上で、平成 23～25 年度における補

装具判定専門員会の活動で蓄積されたＱ＆Ａ140 問

を分類したところ、制度の理解等の一般的な質問 75

問、更生相談所に特有な費用の算定基準に関する質

問 40 問、その他個別商品・事例 25 問に分類できた。

このうち個別商品・事例に関するＱ＆Ａを削除した

151 問を簡潔に作り直した。また、不足していると

思われる事項のＱ＆Ａ35問をワーキンググループで

新規に追加作成し、結果的に 151 問で構成した。 そ

の構成は、車椅子が 29 問、指針等基準解釈が 23 問、

座位保持装置 19 問、装具 17 問、児童補装具 15 問、

電動車椅子 10 問、義肢 9問、意思伝達装置 8問、補

聴器等 8問、歩行器 7問、難病 6問からなる。 

補装具費の支給は公費で賄われることから、更生

相談所による補装具費支給判定は、全国一律の判断

基準で公平、公正に行われることが望ましい。厚生

労働省は、補装具判定にあたっての指針、取扱要領、

基準を示し、全国の更生相談所では内規、判定の手

引きなどを作成し、各自治体独自の判断基準はある

ものの概ね国が示すとおりの基準、考え方で判定が

行われている。しかし、指針、取扱要領、基準の解

釈については、自治体間、職種、経験年数等で格差

表２ 補装具費支給制度の課題 
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があるのが実態である。格差を少なくするには、全

国レベルでの研修会、情報の共有化、補装具費支給

に関わるマニュアル作成などが望まれる。補装具判

定専門委員会では、これまで３年間にわたり、現場

で生じた補装具判定に関する多数の疑義にタイムリ

ーに応えてきた。本研究で作成するマニュアルの中

核は、それらを集約してエッセンスを簡潔に整理し

直したものとも言える。全国の補装具費支給判定の

地域格差を是正するのがねらいであり、今後、その

効果を検証していきたい。 

 

Ｃ-4．機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整 

   備 

表３に、旧新/新旧様式の対応を示す。 

手続きの簡略化のため、旧様式 8「義肢装具等完

成用部品の変更・削除に関する申請書」、13「義肢

装具等完成用部品の価格変更申請書」を新様式 B-1

「義肢装具等完成用部品の変更・削除に関する申請

書」旧様式 9「完成用部品（品番等変更）一覧」、

10「完成用部品（削除）一覧」、14「完成用部品（価

格変更）一覧」を新様式 B-2「完成用部品（品番等

変更）一覧」として統合した。 

また、昨年度までの手続きでは、提出するサンプ

ルの返却希望がある場合に、旧様式 11「義肢装具等

完成用部品の申請部品返却希望について」の提出を 

求めていたが、当該年度からの申請では、全ての

サンプルについて原則返却することとし、様式 11

を廃止した（表３）。 

作成した新しい書式を使用し申請手続きを実施し

た結果、H25 年度は、新規申請 215 件（義肢 74 件、

装具 42 件、座位保持装置 99 件）、変更削除申請 481

件、既収載輸入部品の価格根拠申請 1208 件、計 1904

件の申請が受付された。 

申請業者を対象としたアンケート実施の結果、25

社中 12 社から回答が寄せられた（回答率 48％）。

従来のMicrosoft Wordを用いた様式から、Microsoft 

Excelを用いた様式に変更して手続きを行った結果、

申請業者から、「プルダウン式の入力、セルのリン

ク等の機能が利用可能になったことで、入力時の作

業量や記載ミスの減少につながった」とのフィード

バックが得られた。このことから、今回の電子化の

目的とした効率化・正確性の向上は、概ね達成され

たと考えられる。 

一方で、パソコンやディスプレイのスペックによ

り、作業がしにくいケースがあること、入力フォー

ムと出力フォームが分かれていることで、印刷用の

体裁調整が難しいケースがあること等が報告され、

多様な作業環境への配慮と、さらなるユーザビリテ

ィの向上の必要性があることが示唆された。 

 

 

 

旧様式 様式名 新様式 
様式 1 義肢装具等完成用部品の指定申請書 様式 A-1 
様式 2 申請部品一覧 様式 A-2 
様式 3 申請部品に係る価格根拠（新規ならびに価格変更申請の場合、記入） 様式 A-3 
様式 4 部品概要 様式 A-4 
様式 5 工学的試験評価概要 様式 A-5 
様式 6 フィールドテスト結果 様式 A-6 
様式 7 フィールドテスト被験者リスト 様式 A-7 
様式 8 義肢装具等完成用部品の変更・削除に関する申請書 様式 B-1 
様式 9 完成用部品（品番等変更）一覧 様式 B-2 
様式 10 完成用部品（削除）一覧 様式 B-2 
様式 11 義肢装具等完成用部品の申請部品返却希望について ― 
様式 12 補装具等完成用部品申請のために提出頂いたサンプルの返却について 様式 A-8 
様式 13 義肢装具等完成用部品の価格変更申請書 様式 B-1 
様式 14 完成用部品（価格変更）一覧 様式 B-2 
様式 15 既収載輸入部品に係る価格根拠（価格変更申請部品を除く） 様式 C-1 

表３ 旧新様式対応表 
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また、事前審査担当者からは、作業上の課題が指

摘されるとともに、事前審査担当者側の意図が、申

請業者側に充分に伝わっていないケースが指摘され、

様式、記入要領の改良が望まれた。 

以上により、今回明らかになった各様式の課題に

基づいて様式を修正するとともに、事前審査担当者

側の意図が伝わるよう、記入要領をより詳細にして

いく必要性が示された。様式の改良においては、入

力フォームと出力フォームを分けた現方式の見直し

等も検討する必要性があると考えられる。 

今回の手続きの実施とフィードバック結果から、

Microsoft Excel を用いたシステムの電子化では、

従来のシステムに比べて、効率化、正確性の向上が

図れることが示唆された。一方で、システムのプラ

ットフォームとして、Microsoft Excel を使用する

以上、印刷上の体裁調整の難しさは避けられず、ユ

ーザビリティ等の改良には、限界がある可能性が示

唆された。以上より、今後、Microsoft Excel を用

いたシステムの改良と並行して、Microsoft Excel

に依存しない方式での電子申請システムの在り方も

検討していくことが望まれる。 

手続き全体については、手続き作業上、参加登録

率の高さやアンケートでのフィードバックから、説

明会が重要視されていることが明らかになった。今

後、機能区分を導入していく段階でも、申請業者側

の充分な理解を促進する上で、説明会に重点を置い

た対応を取っていくことが有用と考えられる。 

更生相談所で使用する判定に係る書式の比較では、

基本的な項目は共通しているものの、それぞれの更

生相談所で、特徴的な項目もみられた。特に、座位

保持装置の処方箋は、車椅子の処方箋と一体になっ

ているものと、座位保持装置を主体とした処方箋と

があり、制度との関係の中で、異なる書式が存在す

ることが明らかになった。また、下肢装具では、一

つの書式で運用しているところと、短下肢装具、長

下肢装具、靴型装具などで分けているところがあっ

た。これらの違いは、それぞれの更生相談所の事情

による工夫から起きたもので有り、一度全体を見渡

すことで、共通のフォーマットも可能であることが

指摘された。また、将来的に電子的に入力すること

で、紙ベースで書式を作成することによる制約を取

り払うことができ、その必要性が確認された。 

 

Ｅ．まとめ 

完成用部品の機能区分を整備することを中心に据

え、それと完成用部品の価格および利用者の機能と

の関連づけを行うことで、価格の決定や支給判定、

申請手続きを適正かつ円滑に行う制度・仕組みを提

案することを目指し、以下の 4つの小課題を実施し

た。 

＜課題１＞ 完成用部品の機能区分整備 

＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡便な 

       データ更新方法の確立にかかる研究 

＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアルの 

作成 

＜課題４＞ 機能区分を踏まえた完成用部品申請 

手続きの整備 

今年度は、米国で使用されている義肢装具の機能

区分（Lコード）の調査を行い、国内の完成用部品

への適用の可能性を確認した。 

また、製作費用に関しては、過去の調査結果や関

係団体との調整をふまえて、人件費・事業収支、製

作費用に関する調査票を作成し、現在調査を実施し

ている最中である。 

支給判定基準マニュアルについては、先行研究お

よび更生相談所長協議会補装具判定専門委員会に寄

せられたＱ＆Ａを分析することで、151 項目のＱ＆

Ａ暫定版を作成した。 

申請手続きの整備では、Microsoft Excel を用い

た電子申請の様式を整え、今年度の指定申請を実施

した。その後のアンケートの結果から、電子化した

ことによる効率化、正確性の向上が確認された。一

方で、操作性の問題点も指摘され、今後の更なる改

善の必要性も指摘された。更生相談所で使用する判

定書類については、現状でそれぞれ異なる書式を使

用しているが、共通項目を抽出することと、電子化

することで、共通フォーマット作成の可能性が示唆

された。 

次年度は、義肢について機能区分を作成するとと

もに、継続した費用の調査、Ｑ＆Ａ暫定版の試験運
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用による問題点の抽出、申請手続きの Web 入力の可

能性の検証を実施する予定である。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

G．研究発表 

1.論文発表 

１）樫本 修：最近の義肢治療 －本義肢処方の立

場から－．Jpn J Rehabil Med、50、No8、635-638、

2013 

２）樫本 修：障害者自立支援法における筋電義手

の支給と課題．日本職業・災害医学会雑誌、第 61

巻 第 5号、305－308、2013 

 

2.学会発表 

１）樫本 修：更生相談所からみた補装具費支給制

度の課題．第 1回補装具の適切な支給実現のための

制度・仕組みに関する研究会．所沢、 

2014、2月 

2）児玉義弘：完成用部品の機能にかかる課題と米国

保険制度における機能区分．第 1回補装具の適切な

支給実現のための制度・仕組みに関する研究会．所

沢、2014 年 2月 

3）Rina Ishiwata: Research Trend and 

Standardization of Prosthesis and Orthosis. 

Human Science and Biomedical Engineering for QOL, 

Tokyo Metropolitan University Symposium No.12, 

Hachioji, 2014, March 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分 担 研 究 報 告 書 
 

完成用部品の機能区分整備 
 

研究分担者 児玉義弘 ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー  
福祉事業推進部 部長 

研究分担者 山崎伸也 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  
義肢装具技術研究部 主任義肢装具士 

研究分担者 我澤賢之 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  
障害福祉研究部 研究員 

研究協力者 相川孝訓 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 
福祉機器開発部 非常勤研究員    

 

A．目的 

完成用部品については、部品供給業者が部品毎に

厚生労働省に対し部品指定申請を行い、価格認可さ

れたものが「完成用部品等の指定基準」に掲載され

るが、その数は骨格構造義足だけで 1162 件（平成

25 年度）にのぼり、判定する側は処方判定時の部品

選択に迷う。また、同じ機能であっても価格が異な

るなど価格の妥当性が見えないこと等の問題もある。 

そこで完成用部品についてその機能を整理、区分す 

 

ることで利用者の活動レベルや生活様式に合った、

より適切な部品の選択・支給につなげることや、適

合判定時の目安となる完成用部品の機能区分を作成

する。また、機能区分を踏まえた完成用部品の価格

制度のあり方について提案をまとめる。 

 

Ｂ．方法 

Ｂ-１．米国保険制度Ｌコードの調査（児玉、山崎） 

機能区分が行われている米国保険制度のＬコード 

研究要旨 補装具費支給制度における補装具の価格は、補装具費支給基準により定められてい

るが、義肢・装具・座位保持装置については基本価格、製作要素価格、および完成用部品から

成り立っている。この中で完成用部品については、部品指定申請時に部品供給業者より提示さ

れた価格を基に、厚生労働省が公示価格を設定している。その際、原価率等を確認する仕組み

はあるものの、部品の機能に応じた価格の妥当性評価を行う仕組みは確立していない。また、

類似機能でありながら価格差がある等の問題が生じている。一方、処方判定面でも、利用者の

機能レベルや生活様式に対し、必要な機能の部品を適切に処方するための基準がないことや、

適合判定時に地域差が生じる等の問題が発生している。本研究では、利用者にとって必要な機

能を適切に、適切な価格で提供できるよう、機能区分が行われている米国の Lコード等を参考

に完成用部品について機能の整理・定義づけを行い、機能区分をまとめると共に、利用者の機

能レベルや生活様式についても整理し、機能区分をベースとした支給制度を検討する。 

平成２５年度は、米国の保険制度（Lコード）の調査を行った。平成 26 年度にはこれらの調

査結果を参考とし、国内の完成用部品について調査・分析を行い機能の整理・定義付けを行う。

平成２７年度に完成用部品機能区分案を作成する。 
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について、機能区分の内容や価格について調査・分

析を行った。 

 

Ｃ．結果 

Ｃ-１．米国保険制度の概要（児玉） 

 調査については、2013 年 7月に開催された米国義

肢協会（AOPA）主催のセミナー（Manufacturers Coding 

Clinic）の資料を基に行った。 

①米国保険制度の仕組み 

米国保険制度には、政府管掌の保険として、身体

障害者および 65 歳以上が対象となるメディケアと、

低所得者が対象となるメディケイドの他、民間保険

等がある。補装具費の支払いは、メディケア 80％、

個人 20％、なお、個人負担分については民間保険に

加入していればカバーされる。 

②Lコードの位置づけ 

 米国の医療共通行為コード体系の HCPCS レベルⅡ

に該当し、救急車搬送や病院外で使用される耐久性

医療機器、義肢、装具、備品などの製品、備品、サ

ービスを識別するために主に使用される標準コード

体系で、アルファベット１文字と４桁の数字で構成

されている。その中で、義肢装具については Lコー

ドで表される。 

③Lコードの特徴 

・部品は、機能毎にコードと価格が設定されており、 

同一機能、同一価格となっている。なお、一つの部

品で複数の機能を有する場合は、複数のコードが付

されており各コードの合算がその部品の価格となる。

また、これらの価格には日本で言う基本価格、製作 

要素価格が含まれる。 

・価格は州によって異なる。全米を４つの地域に分

け、各地域の物価（living cost）の違いで決められ

る。 

・３つのコード（Base code、 Additional code、Dump 

code）で構成され、他に、どのコードにも当てはま

らない場合などに特別に使用される雑コードがある。 

④Lコードの追加、修正 

メーカーやサプライヤーは、自社の製品を市場に 

出す場合、既存のコードに合致すれば新たな申請は

不要であるが、新しい機能として新たなコードを取

得する場合や修正するにはCMS（Centers for 

Medicare and Medicaid Services, a unit of HHS）

に申請する。申請したものが認められれば新しいコ

ードが認定、又は修正されて価格が決められる。 

なお、年間の申請件数は 10 数件。日本の場合は部

品毎の申請となるため義肢装具だけで約 110～130

件ある。 

Ｃ-２．L コードの機能分類と価格 (山崎、児玉) 

 調査については、2013 年 10 月に開催された米国

義肢協会（AOPA）主催の Lコードセミナー（Essential 

Coding & Billing Techniques）、および AOPA Coding 

Committee Member へのヒヤリング、および関連資料

を基に行った。 

①部品の機能分類 

部品を機能毎に分類しコード化を行っている。

義足については、「2013 年 Quick Coder Master」

では 183 のコードが登録されている。 

以下に膝継手のコードと価格、機能の一例を示

す。なお、本報告書に記載の米国価格については 

 「2008 Fee Schedule」に記載のワシントン州の 

価格を用い、小数点以下は四捨五入した。 

  L5810（$478）単軸、マニュアルロック 

  L5812（$542）単軸、摩擦遊脚制御、荷重ﾌﾞﾚｰｷ 

L5814（$3,132）多軸、遊脚油圧制御、ﾒｶﾆｶﾙﾛｯｸ 

L5824（$1,317）単軸、遊脚流体制御 

L5830（$2,115）単軸、遊脚空圧制御 

L5840（$3,467）多軸、遊脚空圧制御 

L5856（$20,245）遊脚／立脚電子制御 

  L5857（$7,184）遊脚電子制御 

  L5858（$15,673）立脚電子制御 

  L5845（$1,512）スタンスフレクション、調整可 

②電子制御膝使用時の請求可能コード例 

 例１）骨格構造義足で Cレッグ、ジニウム、その 

他の同様の電子制御の膝継手を使用する場合に膝継

手に請求できるコードを示す。 

L5828（$2,426）単軸、遊脚／立脚流体制御 
L5845（$1,512）スタンスフレクション、調整可 
L5848（$907）流体伸展ダンピング機能、調整機

能あり／なし問わず 
L5856（$20,245）遊脚／立脚マイコン制御、電子

センサ含む、種類は問わない 
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例２）骨格構造義足でCレッグコンパクト、その 

他の同様の電子制御の膝継手を使用する場合に膝継

手に請求できるコードを示す。 

 L5828（$2,426）単軸、遊脚／立脚流体制御 

L5845（$1,512）スタンスフレクション、調整可 

L5858（$15,673）立脚マイコン制御 

Ｃ-３．利用者の機能レベル（山崎、児玉) 

１）機能レベルの評価 

   利用者の機能レベルは 5つ（K0～K4）に分類され

ており、それぞれ使用できる部品のコードが決めら

れている。なお、利用者の機能レベルは義肢装具士

または医師によって評価され決定されるが、その評

価は、利用者の潜在的な機能能力に基づいて行われ

以下の 3つを含む。 

・利用者の既往歴（該当する場合は過去の義肢使用

を含む） 

・残肢の状態及びその他の医学的問題の性質を含む

利用者の現在の状態 

・利用者の歩行意欲 

利用者の機能レベルの評価については、潜在能力

や生活環境等の因子もあり判断が難しいのが実情で

あり、「切断患者の可動性予測因子評価ツール

（AMPnoPRO）」など、いくつかの評価方法が研究さ

れている。 

２）機能レベルの分類 

  利用者の機能レベルは Kレベルで表し、以下 

の K0 から K4 までの５つに分けられている。 

・K0：介助の有無にかかわらず、安全に歩行又は

移動する能力がなく、義肢によって QOL 又は 

可動性が向上しない。 

・K1：一定の歩調で平坦面を歩行又は移動するた 

  めに義肢を使用する能力又は潜在能力がある。 

限定的又は制限のない家庭内歩行者。 

・K2：縁石、階段、又は凹凸のある面などの低い

環境障壁を越えて歩行する能力又は潜在能力が

ある。限定的な地域内歩行者。 

・K3：種々の歩調での歩行能力又は潜在的な能 

力がある。殆どの環境障壁を越える能力又は潜

在能力を有し、単純な運動以上の義肢を必要と

する職業、治療、又は運動活動ができる。 

・K4：基本的な歩行能力を超える義肢歩行の能力

又は潜在能力があり、高い衝撃、応力、又はエ

ネルギーレベルを呈する。児童、活動的な成人、

又は運動選手など。 

Ｃ-４． 利用者の機能レベルと L コード(山崎：児玉) 

 利用者の機能レベルによって使用できる Lコード

が決められている。 

表１．に利用者の機能レベルと使用できる膝継手

の例を示す。摩擦膝は K１から K４まで全ての人が使

用出来る。油圧・空圧・電子制御膝は K３と K４、ハ

イアクティブフレームは K４に限定される。 

 

表１．利用者の機能レベルと膝継手の L コード 

 

表２．には利用者の機能レベルと使用できる足部

の例を示す。サッチ足部、単軸足部は K1 から K4 ま

で全ての人が使用出来る。フレキシブルキール、多

軸足部は K2 以上、電子制御足部、ダイナミックレス

ポンス足部、フレックスフット等は K3、K4 に限定さ

れる。 

表２．利用者の機能レベルと足部の L コード 

 
 
    L コード 

利用者の機能レベル 
K1 K2 K3 

-4 
L5970 サッチ足部 ○ ○ ○ 
L5974 単軸足部 ○ ○ ○ 
L5972 フレキシブルキール × ○ ○ 
L5978 多軸足部 × ○ ○ 
L5973 電子制御足部 × × ○ 
L5976 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾚｽﾎﾟﾝｽ足部 × × ○ 
L5980 ﾌﾚｯｸｽﾌｯﾄ又は同等品 × × ○ 
L5981 ﾌﾚｯｸｽｳｫｰｸ又は同等品 × × ○ 

 
Lコード 

利用者の機能レベル 
K１ K２ K３ K４ 

摩擦膝 
L5611、L5616、L5710‐ 
L5718、L5810、L5812 、 
L5816、L5818  

○ ○ ○ ○ 

油圧・空圧・電子制御膝 
L5610、 L5613、 L5614、 
L5722 - L5780、L5814、 
L5822 - L5840、 L5848、 
L5856、L5857、 L5858 

× × ○ ○ 

ハイアクティブフレーム 
L5930 

× × × ○ 
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Ｃ-５．日米の見積り比較（山崎） 

下腿義足と大腿義足の見積り内容について日米の

比較を行ったので参考までに記載する。 

表３．は米国でライナーを使用した場合の下腿義

足の見積り例を示す。表４．は日本でこれ等と同等

の部品を使用した場合の下腿義足の見積り例を示す。 

 

表３．米国の下腿義足の見積り例 

見積り内容 金額 

ベ
ー
ス
コ
ー
ド 

L5301 

下腿義足 
モールドソケット 
サッチ足部 
骨格構造 

$2,407 

追
加
コ
ー
ド 

L5620 
下腿義足チェックソケット
加算（×2まで可能） 

$255 

L5629 
下腿義足アクリルソケット 
加算 

$273 

L5637 トータルコンタクト $256 
L5647 サクションソケット $683 
L5910 アライメント調整機能加算 $311 
L5940 超軽量素材使用 $536 

L5673 
ロッキングライナー 
（×2まで可能） 

$615 

L5671 懸垂装置（ロック機構） $570 

L5979 
多軸、ダイナミックレスポ
ンスフット、一体型 

$2,589 

合計金額（米ドル） $8,495 
日本円換算（換算レート $1=¥100） ¥849,500 

 

表４．日本の下腿義足見積りの例 

見積り内容 金額 
基本価格 
 

B-4 PTB 式 ¥63,000 

基本価格の加算 
 

チェックソケット ¥44,200 

製作要素 
アクリルソケット ¥24,600 
カーボン使用 ¥6,300 

支持部 
 

支持部 ¥10,600 

完成用部品 
(義足調整用部品) 

ソケットアダプター ¥24,700 
チューブ ¥12,500 

完成用部品 
(その他) 

ライナーピン付 ¥139,000 
ロックアダプター ¥52,400 

完成用部品 
（足部） 

多軸、ダイナミック
レスポンス、一体型 
 

¥49,800 
¥15,400 
¥1,600 

合計 ¥444,100 

表５．米国の大腿義足の見積り例 

見積り内容 金額 

ベ
ー
ス
コ
ー
ド 

L5321 

大腿義足 
モールドソケット 
オープンエンド 
サッチ足部 
骨格構造 
単軸膝継手 

$3,718 

追
加
コ
ー
ド 

L5650 
 

トータルコンタクト $493 

L5624 
 

大腿義足チェックソケッ
ト加算（×2まで可能） 

$324 

L5649 
 

坐骨収納型ソケット $1,729 

L5651 
フレキシブルインナーソ
ケット、外フレーム 

$1,032 

L5840 
4 軸又は多軸・遊脚空圧
制御 

$3,467 

L5857 
 

電子制御、遊脚のみ $7,184 

L5950 
超軽量材料 
 

$770 

L5981 
フレックスウォークシス
テム、又は同等品 

$2,814 

合計金額（米ドル） $21,531 
日本円換算（換算レート $1=¥100） ¥2,153,100 

 

表６．日本の大腿義足の見積り例 

見積り内容 金額 
基本価格 
 

B-2 吸着式 ¥97,800 

基本価格の加算 

チェックソケット ¥44,200 
坐骨収納型ソケッ
ト 

¥54,200 

二重式ソケット ¥27,100 

製作要素 
シリコン・シールイ
ン 

¥112,700 

支持部 
 

支持部 ¥10,600 

完成用部品 
(義足調整用部品) 

吸着バルブ ¥13,900 
ソケットアダプタ ¥29,700 
チューブ ¥2,800 

(義足調整用部品) 
 

クランプアダプタ ¥12,400 

完成用部品 
(膝継手) 

4 軸・空圧・遊脚・
電 子 制 御 膝
（NI-411） 

¥356,500 

完成用部品 
（足部） 

フレックスウォーク
システム、又は同等
品（ﾌﾘｰﾀﾞﾑ FS3000） 

¥205,700 

合計 ¥973,000 
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表５．に遊脚電子制御膝を使用した場合の米国で 

の大腿義足の見積もり例を示し、表６．には日本で

同等の部品を使用した場合の大腿義足の見積り例を

示す。 

 

Ｄ．考察 

米国の Lコードについて調査を行ったが、部品毎

に価格が設定されている日本と違い、機能毎にコー

ド化さ 

れ価格が設定されている。それによって、同一機能・

同一価格となっていることや、利用者の機能レベル

によって使用できるコードが決められており、適合

判定時の一つの判断材料となされていることが特徴

である。 

ただ、利用者の機能レベルの判定が難しく、C－3．

１）で述べた AMPnoPRO などがその判断材料として使 

用されているが、最終的には医師や義肢装具士の判 

断に委ねられる。この点については、米国でも科学

的に判断するための研究が行われているのが実情で

あり今後の課題と考える。 

 また、部品の Lコード価格は、日本の完成用部品

価格と比較して全体的に高いが、これには日本でい

う基本価格や製作要素価格等も含まれており一概に

比較は出来ない。ただ、メーカーやサプライヤーの

販売価格に縛りはなく、義肢製作所の利益を考慮し

た価格をそれぞれが決定しており、そこには市場の

競争原理が働いている。 

 保険制度については、メディケイド、メディケア、

民間保険などがあり、基本的に利用者の負担は無い。

また戦傷者等に対しては軍関係の保険でカバーされ

る。     

近年、電子制御などそのコードだけで＄20,000 を

超える部品も増えていることから保険財政の問題も

出てきており、制度見直しの検討が始められたとこ

ろでもあるが、機能区分を核とした日本の新たな支

給制度・仕組みを考える場合、米国の制度にある部

品の機能分類（Lコード）と利用者の機能レベルの

分類（Kレベル）は参考となるものである。 

 

 

Ｅ．まとめ 

本研究では、補装具の完成用部品についてその機

能を調査分析し、適合判定時に利用者の活動レベル

や生活様式に合わせて、必要な機能の部品を適切に

処方出来るようにするための目安となる機能区分を

作成する。それによって適合判定時の判断に地域格

差をなくすと共に、価格面においても同一機能の部

品間の価格差をなくし、機能面から見た価格の妥当

性が確認できるようにしたい。 

平成 25 年度は、米国の Lコードを中心に調査を行

い、部品の機能分類や、価格設定、利用者の機能レ

ベルの分類、そして適合判定時に利用者の機能レベ

ルによって使用できる部品の機能が決められている

ことが分かった。平成 26 年度は、Lコードの調査結

果を参考とし、国内の完成用部品について調査・分

析を行い、機能の整理・定義づけを行う。また、利

用者の機能レベルについても米国の機能レベルなど

を参考に整理し、完成用部品の機能区分と合わせて

適合判定時の目安となる基準の作成につなげていく。 

 

Ｆ．研究発表 

１．学会発表 

１）児玉義弘：完成用部品の機能にかかる課題と米

国保険制度における機能区分．第 1回補装具の適

切な支給実現のための制度・仕組みに関する研究

会．所沢、2014 年 2月 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 
分 担 研 究 報 告 書 

 
義肢・装具・座位保持装置の製作費用調査 

 

研究分担者 我澤賢之 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

障害福祉研究部 研究員 

研究分担者 山崎伸也 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

 義肢装具技術研究部 主任義肢装具士 

研究協力者 長瀬 毅 流通経済大学経済学部准教授 

    一橋大学経済学研究科客員研究員 

 

研究要旨 障害者総合支援法に基づく障害福祉における補装具費支給制度のなかで、義肢・装具・座位

保持装置の価格は基本価格、製作要素価格、および完成用部品価格より構成されている。本研究では、

このうち基本価格・製作要素価格を主な対象として、価格の主要な根拠と考えられる製作費用の大きさ

を明らかにするための調査を行う。 

 初年度である今年度は次のことをおこなった。（１）義肢・装具・座位保持装置を製作する事業所の

業界団体（日本義肢協会、日本車いすシーティング協会）の会員を対象に、人件費単価（時間当たりの

人件費）、事業所全体の収支にかかる調査を実施した。（２）直接労務費・直接材料費以外の費用（製

造間接費・販管費など）の大きさを把握するため事業所活動の費用構成にかかる調査について、製作事

業者を交えた検討を行い、前掲業界団体会員より立地地域・従業員規模が多様になるよう選出された35

の事業者を対象に調査を開始した。 

 

Ａ．目的 

 義肢・装具・座位保持装置（以下、義肢等）など

の補装具はその利用者にとって欠かすことのでき

ない用具であり、それらの安定的な供給は利用者の

自立や社会参加を支える上できわめて重要である。

これらの補装具の障害者自立支援法に基づく補装

具費の支給に関しては、価格（支給基準）が定めら

れており、事業者は自由に価格設定することができ

ない。現行制度の枠組みを前提とするならば、義肢

等を事業者が持続的に供給しそして利用者が安心

して使い続けられるようにするためには、製作事業

の採算を考慮した価格設定がなされる必要がある

と考えられる。その一方で、昨今の厳しい財政状況

の中で補装具もまた公費によりその費用の一部が

まかなわれている点から、その価格が根拠ある妥当

なものであることを税負担者である国民に示して

いくことが今後ますます重要になってくると考え

られる。 

これらの点について明らかにし、利用者が今後も

安心して義肢等を利用できるようにしていくため

には、適切な価格設定を行うための根拠を提供する

必要がある。本研究では、価格設定の主要な根拠の

ひとつと考えられる製作費用について、事業者を対

象に調査を行い明らかにすることで、補装具の供給
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をより安定的に、かつその主要な原資である税の使

用を無駄なくすることに資することを目的とする。 

 

Ｂ．方法 

 本節では、まず最初に現在の義肢・装具・座位保

持装置の価格根拠として製作費用がどのように位

置づけられたか先行研究を踏まえて概観し、ついで

近年の製作費用調査の状況および本研究の調査の

位置づけについて示す。 

Ｂ－１．義肢・装具・座位保持装置の価格設定の考え

方とこれまでの製作費用調査 

 これまで義肢等の製作費用調査に関する研究は、

義肢を対象とする昭和53年度実施調査（飯田他[1]）

がおそらく最初のものと考えられる。この研究は単

なる費用調査に留まらず、義肢の価格設定の在り方

を含めた研究であった。 

（１）義肢の価格をその構成部分から、基本価格（断

端の部位に基づき各義肢について必ず１つ価格が

設定される）、製作要素価格（ソケット、ソフトイ

ンサート、支持部、ハーネス（義手について）、外

装などの各項目について使用材料等に基づき価格

が設定される）、完成要素（完成用部品）価格（使

用する完成用部品に応じ価格が設定される）に分解

し、それらの各項目の価格を合算したものを義肢の

価格と考えるとの整理をおこなった。（２）その上

で、基本価格、製作要素価格、ならびに完成要素価

格の一部（完成用部品そのものの購入費用を除く、

完成用部品ロス分見込み費用や部品の管理費用な

ど）相当費用の大きさについて、原価計算の考え方

に基づき包括的な製作費用調査を、製作事業者を対

象に調査をおこなった。その調査のなかで、各費用

について、次のような費用の整理に基づき、大きさ

を明らかにした。 

a．個々の基本価格・製作要素価格に対応する費用

のうち、所要額を特定しやすい費用： 直接労務費

（時間当たり人件費単価×正味作業時間）および素

材費 

 項目ごとに作業時間の測定、使用材料分量の測定

等を行い、項目ごとの費用の大きさを明らかにした。 

b．個々の完成要素価格に対応する費用のうち、所

要額を特定しやすい費用： 完成用部品自体の購入

費 

 個々の完成用部品の購入額の大きさを明らかに

した。 

c．個々の基本価格・製作要素費用・完成要素価格

に対応する費用のうち、所要額を特定するのが難し

い費用： その他の費用（間接労務費、小物材料費

（購入部品費）、間接材料費、経費、販売費及び一

般管理費）、見込み利益 

 項目ごとの所要額を直接測ることは難しいと考

えられるこれらの項目については、「a」「b」で挙

げた直接労務費、素材費、完成用部品購入費用の金

額に対する比率を明らかにした。 

（３）これらの整理を踏まえ、つぎのような価格算

定式を提示した。 

＜基本価格、製作要素価格について＞ 

 各項目ごとに 

 価格＝   3.15×直接労務費 

     ＋ 1.66×素材費 

の形式で価格を設定。 

＜完成要素価格について＞ 

 価格＝   1.62×完成用部品購入費 

これらの式における、3.15、1.66、1.62の係数は、

上記（２）のcの結果に基づいたものである。 

 この研究は、その後の義肢の価格制度の基礎とな

った。厚生省はこの結果を踏まえ、義肢の価格設定

を基本価格、製作要素価格、完成用部品価格の合算

により定めることとした。またこれらの各項目個々

の価格設定については、上で示した価格算定式を、

係数そのままではないものの、その考え方を採用し

これに基づいて設定することとなった。さらに次年

度以降、装具（昭和54年度調査に基づく）、座位保

【平成25年度総括・分担研究報告書】
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持装置（平成元年度調査に基づく）についても同様

の考え方が採用され、現在に至っている。 

 こうして設定されたこれらの補装具の価格につ

いて、その後、一般的な賃金率指数、物価指数を参

考に調整はされたものの、時間の経過に伴い設定価

格が現状にあわなくなってくることが考えらる。そ

のような背景のもと、山内他の研究[2]が行われ、

義肢の製作時間や素材費の大きさは制度の想定よ

りも大きいとの結果が示された。 

 平成20-21年度における厚生労働科学研究費補助

金「経済学的手法による補装具の価格構成に関する

研究」（主任研究者 井上剛伸）では、補装具製作

事業者を対象とした聞き取り調査（平成20年）のな

かで、義肢の製作事業者より 

「義肢の採算が厳しいのに対し、装具は採算上余裕

があるという、ギャップがある。」 

「同一地域で義肢の取扱の多かった事業者が事業

をやめた結果、急に義肢の取扱が増えたところ売上

げは増えたのに利益は減少した」 

といった、義肢・装具の価格設定が製作費用の実態

と合致していないことを示唆する指摘を得た（山崎

[3]）。その後、平成23～24年度の厚生労働科学研

究費補助金「利用者のニーズに基づく補装具費支給

制度の改善策に関する調査研究」（研究代表者 相

川孝訓）ともあわせて、我澤・山崎による義肢・装

具・座位保持装置製作事業者を対象とする製作費用

調査（[4]、｢5｣）の結果から、時間当たり人件費単

価の水準が制度の想定よりも高いこと、素材の価格

の変化率が示された。またこれらの結果の一部は平

成20年度末、21年度末の補装具費支給基準の改定の

際、参考にされた。 

 しかし、義肢・装具・座位保持装置の価格設定に

関して、未だ課題が残されている。近年の製作費用

調査は、昭和53年度の調査研究で示された価格の枠

組みの項目の一部を更新したのとどまる、というこ

とである。具体的には、下記の点が残っている。 

・直接労務費のなかでも正味作業時間については、

山内他[2]、我澤・山崎[5]で制度想定よりも正

味作業時間が長いことを示唆する結果は示され

ているものの、制度想定に比べ平均2倍前後と隔

たりが大きいことの根拠、回答者間の回答時間

のバラツキが大きいことの根拠について、説明

力が必ずしも十分ではなかった。特に回答のバ

ラツキについては、それが各回答事業所間の実

態の違いを示しているのか、回答のブレによる

ものなのか特定しがたい。今後、測定のプロト

コルをより精緻なものとし、作業時間計測時の

ブレが生じないよう留意する必要がある。 

・素材費については、素材の使用分量について、測

定プロトコルの検討を踏まえた調査が必要であ

る。 

・価格算定式の係数に反映されている、間接労務費、

小物材料費（購入部品費）、間接材料費、経費、

販売費及び一般管理費などの諸費用の大きさに

ついては、装具について日本義肢協会に問い合

わせた結果は出ているものの（我澤・山崎[6]）、

複数の事業者を対象としたものではない。また

義肢、座位保持装置については近年の調査結果

で公表されたものはないと考えられる。 

 昭和53年度当時のデータがなお完全には更新で

きていない背景として、下記のことが考えられる。 

・逐次的に製作費用項目の追加が行われてきた結果、

調査を要する事項が膨大になっている。 

・以前に比べ、ものが多様化、複雑化している。制

度発足時には極めてシンプルなものを作ること

を想定し時間を算出した可能性がある（補装具製

作事業者への聞き取りより。我澤・山崎[5]）。 

 こうした価格根拠データのなかに更新のできて

いないものが残る状況のもと、今なお「義肢の採算

が厳しいのに対し、装具は採算上余裕があるという、

ギャップがある」との状況は変わっていないことが

考えられる。平成21年度の価格改訂後に実施された

【平成25年度総括・分担研究報告書】
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我澤・山崎[6]では、義肢・装具・座位保持装置等

事業別の売上データと総費用（営業費用）に基づい

た推定の結果、平成22年10月1日を含む会計年度時

点で、義肢、座位保持装置が単体事業としては採算

が取れていない可能性を示唆している。 

 本研究では、こうしたデータ更新がまだされてい

ない部分の調査を計画している。初年度である平成

25年度は下記を実施している（執筆時点で、実施中）。 

１． 事業所の収支の調査ならびに人件費単価の調

査 

※義肢・装具供給にかかる業界団体である日

本義肢協会ならびに座位保持装置供給にかか

る業界団体である日本車いすシーティング協

会の会員である事業者全体を対象 

 人件費単価については平成21年度、23年度と比較

的最近調査が行われている項目ではあるものの、法

定福利費にかかる保険料率等改定が1年ごと（保険

等の種別により、時期は異なる）に行われることな

ど制度関連の影響要因もあり比較的短期間で状況

に変化が生じると考えられることから、今回改めて

調査をおこなった。 

 また収支については、平成21年度末以来価格が変

更されない一方で、法定福利費にかかる保険料率等

改定、素材費等の価格の変動を受け、事業所の利益

率がどのように変化しているかを把握するため調

査をおこなった。 

２． 義肢、装具、座位保持装置それぞれの価格に

対する間接労務費、小物材料費（購入部品費）、

間接材料費、経費、販売費及び一般管理費な

どの諸費用が占める比率を明らかにする調査 

  ※日本義肢協会、日本車いすシーティング協会

の会員のうち35事業所を対象 

 価格算定式の係数の大きさを規定する要素であ

る、間接労務費、小物材料費（購入部品費）、間接

材料費、経費、販売費及び一般管理費などの諸費用

の構成比率の大きさを把握することで、現状にあっ

た価格算定式係数を求めるため、補装具製作事業者

を交えた調査票の検討をおこなった。 

Ｂ－２．義肢・装具・座位保持装置製作費用実態調査 

調査票Ａ：人件費（移動時間を含む）・収支について 

義肢・装具・座位保持装置供給事業を扱う事業所

について、人件費および収支にかかる調査を実施し

ている（執筆時点で実施中。※巻末に調査票（調査

票Ａ）を付す）。 

調査名称： 義肢・装具・座位保持装置製作費用実

態調査 調査票Ａ：人件費（移動時間を含む）・

収支について 

対象： 日本義肢協会・日本車いすシーティング協

会会員（計393事業者） 

調査時期： 平成26年1月31日～3月20日 

発送・回答返送方法： 郵送にて紙および電子版（E

xcelファイルをCD-Rに収録）の同内容２種類の調

査票を発送。同封の返信用封筒による郵送（紙の

調査票で回答の場合）もしくは電子メール（電子

版調査票で回答の場合）により回答を返送 

主な調査内容： 

 ・人件費の支給額と労働時間 

 ・労働時間に占める移動時間の割合 

 ・過去3年間の事業所の収支 

主な算出予定事項 

 ・時間当たり人件費単価 

 ・労働時間に占める移動時間の割合 

 ・過去3年間の事業所の利益率 

Ｂ－３．義肢・装具・座位保持装置製作費用実態調査

 調査票Ｂ：費用構成について 

義肢・装具・座位保持装置供給事業を扱う事業者

について「義肢」、「装具（既製品を除く）」、「座

位保持装置」、「その他」の事業別に、費用・売上

の構成にかかる調査を実施するための検討を行っ

た。具体的には、研究班で作成した原案に基づき、

日本義肢協会、日本車いすシーティング協会の一部

の会員の方と必要データ項目と回答のしやすさの

【平成25年度総括・分担研究報告書】
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調整を取る検討をおこなった。 

 

Ｃ． 結果 

  今年度の成果としては、「調査票Ｂ：費用構成

について」に関して、補装具製作事業者との検討

を行うことで、制度発足以来長い間変更がなかっ

た価格算定式の係数改定の根拠となるデータに

ついて、具体的な収集方法を調査票としてまとめ

たことが挙げられる。検討の結果、義肢・装具・

座位保持装置の各価格算定式にかかる諸係数を

算出するために、下記の項目について調査をおこ

なうこととした。 

主な調査事項： 

 ・事業別人件費の構成比率 

 ・事業別物品購入費の構成比率 

 ・事業別その他の費用の構成比率 

 ・純売上高（営業収益）の構成比率 

 ・事業所全体の費用の構成比率 

具体的な調査票の作成に当たっては、費用項目のデ

ータについて、事業所で必ずしも義肢、装具、座位

保持装置など事業別に区分して記録しているわけ

ではないことから、代替の方法として事業別の費用

額をどのように算出することが現実的か、発生する

各種費用をどの項目に含めることが適切かなどに

ついて検討を行い、調査票を作成した（※巻末に完

成された調査票（調査票Ｂ）を付す）。 

 

調査票の完成を踏まえ、平成26年3月6日に調査票

を発送した。 

調査名称： 義肢・装具・座位保持装置製作費用実

態調査 調査票Ｂ：費用構成について 

対象： 日本義肢協会・日本車いすシーティング協

会会員より地域・従業員規模が多様になるよう選

出された事業者（計35事業者） 

発送・回答返送方法： 電子メールによる 

調査時期： 平成26年3月6日～5月9日 

主な調査内容： 上記の通り 

 現在実施中の調査について、次年度に集計をお

こない結果をまとめる予定である。 

 

Ｄ．まとめ 

 本稿では、まず最初に現在の義肢・装具・座位保

持装置の価格根拠として製作費用がどのように位

置づけられたか先行研究を踏まえて概観した。つい

で近年の製作費用調査の状況を示し、どのデータが

更新されていないかを確認し、本研究の調査の位置

づけについて示した。研究全期間のなかで製作費用

データ全体を新しいものに更新する予定である。今

年度は（１）ここ数年も実施されていた人件費単価

にかかる調査を実施したことに加え、（２）長らく

実施されてこなかった費用構成に関する調査につ

いて補装具製作事業者を交えて調査内容の検討を

おこない、調査を開始した。 

 今回の研究を通じ、価格根拠となる製作費用デー

タを包括的に収集し直し、現状に即した価格設定案

を作成するための基礎データを整備したいと考え

ている。 

 

Ｆ．研究発表 

なし 
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（資料） 

 

公定価格制度と薬価算定基準について 

 

研究協力者 長瀬毅 流通経済大学経済学部 准教授 

 

A.目的 

補装具の適切な支給を実現するためには、補装具製作者が事業を安定・継続して営める

ような適切な価格をそれぞれの補装具に対して算定する必要がある。その一方で価格は補

装具利用者および財政の負担が過大とならないような水準に設定される必要がある。こう

した条件を満たし、補装具、特に類似の価格制度を持つ義肢・装具・座位保持装置の適切

な支給を実現するために望ましい価格算定方式を提案するのが本研究の目的である。 

現在、日本における完成用部品の価格は、供給事業者から個々に申請された価格をもと

に厚生労働省が管理費用等補装具製作事業者にかかる見込み費用の加算を行って価格が決

定される仕組みになっている。そのため、同一機能を有する完成用部品であっても費用構

造が異なれば異なる価格が付される可能性が高い仕組みになっており、機能と価格が必ず

しも対応しない一方で、供給事業者や利用者の事情を考慮して個別に価格を調整すること

が比較的容易になっている。 

一方で、米国においては、L コードにより、義肢・装具の機能区分が整理されている。日

本で言う基本価格・製作要素価格・完成用部品価格を併せた機能ごとの区分があり、この

機能区分が、供給対象者の身体機能・価格と結びつけられている。このうち価格について

は、機能区分に基づき州ごとに同一価格が設定されている。一つの機能に対して一つの価

格が設定されるため、同一の機能を有する補装具の価格は、州内においては基本的に同一

になる。補装具の製作事業者は、この規定された価格内に収まる範囲で部品（日本で言う

完成用部品）を含む材料を調達し、補装具を製作する。部品の価格自体は直接統制されて

いないものの、部品の供給事業者は補装具製作事業者への供給に際し、価格競争に直面す

ることになり、結果として部品の価格を抑制するインセンティブが働くと考えられる。 

今後、日本において完成用部品の機能区分を考えていくうえで、機能区分の整理、整理

された補装具の機能と人の機能を対照させた判定・供給を行う条件の整備と併せて、価格

の設定をどうするかという課題が考えられる。日本における補装具の価格設定方式を、現

行の個別的な価格決定方式から、より透明且つ客観的なルールに基づいたものにしながら、

義肢等の製造業者の特性にも配慮できる柔軟なしくみを検討するうえで、現状通りの申請

価格をベースにした方法、あるいは、機能区分ごとに公的に定められた単一の価格を設定

する方法という両極端な方法のほかに中間的な方法として「供給事業者が一定のルールの

もと価格を設定できる」ようにする方法が考えられる。そのような方法を考えるうえで、

日本の薬価の算定基準がひとつの参考になると考える。 
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日本の薬価算定基準は、効能や効果、剤形などによる価格の上限が設定されており、そ

れ以下の価格帯であれば製造販売業者が比較的自由な価格を申請することができるように

なっており、日本における補装具の価格設定方式と米国の価格設定方式の折衷的な価格設

定方式といえる。 

本稿では、薬価の算定基準のしくみと概要をまとめ、義肢等の価格算定の参考となり得

るかどうかについて議論する。 

 

B.方法 

 中央社会保険医療協議会に審議を経て厚生労働省が定める「薬価算定の基準について」

（現行の基準は、平成 24 年 2 月 10 日付けの厚生労働省保険局長名による通達（保発 0210

第 4 号 [1]）による）の概要をまとめ、補装具等の価格算定基準に応用する上での課題を整

理する。 

 

C.結果 

薬価算定基準とは、保健医療機関、薬局が薬剤の支給に要する単位あたりの平均的な費

用額を定める基準であり、算定された薬価が薬価収載される。以下、①新医薬品の薬価算

定基準、②既収載医薬品の薬価改定基準について概要を説明する。 

① 新医薬品の薬価算定基準 

新薬の薬価算定においては、既収載の類似薬がある場合は、類似薬と同等以下の薬価

になるように算定する。新規性のない新薬の場合は、算定額をできるだけ引き下げる方

向で算定する方式になっている。類似薬がない新薬の場合は、製品製造企業が実際の生

産に要した費用の一部と、公表されている統計データによる業界の平均的な経費率や利

益率を用いて薬価を算定する。 

1）既収載の類似薬があり、新規収載品に新規性がある場合：類似薬効比較方式（Ⅰ） 

・類似薬の一日薬価と同額になるよう、薬価を算定する。 

・新薬の画期性、市場性（希少性と市場規模の小ささ）、小児処方等に対する補正加算

を行う。 

・外国平均価格調整によって、外国平均価格から一定倍率の乖離がある場合、算定額の

引き上げや引き下げを行う。 

2）既収載の類似薬があり、新規収載品に新規性がない場合：類似薬効比較方式（Ⅱ） 

・過去の一定の期間内に薬科収載された薬理作用類似薬の相加平均あるいは最低の薬価

と同額になるように薬価を算定する。 

・類似薬効比較方式（Ⅰ）の算定額を超えない。 

・補正加算は行わない。 

・外国平均価格調整によって、外国平均価格から一定倍率の乖離がある場合、算定額の

引き下げを行う。 
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3）類似薬がない場合：原価計算方式 

・製品製造原価（原材料費、労務費、製造経費）に販売費･一般管理費、利潤、流通経

費（卸売業者のマージン）を積み上げて薬価を算定する。 

・製造販売企業が実際の生産に要した費目データのうち、原材料費のみを薬価の算定に

使用し、その他の費目は公的機関等が作成した統計データによる業界平均値を上限

として適用して算出する。これは、製造販売企業の申請通りの費目データを承認す

ることの非効率性を軽減するための措置とされている。 

・外国平均価格調整によって、外国平均価格から一定倍率の乖離がある場合、算定額の

引き上げや引き下げを行う。 

 

② 既収載医薬品の薬価改定 

既収載品の薬価は、定期的な改定によって市場実勢価格の平均値に近づいていく。後

発品の薬価収載や、市場環境の変化、効能及び効果等の変更に際しても薬価の改定及び

再算定が行われる。 

1）薬価調査により卸の販売価格の加重平均値（市場実勢価格）より、改訂前薬価の 2％

分を加算した額を改定後の薬価とする。 

2）後発品が薬価収載された場合、先発品は最初の薬価改定の際に 1）の方式による改定

後の薬価からさらに引き下げる（4～6％）。 

3）薬価改定の際、当初の予想を超えた市場の拡大や主たる効能及び効果、用法または用

量の変更、薬価が定額のため製造の継続が困難となる状態になったと判定された場合、

薬価の再算定が行われる。 

 

 次に、現行の原価計算方式の薬価算定基準の意義について、標準的な経済学に基づいて

解釈し、その技術的特徴と問題点について考察する。 

まず、原価計算方式の特徴とその経済学的解釈1について説明する。原価計算方式による

販売価格の決定方式とは、ある製品の生産規格数 1 単位を製造・販売するのに必要な諸生

産要素の平均的な投入費用（原材料費、製造・販売に係る労働投入量や光熱水費等）を費

目ごとに積み上げ、これに一定の利潤率をかけて製品規格 1 単位当りの利潤を算出し、積

み上げた製造費用と利潤との合計を製品の販売価格とする方式である。 

原価計算方式による製品販売価格決定方式には、製造業者の製造費用の回収と利潤を保

証する製品販売価格を算定することで、製造業者の長期的な存続を可能とするメリットが

ある。一方で、製造・販売等にかかる費用を製造業者からの申請通りに認めてしまうと、

製造業者が企業努力によって費用を削減するインセンティブが失われ、また同一の効能・

機能を持つ製品であっても異なる販売価格が付されてしまうなどのデメリットが存在する。
                                                  
1 以下は、我澤賢之・山崎伸也「補装具費支給制度の価格に関する課題抽出」、「『利用者のニーズに基づく
補装具費支給制度の改善策に関する調査研究 平成 24 年度 総括･分担研究報告書』[2]の記述に多くを拠
っている。 
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こうしたデメリットを緩和するため、原価計算方式による販売価格算定に当たっては、個

別の製造業者の生産費用を直接積み上げて販売価格を算定せず、当該製品製造業界の属す

る製造業者の平均的な費用を統計データ等によって算出し、それを費目ごとに積み上げる

ことで製品販売価格を算定する。 

薬価算定基準として採用されている原価計算方式も、医薬品製造業における平均的な製

造費用を費目ごとに積み上げる方式を採用している。経済学においては、このような業界

の平均的な費用を算出し、それを根拠として製品の販売価格を規制する価格規制方式を、

「平均費用価格形成原理」と呼ぶ。ある生産規格数における製品 1 規格当たりの平均費用2を

販売価格として算定する方式である。薬価算定基準における価格算定方式は、経済学的な

観点から見れば「平均費用価格形成原理」に基づいた価格規制によるものであると解釈で

きる。 

「平均費用価格形成原理」以外に、製品の販売価格を規制する方式としては、追加的な 1

規格当たりの生産に係る限界費用3と販売価格を等しく設定する「限界費用価格形成原理」

がある。「平均費用価格形成原理」と「限界費用価格形成原理」のいずれが価格規制として

優れているのかについて、経済学では資源配分の効率性4の観点から評価する。社会的に無

駄のない効率的な資源・財の配分を達成できる最善の（first-best な）価格決定方式は、「限

界費用価格形成原理」である。製造業者と製品利用者がともに多数存在し、個々の製造業

者・利用者の行動が製品の価格に影響を与えず、新規製造業者の参入と既存の製造業者の

退出に関して障壁の存在しない状態である完全競争と、製品開発に係る研究開発費や製造

に必要な機械・設備等の購入費用などの固定費用5がそれほど多額でないような状態を仮定

すれば、「限界費用価格形原理」に基づく価格設定は製造企業の利潤を最大化させる。また、

完全競争状態においては、製品の販売価格は限界費用に等しくなり、その結果効率的な資

源配分が自動的に達成される。 

しかし、開発費などの固定費用が多額に上る業界においては、「限界費用価格形成原理」

                                                  
2 平均費用とは、ある生産量における製造販売に係る費用総額を生産規格数で除したもので、規格 1 単位
を生産するために必要となる平均的な費用を指す。生産にかかる費用総額は、生産量に応じて変化するた
め、平均費用は一定ではない。生産量に応じて平均費用が上昇する場合は「生産量に対して逓増的」、生産
量に応じて平均費用が低下する場合は「生産量に対して逓減的」と言う。 
3 限界費用とは、ある生産量において、追加的に 1 単位分の規格を新たに生産する場合に、追加的に支出
しなければならない費用を指す。生産に必要な生産設備の規模などは短期的には一定のため、生産規模を
所与とすると限界費用は生産量に応じて変化する。生産量に応じて限界費用が上昇する場合は「生産量に
対して逓増的」、生産量に応じて限界費用が低下する場合は「生産量に対して逓減的」と言う。 
4 効率的な資源配分が達成されている状態とは、製造に必要となる希少な諸資源が最も少ない費用で生産
を行うことができる製造業者の手に渡り、製造された製品はその価値を最も高く評価する利用者の手に渡
り、その結果として製造業者の利潤と利用者の満足の合計が最大化されている状態であると定義される。 
5 固定費用とは、生産量の水準にかかわらず一定額の支出が必要となる費用を指す。生産に必要な機械・
設備などは、一度購入してしまえば、その後に一回も稼働させなくとも、購入費用は変化せず一定である。
そのため、生産量を増やすほどに、生産物 1 単位当たりの固定費用額は低下していくことになる。一方で、
生産量の水準に応じて支出額が変化する費用のことを可変費用と呼ぶ。生産に必要な光熱水費や労働に係
る費用などがこれに当たる。前述の、限界費用が生産量に応じて変化するのは、可変費用の変化を捉えて
いるからである。 
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に基づいて製品の価格を決定すると、製造業者が自社の存続のための十分な利益を販売に

よって回収することができず、結果としてその業界の存続自体が危ぶまれることになる。

このような場合の対応策としては製造業者の補助金を交付するなどの方策が採られること

もあるが、製品の価格を直接引き上げて製造業者の利益を確保しようという施策が「平均

費用価格形成原理」に基づく製品価格決定方式である。「平均費用価格形成原理」による価

格規制は、資源配分の効率性と製造企業の収益性をある程度両立させる次善の（second-best

な）価格規制方式である6。 

薬価算定基準として採用されている原価計算方式は、ある生産規模における製品 1 規格

当たりの平均費用7を販売価格としており「平均費用価格形成原理」に基づく価格規制と解

釈できる。新薬開発当初は、生産規模が少なく、規模の経済性が働くような状態8と考えら

れるため、「平均費用価格形成原理」による薬価の設定によって、企業の収益性を確保しな

がら生産量の増加を促すことは合理的と考えられる。 

原価計算方式によって算定された新医薬品の薬価は、後発品の収載による薬価引き下げ

や、その後の薬価改定によって、市場実勢価格の平均値近傍まで引き下げられる9。これは、

新薬販売後に生産量が増加し、「限界費用＞平均費用」が成立している可能性がある状態に

おいて、「平均費用価格形成原理」による価格規制を行うと、製造企業が過少生産を行うイ

ンセンティブが生じることになるため、強制的な薬価引き下げ措置によって「限界価格形

                                                  
6 企業の生産物の販売価格が、ある生産量における平均費用と等しく設定された場合、企業のその生産量
における経済上の利潤はゼロになる。再生産に必要な費用の回収が担保されるという意味で、集積性はあ
る程度保証される。しかし、固定費用が多額に上る場合、ある生産量に対応する平均費用は限界費用より
も高くなるため、「平均費用価格形成原理」による製品価格は「限界費用形成原理」による製品価格よりも
高くなり、資源配分の効率性における、製品利用者が獲得できる満足の合計は「平均費用価格形成原理」
による方が「限界費用価格形成原理」による場合に比して小さくなる。この意味で、「平均費用価格形成原
理」に基づく製品価格算定方式は必ずしも効率的な資源配分を達成し得ない。だが、固定費用が多額に上
る場合に、何らの価格規制も行われないとすれば、「平均費用価格形成原理」による製品価格よりも高い製
品価格が実現して製品利用者の利益がさらに損なわれる状態になるか、製品製造者が再生産に必要な費用
の回収すらできない状態になる可能性がある。「平均費用価格形成原理」に基づく製品価格算定は、社会的
な利益の総和を最大化するという意味で最善の価格規制方式である「限界費用価格形成原理」に比べて資
源配分の効率性という観点からは劣るものの、何らの価格規制も行われない場合と比べれば、企業の持続
性を担保するに足る費用の回収が保証されるという点で優れており、最善ではないが次善の価格規制方式
であるということができる。 
7 これまでの「平均費用価格形成原理」などの説明における、経済学の概念としての「平均費用」は、あ
る製造業者における製品規格 1 単位を生産するために必要となる平均的な費用を指す一方で、薬価算定基
準における「平均的な費用」とは、医薬品製造業に属する全ての企業の現状における生産量に対応した「平
均費用」の平均値である。両者は厳密には異なる概念だが、製造企業間での競争の結果、製造費用を多く
必要とする企業が淘汰され、当該業界に属する製造企業の費用構造がほぼ同一となる（代表的企業と呼ば
れる）状態を仮定すれば、両者はほぼ同じ概念となる。本稿ではそのような理解の下に、両者をほぼ同じ
概念として考える。 
8 これは、開発費などの多額の固定費用が存在し、生産規模が少ないため、「平均費用＞限界費用」であ
り且つ平均費用、限界費用がともに生産量に対して逓減的である状態を指す。この場合、限界費用価格形
成原理による価格設定を行えば、企業の収益性が確保できず、企業の退出・廃業と生産量の減少が起こる
と考えられる。 
9 こうした強制的な薬価引き下げは、市場実勢価格の平均値そのものも経年的に低下させる。それによっ
て薬価の永続的・強制的な引き下げが起こらないよう、薬価の再算定において市場実勢価格に 2％程度の
調整幅を上乗せして再算定薬価を算出するしくみが導入されていると解釈できる。 
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成原理」に基づく薬価に近づけるための、妥当性のある措置と解釈できる。 

原価計算方式の技術的な特徴と問題点について概観する。製品製造原価における原材料

費以外の費目は、統計調査に基づく業界の平均値であり、特に可変費用の算定に用いる製

造経費率や製造企業の利潤の算定に用いる対売上高営業利益率は、上場企業を対象とした

「産業別財務データハンドブック」（日本政策投資銀行）[3]に拠っている。また、厚生労働

省の統計資料である「毎月勤労統計」「医薬品産業実態調査報告書」は未上場の中堅･中小

企業もサンプルに入っているが、規模別に区分された平均値を算定の際に用いているかは

明らかではない。 

 

 以上を踏まえ、薬価算定基準における価格決定方式を補装具の価格決定方式に反映させ

る際にどのような留意が必要となるか整理する10。 

 まず、「平均費用価格形成原理」を補装具の価格決定方式に採用することの実行可能性に

ついて考察する。薬価算定において「平均費用価格形成原理」の採用を可能にしている条

件は、以下のように整理できる。 

（イ）公的機関等による統計データによって業界平均値が簡便に利用可能であること。ま

た製造販売企業には上場企業も多く、大企業を中心とした統計データを利用すること

の弊害は少ないと思われること。 

（ロ）薬剤処方に係る診療報酬データが集めやすく、全国的な流通市場が存在しているな

ど、定期的に薬価調査を行い、情報をアップデートしやすい環境が整えられているこ

と。 

（ハ）効能や処方など、使用者の効用に係る要素が客観的に定義でき、同一財との薬価比

較が容易なこと。 

こうした条件が、補装具に関して成り立ちうるかについては、以下のように整理できる

と考える。まず、補装具については、公的機関等による統計データが存在しないため簡便

な業界平均値が利用できない。また、製造販売企業には未上場の中小企業が多いため、上

場企業を主たる対象とした公的統計データを利用することはなじまない。 

次に、補装具は利用者の要望や状態に合わせて調整され、そのための費用は画一的では

ない。また製品を実際に販売するまでに製造業者が利用者の元を訪ねて調整に当たる必要

が多いことなど、製品の供給に至るまでの費用が多額に上ることがあるが、そうした製品

供給にかかる費用を一律に考慮できる簡便な価格決定方式は補装具においてはなじまない。 

さらに、使用者の要望や状態は客観的・画一的に定義や標準化することは困難であり、

市場全体としての同一財（類似品）を特定することも困難である。 

 

 以上の考察を踏まえた上で、望ましい補装具の価格決定方式を構築する際に留意すべき

事項について整理する。まず、製造販売企業の費目に関する個票データを定期的に収集・

                                                  
10 ここでは「義肢等の価格算定方式」のなかで、本体・完成用部品双方を対象としている。 
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分析する必要がある。全国の市場を網羅した統計データが存在しないため、「限界費用価格

形成原理」「平均費用価格形成原理」のいずれに基づく価格算定を行う場合でも、製造販売

企業の費目に関するデータを定期的に収集する必要がある。また、費用面での非効率性を

助長せず、且つ会計知識に精通することを前提としない、製造販売企業の負担の少ない簡

便な調査項目・方式を検討する必要がある。特に、開発費などの固定費用の扱いは大きな

ポイントになる。 

次に、基本的に「限界費用形成原理」に基づいた価格算定方式が望ましいと考える。費

目に関するデータが個別企業ベースで入手できるのであれば、経済学的により好ましい限

界費用価格形成原理に基づく価格算定方式を採用すべきである。製造販売企業の多様性に

配慮しつつも、業界全体としての費用効率性を担保するために、DEA などの統計手法を用

いた効率性分析を定期的に行い、その結果を価格算定のベンチマークとする必要がある。 

さらに、「平均費用価格形成原理」による価格算定方式を適宜併用すべきと考える。小規

模の製造販売企業が多く、注文生産や使用者の要望に合わせた少量生産を行うことが多い

と思われる義肢等業界の企業においては、生産量が少なく、「平均費用＞限界費用」となる

ような、規模の経済性が働く局面に置かれている企業も多々存在すると考えられる。収集

したデータから個別企業の限界費用、平均費用を算出し、上記のような状況になっている

可能性が高い場合、「限界費用価格形成原理」ではなく、「平均費用価格形成原理」を用い

るのが望ましい。それに関連して、費用構造に応じて価格調整方式を切り替えるための、

透明且つ明示的なルールづくりが必要である。 

最後に、個別のケースに配慮した加算方式を整備する必要がある。画期性や有用性など、

供給する製品の効用のみならず、遠隔地への供給のための輸送費・調整のための交通費な

ど、補装具に特有の多様な費目構成を考慮した加算方式について、外国の事例等を参考に

すべきであると考える。これについては、L コードによって外国における製品分類とリンク

することで、類似した他の業界の平均値データを利用するなどの簡便な価格算定方法を提

案できる可能性がある。 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 
分 担 研 究 報 告 書 

 
補装具費支給判定基準マニュアルの作成 

 

研究分担者 樫本 修 宮城県リハビリテーション支援センター 所長 

研究協力者 伊藤利之 横浜市リハビリテーション事業団 顧問 

研究協力者 小川雄司 埼玉県総合リハビリテーションセンター 主任 

研究協力者 高岡 徹 横浜市総合リハビリテーションセンター 医療部長 

研究協力者 武田輝也 宮城県リハビリテーション支援センター 技師 

研究協力者 正岡 悟 大阪府障がい者自立相談センター 所長 

研究協力者 松野史幸 一般社団法人日本車椅子シーティング協会 

 

研究要旨 近年、補装具に対する障害者のニーズが多様化し、技術革新による新製品の開発や改良も活発

に行われる中、身体障害者更生相談所（以下更生相談所）では、新製品に対する理解や高額、高機能な製

品に対する社会的必要性の判断や、医学的見地からの必要性の判断等について、判定に困難をきたすケー

スが増加している。また、更生相談所における専門職等の職員配置については、地域差が生じており、全

国的に平準化された判定業務を行うことは、困難な状況にあることが指摘されている。さらに、補装具費

支給制度の基準解釈や理解についても各更生相談所による地域差、担当職員の職種や経験によっても差が

生じているのが実態である。そこで、先行研究や活動から更生相談所の課題を抽出するとともに、補装具

判定現場で実際に生じている疑義に対して公平・公正、標準的な判定の考え方を提示し、補装具判定にお

ける基準解釈の違い、地域格差を是正し、円滑な判定に資する目的で「補装具費支給判定Ｑ＆Ａマニュア

ル」を作成する。平成25年度は、151問からなる更生相談所向けの「補装具費支給判定Ｑ＆Ａ」（暫定版）

を作成した。平成26年度に内容についてのアンケート調査を全国の更生相談所に行い、その結果をもとに

修正を加える。さらに、同じ研究グループで他の研究分担者が検討している義肢の完成用部品の機能分類

を活用して平成27年度には完成版マニュアルを作成する予定である。 

 

Ａ．目的 

補装具費は公費で賄われることから更生相談所の補装

具費支給判定は、地域差がなく全国一律の判断基準で公

平、公正に行われることが望ましい。更生相談所におけ

る補装具判定の考え方や費用算定の根拠の基本となるの

は厚生労働省が通知、告示する「補装具費支給事務取扱

指針について」（以下取扱指針）、「義肢、装具及び座

位保持装置等に係る補装具費事務取扱要領」（以下取扱

要領）、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の

額の算定等に関する基準」（以下基準）である。ただし、

その解釈や理解についても各更生相談所による地域差、

担当職員の職種や経験年数によっても差が生じているの

が実態である。 

そこで、補装具判定現場で実際に生じている疑義に対

して公平・公正、標準的な判定の考え方を提示し、補装

具判定における基準解釈の違い、地域格差を是正し、円

滑な判定に資する目的で「補装具費支給判定Ｑ＆Ａマニ

ュアル」を作成する。 
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Ｂ．方法 

Ｂ－１．補装具費支給制度における課題の抽出 

先行研究、調査、活動等における取扱指針、取扱要領、

補装具費支給基準に対する意見、課題の抽出を行う。こ

こで言う先行研究、調査、活動とは次の3つである。 

① 特例補装具判定困難事例集：平成21年度障害者自

立支援調査研究プロジェクト（テクノエイド協会） 

②  全国身体障害者更生相談所長協議会補装具判定

専門委員会によるＱ＆Ａ（平成23-25年度） 

③ 補装具費支給制度の施策検討に向けた実態把握に

関する調査研究：平成24年度障害者総合福祉推進

事業（テクノエイド協会） 

上記で得られた研究結果、活動結果等から取扱指針、

取扱要領、基準に対する意見、課題の抽出を行う。特に

②の補装具判定専門委員会は平成23年度から活動を開始

した全国身体障害者更生相談所長協議会内の組織（事務

局：宮城県リハビリテーション支援センター）である。

全国の更生相談所から補装具判定にかかる質問を随時受

け付け2週間以内に回答を返す活動をおこなっている。Ｑ

＆Ａはこれまでに140問以上が蓄積されており、補装具判

定専門委員会に寄せられた現場の疑義の内容、アイデア

を中心に加工、修正して、更生相談所の補装具判定に役

立つものに再編する。 

Ｂ－２．ワーキンググループによる検討 

補装具に関する各分野の有識者、多職種から構成さ

れたワーキンググループにより「補装具費支給判定Ｑ

＆Ａ暫定版」の内容を検討する。以下が筆者以外のワ

ーキンググループのメンバーおよび所属（職種）であ

る。 

ワーキンググループ（研究協力者） 

• 横浜市リハビリテーション事業団顧問     

伊藤利之（医師） 

• 埼玉県総合リハビリテーションセンター    

小川雄司（義肢装具士） 

• 横浜市総合リハビリテーションセンター    

高岡 徹（医師） 

• 宮城県リハビリテーション支援センター    

武田輝也（理学療法士） 

• 大阪府障がい者自立相談センター所長     

正岡 悟（医師） 

• 一般社団法人日本車椅子シーティング協会   

松野史幸（リハ工学技師） 

ワーキンググループの各自が補装具の各種目を専門的

な見地から担当し、Ｑ＆Ａの内容を検討、さらに新作問

題を作成する。 

（倫理面への配慮）Ｑ＆Ａには個別の商品名、事例など

の個人情報を省き、倫理面に配慮している。また、利益

相反に関係する企業はない。 

 

Ｃ． 結果 

Ｃ－１．補装具費支給制度における課題抽出 

先行研究、活動からは９つの課題が抽出された。それ

を制度の理解と判定における課題に分けて表に示す（表

1）。 

 

1）制度の理解 

• 基準解釈が更生相談所によって異なる。 

• 更生相談所が判定にかかる細かい算定方法など

で解釈に困っている。 

• 市町村によって支給決定の判断が異なる。 

• 補装具のことを理解するマニュアルが欲しい。 

• 更生相談所、市町村、製作業者で支給制度の統

一した理解が必要である。 

2）判定について 

• 更生相談所によって判定困難と感じる地域差が

ある。 

• 文書判定では情報不足が原因で判定困難事例が

生じている。 

• 高額な製品、児童補装具の判定困難事例が多い。 

• 医師意見書の記載不備が多い。 

 

１） 特例補装具判定困難事例集：平成21年度障害者自

立支援調査研究プロジェクトからは以下の課題が得ら

れた。 

① 更生相談所によって判定困難と感じる地域差があ

る。 

表１ 補装具費支給制度の課題 
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②

③

じないなど、更生相談所の判定力の地域差が伺えた。高

額な製品、児童補装具の判定困難事例が多かったのは全

国共通の課題である。

２）

門委員会によるＱ＆Ａ（平成

実績

④

⑤

かい算定方法の質問が多かった。これは平成

ら

れたことが原因である。

３）

する調

は以下の課題が得られた。

⑥補装具のことを理解するマニュアルが欲しい。

⑦医師意見書の記載不備が多い。

⑧市町村によって支給決定の判断が異なる。

⑨更生相談所、市町村、製作業者で支給制度の統一した

理解が必要である。

 

て異なり、また、市町村担当者、業者、中間ユーザーで

も同様のことが言える。補装具費支給制度の共通理解を

図るため

きた。

Ｃ－

成

検討を行った。

補装具判定専門委員会に寄せられた現場の疑義の内容、

アイデアを中心

判定に役立つものに再編したものである。

 

② 文書判定など情報不足が原因で判定困難事例が生

じている。

③ 高額な製品、児童補装具の判定困難事例が多い。

同じ事例内容でも更生相談所によっては判定困難と感

じないなど、更生相談所の判定力の地域差が伺えた。高

額な製品、児童補装具の判定困難事例が多かったのは全

国共通の課題である。

２） 全国身体障害者更生相談所長協議会補装具判定専

門委員会によるＱ＆Ａ（平成

実績）からは以下の課題が得られた。

④ 基準解釈が更生相談所によって異なる

⑤ 更生相談所が判定にかかる細かい算定方法などで

解釈に困っている。

特に車椅子、電動車椅子の機能加算に係る解釈、細

かい算定方法の質問が多かった。これは平成

ら車椅子、電動車椅子の修理基準が機能ごとに細分さ

れたことが原因である。

３）補装具費支給制度の施策

する調査研究：平成

は以下の課題が得られた。

⑥補装具のことを理解するマニュアルが欲しい。

⑦医師意見書の記載不備が多い。

⑧市町村によって支給決定の判断が異なる。

⑨更生相談所、市町村、製作業者で支給制度の統一した

理解が必要である。

 制度の理解が更生相談所

て異なり、また、市町村担当者、業者、中間ユーザーで

も同様のことが言える。補装具費支給制度の共通理解を

図るためのマニュアルが必要であることが改めて確認で

きた。 

－２．ワーキンググループによる検討

ワーキンググループ検討会議は平成

成26年2月22日の

検討を行った。

補装具判定専門委員会に寄せられた現場の疑義の内容、

アイデアを中心

判定に役立つものに再編したものである。

文書判定など情報不足が原因で判定困難事例が生

じている。 

高額な製品、児童補装具の判定困難事例が多い。

同じ事例内容でも更生相談所によっては判定困難と感

じないなど、更生相談所の判定力の地域差が伺えた。高

額な製品、児童補装具の判定困難事例が多かったのは全

国共通の課題である。 

全国身体障害者更生相談所長協議会補装具判定専

門委員会によるＱ＆Ａ（平成

からは以下の課題が得られた。

準解釈が更生相談所によって異なる

更生相談所が判定にかかる細かい算定方法などで

解釈に困っている。 

特に車椅子、電動車椅子の機能加算に係る解釈、細

かい算定方法の質問が多かった。これは平成

車椅子、電動車椅子の修理基準が機能ごとに細分さ

れたことが原因である。 

具費支給制度の施策

究：平成24年度障害者総合福祉推進事業

は以下の課題が得られた。 

⑥補装具のことを理解するマニュアルが欲しい。

⑦医師意見書の記載不備が多い。

⑧市町村によって支給決定の判断が異なる。

⑨更生相談所、市町村、製作業者で支給制度の統一した

理解が必要である。 

制度の理解が更生相談所職員

て異なり、また、市町村担当者、業者、中間ユーザーで

も同様のことが言える。補装具費支給制度の共通理解を

マニュアルが必要であることが改めて確認で

ワーキンググループによる検討

ワーキンググループ検討会議は平成

日の2回開催し、随時メール会議でＱ＆Ａの

検討を行った。本研究で作成するマニュアルのＱ＆Ａは

補装具判定専門委員会に寄せられた現場の疑義の内容、

アイデアを中心に加工、修正して、更生相談所の補装具

判定に役立つものに再編したものである。

文書判定など情報不足が原因で判定困難事例が生

高額な製品、児童補装具の判定困難事例が多い。

同じ事例内容でも更生相談所によっては判定困難と感

じないなど、更生相談所の判定力の地域差が伺えた。高

額な製品、児童補装具の判定困難事例が多かったのは全

全国身体障害者更生相談所長協議会補装具判定専

門委員会によるＱ＆Ａ（平成23-25年度

からは以下の課題が得られた。 

準解釈が更生相談所によって異なる

更生相談所が判定にかかる細かい算定方法などで

特に車椅子、電動車椅子の機能加算に係る解釈、細

かい算定方法の質問が多かった。これは平成

車椅子、電動車椅子の修理基準が機能ごとに細分さ

具費支給制度の施策検討に向けた

障害者総合福祉推進事業

 

⑥補装具のことを理解するマニュアルが欲しい。

⑦医師意見書の記載不備が多い。 

⑧市町村によって支給決定の判断が異なる。

⑨更生相談所、市町村、製作業者で支給制度の統一した

職員の職種、経験年数によっ

て異なり、また、市町村担当者、業者、中間ユーザーで

も同様のことが言える。補装具費支給制度の共通理解を

マニュアルが必要であることが改めて確認で

ワーキンググループによる検討結果

ワーキンググループ検討会議は平成25

回開催し、随時メール会議でＱ＆Ａの

本研究で作成するマニュアルのＱ＆Ａは

補装具判定専門委員会に寄せられた現場の疑義の内容、

に加工、修正して、更生相談所の補装具

判定に役立つものに再編したものである。

文書判定など情報不足が原因で判定困難事例が生

高額な製品、児童補装具の判定困難事例が多い。

同じ事例内容でも更生相談所によっては判定困難と感

じないなど、更生相談所の判定力の地域差が伺えた。高

額な製品、児童補装具の判定困難事例が多かったのは全

全国身体障害者更生相談所長協議会補装具判定専

年度における活動

 

準解釈が更生相談所によって異なる。 

更生相談所が判定にかかる細かい算定方法などで

特に車椅子、電動車椅子の機能加算に係る解釈、細

かい算定方法の質問が多かった。これは平成22年度か

車椅子、電動車椅子の修理基準が機能ごとに細分さ

討に向けた実態把握に

障害者総合福祉推進事業から

⑥補装具のことを理解するマニュアルが欲しい。 

⑧市町村によって支給決定の判断が異なる。 

⑨更生相談所、市町村、製作業者で支給制度の統一した

の職種、経験年数によっ

て異なり、また、市町村担当者、業者、中間ユーザーで

も同様のことが言える。補装具費支給制度の共通理解を

マニュアルが必要であることが改めて確認で

結果 

25年11月23日、平

回開催し、随時メール会議でＱ＆Ａの

本研究で作成するマニュアルのＱ＆Ａは

補装具判定専門委員会に寄せられた現場の疑義の内容、

に加工、修正して、更生相談所の補装具

判定に役立つものに再編したものである。平成23～25
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文書判定など情報不足が原因で判定困難事例が生

高額な製品、児童補装具の判定困難事例が多い。 

同じ事例内容でも更生相談所によっては判定困難と感

じないなど、更生相談所の判定力の地域差が伺えた。高

額な製品、児童補装具の判定困難事例が多かったのは全

全国身体障害者更生相談所長協議会補装具判定専

ける活動

更生相談所が判定にかかる細かい算定方法などで

特に車椅子、電動車椅子の機能加算に係る解釈、細

年度か

車椅子、電動車椅子の修理基準が機能ごとに細分さ

態把握に関

から

⑨更生相談所、市町村、製作業者で支給制度の統一した

の職種、経験年数によっ

て異なり、また、市町村担当者、業者、中間ユーザーで

も同様のことが言える。補装具費支給制度の共通理解を

マニュアルが必要であることが改めて確認で

日、平

回開催し、随時メール会議でＱ＆Ａの

本研究で作成するマニュアルのＱ＆Ａは

補装具判定専門委員会に寄せられた現場の疑義の内容、

に加工、修正して、更生相談所の補装具

25年

度における補装具判定専門員会の活動で

Ａ140

に特有な

商品・事例

に関するＱ＆Ａを

た、不足している

ンググループで新規に

した

 その構成は、

座位保持装置

車椅子

歩行器

 

Ｃ－３．実際のＱ＆Ａ例

以下に

のＱ＆Ａ

例1

て 

Ｑ 

補装具について、治療・訓練用のものと将来社会人とし

て独立自活するための素地を育成・助長すること等を目

的として使用されるもの（療育用）とは、どのように区

別して考えればよいでしょうか？

Ａ 

おいて治療効果が期待できる段階のものと考えられます。

療育用のものは、適応や成長対応等を考慮して有用性と

安全性が確認され、日常生活や就学・就労の場で継続的

な利用が見込まれることが明らかとなった場合に適用さ

れるものと考えます。その場合は、障害者総合支援法に

電動車
椅子

意思
伝達
5%

度における補装具判定専門員会の活動で

140問が制度の理解等の一般的な質問

に特有な費用の算定基準に関する

商品・事例25問に分類できた

に関するＱ＆Ａを

た、不足している

ンググループで新規に

した。 

その構成は、車椅子が

座位保持装置19問、装具

車椅子10問、義肢

歩行器7問、難病

Ｃ－３．実際のＱ＆Ａ例

以下に指針、各種目

のＱ＆Ａ14例を示す。

1）指針第1 基本的事項

 

 身体障害児の立位・歩行訓練にあたって用いられる

補装具について、治療・訓練用のものと将来社会人とし

て独立自活するための素地を育成・助長すること等を目

的として使用されるもの（療育用）とは、どのように区

別して考えればよいでしょうか？

 治療・訓練用のものは、医療現場で医師の管理下に

おいて治療効果が期待できる段階のものと考えられます。

療育用のものは、適応や成長対応等を考慮して有用性と

安全性が確認され、日常生活や就学・就労の場で継続的

な利用が見込まれることが明らかとなった場合に適用さ

れるものと考えます。その場合は、障害者総合支援法に

児童
10%

電動車
椅子
7%

義肢
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意思
伝達
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補聴器他
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図１ 補装具費支給

度における補装具判定専門員会の活動で

制度の理解等の一般的な質問

費用の算定基準に関する

問に分類できた

に関するＱ＆Ａを削除した115

た、不足していると思われる事項の

ンググループで新規に追加作成し、結果的に

車椅子が29問、指針等基準解釈が

問、装具17問、児童補装具

問、義肢9問、意思伝達装置

問、難病6問からなる（図１）。

Ｃ－３．実際のＱ＆Ａ例 

各種目、児童補装具および難病について

例を示す。 

基本的事項 

身体障害児の立位・歩行訓練にあたって用いられる

補装具について、治療・訓練用のものと将来社会人とし

て独立自活するための素地を育成・助長すること等を目

的として使用されるもの（療育用）とは、どのように区

別して考えればよいでしょうか？

治療・訓練用のものは、医療現場で医師の管理下に

おいて治療効果が期待できる段階のものと考えられます。

療育用のものは、適応や成長対応等を考慮して有用性と

安全性が確認され、日常生活や就学・就労の場で継続的

な利用が見込まれることが明らかとなった場合に適用さ

れるものと考えます。その場合は、障害者総合支援法に

装具
11%

補聴器他 歩行器
5%

補装具費支給

度における補装具判定専門員会の活動で蓄積されたＱ＆

制度の理解等の一般的な質問75

費用の算定基準に関する質問40問、その他個別

問に分類できた。このうち個別商品・事例

115問を簡潔に

と思われる事項のＱ＆Ａ

追加作成し、結果的に

問、指針等基準解釈が

問、児童補装具

問、意思伝達装置8問、補聴器等

問からなる（図１）。 

、児童補装具および難病について

 1補装具費支給の目的につい

身体障害児の立位・歩行訓練にあたって用いられる

補装具について、治療・訓練用のものと将来社会人とし

て独立自活するための素地を育成・助長すること等を目

的として使用されるもの（療育用）とは、どのように区

別して考えればよいでしょうか？ 

治療・訓練用のものは、医療現場で医師の管理下に

おいて治療効果が期待できる段階のものと考えられます。

療育用のものは、適応や成長対応等を考慮して有用性と

安全性が確認され、日常生活や就学・就労の場で継続的

な利用が見込まれることが明らかとなった場合に適用さ

れるものと考えます。その場合は、障害者総合支援法に

座位保持

難病
4%

補装具費支給判定Ｑ＆Ａの構成

蓄積されたＱ＆

75問、更生相談所

問、その他個別

このうち個別商品・事例

問を簡潔に作り直した。

Ｑ＆Ａ35問をワーキ

追加作成し、結果的に151問で構成

問、指針等基準解釈が23問、

問、児童補装具15問、電動

問、補聴器等8問、

 

、児童補装具および難病について

補装具費支給の目的につい

身体障害児の立位・歩行訓練にあたって用いられる

補装具について、治療・訓練用のものと将来社会人とし

て独立自活するための素地を育成・助長すること等を目

的として使用されるもの（療育用）とは、どのように区

治療・訓練用のものは、医療現場で医師の管理下に

おいて治療効果が期待できる段階のものと考えられます。

療育用のものは、適応や成長対応等を考慮して有用性と

安全性が確認され、日常生活や就学・就労の場で継続的

な利用が見込まれることが明らかとなった場合に適用さ

れるものと考えます。その場合は、障害者総合支援法に

車椅子
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指針解
釈
15%

座位保持
13%

判定Ｑ＆Ａの構成 

蓄積されたＱ＆

問、更生相談所

問、その他個別

このうち個別商品・事例

作り直した。ま

ワーキ

問で構成

問、

問、電動

問、

 

、児童補装具および難病について

補装具費支給の目的につい

身体障害児の立位・歩行訓練にあたって用いられる

補装具について、治療・訓練用のものと将来社会人とし

て独立自活するための素地を育成・助長すること等を目

的として使用されるもの（療育用）とは、どのように区

治療・訓練用のものは、医療現場で医師の管理下に

おいて治療効果が期待できる段階のものと考えられます。

療育用のものは、適応や成長対応等を考慮して有用性と

安全性が確認され、日常生活や就学・就労の場で継続的

な利用が見込まれることが明らかとなった場合に適用さ

れるものと考えます。その場合は、障害者総合支援法に

指針解

【平成25年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.46 】
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よる補装具費の支給を検討することになります。 

例2）指針第2 具体的事項1(2)特例補装具費の支給につ

いて 

Ｑ 真にやむを得ない事情の考え方を教えてください。 

Ａ 補装具は「身体機能を補完又は代替する用具」であ

り、「あれば便利なもの」という条件だけでは認められ

ないものです。特例補装具における「真にやむを得ない」

要件とは、その用具、機能がなければ日常生活、就学・

就労が困難であるかどうか、その用具を使わないことで

痛みや褥瘡、変形が発生するリスクが高いなど、医学的

な問題が生じる可能性を踏まえて判断するとよいでしょ

う。 

例3）指針第2 具体的事項1(4)補装具費の支給対象とな

る補装具の個数について 

Ｑ 健康管理を目的として、プール用の2個目の義足が認

められるでしょうか？ 

Ａ 公費で支給する補装具でスポーツ用など運動時に使

用するものが認められるのは、スポーツを行うことまた

は教えることを職業（職業的活動を含む）としている者

に限られます。プールに通うことで健康管理しているこ

とは理解できますが、プール専用のものを認めることは

適当ではありません。 

例4）指針第2 具体的事項1(7)差額自己負担の取扱いに

ついて 

Ｑ 差額自己負担が認められるのはどのような場合でし

ょうか？ 

Ａ 例えば車椅子が必要なことは確かですが、さらに車

椅子のデザイン性を重視したために基準額を超えるもの

を希望することになった場合などがあげられます。 

この場合、当該種目の補装具の必要性が認められてい

ることが大前提です。補装具自体の必要性が認められな

いにもかかわらず、差額自己負担を理由に基準額まで支

給することはできません。 

例5）指針第2 具体的事項1(8) 介護保険による福祉用具

貸与との適用関係について 

Ｑ 介護保険では貸与できない既製品の車椅子が必要な

場合、補装具として支給が可能でしょうか？ 

Ａ 利用する制度として介護保険が優先されるなか、介

護保険では貸与できない高機能性、耐荷重性、サイズな

どが申請者の必要性に合致する車椅子、電動車椅子の場

合は、既製品であっても補装具として認めることは可能

です。 

例6）種目別：義肢 

Ｑ 高機能・高額な膝継手の希望者について判定の進め

方を教えてください。 

Ａ これまで使用してきた膝継手の機能を十分使いこな

していることが最低の条件となります。その上で、日常

生活や就労などで対応できない動作があることが確認で

きれば、より高機能・高額な膝継手を支給する余地があ

ります。その際には、複数の膝継手のデモ機を用意して

比較検討し、試用体験を経て慎重に判定することが望ま

れます。 

例7）種目別：車椅子 

Ｑ 基準に示すレディメイド車椅子とはどのような車椅

子なのか考え方を教えてください。 

Ａ 基準に示すレディメイド車椅子すなわち基準額の7

5％で取り扱う車椅子とは、バックサポート、アームサポ

ート、レッグサポート等の調整機能が装備されていない

標準的な構造の車椅子のことです。カタログにある既製

品だから全てレディメイドの算定方法（基準額の75％扱

い）で扱うということではありません。 

例8）種目別：電動車椅子 

Ｑ 基準額を超える高額・高機能な電動車椅子の判定の

考え方を教えてください。 

Ａ 身体状況、障害が進行するか固定なのか、使用環境、

使用目的、使用頻度などを十分に把握する必要があり、

基本的に直接判定が望まれます。デモ機の試用などを経

て他の製品との比較検討の上、最終的にその製品でなけ

ればならない仕様、サイズ、機能、使用しないことによ

る不利益等を十分に勘案して判定します。必要性を認め

る場合は特例補装具として扱います。希望する製品まで

の必要性がなく、基準額内の製品で対応可能と判断した

場合に基準額までを支給し、差額自己負担での購入を認

めるか否かは各更生相談所での判断となります。 

【平成25年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.47 】
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例9）種目別：座位保持装置 

Ｑ 座位保持装置の複数支給はできるでしょうか？ 

Ａ 補装具の個数は、原則として1種目につき1個です。

座位保持装置の場合も身体障害者・児の障害の状況等を

勘案し、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は、2台

とすることができます。住環境、送迎の手段などを勘案

して1台で対応できないかを検討した結果、例えば自宅用

に木製構造フレームの座位保持装置、学校用または通所

先用として移動機能も兼ねた金属製の構造フレームの2

台が支給される場合が考えられます。 

例10）種目別：歩行器 

Ｑ 車椅子と歩行器の併給は可能でしょうか？ 

Ａ 車椅子の支給対象は歩行障害があって義肢・装具等

の他の補装具によっても移動が困難な者とされています

が、環境因子によって歩行能力は左右されます。例えば、

歩行器を使用することで屋外は無理でも自宅内の移動は

何とか可能な者であって、ほぼ毎日のように外出の機会

がある場合は、屋内移動用に歩行器、屋外移動用に車椅

子を併給することがあり得ると考えられます。 

例11）種目別：重度障害者用意思伝達装置 

Ｑ iPadでスイッチ操作を行う場合、重度障害者用意思

伝達装置として支給は可能でしょうか？ 

Ａ iPadで「スイッチコントローラー機能」やスイッチ

インターフェースを利用して、スイッチでの走査入力に

よるメールやアプリケーションの操作が可能となってい

ます。iPadは汎用機器であり専用機器には該当しないた

め、補装具としての支給はできません。 

例12）種目別：補聴器 

Ｑ 補装具として支給対象となる補聴器は高度難聴用と

重度難聴用です。90dB、50dBの6級の方、60dB台でも語音

明瞭度検査で4級に認定されている方は聴力としては中

度難聴用補聴器レベルですがどのように対応するのでし

ょうか？ 

Ａ 70ｄＢ未満の聴力者であっても手帳認定を受けてい

る限り、耳鼻科医が必要性を認めれば高度難聴用補聴器

を支給することは差し支えありません。 

例13）児童補装具 

Ｑ 訓練室だけで使用する歩行器や起立保持具を補装具

として支給できますか？ 

Ａ 訓練の時間帯だけ使用するのであれば、訓練施設が

備品として用意すべきです。生活や学校の場面で使用す

る必要性があると判断した場合は補装具として支給する

ことも考えられます。支持機能を加算した歩行器の基準

額、起立保持具の基準額では対応できない製品の申請も

多いと思われます。高額な既製品を希望する場合は差額

自己負担での対応を検討するか、個別に真の必要性を認

める場合は特例補装具として扱います。 

例14）難病の考え方 

Ｑ 難病を原因とする聴力低下があって手帳を取得して

いない方へはどのように対応したらよろしいでしょう

か？ 

Ａ 聴覚障害の身障手帳を取得していない難病患者等の

補聴器判定にあたっては、高度難聴と同程度以上の症状

であるなら支給決定が可能であるとされています。これ

までと同じように考え、難病患者等で90dB、50dBの6級相

当、60dB台でも語音明瞭度検査で4級相当の場合でも、耳

鼻科医が必要性を認めた上で高度難聴用補聴器を支給す

ることは可能です。 

 

Ｄ．考察 

 補装具費の支給は公費で賄われることから、更生相談

所による補装具費支給判定は、全国一律の判断基準で公

平、公正に行われることが望ましい。厚生労働省は、補

装具判定にあたっての指針、取扱要領、基準を示し、全

国の更生相談所では内規、判定の手引きなどを作成し、

各自治体独自の判断基準はあるものの概ね国が示すとお

りの基準、考え方で判定が行われている。しかし、指針、

取扱要領、基準の解釈については、自治体間、職種、経

験年数等で格差があるのが実態である。格差を少なくす

るには、全国レベルでの研修会、情報の共有化、補装具

費支給に関わるマニュアル作成などが望まれる。補装具

判定専門委員会では、これまで3年間にわたり、現場で生

じた補装具判定に関する多数の疑義にタイムリーに応え

てきた。本研究で作成するマニュアルの中核は、それら
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を集約してエッセンスを簡潔に整理し直したものとも言

える。全国の補装具費支給判定の地域格差を是正するの

がねらいであり、今後、その効果を検証していきたい。 

 

Ｅ．まとめ 

平成25年度の本研究では、指針、取扱要領、基準の理

解、考え方の平準化を促す目的で「補装具費支給判定Ｑ

＆Ａ」（暫定版）を作成した。平成26年度に内容につい

てのアンケート調査を全国の更生相談所に行い、その結

果をもとに修正を加える。さらに、同じ研究グループで

他の研究分担者が検討している義足の完成用部品である

膝継手、足部の機能分類を活用して盛り込む。更生相談

所の事務職だけでなく、技術職にも有用なマニュアルと

して平成27年度に完成版マニュアルを作成する予定であ

る。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

１） 樫本 修：最近の義肢治療 －本義肢処方の立場

から－．Jpn J Rehabil Med、50、No8、635-638、

2013 

２） 樫本 修：障害者自立支援法における筋電義手の

支給と課題．日本職業・災害医学会雑誌、第61

巻 第5号、305－308、2013 

2．学会発表 

１）樫本 修：更生相談所からみた補装具費支給制度の

課題．第1回補装具の適切な支給実現のための制度・

仕組みに関する研究会．所沢、2014、2月 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 
分 担 研 究 報 告 書 

 
機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整備 

 
研究分担者 石渡利奈 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

福祉機器開発部 第一福祉機器試験評価室長 

研究分担者 山崎伸也 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

義肢装具技術研究部 主任義肢装具士 

研究分担者 我澤賢之 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

障害福祉研究部 研究員 

研究協力者 相川孝訓 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

福祉機器開発部 非常勤研究員 

 

研究要旨 本研究の目的は、補装具利用者の社会参加・自立促進に向けて、機能区分を活かす

完成用部品申請手続きのシステムを構築することである。今年度は、システム構築の第一段階

として、手続きの効率化、正確性の向上を目的として、Microsoft Excel を用いた電子申請様

式（様式 A-1～8、様式 B-1～2様式 C-1）を作成した。本様式を用いた申請手続きについて、

申請業者、事前審査担当者を対象に、アンケートを実施した結果、Microsoft Excel を用いた

電子化により、効率化、正確性の向上を図ることができたことが確認された。一方、課題とし

て、多様な作業環境への配慮、ユーザビリティの向上、記入要領の改良等の必要性が示唆され

た。また、手続き全体については、説明会が重要視されていることが明らかになり、今後、機

能区分を導入していく段階では、説明会に重点を置いた対応を取っていくことが有用と考えら

れた。 

 

A．目的 

本研究の目的は、補装具利用者の社会参加・自立

促進に向けて、機能区分を活かす完成用部品申請手

続きのシステムを構築することである。今年度は、

システム構築の第一段階として、手続きの効率化・

正確性の向上を目的として、電子申請様式を作成し

た。また、本様式を用いて申請手続きを実施し、手

続きに関するアンケート結果を基に、課題を抽出し

た。 

電子申請様式の作成に関しては、平成 23/24 年度

に実施した完成用部品指定申請に関する課題の調査

結果 1)等を参考にした。これまでの指定申請の課題

として、申請時の入力、事前審査時の分析作業等に

おける非効率性、不正確性が指摘されてきたため、

今回の様式作成では、Microsoft Excel を用い、申

請関連情報を申請業者が電子ファイルに入力し、入

力されたデータを事前審査者が分析することで、申

請・事前審査の効率化、正確性の向上を図ることと

した。 

 

B．方法 

B-1．電子申請システムの作成 

Microsoft Word を用いた従来の申請様式（平成 24

年度までの指定申請で使用、以下、旧様式）を基に、

Microsoft Excel を用いた電子版の申請様式（以下、

新様式）を作成した。新様式では、新様式への移行
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に伴い、旧様式の内容を見直し、様式の統廃合を行

った。なお、Microsoft Excel では、バージョン毎

にセルサイズが異なり、同じファイルを用いると印

刷用のフォームの体裁が整わないため、各バージョ

ン（2003/2007/2010/2013）毎の様式を作成した。 

各様式は、工学的試験評価、臨床評価、価格調査

に関する事前審査担当者が、関係する様式の内容を

見直しつつ作成した。また、記入要領の改訂、記入

例の作成も行った。 

新様式では、一部様式を除き、入力用フォーム（図

１）と出力用フォーム（図２）を分けて作成し、入

力用フォームにデータを入力すると、リンクを張っ

た出力用フォームに反映され、印刷用の様式が自動

生成されるようにした。また、データ入力の効率化、

正確性の向上を図るため、一部のフォームで、プル

ダウン式/ラジオボタン式の入力方法を採用した。 

B-2．電子版申請様式を用いた申請手続きの実施 

申請受付開始にあたり、申請業者を対象とした説

明会を平成25年7月23日に実施した。説明会では、

参加者に申請関係資料一式（記入要領、様式、記入

例、参考資料）を収録した CD-R を配布し、事前審査

担当者が新様式についての説明を行った。 

また、ホームページ上に申請関係資料を掲載し、

関係者がダウンロードできるようにした。 

資料配布後、平成 25 年 9月 30 日を締切として、

申請受付を開始した。受付締切後、提出された

Microsoft Excel ファイルの様式を用い、事前審査

を行った。 

B-3．申請手続きに関するアンケートの実施 

 申請受付終了後、今年度申請のあった 25 社を対象

に、申請手続きに関するアンケート（以下 13 項目、

自由記述）を E-mail にて実施した。また、事前審査

担当者を対象に、事前審査手続きに関するアンケー

ト（課題や提案についての自由記述）を実施した。 

 

アンケート項目 

1 ブック１ 

2 ブック２ 

3 ブック３ 

4 記入例について 

5 記入要領について 

6 添付資料（会社資料、インボイスなど輸入関係

資料など）について 

7 電子媒体への保存方法、ファイル名変更等につ

いて 

8 ホームページからのダウンロードについて 

9 説明会について 

10 参考資料について 

11 問い合わせについて（youbou@rehab.go.jp） 

12 その他 

13 入力可能な Microsoft Excel のバージョンにつ

いて 

 

Ｃ．結果 

Ｃ-1．電子申請システムの作成 

 表１、表２に、旧新/新旧様式の対応を示す。 

手続きの簡略化のため、旧様式 8「義肢装具等完

成用部品の変更・削除に関する申請書」、13「義肢

装具等完成用部品の価格変更申請書」を新様式 B-1

「義肢装具等完成用部品の変更・削除に関する申請

書」旧様式 9「完成用部品（品番等変更）一覧」、

10「完成用部品（削除）一覧」、14「完成用部品（価

格変更）一覧」を新様式 B-2「完成用部品（品番等

変更）一覧」として統合した（表 2）。 

また、昨年度までの手続きでは、提出するサンプ

ルの返却希望がある場合に、旧様式 11「義肢装具等

完成用部品の申請部品返却希望について」の提出を求

めていたが、当該年度からの申請では、全てのサンプ

ルについて原則返却することとし、様式 11 を廃止した

（表 1）。 

Ｃ-2．電子版申請様式を用いた申請手続きの実施 

説明会は、69 社に案内を出し、うち 41 社の参加

登録があった（参加登録率：59％）。 

申請手続き実施の結果、H25 年度は、新規申請 215

件（義肢 74 件、装具 42 件、座位保持装置 99 件）、

変更削除申請 481 件、既収載輸入部品の価格根拠申

請 1208 件、計 1904 件の申請が受付された。 
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図１ 入力フォームイメージ 

図２ 出力フォームイメージ
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旧様式 様式名 新様式 
様式 1 義肢装具等完成用部品の指定申請書 様式 A-1 
様式 2 申請部品一覧 様式 A-2 
様式 3 申請部品に係る価格根拠（新規ならびに価格変更申請の場合、記入） 様式 A-3 
様式 4 部品概要 様式 A-4 
様式 5 工学的試験評価概要 様式 A-5 
様式 6 フィールドテスト結果 様式 A-6 
様式 7 フィールドテスト被験者リスト 様式 A-7 
様式 8 義肢装具等完成用部品の変更・削除に関する申請書 様式 B-1 
様式 9 完成用部品（品番等変更）一覧 様式 B-2 
様式 10 完成用部品（削除）一覧 様式 B-2 
様式 11 義肢装具等完成用部品の申請部品返却希望について ― 
様式 12 補装具等完成用部品申請のために提出頂いたサンプルの返却について 様式 A-8 
様式 13 義肢装具等完成用部品の価格変更申請書 様式 B-1 
様式 14 完成用部品（価格変更）一覧 様式 B-2 
様式 15 既収載輸入部品に係る価格根拠（価格変更申請部品を除く） 様式 C-1 

 

表２ 新旧様式対応表 

新様式 様式名 旧様式 
新規申
請 

変更・
削除申
請※1 

輸入品の
価格根拠
申請 

備考 

様式 A-1 
（ブック1） 

義肢装具等完成用部品の
指定申請書 

様式 1 ○     申請業者毎に１ファ
イル 

様式 A-2 
（ブック1） 

申請部品一覧 様式 2 ○     申請業者毎に１ファ
イル 

様式 A-3 
（ブック2） 

申請部品に係る価格根拠 様式 3 ○ △※2   部品毎に１ファイル 

様式 A-4 
（ブック2） 

部品概要 様式 4 ○     部品毎に１ファイル 

様式 A-5 
（ブック2） 

工学的試験評価概要 様式 5 （○） 
※3 

    部品毎に１ファイル 

様式 A-6 
（ブック2） 

フィールドテスト結果 様式 6 （○） 
※4 

    部品毎に１ファイル 

様式 A-7 
（ブック2） 

フィールドテスト被験者
リスト 

様式 7 （○） 
※4 

    部品毎に１ファイル 

様式 A-8 
（ブック1） 

補装具等完成用部品申請
のために提出頂いたサン
プルの返却について 

様式 12 （○） 
※5 

    申請業者毎に１ファ
イル 

様式 B-1 
（ブック1） 

義肢装具等完成用部品の
変更・削除に関する申請
書 

様式 8、13   ○   申請業者毎に１ファ
イル 

様式 B-2 
（ブック1） 

完成用部品（品番等変更）
一覧 

様式 9、
10、14 

  ○   申請業者毎に１ファ
イル 

様式 C-1 
（ブック3） 

既収載輸入部品に係る価
格根拠 

様式 15     ○ 部品毎に１ファイル 

※1 区分変更、メーカー名変更、品番変更、価格変更、削除申請。※2 価格変更申請を伴う場合。※3/4 

工学的試験評価/フィールドテストが必要な場合に提出。※5 サンプルの提出がある場合に提出。 

 

表１ 旧新様式対応表 
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Ｃ-3．申請手続きに関するアンケートの実施 

申請業者を対象としたアンケート実施の結果、25

社中 12 社から回答が寄せられた（回答率 48％）。

結果を表 3に示す。 

今回の様式の電子化に関する評価として、目的と

した効率化、正確性の向上については、「エクセル

に変更されていて記入しやすかった」、「プルダウ

ンがついていて作業効率が良かった」、「リンクが

あり、記入しやすかった」、「作業量が減り、ミス

防止もでき、効率よく進められた」、「セルがリン

クされているので、従来よりも大幅に入力の手間が

省け大変良かった」、「同じ内容を複数書類へ記載

する必要がなくなり、時間と手間が大幅に減少した」、

「記載ミスなどのケアレスミスも防ぐことができた」

等のポジティブな評価が寄せられた。 

一方で、ユーザビリティの課題として、入力の問

題（表が大きく全体が見えにくい、枠が小さい）、

出力の問題（入力フォームでそのまま記入すると、

出力ページでスペースが不足したり、読みにくくな

ったりする。印刷に適した体裁の調整が難しい）等

が指摘された。 

なお、手続き全体として、ホームページからのダ

ウンロード、問い合わせ、説明会等については、比

較的好評価だが得られた。説明会については、「参

加できなかった場合には、作業にかなり支障がある

と予想される」との意見があり、複数回/開催地の拡

大、開催時期の繰り上げ等の要望が寄せられた。 

 事前審査担当者を対象としたアンケート結果を表

４に示す。主な課題として、部品概要等、意図した

内容や方法で記載されていないケースが指摘された。

また、写真のファイルサイズの指定等、審査準備を

より効率的に行う上で、改良すべき点が指摘された。 

さらに、サイズ違いを含む申請の場合、実際のフィ

ールドテストでは、何を使って評価しているかなど、

より詳細な情報が必要であることが示唆された。 

なお、設問 13 で、使用している Microsoft Excel

のバージョンの調査をしたところ、申請業者、事前

審査担当者とも、使用しているバージョンが多様で

あった。今回、印刷時の体裁の崩れを少なくするた

め、バージョン毎の様式を用意したが、事前審査作

業時にバージョンを混ぜて使用すると、パソコンが

安定して動かなくなる等の課題も生じた。また、

Microsoft Excel 2003 では、列数の制限のために、

作業に支障が生じた。 

 

Ｄ．考察 

従来の Microsoft Word を用いた様式から、

Microsoft Excel を用いた様式に変更して手続きを

行った結果、申請業者から、「プルダウン式の入力、

セルのリンク等の機能が利用可能になったことで、

入力時の作業量や記載ミスの減少につながった」と

のフィードバックが得られた。このことから、今回

の電子化の目的とした効率化・正確性の向上は、概

ね達成されたと考えられる。 

一方で、パソコンやディスプレイのスペックによ

り、作業がしにくいケースがあること、入力フォー

ムと出力フォームが分かれていることで、印刷用の

体裁調整が難しいケースがあること等が報告され、

多様な作業環境への配慮と、さらなるユーザビリテ

ィの向上の必要性があることが示唆された。 

また、事前審査担当者からは、作業上の課題が指

摘されるとともに、事前審査担当者側の意図が、申

請業者側に充分に伝わっていないケースが指摘され、

様式、記入要領の改良が望まれた。 

以上により、今回明らかになった各様式の課題に

基づいて様式を修正するとともに、事前審査担当者

側の意図が伝わるよう、記入要領をより詳細にして

いく必要性が示された。様式の改良においては、入

力フォームと出力フォームを分けた現方式の見直し

等も検討する必要性があると考えられる。 

今回の手続きの実施とフィードバック結果から、

Microsoft Excel を用いたシステムの電子化では、

従来のシステムに比べて、効率化、正確性の向上が

図れることが示唆された。一方で、システムのプラ

ットフォームとして、Microsoft Excel を使用する

以上、印刷上の体裁調整の難しさは避けられず、ユ

ーザビリティ等の改良には、限界がある可能性が示

唆された。以上より、今後、Microsoft Excel を用

いたシステムの改良と並行して、Microsoft Excel

【平成25年度総括・分担研究報告書】
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に依存しない方式での電子申請システムの在り方も

検討していくことが望まれる。 

手続き全体については、手続き作業上、参加登録

率の高さやアンケートでのフィードバックから、説

明会が重要視されていることが明らかになった。今

後、機能区分を導入していく段階でも、申請業者側

の充分な理解を促進する上で、説明会に重点を置い

た対応を取っていくことが有用と考えられる。 

 

Ｅ．まとめ 

機能区分を活かす完成用部品申請手続きシステム

構築の第一段階として、Microsoft Excel を用いた

電子申請システムを作成した結果、効率化、正確性

の向上を図ることができた。一方、課題として、多

様な作業環境への配慮、ユーザビリティの向上、記

入要領の改良等の必要性も示唆された。手続き全体

については、説明会が重要視されていることが明ら

かになり、今後、機能区分を導入していく段階では、

説明会に重点を置いた対応を取っていくことが有用

と考えられる。 

なお、今回のフィードバックの結果から、Microsoft 

Excel では、ユーザビリティ等の改良には、限界が

あると考えられ、今後、現システムの改良と並行し

て、Microsoft Excel に依存しない方式での電子申

請システムの在り方も検討していくことが望まれる。 
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表
３
 
申
請
業
者
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
 

 

項
目
 

感
想
（
＋
）
 

感
想
（
－
）
 

そ
の
他
要
望
 

1 ブ ッ ク １
 

目
次
 

・
エ
ク

9+
セ
ル
に
変
更
さ
れ
て
い
て
記
入
し

や
す
か
っ
た
で
す
 

・
記
入
す
る
側
と

し
て
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

・
新
規
申
請
部
品
の
様
式

A-
3
か

ら
A-
7
は
、
部
品

点
数
に

よ
っ
て
は
頁
数
が
膨
大
に
な
る
た
め
、申

請
番
号
毎
に
頁
数

を
記
載
す
る
方
が
、見

や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。 

【
入
力
用
】
入

力
用
フ
ォ
ー
ム
 

様
式

A-
1、

B-
1 

・
エ
ク
セ
ル
に
変
更
さ
れ
て
い
て
記
入
し
や

す
か
っ
た
で
す
 

 
 

 
 

 様
式

A-
8 

 
 

 
 

 
 

【
入
力
用
・
出
力
用
】
様
式

A-
2（

申
請
部
品
一
覧
）
 

・
プ
ル
ダ
ウ
ン
が
つ
い
て
い
て
作
業
効
率
が

良
か
っ
た
で
す
 

・
今
回
弊
社
で
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん
で
し
が
，
区
分

が
複
数
の
部
品

で
は
、
印
刷
時
に

2
枚
に
収
ま

り
き
ら
な
い
、
も
し

く
は
文
字
が
非

常
に
小
さ
く
な
っ
て
確
認
が
困
難
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

・
区
分
が
異
な
る
製
品
は
名
称
、
型
式
、
平
均
価

格
等
が
異

な
り
ま
す
の
で
、
申
請
番
号
自
体
を
変
え
た
方
が
、
分
か
り

や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

・
出
力
サ
イ
ズ

は
、
A3

よ
り
も

A4
の
ほ
う
が
よ
い
。
メ
ー

カ
ー
名
、
部
品
番
号
、
部
品
名
な
ど
基
本
的
な
情
報
は
一
か

所
に
入
れ
て
他
の
書
類
に
も
全
部
に
反
映
で
き
る
と
よ
い
。 

【
入
力
用
・
出
力
用
】
様
式

B-
2（

変
更
申
請
一
覧
）
 

 
 

・
今
回
弊
社
で
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
区

分
が
複
数
の
部

品
で
は
、
印
刷
時
に

2
枚
に
収

ま
り
き
ら
な
い
、
も
し
く
は
文
字
が

非
常
に
小
さ
く
な
っ
て
確
認
が
困
難
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
 

・
備
考
欄
の
変
更
に
つ
い
て
の
項
目
が
必
要
で
す
 

・
ま
た
、
区
分
が

異
な
る
製
品
は
名
称
、
型
式
、
平

均
価
格

等
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
申
請
番
号
自
体
を
変
え
た
方
が
、

分
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

・
備
考
の
変
更
欄

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
次
回
は
追

加
い
た
だ
け
る
と
申
請
し
や
す
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
 

  
そ
の
他
（
出
力
用
等
）
 

 
 

 
 

 
 

2  ブ ッ ク ２
 

【
入
力
用
】
入

力
用
フ
ォ
ー
ム
 

基
本
情
報
 

・
エ
ク
セ
ル
で
、
リ
ン
ク
貼
り
付
け
も
出
来

て
お
り
、
記
入
し
や
す
か
っ
た
 

・
基
本
情
報
に
つ

い
て
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。  

・
表
自
体
が
少
し
大
き
く
、
小
さ
い
モ
ニ
タ
ー
だ
と
記
入
が
大
変
な

部
分
も
あ
り
ま
し
た
 

・
入
力
フ
ォ
ー
ム
の
行
数
が
非
常
に
多
い
 

・
通
貨
部
分
も
プ
ル
ダ
ウ
ン
で
い
い
の
で
は
？
 

・
様
式
毎
に
分
け

て
あ
る
方
が
入
力
し
や
す
い
印
象
を
受
け

ま
し
た
。
 

様
式

A-
3 

 
 

・
ブ
ッ
ク
３
の
様
式

C1
に
も
共

通
し
て
言
え
ま
す
が
、
輸
入
品
の

外
国
販
売
価
格
は
調
査
が
で
き
ま
せ
ん
。
仕
入
先
に
聞
い
て
も
答
え

て
く
れ
な
い
情
報
だ
と
思
い
ま
す
。
 

・
申
請
番
号
、
 区

分
、
 名

称
、
 型

式
、
 補

装
具
製
作
業
者
向
販

売
価
格
（
申
請
価
格
）
、
 メ

ー
カ
ー
名
 部

品
番
号
、
備
考
 

（
部
品
名
）
、
 申

請
事
業
者
名
、
 製

造
品
・
輸
入
品
の
別
、
こ
れ

ら
す
べ
て
に
お
い
て
枠
が
小
さ
い
た
め
、
文
字
数
が
多
い
と
縦
長
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
 

 
 

様
式

A-
4 

 
 

・
入
力
フ
ォ
ー
ム
で
そ
の
ま
ま
記
入
す
る
と
、
出
力
ペ
ー
ジ
で
ス
ペ

ー
ス
が
不
足
し
た
り
、
読
み
に
く
く
な
っ
た
り
す
る
た
め
、
入
力
フ

ォ
ー
ム
で
注
意
が
必
要
で
す
。
特
に
、
備
考
（
部
品
名
）
の
欄
は
小

さ
く
、
3
行
に
な
る
と
枠
の
調
整
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
 

・
共
通
項
目
の
み
入
力
フ
ォ
ー
ム
を
使
用
し
、
他
の
内
容
は

出
力
フ
ォ
ー
ム
に
直
接
記
入
で
き
る
方
が
、
入
力
し
な
が
ら

体
裁
を
整
え
ら
れ
る
た
め
、間

違
い
防
止
に
繋
が
る
と
共
に
、

効
率
的
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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項
目
 

感
想
（
＋
）
 

感
想
（
－
）
 

そ
の
他
要
望
 

2  ブ ッ ク ２
 

【
入
力
用
】
入

力
用
フ
ォ
ー
ム
 

様
式

A-
5 

 
 

・
入
力
フ
ォ
ー
ム
の
記
入
ス
ペ
ー
ス
と
、
出
力
用
ス
ペ
ー
ス
の
大
き

さ
が
異
な
る
た
め
、
記
入
可
能
文
字
数
が
異
な
る
場

合
は
、
出
力
用

ス
ペ
ー
ス
の
調
整
等
が
必
要
に
な
り
、
セ
ル
の
幅
が
異
な
る
場
合
は

出
力
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
の
記
入
に
な
り
注
意
が
必
要

で
す
。
 

ま
た
、
工
学
試
験
が

3
個
以
上
あ

る
場
合
の
記
載
が
分
か
り
に
く
い

で
す
。
 

・
添
付
書
類
が
複
数
選
択
可
能
な
の
は
便
利
だ
が
、
実
施
施
設
が
複

数
の
場
合
に
は
入
力
ス
ペ
ー
ス
が
足
り
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
…
名

称
等
文
字
数
が
少
な
い
も
の
は
入
っ
て
も
、
住
所
の
よ
う
な
文
字
数

が
多
い
も
の
は
入
ら
な
い
 

・
同
じ
容
量
の
デ

ー
タ
が
記
入
で
き
る
、
も
し
く
は
共
通
項

目
の
み
入
力
フ
ォ
ー
ム
を
使
用
し
、
他
の
内
容
は
出
力
フ
ォ

ー
ム
に
直
接
記

入
で
き
る
方

が
入
力
し
な
が
ら
体
裁
を
整
え

ら
れ
る
た
め
、
作
業
効
率
が
良
い
と
感
じ
ま
す
。
 

様
式

A-
6 

 
 

・
A
列
に
「
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ス
ト
の
際
、
使
用
し
た
完
成
用
部
品
の

メ
ー
カ
ー
名
」
と
あ
っ
た
の
で
、
完
成
用
部
品
に
登
録
さ
れ
て
い
な

い
補
装
具
は
記
入
し
な
く
て
も
良
い
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
C
列

の
説
明
に
は
「
使
用
し
た
補
装
具
名
す
べ
て
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り

見
逃
し
て
し
ま
っ
た
。
・
備
考
（
部
品
名
）
の
欄
が
小
さ
く
、
3
行

に
な
る
と
枠
の
調
整
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
 

・
A
列
に
記
載
さ
れ
た
方
が
見
逃
し
が
少
な
い
と
思
い
ま

す
。
・
フ
ィ
ー
ル

ド
テ
ス
ト
使
用
部
品
の
一
覧
表
は
、
必
要

に
応
じ
て
行
数
を
増
や
せ
る
と
よ
い
。
・
【
そ
の

他
試
験
条

件
】
や
【
被
験
者

情
報
内
の
日
常
使
用
し
て
い
る
補
装
具
の

主
な
部
品
】
で
は
，
例
を
示
し
て
い
た
だ
け
る
と
記
載
し
や

す
い
と
思
い
ま
す
．
 

【
図
入
力
用
】入

力
用
フ
ォ
ー

ム
 

 
 

・
フ
ォ
ー
ム
に
写
真
を
貼
り
付
け
て
も
出
力
用
の
シ
ー
ト
に
反
映
さ

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
し
た
．
 

・
写
真
を
枠
内
に
貼
り
付
け
た
後
、
出
力
フ
ォ
ー
ム
上
で
ず
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
。
 

・
出
力
フ
ォ
ー
ム

に
直
接
記
入
で
き
る
方
が
簡
便
で
あ
る
と

感
じ
ま
す
。
 

そ
の
他
（
出
力
用
等
）
 

・
様
式

A-
6
を

記
載
す
る
と
自
動
的
に
様
式

A-
7（

被
験
者
リ
ス
ト
）
が
完
成
す
る
の
は
作

業
量
が
減
り
、ま

た
ミ
ス
防
止
に
も
繋
が
り
、

効
率
よ
く
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
 

・
入
力
フ
ォ
ー
ム
と
出
力
フ
ォ
ー

ム
の
タ
グ
が
分

か
れ
て
い
る
た
め
、

確
認
す
る
た
め
に
タ
ブ
を
切
り
替
え
る
必
要
が
あ
り
わ
か
り
に
く
い
。

出
力
用
フ
ォ
ー
ム
の
文
字
が
途
切
れ
る
箇
所
が
あ
り
修
正
す
る
必
要

が
あ
っ
た
 

・
出
力
フ
ォ
ー
ム
に
直
接
記
入
で
き
る
方
が
簡
便
で

す
。
 

・
出
力
フ
ォ
ー
ム

に
直
接
記
入
で
き
る
方
が
簡
便
で
あ
る
と

感
じ
ま
す
。
 

3  ブ ッ ク ３
 

 【
入
力
用
】

入
力
用
フ
ォ
ー

ム
 

  
様
式

C-
1 

 
 

・
提
出
締
切
日
が
近
づ
い
て
、
ま
と
め
て
訂
正
文
書
が
送
ら
れ
て
き

ま
し
た
が
、
誤
っ
た
語
句
や
説
明
不
足
が
あ
り
、
気

づ
か
ず
に
申
請

書
を
作
成
し
て
い
た
ら
混
乱
を
来
た
し
た
と
思
い
ま

す
。
 

・
様
式

C-
1
で

は
「
2.
 
既
収
載
価
格
に
占
め
る
費
用
・
利
益
の
割

合
」
で
す
が
、
表
の
中
で
は
「
申
請
価
格
に
占
め
る
割
合
」
の
記
載

で
し
た
。
最
初
、
ど
ち
ら
の
価
格
を
基
準
と
す
る
の
か
迷
い
ま
し
た

が
、
、
確
認
後
、
既
収
載
価
格
を
基
本
と
し
て
割
合
を
算
出
し
、
書

類
作
成
を
し
て
お
り
ま
す
。
 

・
完
成
用
部
品
一
覧
表
番
号
は
、
番
号
の
間
違
い
を
防
ぐ
た

め
、
是
非
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
で
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
 

・
そ
の
他
、
新
規
申
請
部
品
と
同
様
、
既
収
載
品
も
一
覧
が

あ
っ
た
方
が
見
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

・
様
式
に
つ
い
て

は
語
句
の
統
一
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。
 

 そ
の
他
（
出
力
用
等
）
 

 
 

・
申
請
番
号
、
 区

分
、
 名

称
、
 型

式
、
 メ

ー
カ
ー
名
 部

品
番

号
、
備
考
（
部
品
名
）
等
の
枠
が
小
さ
い
た
め
、
文
字
数
が
多
い
と

縦
長
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
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項
目
 

感
想
（
＋
）
 

感
想
（
－
）
 

そ
の
他
要
望
 

4 
 記

入
例
に
つ
い
て
 

・
記
入
例
及
び
入
力
フ
ォ
ー
ム
の
説
明
欄
が

有
る
事
で
、
入
力
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
て
い

け
た
。
 

・
説
明
の
字
が
小
さ
く
見
づ
ら
い
 

・
様
式

A-
6
の
そ

の
他
試
験
条
件
の
部
分
に
例
示
が
な
か
っ

た
た
め
，
あ
る
と
参
照
し
な
が
ら
記
載
し
や
す
い
で
す
．
 

・
重
要
な
説
明
事

項
が
見
落
と
さ
れ
な
い
工
夫
が
あ
れ
ば
と

思
い
ま
す
。
 

5 
 記

入
要
領
に
つ
い
て
 

 
 

・
4
ペ
ー
ジ
の

4
行
目
か
ら

18
行

目
に
か
け
て
の
記
述
が
複
雑
 

・
今
回
か
ら
入
力
用
と
出
力
用
の
様
式
が
で
き
た
た
め
、
必
然
的
に

そ
の
部
分
の
説
明
量
が
増
え
よ
り
煩
雑
に
感
じ
ま
し
た
。
 

・
最
初
に
全
体
像

の
図
解
な
ど
あ
る
と
尚
良
い
と
思
い
ま
す
 

・
も
う
少
し
簡
潔
な
表
現
で
あ
る
と
助
か
り
ま
す
。
 

・
今
回
か
ら
入
力

用
と
出
力
用
の
様
式
が
で
き
た
た
め
、
必

然
的
に
そ
の
部

分
の
説
明
量
が
増
え
よ
り
煩
雑

に
感
じ
ま
し

た
。
 
ま
た
、
項
目
に
よ
っ
て
は
選
択
項
目
し
か
入
力
で
き

な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
直
接
入
力
も
で
き
る
よ
う
に

し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
 

・
平
均
価
格
や
完

成
用
部
品
一
覧
表
番
号
の
よ
う
な
数
字
の

資
料
は
、
間
違
い
を
防
ぐ
た
め
、
エ
ク
セ
ル
フ
ァ
イ
ル
で
い

た
だ
き
た
い
で
す
。
 

既
収
載
品
に
関
し
て
、
何
に
対
す
る
輸
入
原
価
を
記
載
す
る

の
か
、
明
確
に
記
載
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
 

6 
 添

付
資
料
（
会
社
資
料
、
イ
ン

ボ
イ
ス
な
ど
輸
入
関
係
資
料
な
ど
）

に
つ
い
て
 

・
価
格
挙
証
書
類
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は

輸
入
時
の
送
料
や
保
険
な
ど
も
書
類
を
添
付

し
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
説
明
会
に
て

イ
ン
ボ
イ
ス
の
み
で
よ
い
こ
と
が
確
認
で
き

ま
し
た
の
で
、
準
備
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
め
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
 

 
 

・
問
題
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、企

業
機
密
の
書
類
な
の
で
、

保
管
に
十
分
注
意
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
 

7 
 電

子
媒
体
へ
の
保
存
方
法
、
フ

ァ
イ
ル
名
変
更
等
に
つ
い
て
 

弊
社
の
や
り
方
で
合
っ
て
い
た
の
か
不
安
は

残
り
ま
す
が
、
特
に
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 
 

 
 

8 
 ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
に
つ
い
て
  
  
 

・
リ
ン
ク
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
の
で

便
利
で
し
た
・
担
当
者
ご
と
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
が
で
き
効
率
が
良
い
・
便
利
で
す
。
 

 
 

 
 

9 
 説

明
会
に
つ
い
て
 

・
個
別
の
ご
相
談
に
も
乗
っ
て
い
た
だ
き
，

大
変
助
か
り
ま
し
た
．
 

・
説
明
会
を
開
催
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
説
明
会
が
な
か
っ
た

ら
、
ス
ム
ー
ズ
に
作
業
を
進
め
る
こ
と
が
出

来
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

・
今
回
様
式
が
大
き
く
変
わ
る
と
の
こ
と
で

説
明
会
に
て
詳
し
く
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、

よ
く
理
解
で
き
ま
し
た
。
 

 
 

・
東
京
だ
け
で
は
な
く
、
大
阪
な
ど
で
も
開
い
て
頂
け
る
と

有
難
い
。
 

・
ま
た
そ
の
場
で
質
疑
・
確
認
も
で
き
る
た
め
、
毎
年
続
け

て
も
ら
い
た
い
 

・
フ
ィ
ー
ル
ド
テ

ス
ト
期
間
等
を
考
え
る
と
、
申
請
締
め
切

り
の
４
～
５
カ
月
前
に
開
催
を
希
望
し
ま
す
 
 

・
参
加
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
作
業
に
か
な
り
支
障
が

あ
る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
、今

後
は
複
数
回
の
開
催
を
希
望

し
ま
す
。
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 項
目
 

感
想
（
＋
）
 

感
想
（
－
）
 

そ
の
他
要
望
 

10
 参

考
資
料
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

 
 

11
 問

い
合
わ
せ
対
応
に
つ
い
て

（
yo
ub
ou
@r
eh
ab
.g
o.
jp
）
 

・
回
答
い
た
だ
く
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
た

案
件
も
あ
り
ま
し
た
が
、
非
常
に
分
か
り
や

す
く
か
つ
丁
寧
に
ご
回
答
い
た
だ
き
助
か
り

ま
し
た
。
・
随
時
の
お
問
い
合
わ
せ
に
つ
い

て
対
応
し
て
い
た
だ
き
，
助
か
り
ま
し
た
．

特
に
あ
り
ま
せ
ん
。
・
お
忙
し
い
中
、
い
つ

も
ご
対
応
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
迅
速

に
質
問
に
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
 

 
 

・
緊
急
の
際
、
電
話
で
の
窓
口
も
あ
る
と
助
か
り
ま
す
 

12
 そ

の
他
（
全
般
的
な
内
容
や
項

目
が
不
明
な
内
容
は
、
全
て
こ
ち
ら

に
ご
記
入
く
だ
さ
い
。
）
 

・
エ
ク
セ
ル
の
セ
ル
が
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る

の
で
、
従
来
よ
り
も
大
幅
に
入
力
の
手
間
が

省
け
大
変
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
 

・
様
式
の
変
更
に
最
初
は
戸
惑
っ
た
が
、
慣

れ
て
し
ま
え
ば
、
従
来
と
比
べ
繰
り
返
し
入

力
の
手
間
が
削
減
さ
れ
る
等
、
入
力
が
楽
に

感
じ
た
。
 

・
エ
ク
セ
ル
に
変
更
に
な
っ
た
こ
と
で
、
同

じ
内
容
（
事
業
所
名
、
代
表
者
名
な
ど
）
を

複
数
書
類
へ
記
載
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、

時
間
と
手
間
が
大
幅
に
減
少
し
ま
し
た
。
ま

た
記
載
ミ
ス
な
ど
の
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
も
防
ぐ

こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
 

 
 

・
工
学
的
試
験
に
つ
い
て
は
費
用
負
担
が
大
き
く
可
能
な
限

り
共
通
の
結
果

を
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
助
か
り
ま
す
。 

・
提
出
期
限
が

9
月

30
日
だ
っ

た
の
に
対
し
、
9
月

25
日

に
価
格
根
拠
の
記
入
に
関
す
る
補
足
・
訂
正
が
あ
っ
た
。
 

も
っ
と
早
く
連
絡
が
欲
し
か
っ
た
。
 

・
ブ
ッ
ク

1
様

式
A-
2
と
ブ
ッ

ク
2
と
の
連
携

が
可
能
に
な

れ
ば
更
に
助
か
る
。
 

・
厚
労
省
に
登
録
さ
れ
て
い
る
部
品
情
報
が
正
し
い
か
を
確

認
す
る
た
め
に
、
毎
年
業
者
別
部
品
一
覧
リ
ス
ト
を
頂
け
る

と
確
認
作
業
が
行
え
ま
す
。
 

・
既
収
載
品
に
関
し
て
 

公
示
価
格
に
対
す
る
輸
入
原
価
が

50
％
以
下
で
理
由
書
き

が
必
要
で
あ
る
と
す
る
場
合
は
、
新
規
申
請
部
品
と
条
件
が

大
き
く
異
な
る
の
で
、
明
確
な
理
由
を
教
え
て
い
た
だ
き
た

い
で
す
。
 

既
収
載
品
の
書
類
提
出
が
、
何
故
輸
入
品
の
み
に
限
ら
れ
て

い
る
の
か
、
ご
教
授
い
た
だ
き
た
い
。
 

・
ミ
ド
ル
ス
ペ
ッ
ク
の

PC
で
も

登
録
が
で
き
る
よ
う
に
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
再
検
討
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま

す
。
 

Ex
ce
l2
00
7
を
用
い
て
入
力
を
行
い
ま
し
た
。
セ
ル
の
再
計

算
に
、
時
間
が
か
か
り

Co
re
2
の

2.
4G
hz

レ
ベ

ル
の
パ
ソ

コ
ン
で
は
、作

業
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。C

or
ei
7
の

3.
2G
Hz

で
は
問
題
な
く
入
力
で
き
ま
し
た
。
 

13
 入

力
可
能
な

Ex
ce
l
の
バ
ー
ジ

ョ
ン
(2
00
3,
 2
00
7,
 2
01
0,
 2
01
3)

を
教
え
て
く
だ
さ
い
 

 
 

 
 

20
03
 
8 

20
07
 
8 

20
10
 
8 

20
13
 
5 
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表
４
 
事
前
審
査
者
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
 

 

項
目
 

課
題
・
提
案
 

1  ブ ッ ク １
 

目
次
 

 
 

【
入
力
用
】
入

力
用
フ
ォ
ー

ム
 

様
式

A-
1、

B-
1 

・
変
更
削
除
：
備
考
変
更
の
記
入
欄
が
な
か
っ
た
。
 

・
変
更
削
除
：
殻
構
造
、
骨
格
構
造
、
義
手
、
義
足
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
に
１
行
に
記
入
す
る
よ
う
に
指
示
が
必
要
で
あ
っ
た
。
 

 様
式

A-
8 

 
 

【
入
力
用
・
出
力
用
】
様
式

A-
2（

申
請
部
品
一
覧
）
 

・
様
式

A-
2(
申
請
部
品
一
覧
)は

本
当
に
必
要
か
。
 

・
一
覧
の
メ
ー
カ
ー
名
に
つ
い
て
何
を
記
入
す
る
か
指
示
が
必
要
（
株
式
会
社
○
○
○
○
な
ど
書
か
れ
て
い
る
）
 

新
規
申
請
時
の
メ
ー
カ
ー
名
に
つ
い
て
一
覧
に
掲
載
す
る
メ
ー
カ
ー
名
と
申
請
業
者
名
の
使
い
分
け
を
指
示
す
る
 

例
（
メ
ー
カ
ー
名
：
国
リ
ハ
 
 
 
申
請
業
者
名
：
国
リ
ハ
技
研
 株

式
会
社
）
 

・
当
て
は
ま
る
区
分
・
名
称
・
型
式
が
な
い
場
合
、
各
申
請
メ
ー
カ
ー
で
適
当
と
思
わ
れ
る
区
分
・
名
称
・
型
式
を
手
入
力
し
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
プ
ル
ダ
ウ

ン
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
選
択
し
た
も
の
か
手
入
力
し
た
も
の
か
が
区
別
で
き
て
い
な
い
。
 

【
入
力
用
・
出
力
用
】
様
式

B-
2（

変
更
申
請
一
覧
）
 

 
 

  
そ
の
他
（
出
力
用
等
）
 

 
 

2   ブ ッ ク ２
 

【
入
力
用
】
入

力
用
フ
ォ
ー

ム
 

基
本
情
報
 

 
 

様
式

A-
3 

 
 

様
式

A-
4 

・
 概

要
の
記
入
欄
内
容
が
充
実
し
て
い
な
い
メ
ー
カ
ー
が
多
い
。
部
品
概
要
が
ど
の
様
に
使
わ
れ
る
の
か
メ
ー
カ
ー
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
 

・
部
品
概
要
に

つ
い
て
は
、
今
回
は
セ
ッ
ト
内
容
を
記
載
し
て
い
た
メ
ー
カ
ー
も
あ
り
、
個
々
の
部
品
に
つ
い
て
の
情
報
を
記
載
し
て
も
ら
う
よ
う
に
記
載
内
容
の
詳
細
を

指
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
 

・
補
装
具
評
価

検
討
会
で
使
う
一
覧
と
同
じ
出
力
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
補
装
具
評
価
検
討

会
の
資
料
の
イ
メ
ー
ジ
で
、
メ
ー
カ
ー
の
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
を
記
載
し
て

も
ら
う
よ
う
に
で
き
な
い
か
。
文
字
数
も
限
定
し
た
上
で
、
部
品
概
要
の
説
明
を
工
夫
し
て
も
ら
い
よ
う
に
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

様
式

A-
5 

・
CE

マ
ー
ク
取
得
時
の
試
験
実
施
の
有
無
に
つ
い
て
、
実
際
に
規
格
に
基
づ
い
て
試
験
を
し
て
い
る
の
に
、
「
わ
か
ら
な
い
」
と
の
記
載
が
目
立
っ
た
。
記
入
要
領
に
追

加
説
明
の
必
要
あ
り
。
 

様
式

A-
6 

・
複
数
品
番
が
あ
り
、
サ
イ
ズ
違
い
で
評
価
し
て
い
る
場
合
、
何
を
使
っ
て
評
価
し
て
ど
の
部
品
を
サ
イ
ズ
違
い
と
判
断
し
て
申
請
し
て
い
る
の
か
、
明
確
に
す
る
必
要

が
あ
る
。
 

・
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ス
ト
評
価
の
記
載
で
、
ど
の
部
品
が
実
際
に
使
わ
れ
た
部
品
か
分
か
り
に
く
い
。
 

・
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ス
ト
評
価
の
記
載
で
、
サ
イ
ズ
違
い
と
し
て
評
価
し
た
も
の
が
ど
の
部
品
で
あ
る
か
分
か
り
に
く
い
。
 

・
新
し
い
機
能
を
有
す
る
部
品
が
出
て
き
た
と
き
の
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ス
ト
評
価
に
つ
い
て
、
新

し
い
機
能
を
使
っ
た
形
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ス
ト
評
価
を
し
て
も
ら
え
る
よ

う
に
、
付
加
価
値
の
部
分
を
評
価
す
る
も
の
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

（
重
労
働
用
で
あ
れ
ば
、
体
重
の
重
い
方
に
使
用
し
て
も
ら
う
、
防
水
タ
イ
プ
で
あ
れ
ば
、
実
際
に
水
に
つ
け
て
使
う
な
ど
）
 

【
図
入
力
用
】
入
力
用
フ
ォ
ー

ム
 

・
 部

品
の
写
真
 

 
*フ

ァ
イ
ル
サ
イ
ズ
は
大
き
い
ま
ま
で
、
縮
小
表
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
EX
CE
L
の
一
覧
に
ま
と
め
る
と
フ
ァ
イ
ル
サ
イ
ズ
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
る
。
 

 
*一

覧
を
作
成
す
る
た
め
に
、
行
列
を
入
れ
替
え
る
た
め
の
セ
ル
を
示
し
た
式
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
、
写
真
は
コ
ピ
ー
で
き
な
か
っ
た
。
 

 
*写

真
は
、
フ
ァ
イ
ル
と
し
て
別
に
添
付
し
て
も
ら
っ
た
方
が
良
い
か
。
ち
ゃ
ん
と
コ
ピ
ー
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
。
 

そ
の
他
（
出
力
用
等
）
 

・
【
出
力
用
】
様
式

A-
4 

備
考
な
ど
、
文
字
数
が
多
い
と
全
部
表
示
で
き
て
い
な
い
。
 

項
目
 

課
題
・
提
案
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項
目
 

課
題
・
提
案
 

3 ブ ッ ク 3 

 【
入
力
用
】
 

  
様
式

C-
1 

 そ
の
他
（
出
力
用
等
）
 

4 
 記

入
例
に
つ
い
て
 

5 
 記

入
要
領
に
つ
い
て
 

6 
 添

付
資
料
 

7 
 電

子
媒
体
へ
の
保
存
方
法
、
フ

ァ
イ
ル
名
変
更
等
に
つ
い
て
 

8 
 ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
に
つ
い
て

9 
 説

明
会
に
つ
い
て
 

10
 参

考
資
料
に
つ
い
て
 

11
 問

い
合
わ
せ
対
応
に
つ
い
て
 

12
 そ

の
他
 

・
完
成
用
部
品
の
申
請
に
は
、
一
覧
の
中
で
部
品
重
複
し
な
い
よ
う
に
申
請
す
る
よ
う
指
示
が
必
要
（
修
理
対
応
部
品
の
申
請
を
し
な
い
等
）
。

・
事
前
審
査
用
の
集
計
シ
ー
ト
に
、
【
入
力
用
】
で
、
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
で
入
力
さ
れ
た
デ
ー
タ
が
反
映
さ
れ
ず
、
０
で
表
示
さ
れ
て
い
た
。

13
 入

力
可
能
な

Ex
ce
l
の
バ
ー
ジ

ョ
ン
(2
00
3,
 2
00
7,
 2
01
0,
 2
01
3)
 

・
EX
CE
L
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
混
ぜ
て
使
用
す
る
と
、
パ
ソ
コ
ン
が
安
定
し
て
動
か
な
く
な
る
。

・
EX
CE
L2
00
3
で
は
列
が

25
6
ま

で
と
制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
、
デ
ー
タ
整
理
の
た
め
に
行
列
の
変
換
を
す
る
と
デ
ー
タ
が
消
え
て
し
ま
う
。
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補装具の適切な支給実現のための制度・仕組みの提案に関する研究 

 

研究代表者 井上剛伸 国立障害者リハビリテーションセンター研究所福祉機器開発部長 

 

研究要旨 本研究の目的は、義肢・装具・座位保持装置の価格を適正に設定する仕組みを整え

るとともに、完成用部品の機能・操作性・安全性を評価する方法を確立することで、これら補

装具の利用者の社会参加・自立を促進することにある。そのために、＜課題１＞ 完成用部品

の機能区分整備、＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡便なデータ更新方法の確立にか

かる研究、＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアルの作成、＜課題４＞ 機能区分を踏

まえた完成用部品申請手続きの整備 の小課題を設定した。 

 今年度は、骨格構造義足について機能の整理を行うために調査を行い、合計 976点の部品の

情報を入手し、機能区分の初版を作成した。製作費用については、義肢等の製作事業者に対す

るアンケート結果をもとに、人件費単価が平成 23年度の調査結果よりも低い値となっている

点。利益率が平均値より利益率の低い事業所のほうが、高い事業所よりも多い点、費用構成に

ついては、昭和 53、54年度の調査結果と比べて、費用に占める素材費・作業人件費以外から

なるその他の費用の割合が高くなっている点、平成 21年度の調査結果に比べて素材費が 6.8%

上昇している点を明らかにした。補装具費支給判定基準マニュアルについては、昨年度作成し

た Q&A（暫定版）の更生相談所における 6ヶ月試用後のアンケート調査を実施し、8割以上か

ら役立っているとの回答が得られた。得られた結果を基に、暫定版の修正点を決定するととも

に、公開版と更生相談所限定版を作ることとした。申請手続きの整理については、昨年度の調

査結果に基づき、様式、記入要領、説明会での説明方法の改善を行い、その効果が示された。

一方で、ユーザビリティの課題が指摘され、それらの改善策を提案した。さらに、機能区分に

対応するための手続きの変更案をまとめた。 

 
研究分担者 

樫本修・宮城県リハビリテーション支援センター・ 

所長 

児玉義弘・ナブテスコ株式会社住環境カンパニー福

祉事業推進部・部長 

山崎伸也・国立障害者リハビリテーションセンター

研究所義肢装具技術研究部・主任義肢装具

士 

我澤賢之・国立障害者リハビリテーションセンター

研究所障害福祉研究部・研究員 

石渡利奈・国立障害者リハビリテーションセンター

研究所福祉機器開発部・第一福祉機器試験

評価室長 

 

研究協力者 

相川 孝訓・国立障害者リハビリテーションセンター 

研究所福祉機器開発部 非常勤研究員 
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伊藤利之・横浜市リハビリテーション事業団 顧問 

小川雄司・埼玉県総合リハビリテーションセンター  

主任 

高岡 徹・横浜市総合リハビリテーションセンター 

医療部長 

武田輝也・宮城県リハビリテーション支援センター 

技師 

長瀬 毅・流通経済大学経済学部 准教授 

正岡 悟・大阪府障がい者自立相談センター 所長 

松野史幸・一般社団法人日本車椅子シーティング協 

会 

 

A．目的 

補装具費支給制度は本邦における福祉用具の公的

給付の根幹をなす制度である。補装具の価格は補装

具費支給基準により定められているが、特に義肢・

装具・座位保持装置（以下、義肢等）については基

本価格、製作要素価格の項目が多岐にわたることに

加え完成用部品を用いることから、その供給に要す

る費用と価格のバランスを適正に保ち続けるための

仕組みが十分に整えられているとは言いがたい。ま

た、全国の更生相談所の補装具判定における基準解

釈の違い、地域格差の是正をなくし、公平・公正な

判定の考え方の意識を統一する必要があると考えら

れる。 

 完成用部品については、現在部品指定申請時に

部品供給業者より提示された価格を元に厚生労働省

が公示価格を設定している。その際、原価率等を確

認する仕組みはあるものの、高額・高機能部品を含

め部品の機能に応じた価格妥当性評価を行う仕組み

は確立していない。そのため、類似の機能でありな

がら価格が大きく異なる部品がある等の問題が生じ

ている。さらに補装具使用時にトラブルが生じるリ

スクを低減する趣旨による要件である想定ユーザー

の試用に基づくフィールドテストについても、現在

義肢・装具・座位保持装置共通の様式となっており、

各種部品の特性に応じた評価条件を整備をする余地

がある。こうした課題を解決することで、利用者に

とって必要でより安全で使いやすい補装具が、適正

な価格で安定的に供給されるようになるものと考え

られる。 

本研究は、義肢・装具・座位保持装置の価格を適

正に設定する仕組みを整えるとともに、完成用部品

の機能・操作性・安全性を評価する方法を確立する

ことで、これら補装具の利用者の社会参加・自立を

促進することを目的とする。 

具体的な課題として、完成用部品の機能区分を整

備することを中心に据え、それと完成用部品の価格

および利用者の機能との関連づけを行うこととした。

それを基に、価格の決定や支給判定、申請手続きを

適正かつ円滑に行う制度・仕組みを提案する。 

昨年度は、米国で使用されている義肢装具の機能

区分（Lコード）の調査を行い、国内の完成用部品

への適用の可能性を確認した。また、製作費用に関

しては、人件費・事業収支、製作費用に関する調査

をした。支給判定基準マニュアルについては、更生

相談所長協議会補装具判定専門委員会に寄せられた

Ｑ＆Ａを分析することで、151 項目のＱ＆Ａ暫定版

を作成した。申請手続きの整備では、Microsoft Excel

を用いた電子申請の様式を整え、今年度の指定申請

を実施し、アンケート調査から、電子化したことに

よる効率化、正確性の向上が確認された。 

 本年度は、完成用部品指定リストに記載の骨格構

造義足について機能区分の整理を行う事を目標とし、

製作費用に関しては、人件費・収支、費用構成、素

材価格、カーボン素材について調査を実施し、利益

率の把握を目標とした。また、支給判定基準マニュ

アルについては、昨年度作成したＱ＆Ａ暫定版につ

いて有用性および問題点の把握を目標とするととも

に、申請手続きの整備に関しては、昨年度実施した

アンケート結果に基づいた申請システムの改善を目

標とした。 

 

B．方法 

 上記の目的を達成するために、本研究では、以下

の 4つの小課題を設定して研究を実施している。 

＜課題１＞ 完成用部品の機能区分整備（児玉、山 

崎、我澤） 
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＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡便なデ 

ータ更新方法の確立にかかる研究（我

澤、山崎） 

＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアルの作

成（樫本） 

＜課題４＞ 機能区分を踏まえた完成用部品申請手

続きの整備（石渡、山崎） 

 図 1にそれぞれの課題の関連性を示す。 

 

 

図 1 研究課題の関連性 

 

  

① 全部品共通の調査項目 

・機能（構造を含む） 

・使用者の体重制限 

・主な使用材料 

・重量 

・メーカー保証期間 

・調整機能（利用者に義足を装着してから調整す 

  る機能でアライメント調整は除く） 

・調整時間（前項の調整に要する標準的な時間） 

・特記事項（項目として挙げていないもので、他 

  の部品にはない特徴について記入） 

・その他追加項目 

② 膝継手、足部などの機能部品の追加調査項目 

・適応する利用者の機能レベル 

利用者の機能レベルは米国の支給制度で使用さ 

  れている K レベルを用いた。 

調査票はメールで配信し、メールでの回答を求め

た。 

 

B-2．製作費用の包括的把握方法と簡便なデータ更新 

方法の確立にかかる研究 

今年度は、次のことを行った。 

1) 昨年度実施した、義肢等を製作する事業所の業界 

団体（日本義肢協会、日本車いすシーティング協

会）全会員（393社）を対象に、人件費単価（時

間当たりの人件費）、事業所全体の収支にかかる

調査（調査 A）の結果についてまとめた。 

2) 昨年度調査開始した、直接労務費・直接材料費以 

外の費用（製造間接費・販管費など）の大きさを

把握するため事業所活動の費用構成にかかる調査

（調査 B。対象は、前掲業界団体会員から立地地

域・従業員規模が多様になるよう選出された 35

社）についてまとめた。 

3) 調査 Bと同じ対象に対し、義肢等政策にかかる素 

材単価の変化に関する調査（調査 C）を行い、そ

の結果をまとめた。 

4) 厚生労働省 平成 25年度障害者総合福祉推進事業 

としてテクノエイド協会が行った「補装具費支給

制度の適切な理解と運用に向けた研修のあり方等

に関する調査事業」の補装具調査のなかで、義肢

装具制度についての取り扱いに関する要望にあが

っていたカーボン素材について調査（調査 D）を

実施しその結果をまとめた。 

5) 同事業調査のなかで要望にあがっていた装具修理 

における「マジックバンドの交換」の項に関する

要望について、調査Cのデータをもとにまとめた。 

6) 補装具費支給制度の価格について、他の分野の公

定価格算定方式を参照し、義肢等の公定価格算定

における見込み利益率に関する論点を整理した。 

6)  

B-3．補装具費支給判定基準マニュアルの作成 

昨年度作成したＱ＆Ａ暫定版を全国の更生相談所

に配布し、6カ月間使用したところで有用性、公開

の適否等を検討するためのアンケート調査を実施し

た。アンケート内容は、Ｑ＆Ａ暫定版の構成につい

て、判定で実際に参考になった項目について、公開

に相応しくない項目について、回答内容について、

完成版への要望についてとした。 
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B-4．機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整 

   備 

昨年度末に実施した申請者、事前審査者を対象と

したアンケート結果に基づき、今年度は、様式以外

の改善に重点をおいて、電子申請様式の改善、記入

要領の改善、説明会・Web での情報提供の改善を行

った。その上で、電子版申請様式を用いた実際の申

請手続きを実施した。 

申請受付終了後、今年度申請のあった 26社を対象

に、申請手続きに関するアンケート（以下 11項目、

自由記述）を E-mailにて実施した。 

アンケート項目は、様式について、記入例につい

て、記入要領について、添付資料について、提出書

類の PDF ファイルへの書き出しについて、電子媒体

への保存方法・ファイル名変更等について、完成用

部品一覧表番号について、ホームページについて、

説明会についてとした。 

また、機能区分を踏まえた完成用部品申請システ

ムの構成案についてもまとめた。 

 

Ｃ．結果と考察 

Ｃ-1．完成用部品の機能区分整備 

調査票を送付した１３社のうち、１１社より回答

を得た。部品数は、股継手 14 点、膝継手 119 点、

膝継手付属品 21 点、足継手・足部 163 点、足部付

属品・その他 73 点、義足調整用部品 407 点、外装

用部品 38 点、その他 141 点の合計 976 点であった。 

調査結果より、以下の点について検討が必要であ

ることが指摘された。 

1) 全体の名称区分についての考え方の整理。 

これまでの構造による分類では、全てが独立し

た部品としてとらえられていた。しかし、機能で

整理しようとするとこれまで独立していた部品が

他の部品の一部となるものもあるため、全体の部

品構成を検討し再構成する。 

2) 機能として振り分けたものが適切な場所に振り分 

けられているかの確認。 

3) 適応活動レベルの考え方の統一。 

適応活動レベルが未記入のものもあり、これら

の考え方について供給事業者間での統一が必要。 

4) 機能部品の調整について、基本価格に含まれない、 

部品が持つ機能を十分に使うために必要な調整で

あることを部品供給事業者に理解してもらうため

の調整目的と調整時間の整理。 

更に機能区分をより明確にするために、切断者の 

失われた機能を代償するものとの観点から、以下の 

４つの分類法を整理した。 

1) 人と義足のインターフェースとしての役割を補 

助する部品 

・吸着バルブ、ＫＢＭウェッジ、ライナーロック 

アダプタ、ライナー、懸垂ベルト、その他の部 

 品 

2) 生体の股関節、膝関節足関節、足部の機能を代 

償する部品 

・股関節の代償 

股継手、ターンテーブル 

・膝関節の代償 

膝継手、伸展補助装置、バッテリーキット、保 

護カバー 

・足関節および足部の代償 

足継手、足部、フットカバー、スペクトラソッ 

クス、バンパー、トルクアブソーバー 

3) 股継手、膝継手、足継手・足部を繋ぐ部品 

・クランプアダプタ、チューブ、コネクタ、ブロ 

ック 

4) 足の形状をつくる外装のための装飾部品 

・コネクションプレート、フォームカバー、スト 

ッキネット、リアルソックス 

 

Ｃ-2．製作費用の包括的把握方法と簡便なデータ更新 

方法の確立にかかる研究 

(1) 人件費単価・事業所収支 

調査 Aにより得られた平成 25年度の人件費金額、

就業時間のデータを用いて、時間あたり人件費単価

の推定をおこなった結果、法定福利費事業主負担分

の記載のあった事業所の人件費単価の平均は、1,865

円/時であった。なお、法定福利費事業主負担分の記

載のなかった事業所を含めた試算では1,783円/時と

なった。今回の結果は、平成 23年度に実施した調査

結果に比べると、1.9%低い結果が得られた。特に義
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肢の取扱のある事業所のみの数字で見ると、前回調

査に比べ 5.2%低い水準であった。これに対し、義肢

取扱のない事業所では、1.8%高い水準であった。ま

た、前回の人件費単価想定引き上げ（平成 22年度）

の際参考とされた平成21年度調査とはほぼ同じ水準

の結果であった。 

収支状況に関する調査結果から、調査対象事業所

の営業利益率は平均 2.7%、経常利益率は平均 2.8%

（有効回答数 176）であった 。なお営業利益率につ

いて、営業収支に掛かる項目について有効回答を得

ているものの、経常収支に関する項目（営業収支に

かかる項目に加え、営業外収支にかかる項目のデー

タが必要）で有効回答を得ていない事業者を含めた

算出すると、該当数値は 3.2%（有効回答数 205）と

若干高い数値（0.5ポイントの差）となった。 

利益率については回答間の散らばりが大きく、標

準偏差の大きさが営業利益率・経常利益率ともに各

期当該平均値の概ね 2倍弱であった。またそれぞれ

の中位値は平均値より低い値であり、平均値より利

益率の水準が低い事業所のほうが、高い事業所より

多いことが示された。 

 

(2) 事業所活動の費用構成 

 調査より以下の結果を得た。 

・費用に占める、素材費、作業人件費以外からなる

その他の費用の割合は、昭和 53年度、54年度調

査結果が示すより高い割合になっていると考えら

れる。 

・個別事業の収支については、義肢事業が約 55%の

赤字であるのに対し、装具事業（既製品を除く）

は約 49%の黒字であるとの結果が得られた。本手

法は正確性上の限界があり、この数値を定量的に

鵜呑みはできないものの、義肢事業で生じる赤字

が装具事業の黒字で補われている構造を示唆して

いると考えられる。 

・全体の費用構成のなかで、人件費の対売上高比が

平均 43.3%と業種等と比較し、際だって人件費比

率が高いことが示された。またこれに関連して、

費用のうち消費課税の対象となるもの（ここでは

人件費以外の費用が凡て該当すると仮定）の対売

上高比率が平均51.9%であるとの結果が得られた。 

 

(3) 素材単価の変化 

調査結果より、直近の素材費改定（平成 22年度）

の際参照された 21年度調査の時点と平成 26年度上

半期との間の平均価格変化率は 6.8%であった 。同

時期の国内企業物価指数は 3.5%上昇しており、また

貿易統計による原油価格（円建て）は 63.3%、WTI

原油価格（円換算）は 48.4%上昇していた。 

個々の素材価格の変化率については、価格変化率

が高かった素材は、ギプス、樹脂、プラスチック、

PVA、ストッキング、グラスファイバー、ダクロンテ

ープ、布類、ウレタン、アジャスター、塗料などで

あった。このうち石油関連素材については、原油価

格の上昇との関連が考えられる。一方、価格の下が

り方が比較的大きかった素材は、水性ペン、ゴム帯

地であった。 

(4) カーボン素材の使用状況 

調査結果より、股義足については、カーボンを使

用した製作が行われており、足指義足については、

どの会社もカーボンを使用していなかった。股義足

のソケット製作において、カーボンを主材料とした

製作が行われていることが示された。 

「カーボンストッキネット」の文言を「カーボン

素材」に変更することにより、カーボンストッキネ

ット以外のカーボンシートや帯状のカーボンを使用

した場合でも、カーボンの加算ができるようにして

ほしいとの要望があったが、カーボンの使用目的を

聞いたところカーボンシートや帯状のカーボンは部

分的な補強のために使われていた。義足では、主た

る積層材にカーボンシートや、帯状のカーボン素材

を用いているデータは得られなかった。 

装具でもカーボンを使用しているデータが取れた。

さらに義足とは異なり、カーボンストッキネットだ

けではなく、カーボンストッキネット以外のカーボ

ン素材を組み合わせて使用していた。加算項目を検

討する際には、カーッボンストッキネット以外のカ

ーボンシートや帯状のカーボン素材も使うことを想
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定してカーボン使用を加算ができるように設定する

必要がある。 

(5) マジックバンドの交換に関するサイズ追加 

マジックハンドのサイズと価格の調査結果から、

現行制度で価格が定められている、25mm幅、50mm

幅のものの他に、16mm、20mm、30mm、38mm、100mm

の各幅のものが回答者中複数の事業者により購入さ

れていることがわかった。特に、30mm、38mm、100mm

については、装具の取扱が明らかにあると考えられ

る日本義肢協会会員のみで 4事業所以上購入してい

ることがわかった。また、バンドの幅が広がるほど

単価が高くなることが確認された。 

これより、現行の 25mm幅、50mm幅といった特定

の幅のみにピンポイントで価格を定めるのではなく、

「○○mm～□□mm の場合△円」といった価格設定の

仕方のほうが柔軟にバンド幅を選択できると考えら

れる。 

 

(6) 補装具の価格算定方式について 

義肢等に用いられている費用積み上げ方式に基づ

く価格算定方式を概観し、義肢等の価格を公的に規

制する根拠とその問題点をまとめ、義肢等の価格算

定式における見込み利益率の設定に関する論点を整

理した。義肢等においては利用者と生産者との間に

情報の非対称性が存在するため、公的な価格規制に

よって義肢等価格を低廉なものに抑えつつ、生産者

が一定の利益を確保できるような価格算定を行うこ

とで、情報の非対称性に起因する弊害を軽減するこ

とができる。 

 一方で、価格算定における適正な利潤をどのよう

に定めるかについては、現行の公共料金規制におい

ても、義肢等と比較的近接した分野における価格算

定においても明確ではなかった。客観的かつ適正な

利潤をどのように定めるべきかについて、企業に効

率的な経営を促すインセンティブを付与する仕組み

をどのように導入するかも含めて、引き続き検討し

ていく必要がある。 

 

Ｃ-3．補装具費支給判定基準マニュアルの作成 

全国 80カ所の更生相談所（支所を含む）のうち

76カ所から回答が得られた（回収率 95％）。 

調査結果より、8割以上の更生相談所で役に立っ

ているとの回答が得られ、日々の補装具判定にこの

ようなマニュアルが有用であることは確認できたと

思われる。 

Ｑ＆Ａの構成については、このままでよいという

意見が 72カ所と圧倒的に多く（95％）、変更意見は

４カ所から６意見があった。 

平成 26年 4月から 9月までの 6カ月間において実

際に判定の参考になったＱ＆Ａがあると回答した更

生相談所は 65カ所（86％）で、ないは 2カ所（3％）、

どちらともいえないが 9カ所（12％）であった。参

考になったのは全 151問中 92問（61％）で、延べ

212問であった。特に補装具費支給事務取扱指針の

解釈、車椅子に関する質問が参考になることが多か

った。 

公開に問題があるＱ＆Ａがあると回答した更生相

談所数は 34カ所（45％）、ないが 42カ所（55％）

であった。34カ所の更生相談所が公開に問題がある

と指摘した問題数は 151問中 77問（51％）で、延べ

170問であった。 

回答内容については、30 カ所(39%)の更生相談所

から意見の記載があった。文言の表現がわかりにく

い、公開を想定した場合の表記の修正、判断基準に

ついてなどが挙げられた。 

完成版に向けた要望では、25カ所(39%)の更生相

談所から意見が得られた。イラストや写真、見積書

の例の挿入などによるわかりやすさの向上、補聴器

や重度障害者用意思伝達装置、完成用部品等に関す

る判定についての記載、疑義が生じたケースの記載

などの要望が得られた。 

得られた結果を基に、次年度作成する完成版の方

針を以下のように決定した。 

①完成版としての「補装具費支給判定基準マニュア

ル」は公開版と更生相談所限定版を作る方向で進め

る。 

②公開するＱ＆Ａは原則論に限るなど慎重に厳選す

る。 
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③暫定版は、Ｑ＆Ａを種目別にまとめたが、補装具

費の算定方法など目的別にまとめるなども検討する。 

 

Ｃ-4．機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整 

   備 

今年度の申請システムの改善では、運用結果に基

づく様式の改善に加え、記入要領等、説明会での説

明方法の見直しも行った結果、昨年よりも、申請が

わかりやすく、しやすくなったとのフィードバック

が得られた。 

一方で、昨年度も示唆されたように、Excelのシ

ートが多く煩雑、印刷時の調整がしにくい等のユー

ザビリティの課題が指摘された。これらの課題を解

決するには、今回作成した Excel版の申請様式を基

に、Web 上での入出力を可能にする電子申請システ

ムを構築する必要があると考えられた。本システム

構築は、申請受付、審査、公示、データベース上で

の情報公開までを一貫して効率よく行うため、現在

テクノエイド協会で試作しているシステムとの連動

性を重視して進めることが求められる。 

なお、機能区分については、他の分担研究課題に

て作成する機能区分案を受け、申請様式に区分の申

告欄を設けるとともに、機能区分に関する申請業者

の十分な理解を促すため、昨年度開催したような研

究会や、完成用部品指定申請の説明会の開催、機能

区分申請に関する説明資料等の整備を通じて、情報

共有を図る必要があると考えられる。 

また、限られた時間で開催される補装具評価検討

会にて、区分の妥当性の審議を効率的に進めるため、

妥当性を事前に詳細検討するワーキンググループ等

の設定も必要と考えられる。 

 

Ｄ．まとめ 

完成用部品の機能区分を整備することを中心に据

え、それと完成用部品の価格および利用者の機能と

の関連づけを行うことで、価格の決定や支給判定、

申請手続きを適正かつ円滑に行う制度・仕組みを提

案することを目指し、以下の 4つの小課題を実施し

た。 

＜課題１＞ 完成用部品の機能区分整備 

＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡便な 

       データ更新方法の確立にかかる研究 

＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアルの 

作成 

＜課題４＞ 機能区分を踏まえた完成用部品申請 

手続きの整備 

今年度は、部品指定リストに記載の骨格構造義足

について機能の整理を行うために調査を行い、合計

976点の部品の情報を入手した。調査結果から、名

称区分の考え方、機能区分の振り分け、適応活動レ

ベルの考え方の統一、機能部品の調整についてさら

なる検討が必要であることが示された。 

製作費用については、昨年度実施した義肢等の製

作事業者に対するアンケート結果および今年度新た

に実施した調査結果をもとに、人件費単価、事業所

収支、事業所活動の費用構成、素材単価の変化につ

いて分析を行った。その結果、人件費単価は平成 23

年度の調査結果よりも、1.9%低い値となった。また、

義肢を扱う事業所は、扱わない事業所に比べて低い

値となっていた。収支については、営業利益率は平

均 2.7%、経常利益率は平均 2.8%であったが、平均値

より利益率の低い事業所のほうが、高い事業所より

も多いことが示された。費用構成については、昭和

53、54年度の調査結果と比べて、費用に占める素材

費・作業人件費以外からなるその他の費用の割合が

高くなっていることが明らかになった。素材費につ

いては、平成 21年度の調査結果に比べて 6.8%上昇

しており、原油価格の影響が示唆された。 

補装具費支給判定基準マニュアルについては、昨

年度作成した Q&A（暫定版）の更生相談所における 6

ヶ月試用後のアンケート調査を実施し、8割以上か

ら役立っているとの回答が得られた。得られた結果

を基に、暫定版の修正点を決定するとともに、公開

版と更生相談所限定版を作ることとした。 

申請手続きの整理については、昨年度の調査結果

に基づき、様式、記入要領、説明会での説明方法の

改善を行い、その効果が示された。一方で、ユーザ

ビリティの課題が指摘され、それらの改善策を提案

した。さらに、機能区分に対応するための手続きの

変更案をまとめた。 
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次年度は、義肢について機能区分を完成させると

ともに価格との対応、適正処方との対応、申請手続

きとの対応を提案し、その利点および欠点を整理す

る。さらに、これらをふまえた補装具費支給判定基

準マニュアルを作成するとともに、補装具費支給制

度への導入提案をまとめる予定である。 

 

Ｅ．健康危険情報 

なし 

 

Ｆ．研究発表 

1.論文発表 

  なし 

 

2.学会発表 

1.我澤賢之，山崎伸也．「義肢・装具・座位保持装

置製作費用調査結果報告」，第 24回厚生労働省補装

具評価検討会，2014-11-19． 

2.我澤賢之，山崎伸也，長瀬毅．「義肢・装具・座

位保持装置製作の費用・採算」，第 30回日本義肢装

具学会学術大会，2014/10/18-19，岡山． 

3. 樫本 修、井上剛伸、石渡利奈ほか：全国におけ

る円滑な補装具費支給判定を推進するための活動 第

30 回日本義肢装具学会、2014.10.18（岡山） 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 
 1. 特許取得 
  なし 

 2. 実用新案登録 

  なし 
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厚生労働科学研究費補助金 
障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野）） 

分 担 研 究 報 告 書 

 
完成用部品の機能区分整備 

 

研究分担者 児玉 義弘 ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー  

福祉事業推進部 部長 

研究分担者 山崎 伸也 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  

    義肢装具技術研究部 副義肢装具士長 

研究分担者 我澤 賢之 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  

障害福祉研究部 研究員 

研究協力者 相川 孝訓 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

                                                                     福祉機器開発部 非常勤研究員    

 

A．目的 

補装具の完成用部品については、部品供給業者が

部品毎に厚生労働省に対し「義肢装具等完成用部品

の指定申請書」を提出し、認可されたものが「完成

用部品等の指定基準」に掲載される。部品としては 

 

義手、義足、装具、座位保持装置があるが、その数

は 3000点以上に上り、義足の骨格構造義足だけでも

1200点を超える。また骨格構造義足については 1981

年に現在の完成用部品の分類が出来て以降、技術の

発展とともに開発が進み部品の発展は目覚ましく、

研究要旨 補装具費支給制度における補装具の価格は、補装具費支給基準により定められてい

るが、義肢・装具・座位保持装置については基本価格、製作要素価格、および完成用部品から

成り立っている。この中で完成用部品については、部品指定申請時に部品供給業者より提示さ

れた価格を基に、厚生労働省が公示価格を設定している。その際、原価率等を確認する仕組み

はあるものの、部品の機能に応じた価格の妥当性評価を行う仕組みは確立していない。また、

類似機能でありながら価格差がある等の問題が生じている。一方、処方判定面でも、利用者の

機能レベルや生活様式に対し、必要な機能の部品を適切に処方するための基準がないことや、

適合判定時に地域差が生じる等の問題が発生している。本研究では、利用者にとって必要な機

能を適切に、適切な価格で提供できるよう、機能区分が行われている米国の Lコード等を参考

に完成用部品について機能の整理・定義づけを行い、機能区分をまとめると共に、利用者の機

能レベルや生活様式についても整理し、機能区分をベースとした支給制度を検討する。 

平成 25 年度は、米国の保険制度（L コード）の調査を行った。平成 26年度は、完成用部品

指定リストに記載の骨格構造義足について機能の整理を行うために、完成用部品申請事業者 13

社に対して調査票を送付し、それぞれの部品の構造・機能について調査を行った。調査票はメ

ールで配信し回答をもらった。平成 27年度には、平成 25年度と平成 26年度に行った調査・

分析結果を基に機能の定義付けとその妥当性を確認し、完成用部品の骨格構造義足について機

能区分案を作成する。 
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電子制御膝継手など各メーカーから様々な部品が供

給されている。現在は、分類方法として構造による

分類が用いられているが、近年の部品では高機能と

なってきたため分類と部品の関連が難しくなってお

り、補装具を判定する側にとっても部品の選択が難

しくなっている。そこで平成 25年度に調査した米国

保険制度の機能区分である Lコードを参考とし、各

部品を機能毎に分類することで補装具利用者と部品

との関係を分かりやすくするよう整理する。平成 26

年度は、完成用部品の骨格構造義足について機能の

調査を行った。 

 

Ｂ．方法 

Ｂ-１．調査対象部品 

平成26年度版完成用部品指定リストに記載の完成

用部品は、総計 3,336点で、内訳は、殻構造義手 507

点、殻構造義足 280点、骨格構造義手 111点、骨格

構造義足 1,208点、装具 625点、座位保持装置 605

点であるが、これらの中でもっとも数が多く、高機

能化している骨格構造義足を対象とした。 

 

Ｂ-２．調査票の作成 

調査票は、骨格構造義足の大まかな分類として股

継手、膝継手、足継手、足部、義足調整用部品、足

部調整用部品、外装用部品、その他、に分けて EXCEL

ファイルにて作成した。各調査票には、完成用部品

の名称、メーカー名、部品番号、名称、価格を情報

として記載し、これに各部品の機能に関し入手すべ

き必要な情報を得られるよう調査項目を決め、該当

する項目にチェックできるようなシートを作成した。    

また、用意した項目では、メーカーで考えている

機能が含まれていない場合には項目を追加し、個々

の部品が持つ機能を全て書き出してもらうようにし

た。更に、部品が高機能化しているため、個々の利

用者の能力を十分に発揮させるための調整について、

調整の目的と調整時間を記入してもらうことにした。 
なお、調査項目については全部品共通となる項目

（以下①）の他、股継手・膝継手・足継手・足部な

どの機能を有する部品については以下②の項目を追

加した。 

① 全部品共通の調査項目 

・機能（構造を含む） 

※調査票に記載された個々の機能について、そ

の有無もしくは寸法を回答。 

・使用者の体重制限 

・主な使用材料 

・重量 

・メーカー保証期間 

・調整機能（利用者に義足を装着してから調整する

機能でアライメント調整は除く） 

・調整時間（前項の調整に要する標準的な時間） 

・特記事項（項目として挙げていないもので、他の 

部品にはない特徴について記入） 

・その他追加項目 

② 膝継手、足部などの機能部品の追加調査項目 

・適応する利用者の機能レベル 

利用者の機能レベルは米国の支給制度で使用され 

ている Kレベル（表 1）を用いた。 

 

     表 1 利用者の Kレベル 

 

なお、機能名を含めた調査全項目の一覧を本項末尾

資料 1に示す。 

 

 

K0 介助の有無にかかわらず、安全に歩行又は 

移動する能力がなく、義肢によって QOL又 

は可動性が向上しない。 

K1 一定の歩調で平坦面を歩行又は移動するた 

めに義肢を使用する能力又は潜在能力があ

る。限定的又は制限のない家庭内歩行者。 

K2 縁石、階段、又は凹凸のある面などの低い

環境障壁を越えて歩行する能力又は潜在能

力がある。限定的な地域内歩行者。 

K3 種々の歩調での歩行能力又は潜在的な能 

力がある。殆どの環境障壁を越える能力又

は潜在能力を有し、単純な運動以上の義肢

を必要とする職業、治療、又は運動活動が

できる。 

K4 基本的な歩行能力を超える義肢歩行の能力

又は潜在能力があり、高い衝撃、応力、又

はエネルギーレベルを呈する。児童、活動

的な成人、又は運動選手など。 
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Ｂ-３．調査票の配布、回収 

平成 26 年 10 月 10日に完成用部品の供給事業者 

13 社に調査票をメール配信し、11 月 14日を締め切

りとした。配布にあたっては補装具等完成用部品新

規申請の提出時期と重ならないよう留意した。調査

依頼先と各依頼先の部品点数を表 2に示す。 

 

 

   表 2 調査依頼先と部品点数 

 

Ｃ．結果 

Ｃ-１．調査票回収 

部品供給事業者 13社に配信し、11月 14日までに

回答があったのは 9 社であった。回答の無かった 4

社については、再度メールと電話にて状況確認を行

った。うち 1社は担当者が対応できないとの理由で

カタログからの読み取りを依頼された。1 社は、現

在の完成用部品は全て取り下げる予定との回答あり。

他の 2社については遅れて回収できた。 

 

Ｃ-２．調査結果 

股継手、膝継手、足部・足継手、義足調整用部品、

外装用部品など 1208点について調査を行ったが、販

売中止を理由に平成 26年度および平成 27年度に取

下げを予定されている部品があり、これらについて

は回答を得られず、最終的に股継手 14点、膝継手

119点、膝継手付属品 21点、足継手・足部 163点、

足部付属品・その他 73点、義足調整用部品 407点、

外装用部品 38点、その他 141点の合計 976点の部品

について回答を得た。なお現行の完成用部品指定リ

ストでは義足調整用部品として記載されている伸展

屈曲装置および外装用部品の保護カバー、足部調整

用部品のバンパーおよび、その他として記載のバッ

テリー等は、基本的に各メーカーの膝継手や足部等

の専用部品であることから膝継手付属品、或いは足

部付属品として膝継手、足部・足継手の項目にまと

めた。部品毎の内訳は以下の通り。 

-1．股継手（部品点数合計 14点） 

固定と遊動に分け、更にコントロール装置の制御

方式により 4つの項目に整理した。 

・固定（5点） 

・遊動／ﾊﾞﾈ（ｺﾞﾑ）式ｽﾗｲﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ装置（7 点） 

・遊動／油圧式ｽﾗｲﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ装置（1点） 

・遊動／ﾊﾞｰ式ｽﾗｲﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ装置（1 点） 

-2．膝継手・付属品（部品点数合計 140点） 

軸の構造により単軸と多軸に分け、更にそれらを

立脚と遊脚の制御方式の違いにより単軸は 11、多

軸は 8つの項目に整理した。また伸展補助装置等

は付属部品として整理した。 

① 単軸（計 69点） 

・固定（23点） 

・固定／遊動切替式（2点） 

・ﾊﾞﾈ（ｺﾞﾑ）式遊脚制御（8点） 

・荷重ﾌﾞﾚｰｷ／ﾊﾞﾈ（ｺﾞﾑ）式遊脚制御（15点） 

・空圧式遊脚制御（1点） 

・荷重ﾌﾞﾚｰｷ／空圧式遊脚制御（7 点） 

・荷重ﾌﾞﾚｰｷ／空圧電子制御式遊脚制御（3 点） 

・油圧式遊脚制御（6点） 

・油圧式立脚(ｲｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ)・遊脚制御（2点） 

・油圧式立脚(ｲｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ)制御／空圧電子制御式遊脚 

制御（1点） 

・油圧電子制御式立脚(ｲｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ)・遊脚制御(1点) 

② 多軸（計 50点） 

・固定（3点） 

・ﾊﾞﾈ(ｺﾞﾑ)式遊脚制御（18点） 

・空圧式遊脚制御（11 点） 

 

部品供給事業者名 部品点数 

1 株式会社 SHINDO 2 

2 株式会社啓愛義肢材料販売所 134 

3 株式会社 今仙技術研究所 174 

4 

オットーボック・ジャパン株式

会社 
213 

5 ナブテスコ株式会社 53 

6 パシフィックサプライ株式会社 163 

7 株式会社 佐藤技研 3 

8 株式会社小原工業 126 

9 ㈱田沢製作所 136 

10 ㈲ピー・オー・テック 4 

11 株式会社有薗製作所 27 

12 株式会社高崎義肢 73 

13 株式会社松本義肢製作所 93 

14 対象外 7 

合   計 1208 
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・立脚(ﾊﾞｳﾝｼﾝｸﾞ)制御／空圧式遊脚制御（1 点）

・空圧電子制御式遊脚制御（4点）

・油圧式遊脚制御（5点）

・立脚(ﾊﾞｳﾝｼﾝｸﾞ)／油圧式遊脚制御（7点）

・立脚(ﾊﾞｳﾝｼﾝｸﾞ)／油圧式遊脚制御（固定遊動切替

式）（1 点）

③ 膝継手付属部品（計 21点）

・伸展屈曲装置（5点）

・保護カバー（12点）

・ﾊﾞｯﾃﾘｰｷｯﾄ（充電式）（2 点）

・ﾊﾞｯﾃﾘｰｷｯﾄ（使い捨て）（2点）

-3．足部・足継手・付属品他（部品点数合計 236点） 

現行の完成用部品リストでは足部と足継手とに区

分されているが、機能的には同一機能を有するもの

もあるため足部一体型と足継手に分けて13の項目に

整理し、バンパーなどを足部付属品、緩衝器をその

他として足部・足継手の項目で整理した。 

① 足部一体型（計 66点）

・単軸（底背屈可）（3点）

・ｴﾈﾙｷﾞ蓄積ｷｰﾙ（内外反可）（32 点）

・固定、ｴﾈﾙｷﾞ蓄積ｷｰﾙ、足部形状（15点）

・ｴﾈﾙｷﾞ蓄積ｷｰﾙ、踵高調整、足部形状（3 点）

・ｻｲﾑ用（6点）

・小児用（7点）

② 組合せて使用（足部）（計 32点）

・継手機能なし、足部形状（23 点）

・継手機能なし、ｴﾈﾙｷﾞ蓄積ｷｰﾙ、足部形状（9点）

③ 組合せて使用（足継手）（計 65点）

・固定（26点）

・固定、踵高調整付（3点）

・遊動（底背屈）（16 点）

・遊動（底背屈、内外反、回旋）（9点）

・子供用（11 点）

④ 足部付属部品（計 64点）

・ﾊﾞﾝﾊﾟｰ（44 点）

・ｺﾈｸｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ（10点）

・足部形状ﾌｫｰﾑ（6点）

・足部ｿｯｸｽ（ｽﾍﾟｸﾄﾗｿｯｸｽ）（4点）

⑤ その他（計 9点）

・緩衝器（回旋）(7点)

・緩衝器（回旋、鉛直）(2 点)

-4．義足調整用部品（部品点数合計 407点）

ブロック、コネクタ、チューブ、クランプアダプ

タ、ターンテーブル、トルクアブソーバの 6つに分

け、更にこれらを上下部品との接続部の形状などに

よって 31の項目に整理した。ただし、伸展屈曲装置 

については前述のとおり、膝継の付属部品であるた 

め保護カバー等と共に膝継手の項にまとめた。 

① ﾌﾞﾛｯｸ（計 17点）

・ｿｹｯﾄ取付用ﾌﾞﾛｯｸ（4つ穴）（17点）

② ｺﾈｸﾀ（計 237点）

・ｿｹｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ（4つ穴・その他）（10点）

・4つ穴 - ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（ｵｽ）（34 点）

・ｿｹｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ - 36φﾍﾞｰｽ（4点）

・ｿｹｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ - 4つ穴（9点）

・ｿｹｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ - その他（20点）

・ｿｹｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ - ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（31点）

・ﾀﾞﾌﾞﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀ（ｵｽ-ｵｽ）（7点）

・ﾀﾞﾌﾞﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀ（ｵｽ-ﾒｽ）（8点）

・ﾀﾞﾌﾞﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀ（ﾒｽ-ﾒｽ）（42点）

・36φﾈｼﾞ - ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（ｵｽ）（10点）

・36φﾈｼﾞ - その他（3点）

・その他のｽﾍﾟｰｻ（7点）

・小児用（20点）

・その他（32点）

③ ﾁｭｰﾌﾞ（計 80点）

・ﾁｭｰﾌﾞ‐ ﾒｽﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（43点）

・ﾁｭｰﾌﾞ‐ ｵｽﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（10点）

・両側ﾁｭｰﾌﾞ（19点）

・その他（8点）

④ ｸﾗﾝﾌﾟｱﾀﾞﾌﾟﾀ（計 53点）

・φ30用‐ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（ｵｽ）(19点)

・φ30用 - ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（ﾒｽ）（2点）

・φ30用‐その他（11点）

・φ34用‐ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（ｵｽ）(1点)

・φ34用‐ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ(ﾒｽ)(10点)

・φ34用‐その他（1点）

・小児用（9点）

⑤ ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ（計 14点）

・大腿用(点)（13点）
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・下腿用(点)（1点） 

⑥ トルクアブソーバ（計 6点） 

・回旋方向(4 点) 

・鉛直報告(1 点) 

・回旋・鉛直方向(1点) 

-5．外装用部品（部品点数合計 38点） 

フォームカバー、ストッキネット、リアルソック 

スの 3つに分け、7つの項目に整理した。 

① ﾌｫｰﾑｶﾊﾞｰ（計 37点） 

・下腿用(17点) 

・股／大腿用(20 点) 

② ｽﾄｯｷﾈｯﾄ（計 14点） 

・下腿用（4点） 

・股／大腿用(6点) 

・縁取り用(4 点) 

③ ﾘｱﾙｿｯｸｽ（計 7点） 

・下腿用（6点） 

・股／大腿用（1点） 

-6．その他（部品点数合計 141点） 

 その他項目として、吸着バルブ、懸垂ベルト、ラ

イナーロックアダプタ、ライナーの 4つに分け、そ

れを更に 11項目に整理した。 

① 吸着バルブ（計 25点） 

・弁機能（8点） 

・一方向自動排出機能（7 点) 

・弁機能＋一方向自動排出機能（10 点） 

② 懸垂ﾍﾞﾙﾄ（計 23 点） 

・下腿用（20 点） 

・股／大腿用（3 点） 

③ ﾗｲﾅｰﾛｯｸｱﾀﾞﾌﾟﾀ（計 26点） 

・ｸﾗｯﾁﾛｯｸ（26 点） 

④ ﾗｲﾅｰ（計 67点） 

・ﾋﾟﾝｱﾀｯﾁﾒﾝﾄなしｸｯｼｮﾝﾗｲﾅｰ（26点） 

・ﾋﾟﾝｱﾀｯﾁﾒﾝﾄなしｼｰﾙｲﾝ（8 点） 

・ﾋﾟﾝｱﾀｯﾁﾒﾝﾄなしﾊﾟｯﾄﾞ（2 点） 

・ﾋﾟﾝｱﾀﾁﾒﾝﾄあり（29 点） 

・小児用（2点） 

 

Ｄ．考察 

平成26年度版完成用部品指定リスト記載の骨格構 

造義足部品 1208点について調査を行ったが、平成

26年度および平成 27年度に販売終了を理由に取下

げを予定しているとして回答を得られなかった部品

もあり、最終的に部品供給事業者 13社から 976点の

部品について回答を得ることができた。一部調査項

目への回答が空白となっているものや回答内容が不 

明なものなどがあり、再調査を必要とするものもあ 

るが、全体としてはほぼ調査できた。今後、以下の 

点について検討が必要である。 

－1．全体の名称区分についての考え方の整理。 

これまでの構造による分類では、全てが独立した

部品としてとらえられていた。しかし、機能で整

理しようとするとこれまで独立していた部品が他

の部品の一部となるものもあるため、全体の部品

構成を検討し再構成する。 

－2．機能として振り分けたものが適切な場所に振り

分けられているかの確認。 

－3．適応活動レベルの考え方の統一。 

適応活動レベルが未記入のものもあり、これらの

考え方について供給事業者間での統一が必要 

－4．機能部品の調整について、基本価格に含まれな 

い、部品が持つ機能を十分に使うために必要な調 

整であることを部品供給事業者に理解してもらう 

ための調整目的と調整時間の整理。 

 
更に機能区分をより明確にするために、切断者の

失われた機能を代償するものとの観点から、以下の

４つの分類法が考えられる。暫定案として本稿末尾

の「資料 2．完成用部品機能区分暫定案」および「資

料 3．完成用部品機能区分暫定案例：膝継手単軸」

に記載した。平成 27年度は、これらの分類方法を取

り入れて機能区分を整理していく。 

1) 人と義足のインターフェースとしての役割を補 

助する部品 

・吸着バルブ、ＫＢＭウェッジ、ライナーロック

アダプタ、ライナー、懸垂ベルト、その他の部

品 

2) 生体の股関節、膝関節足関節、足部の機能を代

償する部品 

・股関節の代償 

- 13 -

【平成26年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.83 】



股継手、ターンテーブル 

・膝関節の代償 

膝継手、伸展補助装置、バッテリーキット、保

護カバー 

・足関節および足部の代償 

足継手、足部、フットカバー、スペクトラソッ

クス、バンパー、トルクアブソーバー 

3) 股継手、膝継手、足継手・足部を繋ぐ部品 

・クランプアダプタ、チューブ、コネクタ、ブロ

ック 

4) 足の形状をつくる外装のための装飾部品 

・コネクションプレート、フォームカバー、スト

ッキネット、リアルソックス 

 

Ｅ. まとめ 

これまでの構造による分類では全てが独立した部

品として捉えられていたが、機能による分類とする

ことで、独立していた部品が同一機能として一つの

カテゴリーの中に入ることになる。そうすることに

よって部品価格の妥当性評価や、処方判定時の部品

選定を容易にするとともに、地域間格差の是正につ

ながるものと考える。 

今後の課題としては、部品供給事業者間の機能に

ついての考え方を統一する必要があるが、そのため

にも機能の定義づけを行うとともに、その妥当性の

確認が必要になる。また、機能部品を利用者に正し

く使用いただくためには正しい調整が求められる。

これらの調整作業に要する時間に対して義肢装具士

が報酬を得られるようなシステム作りが求められる。

そのための目安となる指針をつくることも必要であ

ると考える。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

２．学会発表 

  なし 

 

Ｇ．知的財産権に出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

  なし 

２．実用新案登録 

  なし 
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資料1. 骨格構造義足　機能区分調査項目一覧

① ﾏﾆｭｱﾙﾛｯｸ (1) 単軸 ① 固定接続機能 ① ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ(雄） ① 端部形状
（両側ﾁｭｰﾌﾞ）

① 端部形状
（ｵｽﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ）

② 遊動式 (2) 多軸 ② ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（雌） ② 端部形状
（ﾁｭｰﾌﾞ＆ｵｽﾋﾟ

ﾗﾐｯﾄﾞ）

② 端部形状
（ﾒｽﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ）

③ 固定式 (3) マニュアルロック ② 底背屈機能 ③ 端部形状
（両側ｵｽﾋﾟﾗﾐｯ

ﾄﾞ）

④ 油圧式 (4) 定摩擦式遊脚相
制御

③ 内・外反機能 ④ 端部形状
（ﾁｭｰﾌﾞ＆ﾒｽﾋﾟﾗ

ﾐｯﾄﾞ）

(5) 可変摩擦式遊脚
相制御

④ アライメント調
整機能

③ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（角度）

① ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（角度：片側の
み）

⑤ 端部形状
（両側ﾒｽﾋﾟﾗﾐｯ

ﾄﾞ）

(6) 空圧式遊脚相制
御

⑤ ユーザーによる
踵高調整機能

② ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（角度：両側）

⑥ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（角度）

③ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（角度）

(7) 油圧式遊脚相制
御

⑥ 鉛直方向の衝
撃吸収機能

④ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（回旋）

③ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（回旋）

⑦ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（回旋）

④ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（回旋）

(8) 流体式(空圧、油
圧以外）遊脚相制

御

⑦ 水平方向の回
旋力吸収機能

⑤ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（高さ）

④ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（高さ）

⑧ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（高さ）

⑤ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（高さ）

(9) 油圧式足関節連
動制御

⑧ チューブ代替機
構

⑥ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（一方向のみ平
行移動）

⑤ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（一方向のみ平
行移動）

⑨ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（一方向のみ平
行移動）

⑥ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（一方向のみ平
行移動）

(10) 膝伸展補助機能
（スプリング又は）

⑦ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（二方向へ平行
移動）

⑥ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（二方向へ平行
移動）

⑩ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（二方向へ平行
移動）

⑦ ｱﾗｲﾒﾝﾄ調整機
能

（二方向へ平行
移動）

(11) 荷重ブレーキ
（調整式）

⑮ 外形寸法
(mm）

⑪ 内形寸法
（ｍｍ）

(12) イールディング（油
圧または相当品）

⑯ 長さ
(mm）

⑫ 長さ
(mm）

(13) バウンシング機構
（調整不可）

(14) バウンシング機構
（調整可）

(15) 幾何学的ロック

(16) スタンスエクステン
ションダンピング機

構（調整可）

(17) スタンスエクステン
ションダンピング機

構（調整否）

(18) 電子制御式遊脚
相（電気式セン
サーを含む）※セ
ンサーの種類は問

わない(19) 電子制御式立脚
相制御（電気式セ
ンサーを含む）※
センサーの種類は

問わない

⑨ 鉄 ① 木 ⑪ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

⑤ ｽﾃﾝﾚｽ (20) ｽﾃﾝﾚｽ ② ｽﾃﾝﾚｽ ⑧ ｽﾃﾝﾚｽ ⑦ ｽﾃﾝﾚｽ ⑪ ｽﾃﾝﾚｽ ⑧ ｽﾃﾝﾚｽ ① ｽﾃﾝﾚｽ
⑥ ﾁﾀﾝ (21) ﾁﾀﾝ ⑩ アルミ ③ ﾁﾀﾝ ⑨ ﾁﾀﾝ ⑧ ﾁﾀﾝ ⑫ ﾁﾀﾝ ⑨ ﾁﾀﾝ ② ﾁﾀﾝ
⑦ ｱﾙﾐ (22) ｱﾙﾐ ⑪ チタン ④ ｱﾙﾐ ⑩ ｱﾙﾐ ⑨ ｱﾙﾐ ⑬ ｱﾙﾐ ⑩ ｱﾙﾐ ③ ｱﾙﾐ

⑧ ｶｰﾎﾞﾝ (23) ｶｰﾎﾞﾝ ⑫ カーボン ⑪ ｶｰﾎﾞﾝ ⑩ ｶｰﾎﾞﾝ ⑭ ｶｰﾎﾞﾝ

⑨ 重量（g) (24) 重量(g） ⑬ 重量(g) ⑤ 重量(g) ⑫ 重量（ｇ） ⑫ 重量（ｇ） ⑰ 重量（ｇ） ⑬ 重量（ｇ） ④ 重量(g)

⑩
使用者体重制

限
(25)

使用者体重制限
(ｋｇ)

⑭
使用者体重制

限(kg)
⑥

使用者体重制
限

⑬
使用者体重制

限
⑬

使用者体重制
限

⑱
使用者体重制

限
⑭

使用者体重制
限

⑤
使用者体重制

限(ｋｇ)

⑪
※　適用（Kレベ

ル）
K0～K4

(26)
※　適用（Kレベ

ル）
K0～K4

⑮
※　適用（Kレベ

ル）
K0～K4

調査後に
調査者が
記入する
項目

調査先 調査先 調査先 調査先 調査先 調査先 調査先 調査先 調査先

整理番号 整理番号 整理番号 整理番号 整理番号 整理番号 整理番号 整理番号 整理番号

調査事前
に調査者
が記入し
ておく項目

型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式

ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名
ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

価格(円）
（基準価格）

価格(円）
（基準価格）

価格(円）
（基準価格）

価格(円）
（基準価格）

価格(円）
（基準価格）

部品名称
(補装具費支給基
準の記事欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基準の
記事欄記載事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の記事欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の記事欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の記事欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の記事欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の記事欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の記事欄記載

事項）

調査回答
者が個々
の部品に
ついて、該
当の有無
を回答す
る項目

調査回答
者が個々
の部品に
ついて、該
当する数
値あるい
は記号、
文章等を
回答する
項目

調整時間
(min)

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒﾝﾄ
調整は除く）があれば

記入ください

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば

記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要な
ところがあれば記入く

ださい

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

　股継手 　膝継手
義足調整用部品
コネクタ（ソケットア

ダプタ）

義足調整用部品
コネクタ（ダブルア
ダプタ・その他）

足継手 ブロック
義足調整用部品

チューブ
義足調整用部品
クランプアダプタ

義足調整用部品
ターンテーブル

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・機
能があれば追記くださ

い

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください
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資料1.

調査後に
調査者が
記入する
項目

調査事前
に調査者
が記入し
ておく項目

調査回答
者が個々
の部品に
ついて、該
当の有無
を回答す
る項目

調査回答
者が個々
の部品に
ついて、該
当する数
値あるい
は記号、
文章等を
回答する
項目

（つづき）

① 足の形状をして
いる

① コネクションプ
レート

① 股継手部を覆う ① 縁取り用 ① 弁としての機能 ① 大腿義足用 ① 使い捨てバッテ
リー

① 小児用

② 指又付 ② 大腿部を覆う ② 膝下から足先
まで

② 一方向自動排
出機能

② 下腿義足用 ② 充電式バッテ
リー

② ピンロック機構

③ 底背屈機能 ③ 膝継手部を覆う ③ 大腿部から足
先まで

③ 懸垂機能 ③ 充電器 ③ 四つ穴取り付
けプレート

④ 内・外反機能 ④ 下腿部を覆う ④ シーム機能 ④ ピラミッドコネク
タ

⑤ アライメント調
整機能

⑤ 足継手部を覆う ⑤ スリーブ保護機
能

⑥ ユーザーによる
踵高調整機能

⑥ 脚の形状削り
出しあり

⑦ 鉛直方向の衝
撃吸収機能

⑦ 軟質フォーム

① 鉛直方向の衝
撃吸収機能

⑧ 水平方向の回
旋力吸収機能

⑧ 硬質フォーム

② 水平方向の回
旋力吸収機能

⑨ チューブ代替機
構

③ チューブ代替機
構

⑩ 足継手の接続
機能を有してい

る

④ 重量(g) ⑪ 重量(g)

⑤
使用者体重制

限(kg)
⑫

使用者体重制
限(kg）

⑬
※　適用（Kレベ

ル）
K0～K4

調査先 調査先 調査先 調査先 調査先 調査先 調査先 調査先 調査先

整理番号 整理番号 整理番号 整理番号 整理番号 整理番号 整理番号 整理番号 整理番号

型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式

ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 メーカー名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名
ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 メーカー型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば

記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

義足調整用部品
トルクアブソーバー

足部
外装用部品

コネクションプレー
ト

外装用部品
フォームカバー

外装用部品
ストッキネット

その他
吸着バルブ

その他
懸垂ベルト

その他
バッテリーキット

その他
ライナーロックアダ

プタ

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）
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資料1.

調査後に
調査者が
記入する
項目

調査事前
に調査者
が記入し
ておく項目

調査回答
者が個々
の部品に
ついて、該
当の有無
を回答す
る項目

調査回答
者が個々
の部品に
ついて、該
当する数
値あるい
は記号、
文章等を
回答する
項目

（つづき）

① クッション機能 ① 足の形状をして
いる

① 足部本体とウレ
タンカバーとの

摩擦軽減

① ソケットボ
リューム調整機

能

② 断端形状を整
える機能

② ロックアンロック
切り替えユニッ

ト

③ ピン取り付け穴 ③ 吸引ポンプ

④ 吸着ソケットの
ためのシーム

機能

④ 鉛直方向の衝
撃吸収機能

⑤ 外側にファブ
リック

⑤ 水平方向の回
旋力吸収機能

⑥ 外側に滑りや
すい加工

⑦ シリコーン
⑧ ウレタン

⑨
熱可塑性ポリ

マー
②

材料
（ガラス繊維）

調査先 調査先 調査先 調査先

整理番号 整理番号 整理番号 整理番号

型式 型式 型式 型式

ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名 ﾒｰｶｰ名
ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式 ﾒｰｶｰ型式

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

価格（円）
（基準価格）

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整項目
※調整機能（ｱﾗｲﾒ
ﾝﾄ調整は除く）が
あれば記入くださ

い

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

調整時間
(min)

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば

記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

コメント記入欄
※特に説明が必要
なところがあれば
記入ください

その他
ライナー

その他
フットカバー

その他
スペクトラソックス

その他
その他

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

上記以外の機構・
機能があれば追記

ください

部品名称
(補装具費支給基
準の備考欄記載

事項）
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資料2．骨格構造義足用部品の機能区分（暫定案）

1) 人と義足のインターフェースとしての役割を補助する部品
コード 名称 機能概要

ＸＸＸＸ 吸着バルブ 義足懸垂のための吸着バルブ

ＸＸＸＸ 懸垂ベルト スリーブの力で義足を懸垂する

ＸＸＸＸ 吸着シーム用スリーブと保護材 スリーブでシームすることで吸着させ義足を懸垂する

ＸＸＸＸ 吸着懸垂補助部品 吸着ポンプなど

ＸＸＸＸ KBM用ウェッジ 大腿骨顆部を押さえることで義足の懸垂をする

ＸＸＸＸ ピンロック用ライナーロックアダプタ

ＸＸＸＸ その他のライナー固定部品
ＸＸＸＸ ピンロック用ライナー

ＸＸＸＸ 吸着用ライナー

ＸＸＸＸ クッションライナー

ＸＸＸＸ 断端袋 下腿や大腿用の断端袋

ＸＸＸＸ 断端形状補正 断端成形用

2)　生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品
コード 名称 機能概要

ＸＸＸＸ 固定 ￣ 継手伸展時に屈曲しないよう固定される。
座位をとる場合など、手動によりロックを解除する。

ＸＸＸＸ ストライドコントロール装置（ﾊﾞﾈ・ゴム） 一軸遊動
（股継手の屈曲伸展を補助）

ＸＸＸＸ ストライドコントロール装置（油圧）
ＸＸＸＸ ストライドコントロール装置（バー）
ＸＸＸＸ 股関節機能補助 回内外 ターンテーブル

ＸＸＸＸ 立脚制御（固定） 伸展状態で固定される。
座位をとる場合など、手動により固定を解除する。

ＸＸＸＸ 立脚制御（固定）／遊脚制御遊動切替式 固定と遊動の切替可

ＸＸＸＸ 遊脚制御（バネ・ゴム伸展補助装置） 遊脚相はバネ或いはゴムで屈曲制限および伸展を補
助する。伸展補助力は調整可

ＸＸＸＸ 立脚制御（荷重ブレーキ）／
遊脚制御（バネ・ゴム伸展補助装置）

体重荷重時にブレーキが働き膝折れしにくくする。ブ
レーキ力調整可
遊脚相はバネ或いはゴムで屈曲制限および伸展を補
助する。
伸展補助力は調整可

ＸＸＸＸ 遊脚制御（空圧） 遊脚相は空圧シリンダで屈曲制限と伸展補助を行う。
空圧抵抗は調整可

ＸＸＸＸ 立脚制御（荷重ブレーキ）／遊脚制御（空
圧）

体重荷重時にブレーキが働き膝折れしにくくする。
遊脚相は空圧シリンダで屈曲制限と伸展補助を行う。
空圧抵抗は調整可

ＸＸＸＸ 立脚制御（荷重ブレーキ）
／遊脚制御（空圧電子制御）

体重荷重時にブレーキが働き膝折れしにくくする。
遊脚相はセンサーが速度を検知し空圧シリンダの屈
曲制限と伸展補助をマイコンで自動的に調整する。

ＸＸＸＸ 遊脚制御（油圧） 遊脚相は油圧シリンダにより屈曲と伸展を制御する。
油圧抵抗の調整可。

ＸＸＸＸ 遊脚制御（油圧）／立脚制御（油圧：ｲｰﾙﾃﾞｨ
ﾝｸﾞ）

立脚相は油圧による強い抵抗力を発生し、体重を掛
けながら膝を屈曲する（ｲｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ）ことができる。
遊脚相は油圧シリンダにより屈曲と伸展を制御する。
油圧は調整可。

ＸＸＸＸ 遊脚空圧電子制御・立脚制御（油圧：ｲｰﾙ
ﾃﾞｨﾝｸﾞ）

立脚相では油圧による強い抵抗力を発生し、体重を
掛けながら膝を屈曲する（ｲｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ）ことができる。
遊脚相はセンサーが速度を検知し空圧シリンダの屈
曲制限と伸展補助をマイコンで自動的に調整する。

ＸＸＸＸ 遊脚制御（油圧）／立脚制御（油圧：ｲｰﾙﾃﾞｨ
ﾝｸﾞ）

センサーにより歩行状態を検知、遊脚相と立脚相の油
圧をマイコンで制御する。

ＸＸＸＸ 立脚制御（固定） 伸展状態で固定される。
座位をとる場合など、手動によりフリーとする。

ＸＸＸＸ 遊脚制御（バネ・ゴム伸展補助装置） 遊脚相はバネ或いはゴムで屈曲制限および伸展を補
助する。伸展補助力は調整可

ＸＸＸＸ 遊脚制御（空圧） 遊脚相は空圧シリンダで屈曲制限と伸展補助を行う。
空圧抵抗は調整可。

ＸＸＸＸ 遊脚制御（空圧）／立脚制御（ﾊﾞｳﾝｼﾝｸﾞ） 立脚相で踵設置時に軽度屈曲（バウンシング）する。
遊脚相は空圧シリンダで屈曲制限と伸展補助を行う。
空圧抵抗は調整可。

ＸＸＸＸ 遊脚制御（空圧：電子制御） 遊脚相はセンサーが速度を検知し空圧シリンダの屈
曲制限と伸展補助をマイコンで自動的に調整する。

ＸＸＸＸ 遊脚制御（油圧） 遊脚相は油圧シリンダにより屈曲と伸展を制御する。
油圧抵抗の調整可。

ＸＸＸＸ 遊脚制御（油圧）／立脚制御（ﾊﾞｳﾝｼﾝｸﾞ） 立脚相で踵設置時に軽度屈曲（バウンシング）する。
遊脚相は油圧シリンダにより屈曲と伸展を制御する。
油圧抵抗の調整可。

ＸＸＸＸ 遊脚制御（油圧）／立脚制御（ﾊﾞｳﾝｼﾝｸﾞ・固
定遊動切替式）

立脚相で踵設置時に軽度屈曲（バウンシング）する。
遊脚相は油圧シリンダにより屈曲と伸展を制御する。
油圧抵抗の調整可。固定と遊動の切替可。

機能区分

機能区分

ソケット製作用部品 懸垂用部品

懸垂用と断端の
保護

断端の保護用部
品

股継手

膝継手

遊動

単軸

多軸
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ＸＸＸＸ 保護カバー 膝継手の専用保護カバー

ＸＸＸＸ 伸展屈曲装置 伸展補助

ＸＸＸＸ 充電式 充電器

ＸＸＸＸ 使い捨て 使い捨てバッテリー

ＸＸＸＸ 単軸継手の底背屈機能 単軸足部としての機能を有する。足の形状を
している。

ＸＸＸＸ エネルギー蓄積を考慮したキール、
内外反

他のコネクタやチューブなどと接続可能に
なっている。キールに弾性のある素材が使わ
れている。内外反の動き、足の形状をしてい
る。

ＸＸＸＸ エネルギー蓄積を考慮したキール、
足部の形状

足部に足継手の機能まで含んでいる。足の形
状をしている。キールに弾性のある素材が使
われている。

ＸＸＸＸ エネルギー蓄積を考慮したキール、
踵高調整、足部の形状

踵高調整機能がある。足部の形状をしてい
る。キールに弾性のある素材が使われてい
る。

ＸＸＸＸ サイム用
ＸＸＸＸ 小児用
ＸＸＸＸ 継手機能なし、足部の形状 足継手と組み合わせて使用する。足の形状を

している
ＸＸＸＸ 継手機能なし、エネルギー蓄積を考

慮したキール、足部の形状
足継手と組み合わせて使用する。キールに弾
性のある素材が使われている。足の形状をし
ている。

ＸＸＸＸ 固定継手 SACH用足継手
ＸＸＸＸ 踵高調整機能付固定継手
ＸＸＸＸ 踵高調整機能付遊動継手（底背屈）
ＸＸＸＸ 遊動継手（底背屈） 単軸としての機能を盛る
ＸＸＸＸ 遊動継手（底背屈、内外反、回旋） 多軸足継手
ＸＸＸＸ 子供用 小児用足継手
ＸＸＸＸ バンパー 遊動継手や緩衝器に用いられる緩衝材
ＸＸＸＸ 足部の形状を整える 足部キールに取り付ける足部形状をした

フォーム
ＸＸＸＸ 足部からの音を消す スペクトラソックス等
ＸＸＸＸ 緩衝器（回旋） 回旋や足底接地時の衝撃緩和
ＸＸＸＸ 緩衝器（回旋、鉛直） トルクウアブソーバーとショックアブソーバーの組

み合わせ
ＸＸＸＸ ターンテーブル下腿用 正座用回旋装置

3)　股継手、膝継手、足継手および足部を繋ぐ接続部品
コード 名称 機能概要

ＸＸＸＸ ブロック ソケット取付用ブロック（4つ穴取付け）

ＸＸＸＸ ソケットアダプタ（四穴・その他）

ＸＸＸＸ 四穴・ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（ｵｽ）

ＸＸＸＸ ｿｹｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ・36φﾍﾞｰｽ
ＸＸＸＸ ｿｹｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ・4つ穴
ＸＸＸＸ ｿｹｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ・その他
ＸＸＸＸ ｿｹｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀ・ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ
ＸＸＸＸ ダブルアダプタ（ｵｽ-ｵｽ）

ＸＸＸＸ ダブルアダプタ（ｵｽ-ﾒｽ）

ＸＸＸＸ ダブルアダプタ（ﾒｽ-ﾒｽ）

ＸＸＸＸ 36φﾈｼﾞ・ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（ｵｽ）

ＸＸＸＸ 36φﾈｼﾞ・その他

ＸＸＸＸ その他のスペーサー

ＸＸＸＸ 小児用

ＸＸＸＸ その他

ＸＸＸＸ ﾁｭｰﾌﾞ - ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ(ﾒｽ）

ＸＸＸＸ ﾁｭｰﾌﾞ - ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ(ｵｽ）

ＸＸＸＸ 両側ﾁｭｰﾌﾞ

ＸＸＸＸ その他

ＸＸＸＸ φ30用・ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（ｵｽ）
ＸＸＸＸ φ30用‐ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ（ﾒｽ）
ＸＸＸＸ φ30用‐その他
ＸＸＸＸ φ34用‐ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ(ｵｽ）
ＸＸＸＸ φ34用　ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ(ﾒｽ）
ＸＸＸＸ φ34用　その他
ＸＸＸＸ 小児用

機能区分

クランプアダプ
タ

膝継手機能補助

バッテリーキッ
ト

足継手と足部 Ａ．足部一体
型

Ｂ．組合わせ
て使う足部
ａ．足部のみ

Ｂ．組合わせ
て使う足部
ｂ．足継手部

Ｂ．組合わせ
て使う足部
ｃ．足部機能
補助
ｃ．足部機能
補助

接続部品
コネクタ

チューブ
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4) 足の形状をつくる外装のための部品
コード 名称 機能概要

ＸＸＸＸ コネクションプ
レート

ＸＸＸＸ 軟質ﾌｫｰﾑ

ＸＸＸＸ 硬質ﾌｫｰﾑ

ＸＸＸＸ 硬質ﾌｫｰﾑ
脚の形状に削り出しあり

ＸＸＸＸ その他

ＸＸＸＸ 軟質ﾌｫｰﾑ

ＸＸＸＸ 硬質ﾌｫｰﾑ
脚の形状に削り出しあり

ＸＸＸＸ 硬質ﾌｫｰﾑ
脚の形状に削り出しあり

ＸＸＸＸ その他

ＸＸＸＸ 股・大腿用

ＸＸＸＸ 下腿用

ＸＸＸＸ 縁取り用

ＸＸＸＸ 下腿用

ＸＸＸＸ 股・大腿用

機能区分

外装用部品

下腿用フォームカ
バー

股・大腿用
フォームカバー

ストッキング

ﾘｱﾙｿｯｸｽ
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ﾏ
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ｸ
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ﾁ
ﾀ
ﾝ
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応
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崎
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肢

T
G

1
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1

荷
重

ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｷ

膝
8
0

ｱ
ﾙ

ﾐ
5
1
0

7
9
,1

0
0

3
年

啓
愛

A
1
-
1
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全

膝
（
ﾁ
ｭ
ｰ

ﾌ
ﾞｱ

ﾀ
ﾞﾌ

ﾟﾀ
付

）
1
0
0

ｽ
ﾃ
ﾝ
ﾚ
ｽ

7
9
0

9
6
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0
0

1
8
ヶ

月
啓

愛
A
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-
2

安
全

膝
（
ｿ
ｹ

ｯ
ﾄｱ

ﾀ
ｯ
ﾁ
ﾒ
ﾝ
ﾄ）

1
0
0

ｽ
ﾃ
ﾝ
ﾚ
ｽ

7
7
0

8
0
,2

0
0

1
8
ヶ

月
啓

愛
A

1
-
2
-
N

安
全

膝
　

極
長

断
端

用
1
0
0

ｽ
ﾃ
ﾝ
ﾚ
ｽ

7
9
0

7
5
,7

0
0

1
8
ヶ

月
啓

愛
A

2
-
1

安
全

膝
あ

ぐ
ら

付
（
ﾁ
ｭ
ｰ

ﾌ
ﾞｱ

ﾀ
ﾞﾌ

ﾟﾀ
付

）
1
0
0

ｽ
ﾃ
ﾝ
ﾚ
ｽ

1
1
4
0

1
0
7
,1

0
0

1
8
ヶ

月

伸
展

状
態

で
固

定
さ

れ
る

。
座

位
を

と
る

場
合

な
ど

、
手

動
に

よ
り

固
定

を
解

除
す

る
。

伸
展

状
態

で
固

定
さ

れ
る

。
座

位
を

と
る

場
合

な
ど

、
手

動
に

よ
り

固
定

を
解

除
す

る
。

義 足 用 部 品

膝 継 手

X
X
X
X

固
定

X
X
X
X

X
X
X
X

固
定

と
遊

動
の

切
替

可
固

定
）
／

遊
動

切
替

式
固

定
）
／

遊
動

切
替

式

体
重

荷
重

時
に

ブ
レ

ー
キ

が
働

き
膝

折
れ

し
に

く
く
す

る
。

ブ
レ

ー
キ

力
調

整
可

遊
脚

相
は

バ
ネ

或
い

は
ゴ

ム
で

屈
曲

制
限

お
よ

び
伸

展
を

補
助

す
る

。
伸

展
補

助
力

は
調

整
可

荷
重

ブ
レ

ー
キ

／
バ

ネ
（
ゴ

ム
）
式

遊
脚

制
御

バ
ネ

（
ゴ

ム
）
式

遊
脚

制
御

メ
ー

カ
ー

・
型

式
機

能
区

分

固
定

と
遊

動
の

切
替

可

遊
脚

相
は

バ
ネ

或
い

は
ゴ

ム
で

屈
曲

制
限

お
よ

び
伸

展
を

補
助

す
る

。
伸

展
補

助
力

は
調

整
可
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ﾃ
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ﾚ
ｽ
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8
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X

空
圧

式
遊

脚
制

御
遊

脚
相

は
空

圧
シ

リ
ン

ダ
で

屈
曲

制
限

と
伸

展
補

助
を

行
う

。
空

圧
抵

抗
は

調
整

可
K
3
-
K
4

ﾗ
ﾎ

ﾟｯ
ｸ

M
0
7
6
0

空
圧

制
御

ｼ
ﾘ
ﾝ
ﾀ
ﾞ付

単
軸

膝
1
0
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ｱ
ﾙ

ﾐ・
ｶ
ｰ

ﾎ
ﾞﾝ

5
7
7

2
6
0
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0
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K
2
-
K
3

ﾒ
ﾃ
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P

4
荷

重
ﾌ
ﾞﾚ

ｰ
ｷ

付
空

圧
膝

継
手

1
0
0

ｱ
ﾙ

ﾐ
6
8
0

2
1
7
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0
0

①
荷

重
ブ

レ
ー

キ
②

速
度

変
化

：
空

圧
シ

リ
ン

ダ
ー

　
（
F
バ

ル
ブ

/
E
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ル
ブ

）
調

整
1
5

K
2
-
K
3

ﾅ
ﾌ
ﾞﾃ

ｽ
ｺ

N
K
-
1
ｓ

空
圧

膝
継

手
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ﾋ
ﾟﾗ

ﾐｯ
ﾄﾞ

（
伸

展
補

助
ﾊ

ﾞﾈ
）

1
2
5

ﾁ
ﾀ
ﾝ

9
1
0

2
9
4
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0
0

①
荷

重
ブ

レ
ー

キ
②

速
度

調
整

：
空

圧
シ

リ
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ダ
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（
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調
整

③
タ

ー
ミ

ナ
ル

イ
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整
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K
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-
K
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ｽ
ｺ
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K
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膝
継

手
・
ﾋ
ﾟﾗ
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1
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ﾀ
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1
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①
荷

重
ブ

レ
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キ
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速
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調
整
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圧
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ダ
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（
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バ

ル
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/
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ル
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調
整

③
タ

ー
ミ

ナ
ル

イ
ン

パ
ク

ト
調

整
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K
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ｸ
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ﾐ
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ﾞﾚ
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継
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ﾐ
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1
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①
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キ
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ダ
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整
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K
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ﾌ
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ﾚ
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ﾊ
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ﾚ
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ﾊ
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ﾊ
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ﾞﾚ
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脚
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油
圧
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、
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ー
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デ
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ｵ
ｯ
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ﾎ
ﾞｯ

ｸ
3
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油
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膝
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手
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ｭ
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ﾌ
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1
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ｱ
ﾙ

ﾐ
1
,2

4
0

4
3
2
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0
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1
2
ヶ

月
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ー
ル

デ
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ン
グ

調
整
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脚
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抵
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整

6
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X
X
X

油
圧

式
立

脚
制

御
（
ｲ
ｰ

ﾙ
ﾃ
ﾞｨ

ﾝ
ｸ
ﾞ）

／
空

圧
電

子
制

御
式

遊
脚

制
御

立
脚

相
で

は
油

圧
に

よ
る

強
い

抵
抗

力
を

発
生

し
、

体
重

を
掛

け
な

が
ら

膝
を

屈
曲

す
る

（
ｲ
ｰ

ﾙ
ﾃ
ﾞｨ

ﾝ
ｸ
ﾞ）

こ
と

が
で

き
る

。
遊

脚
相

は
セ

ン
サ

ー
が

速
度

を
検

知
し

空
圧

シ
リ

ン
ダ

の
屈

曲
制

限
と

伸
展

補
助

を
マ

イ
コ

ン
で

自
動

的
に

調
整

す
る

。

K
2
-
K
4

ﾅ
ﾌ
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ｽ
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N
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C
3
1
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ﾊ
ｲ
ﾌ
ﾞﾘ

ｯ
ﾄﾞ
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ﾌ
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整
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整
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ク
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圧
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御
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脚
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ｲ
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ﾝ
ｸ
ﾞ）
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遊

脚
制

御

セ
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サ
ー
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脚
相
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脚
相
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圧
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マ
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コ
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制

御
す

る
。
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ｸ
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ﾌ
ｧ
ｲ
ﾊ
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1
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圧
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ｲ
ｰ

ﾙ
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X
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X
X
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X
X
X

荷
重

ブ
レ

ー
キ

／
空

圧
電

子
制

御
式

遊
脚

制
御
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重

荷
重

時
に

ブ
レ

ー
キ

が
働

き
膝

折
れ

し
に

く
く
す

る
。

遊
脚

相
は

空
圧

シ
リ

ン
ダ

で
屈

曲
制

限
と

伸
展

補
助

を
行

う
。

空
圧

抵
抗

は
調

整
可

X
X
X
X

遊
脚

相
は

油
圧

シ
リ

ン
ダ

に
よ

り
屈

曲
と

伸
展

を
制

御
す

る
。

油
圧

抵
抗

の
調

整
可

。

立
脚

相
は

油
圧

に
よ

る
強

い
抵

抗
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を
発

生
し

、
体

重
を

掛
け

な
が

ら
膝

を
屈

曲
す

る
（
ｲ
ｰ

ﾙ
ﾃ
ﾞｨ

ﾝ
ｸ
ﾞ）

こ
と

が
で

き
る

。
遊

脚
相

は
油

圧
シ

リ
ン

ダ
に

よ
り

屈
曲

と
伸

展
を

制
御

す
る

。
油

圧
は

調
整

可
。

立
脚

相
は

油
圧

に
よ

る
強

い
抵

抗
力

を
発

生
し

、
体

重
を

掛
け

な
が

ら
膝

を
屈

曲
す

る
（
ｲ
ｰ

ﾙ
ﾃ
ﾞｨ

ﾝ
ｸ
ﾞ）

こ
と

が
で

き
る

。
遊

脚
相

は
油

圧
シ

リ
ン

ダ
に

よ
り

屈
曲

と
伸

展
を

制
御

す
る

。
油

圧
は

調
整

可
。

油
圧

式
遊

脚
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御

油
圧

式
立

脚
（
ｲ
ｰ

ﾙ
ﾃ
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ﾝ
ｸ
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・
遊

脚
制

御

体
重

荷
重

時
に

ブ
レ

ー
キ

が
働

き
膝

折
れ

し
に

く
く
す

る
。

遊
脚

相
は

セ
ン

サ
ー

が
速

度
を

検
知

し
空

圧
シ
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分 担 研 究 報 告 書

義肢・装具・座位保持装置の製作費用調査 

研究分担者 我澤賢之 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

障害福祉研究部 研究員 

研究分担者 山﨑伸也 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

義肢装具技術研究部 副義肢装具士長 

研究協力者 長瀬 毅 流通経済大学経済学部 准教授 

研究要旨 障害者総合支援法に基づく障害福祉における補装具費支給制度のなかで、義

肢・装具・座位保持装置（以下、「義肢等」）の価格は基本価格、製作要素価格、および

完成用部品価格より構成されている。本研究では、補装具費支給基準における価格水準

検討の際参考となる基礎データを提供することを目的に、基本価格・製作要素価格を主

な対象として、価格の主要な根拠と考えられる製作費用の大きさおよび製作事業所の採

算状況を明らかにするための調査を行った。 

 ２年目である今年度は次のことをおこなった。（１）昨年度実施した、義肢等を製作す

る事業所の業界団体（日本義肢協会、日本車いすシーティング協会）全会員（393社）を

対象に、人件費単価（時間当たりの人件費）、事業所全体の収支にかかる調査（調査 A）

の結果についてまとめた。（２）昨年度調査開始した、直接労務費・直接材料費以外の費

用（製造間接費・販管費など）の大きさを把握するため事業所活動の費用構成にかかる

調査（調査 B。対象は、前掲業界団体会員から立地地域・従業員規模が多様になるよう選

出された 35 社）についてまとめた。（３）調査 B と同じ対象に対し、義肢等政策にかか

る素材単価の変化に関する調査（調査 C）を行い、その結果をまとめた。（４）厚生労働

省 平成 25 年度障害者総合福祉推進事業としてテクノエイド協会が行った「補装具費支

給制度の適切な理解と運用に向けた研修のあり方等に関する調査事業」の補装具調査の

なかで、義肢装具制度についての取り扱いに関する要望にあがっていたカーボン素材に

ついて調査（調査 D）を実施しその結果をまとめた。（５）同事業調査のなかで要望にあ

がっていた装具修理における「マジックバンドの交換」の項に関する要望について、調

査 C のデータをもとにまとめた。 

 調査結果から、前回義肢等価格改定の際参照された平成 21 年度調査時点と比較し製作

費用は上昇し利益率が低下していることなどが明らかになった。 

Ａ．目的 

 障害者総合支援法に基づく障害福祉におけ

る補装具費支給制度のなかで、義肢・装具・座

位保持装置（以下、「義肢等」）の価格は基本価

格、製作要素価格、および完成用部品価格より

構成されている。本研究では、補装具費支給基

準における価格水準検討の際参考となる基礎

データを提供することを目的に、基本価格・製

作要素価格を主な対象として、価格の主要な根

拠と考えられる製作費用の大きさおよび製作

【平成26年度総括・分担研究報告書】
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事業所の採算状況を明らかにするための調査

を行った。 

Ｂ．研究概要 

平成 25 年度から 26 年度にかけて、義肢等製

作事業者を対象に、製作費用・採算状況等に関

する各種調査を実施した。調査の概要について、

表１に示す。 

 

表１ 調査概要 

 調査時期 調査対象 調査事項 回収率 

調査 A 

人件費（移動時
間含む）・収支に
ついて 

平成 26 年
1 月～3 月 

日本義肢協会・日本
車いすシーティン
グ協会全会員（393

社） 

・時間あたり人件費
単価に関する項目 

・労働時間に占める
移動時間の割合 

・収支 

返送率  

79.1% 

実質回収率 

（事業取扱
のない旨回
答のあった

事業者を外
した数値） 

77.0% 

 

発送数 393 

事業取扱者
の回収数 

285 

事業取扱の
ない旨の回
答数 23 

調査 B 

費用構成につい
て 

平成 26 年
3 月～5 月 

日本義肢協会・日本
車いすシーティン
グ協会から推薦を
受けた 35 事業者
（うち日本義肢協
会 24、日本車いす
シーティング協会

11。立地地域、従業
員数規模が多様に
なるよう選出。） 

・種目別売上 

・総費用 

・費用構成 

80.0% 

 

発送数 35 

回収数 28 

調査 C 

素材価格につい

て 

平成 26 年
9 月 

・製作に用いられる
各種素材（124 種類）

の価格（平成 21 年
度下半期、23 年度下
半期、26 年度上半
期）の各時点の値） 

68.6% 

 

発送数 35 

回収数 24 

調査 D 

カーボン素材に
ついて 

平成 26 年
9 月 

日本義肢協会会員
のうち 24 事業者
（上記のうち、同協
会より推薦を受け
た事業者のみに送

付） 

・義肢・装具におけ
るカーボン素材の使
用状況および使用素
材の金額 

58.3% 

 

発送数 24 

回収数 14 

（うち該当

素材の取扱
なしとの回
答 1） 

 

※平成 21年度末に補装具費支給基準改正の際参考とされた平成 21年度調査については、参考文

献に示した山崎，我澤(2010)参照のこと。  
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Ｃ．結果・考察 

Ｃ－１ 概要 

 結果の大要は下記の通りである。 

収支 

・義肢・装具・座位保持装置の補装具製作事業

者の直面する利益率（売上高営業利益率、売上

高経常利益率）は、過去 3 年間低下傾向にある。

営業利益率については、平成 22 年度、平成 23

年度は他の産業全体平均もしくは製造業平均

と概ね同等もしくはより高い水準であった。し

かし、平成 24 年度ではこれらの産業平均より

低い水準となっている。また経常利益率につい

ては、過去 3 年間を通じ概ねこれらの産業平均

より低い水準にあり、かつその差が拡大傾向に

ある。医療に附帯するサービス業との利益率

（TKC 経営指標における「その他の医療に附

帯するサービス業」の経常利益率）との比較で

は、補装具製作事業者のほうが大幅（7 ポイン

ト前後）に低い結果であった。 

・過去 3 年間の利益率減少傾向の背景には、後

述するようにここ数年で製作費用のうち素材

費については素材単価が上昇している。傾向と

して人件費について時間あたり単価が平成 23

年度より抑えられているものの、素材費による

費用増加を補い切れず、利益率が低下している

という構図が示唆された。 

・事業別の採算性の推計結果からは、義肢で採

算が取れず、装具でそれを補っている構造が示

唆された。 

製作費用 

・義肢・装具・座位保持装置製作等にかかる費

用は素材費、人件費（作業人件費）、その他の

費用に大別することができる。このうち素材費

については、平成 21 年度以降素材単価が上昇

（平成 21 年度下半期時点から、平成 26 年度

上半期時点にかけて、平均+6.5 ポイント）高

くなっていることが示された。これは、国内企

業物価指数や円建て原油価格の上昇との関連

が考えられる。 

・人件費の時間あたり単価については、平成

21 年度調査結果水準とほぼ等しく平成 23 年

度調査結果水準より低い、平均 1,865 円/時と

いう結果が得られた。時間の経過とともに法定

福利費の事業主負担料率が段階的に引き上げ

られており、被雇用者に帰属する課税前人件費

の時間あたり単価は 2%程度減少していること

が考えられる。なお、調査結果からは従業員規

模による人件費単価の差異は確認できなかっ

た。 

・費用に占める、素材費、作業人件費以外から

なるその他の費用の割合は、昭和 53 年度、54

年度調査結果が示すより高い割合になってい

ると考えられる。 

テクノエイド補足調査関連 

・義肢・装具製作におけるカーボンストッキネ

ット以外のカーボン素材の使用に係る要望に

関連して、素材の使用状況についての調査をお

こなった。結果、下記 3 点の要望に対し、回答

案をまとめた。 

（１）義足の股義足から足指義足までの全ての

採型区分に対してカーボンの加算を含めてほ

しい。 

B-1 股義足については、カーボンを使用した製

作が行われていた。B-7 足指義足については、

どの会社もカーボンを使用していなかった。 

（２）「カーボンストッキネット」の文言を「カ

ーボン素材」に変更してほしい。 

「カーボンストッキネット」の文言を「カーボ

ン素材」に変更することにより、カーボンスト

ッキネット以外のカーボンシートや帯状のカ

ーボンを使用した場合でも、カーボンの加算が

できるようにしてほしいとの要望である。しか

し、カーボンの使用目的を聞いたところカーボ

ンシートや帯状のカーボンは部分的な補強の

ための量しか使われていなかった。義足では、

主たる積層材にカーボンシートや、帯状のカー

ボン素材を用いているデータは得られなかっ

た。 

【平成26年度総括・分担研究報告書】
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（３）装具製作時にもカーボン素材使用を認め

てほしい 

 装具でもカーボンを使用しているデータが

得られた。さらに義足とは異なり、カーボンス

トッキネットだけではなく、カーボンストッキ

ネット以外のカーボン素材も多く使い組み合

わせて使用していることが伺えた。加算項目を

検討する際には、カーボンストッキネット以外

のカーボンシートや帯状のカーボン素材も使

うことを想定したカーボン加算ができるよう

に設定する必要がある。 

・装具の修理項目にある「マジックバンドの交

換」において 25mm 幅、50mm 幅のものにつ

いて価格が設定されているのに対し、30mm、

40mm などその中間について価格設定を求め

る意見が挙げられていた。調査の結果、30mm、

38mm などのサイズについて複数の事業者か

ら購入価格についての回答が得られた。また、

25mm～50mm の範囲外についても、16mm、

20mm、100mm で複数の事業者から購入価格

についての回答が得られた。また、バンドの幅

が広がるほど単価が高くなることが確認され

た。マジックバンドの幅について、特定の幅の

みにピンポイントで価格を定めるのではなく、

「○○mm～□□mm の場合△円」といった価

格設定の仕方もあり得るかと考えられる。 

 

Ｃ－２ 各事項に関する調査結果・考察 

収支状況 

 収支状況に関する調査結果は、表 2 のとおり

であった1。日本義肢協会・日本車いすシーテ

ィング協会全会員（義肢・装具・座位保持装置

の扱いのない事業者を除く）を対象とした調査

より得られた直近会計期間（平成 24 年 10 月 1

                                                   
1 異常値除去のため、売上高営業利益率、同経

常利益率それぞれについて関連記載事項が凡

て記載されたデータのうち当該利益率の値が

-25%以下および 25%以上のものを取り除いて

集計をおこなった。 

日を含む会計期間）における調査対象事業所の

営業利益率は平均 2.7%、経常利益率は平均

2.8%（有効回答数 176）であった2。 

  

                                                   
2 事業所により会計期間の開始日が異なるた

め、「平成 24 年 10 月 1 日を含む会計期間」の

ような会計期間の区切り方を用いた。 
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なお営業利益率について、営業収支に掛かる項

目について有効回答を得ているものの、経常収

支に関する項目（営業収支にかかる項目に加え、

営業外収支にかかる項目のデータが必要）で有

効回答を得ていない事業者を含めた算出する

と、該当数値は 3.2%（有効回答数 205）と若

干高い数値（0.5 ポイントの差）となった。 

利益率については回答間の散らばりが大きく、

標準偏差の大きさが営業利益率・経常利益率と

もに各期当該平均値の概ね 2 倍弱であった（表

3）。またそれぞれの中位値は平均値より低い値

であり、平均値より利益率の水準が低い事業所

のほうが、高い事業所より多いことが示された。

 

表３ 調査 A より得られた利益率の平均値・中位値・最大値・最小値・標準偏差 

 

 

なお、平成 23 年度に実施した調査より得られ

た平成 22 年 10 月 1 日を含む会計期間の平均

営業利益率は 3.66%であったが、本調査でも

3.3%とほぼ同じ大きさの結果が得られた。 

 

営業利益率の分布を図示したものが、図１であ

る。結果により示される、営業損失が出ている

（すなわち、営業利益率が負の値）と考えられ

る事業所の比率は 29.5%（有効回答 176 件の

うち 52 件）、うち 10%以上の営業損失が生じ

ていると考えられる事業所の比率は 4.5%（8

件）であった。 

 

図１ 売上高営業利益率の分布 

売上高営業利益率 売上高経常利益率
平成22年
10月1日を
含む会計
期間

平成23年
10月1日を
含む会計
期間

平成24年
10月1日を
含む会計
期間

平成22年
10月1日を
含む会計
期間

平成23年
10月1日を
含む会計
期間

平成24年
10月1日を
含む会計
期間

平均値 3.3% 3.2% 2.7% 3.2% 3.1% 2.8%
中位値 3.0% 2.0% 2.0% 2.9% 2.1% 2.0%
最大値 24.8% 24.9% 24.7% 24.9% 23.8% 24.9%
最小値 -23.3% -22.8% -18.2% -22.1% -22.3% -17.8%
標準偏差 6.7% 7.3% 7.4% 7.0% 7.1% 7.1%
有効回答数 172 176 176 172 176 176

0
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35
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平成24年10月1日を含む会計期間における売上高営業利益率
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なお過去 3 年間の営業利益率、経常利益率には

減少傾向が見られた（平均営業利益率 3.3%→

3.2%→2.7%、平均経常利益率 3.2%→2.9%→

2.8%。また中位値についても営業利益率 3.0%

→2.0%→2.0%、経常利益率 2.9%→2.2%→

2.0%）。表 2 の「全数調査（調査 A）」の「営

業収支項目のみ有効であった回答」で算出され

た営業利益率についても同様に減少傾向が見

られた。 

 

・他業種等との利益率の比較 

企業関連統計における全産業平均および製造

業全体との比較 

 他の業種等との比較について、表２の（参考

２）、（参考３）で、企業活動実態調査、法人企

業統計調査で示される他業種等の利益率との

比較結果を示す。営業利益率の平均値について

は、両統計の調査対象全産業や製造業と比較し

て、「平成 22年 10月 1日を含む会計期間」、「平

成 23 年 10 月 1 日を含む会計期間」について

は、概ね同等の水準であるか、今回調査結果で

得られた補装具製作事業者ほうが若干高い水

準となっている。しかし、「平成 24 年 10 月 1

日を含む会計期間」では、補装具製作事業者の

平均営業利益率のほうが、前期比 0.5 ポイント

低下したこともあり、ほぼ同等もしくはやや低

い水準となった。なお、表 2 の「全数調査（調

査 A）」で参考数値として挙げている「営業収

支項目のみ有効であった回答」で算出された営

業利益率でみると補装具製作事業者の営業利

益率はもう少し高い数値になっており、特に

「平成 22 年 10 月 1 日を含む会計期間」、「平

成 23 年 10 月 1 日を含む会計期間」について

は同表で挙げた他業種の数値のいずれと比較

しても高い。しかし、「平成 24 年 10 月 1 日を

含む会計期間」においては、他業種の営業利益

水準と同程度まで低下している。 

 一方、経常利益率の平均値の比較では、表２

に挙げたほとんどの業種の比較で、補装具製作

事業者の利益率のほうが低くなっており、また

その差は拡大傾向にある。唯一、（参考３）法

人企業統計調査における「調査産業全体のうち

資本金 1 億円以下」との比較では「平成 22 年

10 月 1 日を含む会計期間」、「平成 23 年 10 月

1 日を含む会計期間」については、補装具製作

事業者の経常利益率のほうが高いものの、「平

成 24 年 10 月 1 日を含む会計期間」では逆に

低い水準となっている。 

医療関連サービス業との比較 

 補装具製作業は製造業としての一面がある

一方で、医療・福祉関連サービス的を含んでい

る 面 も あ る 。 TKC 経 営 指 標 （ 速 報 版 

http://www.tkc.jp/clientcompany/bast/ ）によ

れば、平成 26 年 4 月決算～平成 26 年 6 月決

算における「その他の医療に附帯するサービス

業」の売上高経常利益率として 9.8%の数値が

示されている3。この数値との比較で見ると、

今回調査結果が示す経常利益率は大きく（会計

年度が揃っていない比較ながら 6.3～7.2 ポイ

ント差）隔たっているといえる。 

                                                   
3 なお、この情報は平成 26 年 10 月 9 日時点

のものであり、同指標速報版閲覧ページは平成

26 年 11 月 12 日現在

http://www.tkc.jp/tkcnf/bast/sample/ に移動

した。11 月 12 日現在は、平成 26 年 5 月決算

～平成 26 年 7 月決算時点の数値 7.7%が掲載

されている。 

【平成26年度総括・分担研究報告書】
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・取扱補装具と利益率 

平成24年10月1日を含む会計期間について、

義肢の取扱のある事業所のみ、座位保持装置の

取扱のある事業所のみの営業利益率を算出し

たところ、表４のとおりであった。  

 

表４ 義肢の取扱、座位保持装置の取扱のある

事業所の営業利益率 

  
義肢取扱の
ある事業所
のみ 

座位保持装
置の取扱の
ある事業所
のみ 

平均値 3.0% 3.3% 

中位値 2.3% 2.5% 

最大値 24.7% 24.7% 

最小値 -14.2% -18.2% 

標準偏差 7.2% 7.3% 

有効回答数 135 72 

 

表 ５  従 業 員 数 規 模 別 の 営 業 利 益 率

 

なお義肢、装具、座位保持装置の事業別採算状

況の分析については、後の２－３の費用構成の

項で述べる。 

 

・従業員数規模別利益率 

 平成 24 年 10 月 1 日を含む会計期間につい

て、従業員数規模別の営業利益率を算出したと

ころ、表 5 のとおりであった4。従業員の数と

営業利益率の間に特に相関は見られなかった

（相関係数 0.0142）。

                                                   
4 ここでの従業員数は、義肢・装具・座位保持

装置の製作・営業に従事する義肢装具士、義

肢・装具の製作、座位保持装置の製作・営業に

従事する義肢装具士資格を持たない従業員、経

営者、役員ならびに経理・人事等事務にかかる

従業員、義肢・装具・座位保持装置以外の事業

に従事する従業員の合計である。ただし、週

20時間未満勤務の従業員については1人を0.5

人として算定している。 

  従業員数  従業員数  従業員数  従業員数  従業員数  

 
第 I 五分位 第 II 五分位 第 III 五分位 第 IV 五分位 第 V 五分位 

  6 人以下 9 人以下 14 人以下 25 人以下 58 人以下 

平均値 1.4% 3.3% 0.9% 4.3% 3.5% 

中位値 0.3% 3.9% 0.4% 1.9% 2.0% 

最大値 24.0% 23.7% 23.7% 24.7% 23.5% 

最小値 -16.7% -14.2% -18.2% -5.9% -3.0% 

標準偏差 8.5% 7.7% 7.8% 6.8% 5.0% 

有効回答数 39 37 31 36 33 

【平成26年度総括・分担研究報告書】
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２．製作費用の変化 

２－１ 素材費  

 調査 C で、義肢・装具・座位保持装置の製

作・修理に用いられる各種素材の価格変化率に

ついて調べた。その結果の概要を表６にまとめ

る。結果によれば、直近の素材費改定（平成

22 年度）の際参照された 21 年度調査の時点と

平成 26 年度上半期との間の平均価格変化率は

6.8%であった 。 

 

表６ 素材価格の変化率の概要 

※「『素材毎の平均価格変化率』の平均」における平均値、標準偏差などの数値は、素材間の平均
や素材間のちらばりを示している。一方、参考として示した「『素材毎・事業所毎の価格変化率』
の平均」における平均値、標準偏差などの数値は、個々の素材についての事業所毎の価格変化率
の平均やちらばりを示している

 

同時期の国内企業物価指数は 3.5%上昇してお

り、また貿易統計による原油価格（円建て）は

63.3%、WTI 原油価格（円換算）は 48.4%上

昇していた（表 7）。 

個々の素材価格の変化率については、表８に示

す。価格変化率が高かった素材は、ギプス、樹

脂、プラスチック、PVA、ストッキング、グラ

スファイバー、ダクロンテープ、布類、ウレタ

ン、アジャスター、塗料などであった。このう

ち石油関連素材については、原油価格の上昇と

の関連が考えられる。一方、価格の下がり方が

比較的大きかった素材は、水性ペン、ゴム帯地

であった。 

表７ 関連物価指数・価格の変化率 

 

 

   

「平成21年
度下半期-
「平成23年
度下半期」

「平成23年
度下半期」-
「平成26年
度上半期」

「平成21年
度下半期」-
「平成26年

度上半期」-

「平成21年
度下半期-
「平成23年
度下半期」

「平成23年
度下半期」-
「平成26年
度上半期」

「平成21年
度下半期」-
「平成26年

度上半期」-

  平均値 3.7% 3.5% 6.8% 3.5% 3.3% 6.6%
  中位値 2.3% 1.8% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0%
  最大値 30.8% 23.7% 37.5% 173.4% 78.2% 173.4%
  最小値 -6.3% -8.9% -9.8% -40.2% -58.9% -66.7%
  標準偏差 5.5% 4.6% 7.3% 13.1% 10.5% 17.7%

「素材毎の平均価格変化率」の平均
※各素材の重みが均等

参考：
「素材毎・事業所毎の価格変化率」の平均

※回答事業所数の多い素材ほど
重みが大きい

「平成21年
度下半期-
「平成23年
度下半期」

「平成23年
度下半期」-
「平成26年
度上半期」

「平成21年
度下半期」-
「平成26年

度上半期」-

（参考）「平成
26年度上半
期」-平成26年
10月

（参考）「平成
21年度下半
期」-平成26年
10月

国内企業物価指数* 1.5% 2.1% 3.5% - -
財務省貿易統計 PETROLEUM** 32.9% 22.9% 63.3% - -
WTI原油価格(円換算)*** 10.7% 34.1% 48.4% -11.9% 30.8%

　　　平成26年9月の値は速報値による。
*** http://ecodb.net/pcp/imf_usd_poilwti.html

物価指数・価格の変化率

*    消費税を除く、夏季電力料金調整後の値を元に算出。平成26年9月の値は速報値による。
**  http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/OtherList.do?bid=000001008853&cycode=1

【平成26年度総括・分担研究報告書】
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表８ 各素材価格の変化率 

（3 枚中 1 枚目） 

  

  
「平成21年
度下半期-
「平成23年
度下半期」

「平成23年
度下半期」-
「平成26年
度上半期」

「平成21年
度下半期」-
「平成26年

度上半期」-

「平成21年
度下半期-
「平成23年
度下半期」

「平成23年
度下半期」-
「平成26年
度上半期」

「平成21年
度下半期」-
「平成26年

度上半期」-

素材名
情報カード -1.0% 0.7% -0.2% 9 9 9
投影図用紙 2.8% 2.6% 5.6% 5 5 5
コピー鉛筆 1.7% 4.5% 6.8% 9 10 9
水性ペン -3.8% -8.9% -9.8% 5 5 5
両面テープ -0.6% 0.1% -0.5% 11 12 11
石膏（ギプス粉）（1袋25kg） 2.8% 2.6% 5.9% 12 13 12
プラスランE  （1巻） 2.4% 1.5% 4.1% 10 10 10
ｷﾞﾌﾟｽ包帯  2列（1巻） 15.3% 1.1% 16.7% 14 15 14
ｷﾞﾌﾟｽ包帯  3列（1巻） 22.8% 1.4% 24.6% 13 14 13
アクリル樹脂硬性 3.1% 9.3% 14.4% 6 7 6
アクリル樹脂軟性 10.8% 2.3% 13.3% 6 6 6
アクリル樹脂（軟性・硬性）混合 1.5% 2.7% 4.6% 10 9 9
熱硬化性樹脂  硬性 3.4% 7.1% 10.7% 7 7 6
熱硬化性樹脂  軟性 3.5% 8.5% 14.1% 5 6 5
発泡樹脂 1.0% 1.6% 2.9% 7 8 7
ポリプロピレン  4mm 0.4% -0.3% 0.5% 13 13 12
コ・ポリマー  3mm 2.5% 23.7% 21.2% 8 9 8
サブ・オルソレン  3mm 0.5% 5.0% 6.6% 7 7 6
オルソレン  3mm 3.3% 9.0% 14.6% 3 5 3
トレラッククリア  3mm 2.2% 2.1% 4.8% 8 9 8
アセトン・シンナー類 13.1% 3.2% 16.4% 14 15 14
PVA  シート 7.0% 14.5% 17.6% 4 5 4
PVA  4” 5.2% 14.3% 8.9% 4 4 5
PVA  6” 4.3% 10.2% 15.5% 8 7 8
PVA  8” 5.3% 7.6% 9.2% 10 9 10
PVA  10” 6.2% 9.5% 6.2% 8 7 9
PVA  12” 3.2% 9.7% 6.4% 7 7 8
ナイロンストッキネット  2” 0.6% 8.4% 10.2% 7 8 7
ナイロンストッキネット  3”  1.0% 5.5% 7.4% 10 11 10
ナイロンストッキネット  4” 1.3% 6.7% 9.2% 8 9 8
ナイロンストッキネット  10”  0.5% 0.5% 1.0% 8 8 8
ストッキング 12.4% 5.9% 19.6% 8 9 8
Vマット（１ｍ幅） 0.0% 0.0% 0.0% 4 4 4
テトロンフェルト（１ｍ幅） 0.4% 3.3% 2.1% 9 10 9
トレカクロス25mm 6.6% 0.1% 6.7% 6 6 6
トレカクロス50mm 7.0% 0.0% 7.0% 7 7 7
カーボンストッキネット  3ｲﾝﾁ 30.8% 0.0% 30.8% 1 2 1
カーボンストッキネット  4ｲﾝﾁ 8.6% 7.7% 8.6% 3 5 3
カーボンストッキネット  5ｲﾝﾁ 5.1% 0.0% 5.1% 4 5 4
カーボンストッキネット  6ｲﾝﾁ 6.1% 0.0% 6.1% 3 4 3
カーボンストッキネット  8ｲﾝﾁ 7.5% 0.0% 7.5% 2 3 2
カーボンシート材 3.6% 0.0% 3.6% 2 2 2
カーボン帯状のもの（2.5ｃｍ幅） 5.0% 0.0% 5.0% 5 5 5
カーボン帯状のもの（５ｃｍ幅） 2.9% 0.1% 3.0% 7 7 7
グラスファイバー 2.5% 11.4% 18.0% 3 4 3

各素材の回答事業所数各素材の平均価格変化率

【平成26年度総括・分担研究報告書】
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表８ 各素材価格の変化率（つづき） 

（3 枚中 2 枚目） 

  

「平成21年
度下半期-
「平成23年
度下半期」

「平成23年
度下半期」-
「平成26年
度上半期」

「平成21年
度下半期」-
「平成26年

度上半期」-

「平成21年
度下半期-
「平成23年
度下半期」

「平成23年
度下半期」-
「平成26年
度上半期」

「平成21年
度下半期」-
「平成26年

度上半期」-

素材名
クローム革 1.6% 6.2% 6.7% 12 14 12
なめし革 2.0% 10.2% 7.2% 8 7 9
ヌメ革 2.0% 9.7% 11.5% 9 9 10
茶利革 0.0% 8.8% 8.8% 4 4 4
合成皮革（クラリーノ等） 1.6% 1.1% 2.7% 9 12 9
木ブロック 0.0% 0.0% 0.0% 3 3 3
桐材 0.0% 15.6% 0.0% 4 5 4
アンクルブロック（ホウ材） 0.4% 0.0% 0.0% 4 4 3
軽合金（ナマコボー）  16mm×１ｍ 0.0% 1.1% 1.5% 6 8 6
半月材  厚さ2mm  幅13mm×1m 0.0% 0.7% 0.8% 7 8 7
PEライト5mm（1m角） 2.5% 0.1% 2.6% 11 13 11
黄スポンジ 1.2% 2.5% 0.9% 10 10 10
ゴム系樹脂クッション素材 0.0% 2.3% 2.3% 2 2 2
ピラミッドシート等滑り止めシート 2.5% 2.8% 5.2% 5 5 5
ゴム帯地（２５ｍｍ幅） -5.3% -0.2% -9.1% 5 6 5
ダクロンテープ（２５ｍｍ幅） 7.1% 5.9% 11.5% 9 10 9
ビニール管（義手・腋下部用） 0.9% 1.4% 2.5% 5 4 4
ベルト（バックル） 12.9% 0.0% 12.9% 7 7 7
丸環 2.0% 0.0% 2.0% 5 5 5
フェルト 2.1% 7.3% 10.0% 10 11 10
帆布 9.1% 7.7% 17.7% 9 10 9
オペロン 1.5% 0.0% 1.6% 8 9 8
パイル地 0.0% 2.5% 2.8% 9 10 9
布（上記以外のもの） 3.0% 8.6% 11.7% 5 5 5
スパンデックス 3.3% 4.2% 7.8% 2 2 2
リフト版 10.1% 0.0% 10.1% 1 1 1
ウレタンチップ  ＃6000  10mm 15.2% 7.5% 25.9% 5 5 5
ウレタンチップ  ＃6000  20mm 3.3% 2.5% 6.1% 5 5 5
ウレタンチップ  ＃6000  60mm 29.0% 6.0% 37.5% 4 4 4
ウレタンチップ  ＃8000  10mm 8.1% 8.5% 17.4% 3 3 3
ウレタンチップ  ＃8000  20mm 8.1% 0.2% 8.4% 3 3 3
ウレタンチップ  ＃8000  60mm 5.6% 14.1% 20.1% 3 3 3
ウレタン  10mm厚 9.3% 1.5% 5.5% 9 9 8
低反発ウレタン  15mm厚 -1.5% 9.2% 7.9% 8 9 8
ムマック  10mm厚 0.0% 0.0% 0.0% 3 3 3
ムマック  15mm厚 算出値なし 算出値なし 算出値なし 0 0 0
合板  90cm  x  180cm  9mm厚 4.1% 11.0% 14.5% 9 10 9
ビニールレザー 6.0% -0.1% 6.0% 11 11 11
マジックベルト  25mm幅 1.8% 0.3% 2.3% 14 15 13
マジックベルト  30mm幅 0.0% 1.1% 1.1% 8 7 7
マジックベルト  38mm幅 1.7% 0.6% 0.4% 8 8 7
マジックベルト  40mm幅 0.0% 2.0% 2.0% 1 1 1
マジックベルト  50mm幅 1.2% -3.3% -2.4% 17 17 15
マジックベルト  上記以外の幅 0.0% 0.0% 0.0% 11 11 12

各素材の平均価格変化率 各素材の回答事業所数
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表８ 各素材価格の変化率（つづき） 

（3 枚中 3 枚目） 

  

「平成21年
度下半期-
「平成23年
度下半期」

「平成23年
度下半期」-
「平成26年
度上半期」

「平成21年
度下半期」-
「平成26年

度上半期」-

「平成21年
度下半期-
「平成23年
度下半期」

「平成23年
度下半期」-
「平成26年
度上半期」

「平成21年
度下半期」-
「平成26年

度上半期」-

素材名
Ｗラッセル 0.0% 0.0% 0.0% 3 3 3
エアータッチ（シングル） -2.4% -0.5% -0.1% 10 10 10
エアータッチ（ダブル） 0.0% 0.0% 0.0% 2 2 2
ナイロンベルト  25mm幅 0.0% 0.0% 0.0% 2 2 2
ナイロンベルト  38mm幅 0.1% -0.6% -0.5% 11 11 11
ナイロンベルト  50mm幅 2.3% 1.1% 3.5% 9 9 9
ラミネート  5mm厚 0.6% 0.0% 2.2% 12 12 13
防水シート 算出値なし 算出値なし 算出値なし 0 0 0
バックル  25mm幅用 4.8% 5.4% 10.5% 3 3 3
バックル  38mm幅用 4.5% 3.2% 4.8% 11 13 11
バックル  50mm幅用 5.5% 0.0% 5.5% 8 10 8
アジャスター  25mm幅用 5.3% 0.3% 5.6% 10 11 10
アジャスター  38mm幅用 8.3% 2.9% 13.7% 10 11 10
アジャスター  50mm幅用 8.8% 2.0% 12.3% 8 9 8
Dカン  25mm幅用 12.3% 1.7% 15.7% 7 8 7
Dカン  38mm幅用 3.3% 3.6% 6.9% 8 8 8
Dカン  50mm幅用 0.0% 0.0% 0.0% 4 4 4
角カン  25mm幅用 -6.3% 7.1% 0.0% 2 2 2
角カン  38mm幅用 1.5% 1.3% 3.0% 15 15 14
角カン  50mm幅用 1.5% 1.8% 3.3% 8 8 8
インプレッションフォーム 1.1% 0.0% 1.2% 11 11 10
フットプリント用紙 2.5% -2.2% 0.0% 6 7 6
ステンレスパイプ -5.7% 0.0% -5.7% 5 5 5
アルミパイプ 6.6% 2.4% 9.2% 8 9 8
鉄パイプ -5.0% 2.9% -2.4% 9 10 9
木材 8.7% -0.7% 9.7% 5 5 5
塗料 0.7% 13.5% 14.3% 7 7 7
ミシン糸 5.6% 0.6% 6.3% 7 7 8
麻糸 2.0% 5.9% 7.2% 18 17 16
スピンドル紐（ダーメン紐 0.0% 0.0% 0.0% 3 3 3
ボルト 2.9% 4.2% 10.6% 7 8 9
ナット -1.0% 8.0% 6.1% 12 12 12
ワッシャー 0.7% 0.6% 1.2% 12 12 12
スプリングワッシャー 1.4% 0.0% 1.4% 12 12 12

各素材の平均価格変化率 各素材の回答事業所数
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２－２ 人件費 

 調査Aにより得られた平成 25年度の人件費

金額、就業時間のデータを用いて、時間あたり

人件費単価の推定をおこなった。推定の方法は、

つぎの通りである。まず、雇用に要する人件費

（通常支払われる給与、残業代、賞与、法定福

利費の事業主負担分など）から雇用に要する年

間人件費（a）を算出し、一方製造・営業にか

かる従業員の月間労働時間数から年間労働時

間（b）を算出する。最後に（a）を（b）で除

することで、推定人件費単価を得ることができ

る。 

 表９に集計結果を纏める。法定福利費事業主

負担分の記載のあった事業所の人件費単価の

平均は、1,865 円/時であった。なお、法定福利

費事業主負担分の記載のなかった事業所を含

めた試算では 1,783 円/時となった（同表（参

考１））。  

 

表９ 時間あたり人件費単価算出結果 

  

有効回答全
体 

（参考１）法
定福利費事
業主負担分
の記載のな
い事業所を
含む 

（参考２）義
肢取扱のあ
る事業所の
み 

（参考３）義
肢取扱のな
い事業所の
み 

平均人件費単価 1,865 1,783 1,898 1,757 

中位値 1,820 1,773 1,868 1,735 

最大値 3,921 3,921 3,921 3,590 

最小値 651 635 651 937 

標準偏差 543 562 550 506 

該当回答数 194 253 149 45 

     
平成 23 年度調査結果 1,901 1,863 2,002 1,726 

今回調査と平成 23 年度調査の差率 -1.9% -4.3% -5.2% +1.8% 

     
平成 21 年度調査結果 1,873 

   
今回調査と平成 21 年度調査の差率 -0.4%       

 

今回の結果は、平成 23 年度に実施した調査結

果に比べると、1.9%低い結果が得られた。特

に義肢の取扱のある事業所のみの数字で見る

と、前回調査に比べ 5.2%低い水準であった（同

（参考２））。これに対し、義肢取扱のない事業

所では、1.8%高い水準であった（同（参考３））。

また、前回の人件費単価想定引き上げ（平成

22 年度）の際参考とされた平成 21 年度調査と

はほぼ同じ水準の結果であった。 
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 なお、人件費単価の分布は、図２のとおりである。 

 

図２ 時間あたり人件費単価の分布 

 

 

・法定福利費事業主負担料率の変化 

表９の数値は（（参考１）を除いて）、法定福利

費の事業主負担分を含んだ数値である。この法

定福利費の事業所（雇用者）負担料率は、表１

０が示すように少しずつ引き上げられる傾向

にある。 

 

表１０ 法定福利費事業主負担料率の改定 

  
健康保険

料 

介護保険

料（２号

被保険者

の場合） 

厚生年金

保険料* 

児童手当

拠出金 

労災保険

料 

雇用保険

料 

平成 21 年度 4.090% 0.595% 7.675% 0.130% 0.650% 0.700% 

平成 22 年度 4.660% 0.750% 7.852% 0.130% 0.650% 0.950% 

平成 23 年度 4.740% 0.755% 8.029% 0.130% 0.650% 0.950% 

平成 24 年度 4.985% 0.775% 8.206% 0.130% 0.550% 0.850% 

平成 25 年度 4.985% 0.775% 8.383% 0.150% 0.550% 0.850% 

平成 26 年度 4.985% 0.860% 8.560% 0.150% 0.550% 0.850% 

* 9 月（納付月 10 月）料率改定項目につき、前年 9 月改定の値を記載。 

その他の項目は、3 月（納付月 4 月）料率改定項目。 

※算出の便宜上、健康保険料については東京都の料率を仮定。また介護

保険料については、第２号被保険者の料率を仮定。 
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表９の項で述べたように、調査時点の人件費単

価の水準は現行人件費単価設定のもととなっ

た平成 21 年度調査結果とほぼ同じ水準である。

しかし、前回調査以降、法定福利費事業主負担

分の料率は少しずつ引き上げられていること

から、同費用を除いた、従業員に帰する課税前

人件費にかかる時間あたり単価は減少してい

ることが考えられる。表１１の試算によれば、

平成 21 年度以降平成 25 年度に至るまでに、

人件費（法定福利費事業主負担分を含む）に占

める法定福利費事業主負担分の割合は、1.63%

増加している。従って、この間に従業員に帰す

る課税前人件費にかかる時間あたり単価は平

成 21年度以降 -0.4%-1.63%≒-2.0% より、2%

程度低下していると考えられる。 

表１１ 法定福利費事業主負担分の増加 

人件費金額に占める

法定福利費事業主

負担分の割合（概算

値） 

対平成

21 年度

比 

対平成

23 年度

比 

平成 21 年度平均 12.23% 0.00% -1.23%

平成 22 年度平均 13.10% +1.01% -0.23%

平成 23 年度平均 13.30% +1.24% 0.00%

平成 24 年度平均 13.48% +1.45% +0.21%

平成 25 年度平均 13.63% +1.63% +0.38%

※事業主負担分の算出上の仮定については、表１０下部の註記に準拠する。

・（参考）労働時間に占める移動時間の割合 

 調査 A では労働時間に占める移動時間の割

合についての設問を設けた。結果、割合の平均

値として下記の数値が得られた。 

週 20 時間以上勤務の人の場合 

義肢・装具・座位保持装置の製作・営業に従事

する義肢装具士（経営者を除く）：27% 

義肢・装具の製作、座位保持装置の製作・営業

に従事する義肢装具士資格を持たない従業

員：10% 

経営者、役員ならびに経理・人事等事務にかか

る従業員：19% 

週 20 時間未満勤務の人の場合 

義肢・装具・座位保持装置の製作・営業に従事

する義肢装具士（経営者を除く）：12% 

義肢・装具の製作、座位保持装置の製作・営業

に従事する義肢装具士資格を持たない従業

員：3% 

経営者、役員ならびに経理・人事等事務にかか

る従業員：2% 

ただし、本設問は回答に「100%」など明らか

に不正確と思われるものが含まれておりかつ

それを適切に判別することが困難であるので、

参考値として掲げるのみとする。  
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２－３ 費用構成 

費用構成については、 

・昭和 53 年度調査における義肢製作費用の原

価計算上の分類を参考に設定した、個々の費目

の大きさを明らかにする。 

・本調査は調査 B により、日本義肢協会・日

本車いすシーティング協会から推薦を受けた

35 事業者を対象に実施した。調査対象のうち

日本義肢協会 24、日本車いすシーティング協

会 11。立地地域、従業員数規模が多様になる

よう選出を依頼した（ただし、本調査により得

られた営業利益率は平均 3.1%と全体調査によ

る調査 A の結果（平均 2.7%）よりやや高めで

ある点、多少のバイアスがあるかもしれない）。 

・その際、個々の事業別の売上に関する設問と、

事業別売上高に対する事業内費用の比率等に

ついての設問を設けることで、事業別の費用構

成および事業別利益率の推定をおこなった。通

常、収益（売上）データを事業別に分類するこ

とは比較的容易であるものの、費用データにつ

いては事業別に分類することが困難であるた

め、事業別の収益性を評価することは困難であ

る。ここで用いる方法は、回答誤差が大きい場

合がありうることから、定量的な正確性を期す

ことはできないものの、事業別の費用構成や採

算性について大まかな傾向を把握できると考

えられる。 

・結果は、表１２に示す通りである。

主要な結果 

・費用に占める、素材費、作業人件費以外から

なるその他の費用の割合は、昭和 53 年度、54

年度調査結果が示すより高い割合になってい

ると考えられる。 

・個別事業の収支については、義肢事業が約

55%の赤字であるのに対し、装具事業（既製品

を除く）は約 49%の黒字であるとの結果が得

られた。上述したように、本手法は正確性上の

限界があり、この数値を定量的に鵜呑みはでき

ないものの、義肢事業で生じる赤字が装具事業

の黒字で補われている構造を示唆していると

考えられる。 

・全体の費用構成のなかで、人件費の対売上高

比が平均 43.3%と業種等と比較し、際だって人

件費比率が高いことが示された。またこれに関

連して、費用のうち消費課税の対象となるもの

（ここでは人件費以外の費用が凡て該当する

と仮定）の対売上高比率が平均 51.9%であると

の結果が得られた。 

【平成26年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.108 】



- 39 -

義
肢

装
具

座
位

保
持

装
置

今
回

調
査

過
去

調
査

今
回

調
査

過
去

調
査

今
回

調
査

過
去

調
査

１
．

各
費

目
対

該
当

事
業

売
上

高
比

平
均

中
央

値
m

ax
m

in
標

準
偏

差
平

均
中

央
値

m
ax

m
in

標
準

偏
差

平
均

中
央

値
m

ax
m

in
標

準
偏

差
1
-
0
1

基
本

工
作

材
料

費
1
1
.9

8
%

8
.0

8
%

5
6
.7

0
%

0
.9

6
%

1
2
.1

7
%

1
1
.8

4
%

1
2
.1

3
%

1
9
.9

0
%

3
.5

9
%

4
.1

0
%

1
8
.3

9
%

1
4
.8

8
%

3
3
.9

7
%

8
.6

6
%

8
.2

6
%

1
-
0
2

基
本

工
作

材
料

費
の

ロ
ス

率
1
.4

9
%

0
.8

3
%

8
.1

0
%

0
.0

0
%

1
.8

1
%

1
.3

8
%

0
.8

3
%

4
.8

9
%

0
.0

0
%

1
.4

0
%

2
.6

9
%

1
.7

8
%

1
2
.1

3
%

0
.0

0
%

3
.4

8
%

1
-
0
3

完
成

用
部

品
2
8
.1

9
%

2
0
.7

7
%

6
3
.2

4
%

0
.8

7
%

1
7
.5

6
%

6
.9

1
%

4
.2

4
%

3
1
.0

8
%

1
.1

7
%

6
.9

7
%

1
8
.2

8
%

1
0
.5

6
%

4
8
.7

9
%

0
.0

0
%

1
6
.4

5
%

1
-
0
4

完
成

用
部

品
の

ロ
ス

率
1
.4

9
%

0
.4

4
%

8
.6

6
%

0
.0

0
%

2
.4

6
%

0
.9

2
%

0
.2

3
%

7
.5

8
%

0
.0

0
%

1
.6

7
%

1
.1

4
%

0
.0

5
%

3
.9

8
%

0
.0

0
%

1
.6

3
%

1
-
0
5

小
計

 1
+
2
+
3
+
4

4
3
.1

6
%

3
0
.4

6
%

1
1
6
.8

4
%

1
.9

2
%

2
8
.1

3
%

2
1
.0

4
%

1
9
.1

2
%

5
3
.8

2
%

4
.8

1
%

9
.8

7
%

4
0
.4

9
%

2
9
.0

8
%

9
4
.6

2
%

2
0
.2

1
%

2
4
.1

2
%

1
-
0
6

小
物

材
料

比
率

2
.4

6
%

1
.3

2
%

1
1
.0

0
%

0
.0

0
%

2
.8

6
%

2
.4

2
%

1
.5

0
%

1
1
.2

6
%

0
.0

0
%

2
.6

6
%

4
.4

6
%

2
.0

0
%

1
9
.4

1
%

0
.0

0
%

5
.9

8
%

1
-
0
7

小
計


5
+
6

4
5
.6

2
%

3
1
.5

2
%

1
2
4
.9

4
%

2
.1

3
%

3
0
.2

0
%

2
3
.4

6
%

2
2
.4

8
%

5
3
.8

2
%

1
3
.6

1
%

8
.9

1
%

4
4
.9

5
%

3
4
.3

3
%

1
1
4
.0

3
%

2
1
.7

0
%

2
7
.6

5
%

1
-
0
8

材
料

管
理

費
率

（
現

調
査

で
は

工
具

・
機

械
購

入
費

）
0
.8

1
%

0
.2

8
%

4
.0

5
%

0
.0

0
%

1
.1

2
%

0
.5

4
%

0
.1

4
%

3
.0

0
%

0
.0

0
%

0
.9

0
%

1
.3

4
%

0
.2

3
%

7
.2

8
%

0
.0

0
%

2
.2

4
%

1
-
0
9

総
材

料
費


7
+
8

4
6
.4

3
%

3
1
.5

2
%

1
2
8
.9

9
%

2
.1

8
%

3
0
.9

1
%

2
4
.0

0
%

2
2
.4

8
%

5
3
.8

2
%

1
3
.8

7
%

8
.9

5
%

4
6
.3

0
%

3
5
.3

6
%

1
2
1
.3

1
%

2
1
.8

6
%

2
9
.3

8
%

1
-
1
0

加
工

費
と

割
増

率
2
8
.7

9
%

2
8
.7

7
%

4
9
.1

6
%

7
.2

2
%

1
1
.1

6
%

3
3
.6

0
%

3
4
.2

0
%

6
0
.7

8
%

1
2
.3

0
%

1
1
.7

6
%

5
3
.7

7
%

2
9
.4

2
%

2
3
2
.1

2
%

1
1
.0

2
%

6
3
.9

1
%

1
-
1
1

製
造

間
接

費
（
正

確
に

は
製

造
原

価
中

の
経

費
部

分
。

昭
和

5
3
/
5
4
調

査
結

果
よ

り
算

出
）

2
1
.5

4
%

2
1
.5

2
%

3
6
.7

7
%

5
.4

0
%

8
.3

5
%

1
2
.9

3
%

1
3
.1

7
%

2
3
.4

0
%

4
.7

4
%

4
.5

3
%

2
9
.3

9
%

1
8
.8

6
%

7
9
.7

1
%

1
3
.4

1
%

1
9
.9

6
%

1
-
1
2

製
造

費

1
0
+
1
1

5
0
.3

3
%

5
0
.2

9
%

8
5
.9

2
%

1
2
.6

1
%

1
9
.5

1
%

4
6
.5

3
%

4
7
.3

7
%

8
4
.1

8
%

1
7
.0

4
%

1
6
.2

9
%

8
3
.1

6
%

4
9
.6

3
%

3
1
1
.8

3
%

2
9
.4

5
%

8
2
.3

7
%

1
-
1
3

製
造

原
価


（
経

費
除

く
）

9
+
1
2

9
6
.7

6
%

8
8
.4

6
%

1
7
2
.9

1
%

5
2
.4

7
%

2
8
.0

7
%

7
0
.5

3
%

6
9
.8

5
%

1
0
2
.1

2
%

4
3
.9

4
%

1
5
.6

9
%

1
2
9
.4

6
%

8
3
.0

9
%

3
5
1
.1

2
%

5
9
.0

6
%

8
7
.9

2
%

1
-
1
4

管
理

・
販

売
経

費
5
8
.6

6
%

3
3
.1

5
%

3
1
2
.7

7
%

-
6
.1

8
%

7
2
.4

9
%

3
7
.7

5
%

3
7
.5

0
%

1
1
6
.9

0
%

6
.0

5
%

2
6
.6

0
%

6
2
.2

9
%

5
7
.3

0
%

1
0
4
.9

4
%

1
3
.4

9
%

3
2
.3

1
%

1
-
1
5

販
売

原
価


1
3
+
1
4

1
5
5
.4

2
%

1
3
6
.4

8
%

4
8
5
.6

8
%

8
2
.5

9
%

8
4
.1

9
%

5
0
.6

9
%

5
0
.4

7
%

1
2
4
.9

9
%

2
1
.4

3
%

2
6
.1

7
%

9
1
.6

8
%

9
5
.2

3
%

1
2
6
.9

4
%

4
5
.9

6
%

2
8
.0

4
%

1
-
1
6

利
益

率
-
5
5
.4

2
%

-
3
6
.4

8
%

1
7
.4

1
%

-
3
8
5
.6

8
%

8
4
.1

9
%

4
9
.3

1
%

4
9
.5

3
%

7
8
.5

7
%

-
2
4
.9

9
%

2
6
.1

7
%

8
.3

2
%

4
.7

7
%

5
4
.0

4
%

-
2
6
.9

4
%

2
8
.0

4
%

1
-
1
7

価
格


1
5
+
1
6

1
0
0
.0

0
%

1
0
0
.0

0
%

1
0
0
.0

0
%

1
0
0
.0

0
%

0
.0

0
%

1
0
0
.0

0
%

1
0
0
.0

0
%

1
0
0
.0

0
%

1
0
0
.0

0
%

0
.0

0
%

1
0
0
.0

0
%

1
0
0
.0

0
%

1
0
0
.0

0
%

1
0
0
.0

0
%

0
.0

0
%

２
．

価
格

算
定

式
平

均
中

央
値

m
ax

m
in

標
準

偏
差

昭
和

5
3

平
成

7
平

均
中

央
値

m
ax

m
in

標
準

偏
差

昭
和

5
4

平
均

中
央

値
m

ax
m

in
標

準
偏

差
ケ

ー
ス

１
　

利
益

率
5
%
を

仮
定

し
た

場
合

係
数

１
係

数
・
人

件
費

3
.7

5
4
4

3
.0

7
2
7

9
.3

6
4
4

2
.1

3
5
1

1
.7

1
6
8

3
.1

5
0
6

3
.1

9
4
7

1
.3

3
4
9

1
.3

5
2
5
1
3

2
.7

1
4
6

0
.4

7
7
5
6
4

0
.6

4
1
8
5
4

2
.5

7
7
7

2
.4

1
9
6

2
.0

0
1
2
4
8

5
.2

7
8
8
4

0
.6

3
1
3
5
1

1
.6

3
5
4
7
8

係
数

２
係

数
・
素

材
費

2
.1

2
3
4

1
.8

9
3
4

5
.4

1
1
9

1
.1

7
4
7

0
.9

7
2
5

1
.6

5
8
1

1
.9

0
8
8

1
.0

7
9
1

0
.9

8
1
6
1
1

3
.3

8
2
9
6
3

0
.4

0
4
8
3
9

0
.6

9
4
6
5
6

2
.0

2
7
4

1
.2

8
8
8

1
.2

8
2
0
7
4

2
.1

1
4
5
4
7

0
.3

5
4
0
8
3

0
.6

6
9
4
8
8

係
数

３
係

数
・
完

成
用

部
品

1
.9

9
2
3

1
.7

9
5
7

4
.9

3
0
2

1
.0

9
3
9

0
.9

1
0
6

1
.6

1
7
1

1
.7

2
2
0

1
.0

7
3
0

0
.9

3
6
5
1
6

3
.3

8
2
9
6
3

0
.4

2
8
0
9
6

0
.6

9
7
1
5
6

1
.6

8
1
0

1
.1

8
2
0

1
.1

5
8
3
9
6

2
.1

3
0
5
5
1

0
.3

4
5
0
9
6

0
.6

8
0
1
6

ケ
ー

ス
２

　
利

益
率

1
0
%
を

仮
定

し
た

場
合

係
数

１
係

数
・
人

件
費

3
.9

3
3
2

3
.2

1
9
0

9
.8

1
0
4

2
.2

3
6
8

1
.7

9
8
6

3
.1

5
0
6

3
.1

9
4
7

1
.3

9
8
4

1
.4

1
6
9
1
8

2
.8

4
3
8
6
6

0
.5

0
0
3
0
5

0
.6

7
2
4
1
8

2
.5

7
7
7

2
.5

3
4
8

2
.0

9
6
5
4
5

5
.5

3
0
2
1
3

0
.6

6
1
4
1
6

1
.7

1
3
3
5
8

係
数

２
係

数
・
素

材
費

2
.2

2
4
5

1
.9

8
3
5

5
.6

6
9
6

1
.2

3
0
6

1
.0

1
8
8

1
.6

5
8
1

1
.9

0
8
8

1
.1

3
0
5

1
.0

2
8
3
5
5

3
.5

4
4
0
5
7

0
.4

2
4
1
1
7

0
.7

2
7
7
3
5

2
.0

2
7
4

1
.3

5
0
2

1
.3

4
3
1
2
5

2
.2

1
5
2
4

0
.3

7
0
9
4
4

0
.7

0
1
3
6
8

係
数

３
係

数
・
完

成
用

部
品

2
.0

8
7
2

1
.8

8
1
2

5
.1

6
5
0

1
.1

4
6
0

0
.9

5
3
9

1
.6

1
7
1

1
.7

2
2
0

1
.1

2
4
1

0
.9

8
1
1
1
2

3
.5

4
4
0
5
7

0
.4

4
8
4
8
1

0
.7

3
0
3
5
4

1
.6

8
1
0

1
.2

3
8
3

1
.2

1
3
5
5
8

2
.2

3
2
0
0
6

0
.3

6
1
5
2
9

0
.7

1
2
5
4
9

３
．

過
去

調
査

結
果

と
の

比
較

平
均

中
央

値
m

ax
m

in
標

準
偏

差
昭

和
5
3

平
成

7
平

均
中

央
値

m
ax

m
in

標
準

偏
差

昭
和

5
4

平
均

中
央

値
m

ax
m

in
標

準
偏

差
3
-
0
1

基
本

工
作

材
料

費
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
3
-
0
2

基
本

工
作

材
料

費
の

ロ
ス

率
1
3
.8

7
%

9
.8

4
%

5
0
.0

0
%

0
.0

0
%

1
2
.6

2
%

5
.0

0
%

1
3
.4

0
%

1
2
.7

9
%

9
.1

7
%

5
5
.5

6
%

0
.0

0
%

1
4
.5

7
%

2
3
.2

0
%

1
4
.0

7
%

1
0
.0

4
%

3
5
.7

1
%

0
.0

0
%

1
3
.3

7
%

3
-
0
3

完
成

用
部

品
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
3
-
0
4

完
成

用
部

品
の

ロ
ス

率
6
.5

3
%

1
.6

4
%

3
0
.0

0
%

0
.0

0
%

9
.7

6
%

2
.4

0
%

2
.3

0
%

1
3
.2

3
%

5
.4

9
%

8
3
.3

3
%

0
.0

0
%

1
9
.5

7
%

2
.1

5
%

8
.1

3
%

1
.0

5
%

5
0
.0

0
%

0
.0

0
%

1
5
.3

8
%

3
-
0
5

小
計

 1
+
2
+
3
+
4

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

3
-
0
6

小
物

材
料

比
率

5
.8

2
%

4
.7

6
%

1
4
.2

9
%

0
.0

0
%

4
.0

4
%

2
.8

0
%

3
.7

7
%

2
2
.1

5
%

9
.1

2
%

2
3
4
.3

1
%

0
.0

0
%

5
0
.8

0
%

4
.9

1
%

1
1
.6

0
%

7
.6

7
%

4
6
.0

7
%

0
.0

0
%

1
3
.1

4
%

3
-
0
7

小
計


5
+
6

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

3
-
0
8

材
料

管
理

費
率

（
現

調
査

で
は

工
具

・
機

械
購

入
費

）
2
.0

0
%

0
.9

4
%

1
1
.7

6
%

0
.0

0
%

2
.8

4
%

5
.0

0
%

4
.5

1
%

2
.4

0
%

0
.5

0
%

1
3
.1

6
%

0
.0

0
%

3
.7

6
%

4
.3

4
%

2
.2

5
%

0
.7

8
%

8
.5

7
%

0
.0

0
%

2
.9

8
%

3
-
0
9

総
材

料
費

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

3
-
1
0

加
工

費
と

割
増

率
3
6
.6

8
%

2
0
.0

0
%

3
3
2
.6

9
%

0
.0

0
%

7
1
.3

4
%

2
3
.2

0
%

2
5
.5

0
%

4
0
.6

4
%

1
9
.2

3
%

3
6
0
.0

0
%

0
.0

0
%

7
7
.7

9
%

2
3
.8

0
%

3
2
.1

5
%

3
5
.0

0
%

5
8
.1

4
%

0
.0

0
%

1
7
.0

4
%

3
-
1
1

製
造

間
接

費
（
正

確
に

は
製

造
原

価
中

の
経

費
部

分
。

昭
和

5
3
/
5
4
調

査
ベ

ー
ス

）
7
4
.8

0
%

7
4
.8

0
%

7
4
.8

0
%

7
4
.8

0
%

0
.0

0
%

7
4
.8

0
%

6
4
.0

1
%

3
8
.5

0
%

3
8
.5

0
%

3
8
.5

0
%

3
8
.5

0
%

0
.0

0
%

3
8
.5

0
%

7
9
.7

4
%

7
4
.6

9
%

1
6
7
.2

5
%

3
4
.3

4
%

3
9
.2

7
%

3
-
1
2

製
造

費
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
3
-
1
3

製
造

原
価

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

3
-
1
4

管
理

・
販

売
経

費
6
6
.0

4
%

3
5
.8

9
%

3
1
4
.1

3
%

-
5
.5

8
%

7
5
.9

3
%

3
3
.0

0
%

4
1
.1

0
%

5
6
.1

5
%

5
5
.2

5
%

1
4
1
.0

3
%

6
.9

4
%

3
7
.3

3
%

3
6
.6

7
%

7
7
.3

7
%

7
5
.0

1
%

1
6
1
.9

1
%

9
.4

3
%

5
9
.8

8
%

3
-
1
5

販
売

原
価

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

3
-
1
6
a

利
益

率
（
仮

に
5
%
と

想
定

し
、

「
２

．
価

格
算

定
式

」
の

係
数

を
算

出
）

5
.0

0
%

5
.0

0
%

5
.0

0
%

5
.0

0
%

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

5
.0

0
%

5
.0

0
%

5
.0

0
%

5
.0

0
%

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

5
.0

0
%

5
.0

0
%

5
.0

0
%

5
.0

0
%

0
.0

0
%

3
-
1
6
b

利
益

率
（
仮

に
1
0
%
と

想
定

し
、

「
２

．
価

格
算

定
式

」
の

係
数

を
算

出
）

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

0
.0

0
%

3
-
1
7

価
格

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

４
．

売
上

構
成

・
費

用
構

成
売

上
構

成
う

ち
座

位
保

持
装

置
の

の
売

上
の

比
率

が
1
0
%
以

下
の

事
業

所
の

み
平

均
中

央
値

m
ax

m
in

標
準

偏
差

平
均

中
央

値
m

ax
m

in
標

準
偏

差
義

肢
1
5
.0

7
%

1
4
.3

5
%

3
8
.0

0
%

0
.0

0
%

1
1
.4

1
%

1
6
.4

6
%

1
4
.7

0
%

3
8
.0

0
%

1
.0

0
%

9
.2

6
%

う
ち

製
作

分
1
2
.6

3
%

9
.4

8
%

8
0
.0

0
%

0
.0

0
%

1
5
.8

5
%

1
2
.2

5
%

9
.9

6
%

3
8
.2

0
%

0
.9

0
%

8
.3

2
%

う
ち

修
理

分
6
.2

9
%

3
.0

0
%

2
2
.0

0
%

0
.0

0
%

6
.9

4
%

5
.3

9
%

3
.0

0
%

2
0
.0

0
%

0
.1

0
%

5
.1

6
%

装
具

4
8
.0

8
%

5
3
.5

8
%

8
7
.5

0
%

0
.0

0
%

2
7
.5

9
%

6
3
.6

0
%

6
2
.0

0
%

8
7
.5

0
%

2
8
.6

0
%

1
5
.1

2
%

う
ち

製
作

分
4
4
.0

8
%

4
7
.1

0
%

8
1
.0

0
%

0
.0

0
%

2
5
.6

8
%

5
6
.5

4
%

5
2
.1

4
%

8
1
.0

0
%

2
8
.4

0
%

1
5
.3

6
%

う
ち

修
理

分
5
.9

3
%

4
.7

0
%

3
0
.0

0
%

0
.0

0
%

7
.2

1
%

5
.8

9
%

5
.0

0
%

2
3
.2

0
%

0
.2

0
%

5
.7

3
%

座
位

保
持

装
置

1
3
.1

2
%

1
.9

5
%

1
0
0
.0

0
%

0
.0

0
%

2
1
.9

2
%

1
.4

6
%

0
.0

0
%

1
0
.0

0
%

0
.0

0
%

2
.8

0
%

う
ち

製
作

分
1
1
.7

4
%

1
.6

7
%

8
5
.0

0
%

0
.0

0
%

2
0
.9

6
%

1
.2

8
%

0
.0

0
%

8
.0

0
%

0
.0

0
%

2
.4

3
%

う
ち

修
理

分
3
.4

9
%

0
.1

8
%

3
2
.0

0
%

0
.0

0
%

6
.9

7
%

0
.1

8
%

0
.0

0
%

2
.0

0
%

0
.0

0
%

0
.4

7
%

そ
の

他
2
3
.7

3
%

1
3
.3

5
%

8
9
.8

0
%

0
.0

0
%

2
7
.0

2
%

1
8
.4

8
%

1
8
.6

0
%

5
5
.7

0
%

0
.0

0
%

1
7
.5

3
%

費
用

構
成

平
均

中
央

値
m

ax
m

in
標

準
偏

差
人

件
費

（
「
費

用
１

」
の

シ
ー

ト
の

対
象

費
用

）
4
3
.2

7
%

4
6
.0

0
%

5
8
.0

0
%

2
1
.0

0
%

1
1
.1

8
%

物
品

の
購

入
費

用
　

（
「
費

用
２

」
の

シ
ー

ト
の

対
象

費
用

）
3
4
.7

6
%

3
3
.5

0
%

6
8
.0

0
%

2
.2

0
%

1
2
.8

2
%

そ
の

他
の

費
用

　
（
こ

の
シ

ー
ト

上
半

分
「
費

用
３

」
の

対
象

費
用

）
1
7
.1

4
%

1
7
.5

0
%

3
1
.8

0
%

4
.0

0
%

7
.8

3
%

営
業

純
利

益
 　

注
１

3
.0

8
%

2
.0

0
%

1
4
.9

0
%

-
4
.0

0
%

4
.4

5
%

※
消

費
税

 対
象

分
（
物

品
購

入
費

用
+
そ

の
他

の
費

用
）

5
1
.9

0
%

4
9
.6

5
%

7
8
.4

0
%

1
3
.9

0
%

1
3
.3

3
%

注
１

　
平

均
値

に
対

し
、

標
準

偏
差

の
３

倍
以

上
の

隔
っ

て
い

る
値

 １
件

を
除

去
し

た
値

を
収

載
。

こ
れ

を
除

去
し

な
か

っ
た

場
合

、
平

均
値

4
.9

1
%
、

中
央

値
2
.0

0
%
と

な
る

。
　

　
表

中
の

最
大

値
、

最
小

値
は

当
該

値
除

去
後

の
も

の
で

あ
る

。

（

表
１
２
 

費
用
構
成
調
査
結
果
概
要

 

（
事
業
別
採
算
性
評
価
結
果
を
含
む
）

 

【平成26年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.109 】



- 40 - 

 

２－４ 費用の変化と収支への影響 

 これまで挙げた各調査の結果によれば、平成

23 年度以降、素材費は増加し、人件費は減少

していることが考えられる。素材単価、人件費

単価の変化の影響が全体として収支にどのよ

うに影響するか試算をおこなった。 

仮定として、下記をおいた。 

・２－１で示した素材単価変化率分だけ、物品

費全体が増えるものとする。 

・２－２で示した人件費単価変化率分だけ、人

件費全体が変化するものとする。 

・その他の費用ならびに売上高は変化しないも

のとする。 

・「現時点」の想定など、その他のパラメータ

設定については、表１３の下の註を参照。 

算出結果は、表１３のとおりである。費用変化

の結果算出される現時点の営業利益率は 0.2%

である。調査結果が示す平成 24 年度（「平成

24 年 10 月 1 日を含む会計期間」）の平均営業

利益率は 2.7%であり、この試算値よりは高い

ものの、費用の変化が収支を悪化させることが

推測できる。 

なおこの試算結果による現時点利益率と営業

利益率の調査結果の値との間に差が生じるこ

とについては、 

・素材単価変化率分だけ物品費全体が増えるも

のとしているが、実際はずれが生じうる（完成

用部品など）。 

・調査結果による平均営業利益率（2.7%）の

調査対象時点が、「現時点」の想定範囲のうち

前のほうの時期に位置しているのに対し、費用

の変化率の数値は後ろのほうの時期の数値（素

材価格：変化後の時期は平成 26 年度上半期、

人件費単価：変化後の時期は平成 24～25 年度

頃）ことが影響している。 

・上記仮定の物品購入費・人件費の変化は価格

面の変化によるが、同時に物品購入の分量や雇

用量な量的な面の調整もおこなわれる。 

・実際には、その他の費用や売上（他事業を含

む）などの調整がおこなわれうる。 

といったことが関係していると、考えられる。

参考までに、表１４に本調査結果による、売上

高（営業収益）および営業費用の推移について

示す。同表が示すように、実際には営業費用だ

けでなく、売上高も若干増加している。 

表１３ 本調査結果が示す近年の費用変化が収支に与える影響 

平成23年度時点 現時点 **
大きさ
対売上高比 対総費用比 （対「現時

点」総費用
比）

変化率**
対売上高比 対総費用比

物品購入費用 34.3% 35.4% 35.3% +3.5% 36.7% 36.5%
人件費（営業・製造以外に従事する人に
かかるものを含めた人件費全体）

45.0% 46.5% 46.3% -1.9% 45.6% 45.5%

   うち法定福利費事業主負担分を除いた数値 (39.0%) (40.3%) (39.4%) (39.3%)
その他の費用 17.5% 18.1% 18.0% 0.0% 17.5% 18.0%
（小計） (96.8%) (100.0%) (99.6%) (99.8%) (100.0%)

営業利益率 3.2% 実績値 0.2% 本試算による

 （23年度の値－当該値との差） (-3.0%) 推定値

*   調査A結果より営業利益率を設定。
**  費用の対総費用構成比は、25年を想定。素材費は26年度上半期を想定、人件費については概ね24～25年度を想
定。構成比は調査Bの結果をもとに設定。変化率は今回調査結果（調査A、C）の数値を設定。その他の費用の対売上
高比は、変化しないと仮定。法定福利費事業主負担料率は平成25年度平均を想定。

【平成26年度総括・分担研究報告書】
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表１４ 売上高および営業費用の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売上高の推移 営業費用の推移

平成23年
10月1日を
含む会計
期間の対
前期売上
高変化率

平成24年
10月1日を
含む会計
期間の対
前期売上
高変化率

平成24年
10月1日を
含む会計
期間の2
期前に対
する売上
高変化率

平成23年
10月1日を
含む会計
期間の対
前期営業
費用変化
率

平成24年
10月1日を
含む会計
期間の対
前期営業
費用変化
率

平成24年
10月1日を
含む会計
期間の2
期前に対
する営業
費用変化
率

平均値 0.9% 0.3% 1.3% 1.3% 1.4% 2.7%
中位値 1.2% 0.4% 0.9% 1.4% 1.0% 2.2%
最大値 29.1% 23.7% 30.0% 29.1% 26.3% 28.4%
最小値 -29.1% -28.6% -27.9% -27.3% -22.6% -29.4%
標準偏差 8.8% 8.2% 10.0% 9.0% 8.3% 9.2%
有効回答数 241 244 236 245 245 233
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３．H25 年度テクノエイド協会調査の補足調

査 

３－１ （義肢・装具）カーボン素材の使用状

況について 

厚生労働省 平成 25 年度障害者総合福祉推進

事業としてテクノエイド協会で行った「補装具

費支給制度の適切な理解と運用に向けた研修

のあり方等に関する調査事業」の補装具調査の

中で、義肢装具制度についての取り扱いに関す

る要望に上がっていたカーボン素材について

調査を行った。要望のカーボンに関する内容は、

次の 3 点であった。 

・義足の股義足から足指義足までの全ての採型

区分に対してカーボンの加算を含めてほしい。 

・「カーボンストッキネット」の文言を「カー

ボン素材」に変更してほしい。 

・装具製作時にもカーボン素材使用を認めてほ

しい。 

 

そこで、実態を把握するため、調査 D でカー

ボンの使用状況と使用方法について調査を行

った。調査項目は、義足のそれぞれの採型区分

においてカーボンを使用してソケットを製作

しているか。下肢装具のそれぞれの支持部でカ

ーボンを使用しているか。また、カーボンを使

用する場合、現在の加算要素で認められている

カーボンストッキネットを使用しているのか、

他のカーボン素材を使用しているか。その時の

使用量と金額について聞いた。 

 

結果 

調査書は義肢装具を製作している 24 社に対し

て送り、10 月 8 日現在で 13 社からの回答があ

った。回答のあった 13 社のデータを分析した。 

義足の採型区分は B-1 股義足、B-2 大腿義足、

B-3 膝義足、B-4 下腿義足、B-5 下腿義足（サ

イム義足）、果義足、B-6 果義足、足根中足義

足、B-7 足指義足である。図３は、それぞれの

義足の種類でカーボンを使用しているか聞い

た結果である。B-7 に当たる足指義足では、カ

ーボンは 使用されていなかった。 

 

 

図３ 義足のそれぞれの採型区分におけるカーボンの使用状況 

 

現在，カーボン使用による加算がない下肢装具

の支持部でも、カーボンを使用しているデータ

が得られた（図４）。下肢装具でもカーボンを

使用していると回答のあった会社が大腿部と

下腿部では 6 件、足部では 9 件あった。 
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図４ 下肢装具の支持部で使用されているカーボン素材 

 

義足に使用するカーボンの種類は、ストッキネ

ットタイプ（筒状に編んであるもの）、シート

材（布状に織ってあるもの）、帯状のもの（５

ｃｍ幅のもの）、帯状のもの（２．５ｃｍ幅の

もの）がある。現在設定されているカーボンス

トッキネットの加算金額と回答のあった使用

したカーボンストッキネットの価格帯を図５

に示す。 

 

 

図５ カーボンストッキネット使用時のカーボンストッキネットの価格帯と、 

現在の支給制度で加算要素として設定してあるカーボンストッキネットの加算価格 

 

 

主材料としてカーボン素材を用いたときの、使

用されるカーボンストッキネットとカーボン

ストッキネット以外のカーボン（カーボンシー

トと帯状のカーボン）素材の金額の内訳を図 6

に示す。 
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図６ 一本の義足・装具に使用するカーボンの内訳 

 

横軸の股義足から足指義足までは義足、大腿部

から足部までは装具で使われたカーボン素材

を示している。義肢では、カーボンストッキネ

ットを使用した場合、カーボンストッキネット

とカーボンストッキネット以外のカーボン素

材ではカーボンストッキネットが大半を占め

ている。しかし、装具では、カーボンストッキ

ネットを使用した場合でも、カーボンストッキ

ネット以外のカーボン素材の価格が大きい。こ

れは、義足と装具の製作方法の違いから来てい

る。義足では、カーボンストッキネットを被せ

るだけであるが、装具では、支柱とカフに当た

る部分を別々に積層していくなどカーボンス

トッキネットとカーボンシートを組み合わせ

て支持部の形状を造るためである。 

また、装具については、現在カーボン使用の加

算はない。主たる積層材料としてカーボンを使

用した場合、製作要素，支持部，熱硬化性樹脂

で設定されている価格にカーボン素材費の占

める割合は、平均で大腿部：64%，下腿部：66％，

足部：41%となっていた。 

 

要望 

義足の股義足から足指義足までの全ての採型

区分に対してカーボンの加算を含めてほしい。 

 

B-1 股義足については、カーボンを使用した製

作が行われており、B-7 足指義足については、

どの会社もカーボンを使用していなかった。股

義足のソケット製作において、カーボンを主材

料とした製作が行われていた。 

 

「カーボンストッキネット」の文言を「カーボ

ン素材」に変更してほしい。 

 

「カーボンストッキネット」の文言を「カーボ

ン素材」に変更することにより、カーボンスト

ッキネット以外のカーボンシートや帯状のカ

ーボンを使用した場合でも、カーボンの加算が

できるようにしてほしいとの要望である。しか

し、カーボンの使用目的を聞いたところカーボ

ンシートや帯状のカーボンは部分的な補強の

ために使われていた。 

義足では、主たる積層材にカーボンシートや、

帯状のカーボン素材を用いているデータは得
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られなかった。 

 

 

装具製作時にもカーボン素材使用を認めてほ

しい 

 

装具でもカーボンを使用しているデータが取

れた。さらに義足とは異なり、カーボンストッ

キネットだけではなく、カーボンストッキネッ

ト以外のカーボン素材を組み合わせて使用し

ていた。加算項目を検討する際には、カーッボ

ンストッキネット以外のカーボンシートや帯

状のカーボン素材も使うことを想定してカー

ボン使用を加算ができるように設定する必要

がある。 

 

 

３－２ （装具）修理項目「マジックバンドの

交換」への別サイズの追加について 

同じくテクノエイド協会で行った「補装具費支

給制度の適切な理解と運用に向けた研修のあ

り方等に関する調査事業」の補装具調査の中で、

義肢装具制度についての取り扱いに関する要

望に上がっていた装具修理における「マジック

バンドの交換」の項に関する要望について、調

査を行った。 

 

要望 

「修理箇所ごとに 25mm 幅のものは 800 円、

50mm 幅のもの 1,100 円とすること。ただし、

裏付きの場合には、当該価格を 2 倍した額を修

理価格とすること」は「修理基準のウのマジッ

クバンドの交換」に定める額とすること。」の

「25mm 幅のものは 800 円、50mm 幅のもの

1,100 円とすること」を、「25mm 幅のものは

800 円、30mm 幅のものは○円、40mm 幅の

ものは○円、50mm 幅のもの 1,100 円とする

こと」に変更。 

 素材価格調査のなかで、幅サイズ別のマジッ

クバンド（調査票中の表記は「マジックベル

ト」）の価格に関する設問を含めたところ、下

記のとおりのサイズ別に件数の回答を得た（当

該調査票（調査 C）の発送数 35、回収数 24）。 

 

要望を踏まえ、具体的には、どのような幅サイ

ズについて回答が得られるかという点と、異な

る幅のものの価格比がどのようになっている

かについてデータを収集した。結果の概要を表

１５にまとめる。 
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表１５ マジックバンドのサイズ別価格の回答数 

および 25mm 幅のもの、50mm 幅のものに対する価格比 

  回答数     価格比   

  

全体 

うち日本

義肢協会

会員のみ   

25mm幅

に対する

比率 

50mm幅

に対する

比率 

マジックバンド  16mm 幅 2 1   0.817 0.456 

マジックバンド  20mm 幅 2 1 

 

0.899 0.467 

マジックバンド 25mm 幅 19 12 

 

1.000 0.520 

マジックバンド 30mm 幅 9 9 

 

1.276 0.637 

マジックバンド 38mm 幅 9 8 

 

1.383 0.711 

マジックバンド 40mm 幅 1 1 

 

1.571 0.805 

マジックバンド 50mm 幅 20 11 

 

1.968 1.000 

マジックバンド  100mm 幅 8 4   3.643 1.909 

※現行制度で装具修理の「マジックバンドの交換」の項で価格が定められているのは、25mm幅（800

円）、50mm幅（1100円）のみ。 

 

結果によれば、現行制度で価格が定められてい

る、25mm幅、50mm幅のものの他に、16mm、20mm、

30mm、38mm、100mmの各幅のものが回答者中複

数の事業者により購入されていることがわか

った。特に、30mm、38mm、100mm については、

装具の取扱が明らかにあると考えられる日本

義肢協会会員のみで 4 事業所以上購入してい

ることがわかった。また、バンドの幅が広がる

ほど単価が高くなることが確認された。 

 現行の 25mm幅、50mm幅といった特定の幅の

みにピンポイントで価格を定めるのではなく、

「○○mm～□□mm の場合△円」といった価

格設定の仕方のほうが柔軟にバンド幅を選択

できると考えられる。 

 

Ｄ．まとめ 

 本稿では、現在の義肢・装具・座位保持装置

の価格を検討するうえで参考になると考えら

れる製作費用・採算状況等についてまとめた。

今回の調査は、包括的な費用構成の調査や、現

行制度でストッキネットのみ部分的に加算対

象となっているカーボン素材について義肢・装

具での使用状況についての調査等、近年の調査

になかった項目を含めての調査となった。製作

費用状況調査結果の一部は、平成 26 年度末に

向けた厚生労働省の義肢等価格改定作業にお

いて参照された。 

 今後の研究を通じ、価格根拠となる製作費用

データを包括的に収集し直し、現状に即した価

格設定案を作成するための基礎データを整備

したいと考えている。 
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１．論文発表 

  なし 

２．学会発表 

1.○我澤賢之，山崎伸也．「義肢・装具・座位
保持装置製作費用調査結果報告」，第24回厚生
労働省補装具評価検討会，2014-11-19． 

2.○我澤賢之，山崎伸也，長瀬毅．「義肢・装
具・座位保持装置製作の費用・採算」，第 30
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厚生労働科学研究費補助金 
障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野）） 

分 担 研 究 報 告 書 
 

義肢等公定価格算定における見込み利益率に関する論点の整理 

 
研究協力者 長瀬 毅 流通経済大学経済学部 准教授 
研究分担者 我澤賢之 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 
   障害福祉研究部 研究員 

 
研究要旨 

障害者総合支援法における補装具費支給制度において、各種補装具の価格は厚生労働省により

定められている。公定価格を定めるうえで、必要とされる財・サービスが無駄に財源を浪費する

ことなく、かつ持続的な供給を可能にするだけの採算性を保持することは、重要と考えられる。

本稿では、義肢等に用いられている費用積み上げ方式に基づく価格算定方式を概観し、義肢等の

価格を公的に規制する根拠とその問題点をまとめ、義肢等の価格算定式における見込み利益率の

設定に関する論点を整理した。 

義肢等においては利用者と生産者との間に情報の非対称性が存在するため、公的な価格規制に

よって義肢等価格を低廉なものに抑えつつ、生産者が一定の利益を確保できるような価格算定を

行うことで、情報の非対称性に起因する弊害を軽減することができる。 

 一方で、価格算定における適正な利潤をどのように定めるかについては、現行の公共料金規制

においても、規模の経済性が働きやすく費用逓減的な性質を持ち、地域独占的な経営状態にある

と思われる比較的大規模な企業からなる公共性の高い産業における公正報酬率規制は資本市場に

おける利回りや全産業、当該産業に属する企業の平均などの客観的な指標を用いて算定されてい

ることが分かるものの、その一方で中小民鉄やタクシーなど比較的規模が小さく地域独占的な傾

向が弱いという点で義肢等と近い傾向にあると考えられる産業においては事業報酬率の算定に用

いられている数値の根拠は明らかにされていなかった。客観的かつ適正な利潤をどのように定め

るべきかについて、企業に効率的な経営を促すインセンティブを付与する仕組みをどのように導

入するかも含めて、引き続き検討していく必要がある。 

 
 

Ａ．目的 

 障害者総合支援法における補装具費支給制度

において、各種補装具の価格は厚生労働省によ

り定められている。公定価格を定めるうえで、必

要とされる財・サービスが無駄に財源を浪費す

ることなく、かつ持続的な供給を可能にするだ

けの採算性を保持することは、重要と考えられ

る。補装具のうち義肢・装具・座位保持装置（以

下、義肢等）の価格設定に関しては原価計算の考

え方が用いられているが、価格をどのように設

定するか、そのうえで見込み利益率についてど

のように想定するべきかの検討に資するため、

本稿では他の分野での公定価格（あるいは公共

料金規制）における見込み利益率に関する情報

と論点を整理する。 
 

Ｂ．方法 

 まず、現行の義肢等価格算定式の考え方につ

いて確認し、ついで公共料金規制における見込

み利益率の扱いについて概観し、公共料金規制

を義肢等価格規制に適用する際の論点について

整理する。最後に、海外の補装具製作産業におけ

る見込み利益率の扱いについて触れる。 
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Ｃ．結果・考察 

1．現行の義肢等補装具価格算定式 

義肢等の現行の価格算定方式は、公共料金規

制における総括原価主義の費用積上げ方式を採

用している（後述）。具体的には、飯田他(1979)
で示されている、積み上げ式の原価計算に基づ

く生産物 1単位あたりの平均的費用に見込み利

益率を上乗せする方式を踏襲し、次式に基づい

て義肢等補装具価格（以下、義肢等価格）を算

定している。1 
 
 義肢等価格 = 𝑐𝑐1 × 𝐿𝐿 × 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑐𝑐2 × 𝑀𝑀 + 𝑐𝑐3 × 𝐹𝐹 
但し、L：人件費単価�円/時� 

Tn：見込み作業時間�時間�  
M：素材費�材料費��円� 
F：完成用部品費�付随費用等を含まない� 
(= 完成用部品登録時の申請価格)(円) 

 
 𝑐𝑐1，𝑐𝑐2，𝑐𝑐3はそれぞれ、人件費、素材費、完

成用部品費に対する係数であり、各係数の 1を

越える部分はそれぞれに付随する費用（直接経

費、製造間接費、販管費等）の大きさを示す。

また、見込み利益率相当分がこれらの係数に一

定比率で乗算される形で含まれている。この算

定式による価格設定の考え方を国内で最初に提

示した飯田他(1979)においては、Tn や Mなど

について調査し、製造間接費等の付随費用の比

率については個々の費用の大きさに関する調査

ならびに見込み比率（10％を想定）に基づいて

算出している。 
 この結果に基づき、実際の制度における義肢

等価格を定める根拠として上記価格算定式が採

用されたものの、推計されたパラメータがその

まま制度に反映されたわけではなく何らかの調

整が行われたと考えられる。その過程において

見込み利益率がどの程度想定されたのかは明ら

かにされていない。 
 
2．公共料金規制における見込み利益率の

1 実際には、義肢 1本何円という形で価格が定められて

いるのではなく、ひとつの義肢等補装具をいくつかの部

分（基本価格部分、製作要素）に分解し、その個々の部

扱い 
［1］公共料金規制導入の目的 

経済学の枠組みでは、ある財・サービスの取

引市場において、財・サービスの消費者・生産

者がともに多数存在し、その財・サービスの品

質等が同一であり、そのことを消費者がコスト

をかけずに知ることができる場合、当該市場は

完全競争の状態にあり、そのような市場のこと

を完全競争市場と呼ぶ。完全競争市場における

財・サービスの取引価格は、その財・サービス

の消費者の効用と供給者の利潤をともに最大化

する水準に自律的に定まり、社会全体がこの

財・サービスの取引から得られる利益（社会的

余剰）も最大化されることが知られている。 
しかし、市場が完全競争の状態にない場合、

市場で決まる財・サービスの価格は社会全体の

利益を最大化させる水準に自律的に定まること

はない。このような状態を「市場の失敗」と呼

ぶ。市場の失敗は、財・サービスの消費者ない

し生産者の数が少ない状態である独占・寡占が

発生している状態や、財・サービスの品質につ

いての情報を消費者が容易に入手することがで

きない状態（財・サービスの品質に関して「情

報の非対称性」が存在する状態）などが生じる

時に発生する。市場の失敗が発生している場

合、政府等が介入して市場取引に規制を課すこ

とによって、社会全体の利益を高めることがで

きる。公共料金規制は、このような市場の失敗

に対する政府の規制の一つであり、財・サービ

スの取引価格に政府が規制を課すものである。

以下では、情報の非対称性が存在する場合の弊

害と、公的価格規制によってそれらの弊害を軽

減できる可能性について論じる。 
財・サービスの生産者・提供者の方が利用者

より財・サービスの品質について正確な情報を

保有している場合、生産者・提供者は財・サー

ビスの品質からみて過大な価格を設定して利益

を得るインセンティブを持つため、財・サービ

スの価格が最適な水準よりも高騰して財・サー

ビスの過少供給が起こる可能性がある。こうし

た市場の事例として、中古車市場などが挙げら

れる。また、利用者が財・サービスに対する需

分に価格が定められているのであるが、ここでは説明の

簡略化のため「部分」を明示しない。 
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要を決定するために必要な情報（利用者の真の

健康状態など）を、利用者よりも財・サービス

の生産者・提供者の方がより正確に保有してい

る場合、生産者・提供者が利用者にとって適切

な水準を越えた財・サービスの需要を促し売上

げを増加させるインセンティブを持つため、

財・サービスへの超過需要が発生する可能性が

ある。こうした市場の事例としては医療サービ

ス市場が挙げられる。提供される医療サービス

や医療機器の品質、患者の真の健康状態などに

ついて情報の非対称性が強いため、医師の診断

が患者の医療需要を誘発することで医療需要が

過大となる効果（医師の需要誘発効果）が起こ

ることが知られている 2。 
これらの情報の非対称性に起因して発生する

財・サービス価格の高騰や超過需要の結果とし

て、利用者の便益の減少や社会的余剰が最大化

されないなどの問題が起こることになる。こう

した情報の非対称性に伴って発生する弊害を軽

減するために、医療サービスや義肢等の市場に

は公的な価格規制が導入されていると考えられ

る。医療サービスにおいては診療報酬、薬剤に

おいては薬価制度が導入されており、特に薬価

については、新薬開発当初に設定された価格

を、薬価調査により卸の販売価格の市場実勢価

格に基づいて経年的に低下させるしくみが取り

入れられている 3。 
義肢等については前述のように義肢等の価格

を公定する仕組みが導入されている。義肢等の

価格は生産に必要な費用を積み上げ、これに一

定の見込み利益率を上乗せして算定されてお

り、次節で解説する総括原価主義に基づく費用

積み上げ方式による価格算定方式を使用してい

る。 
 
［2］総括原価主義に基づく公共料金の算定 

 総括原価主義は、財・サービスを供給する企

業の収支が均等するような財・サービスの価格

を設定するものである。以下の算式により総括

原価を算定し、これを賄うに足る価格を設定す

る。 

2 医療サービス市場における経済学的な分析について

は、漆(1998)、遠藤(2006)、河口(2012)等を参照された

い。 
3 既収載の薬価については、調査によって算出した市場

 
総括原価 = 営業費+ 税金等+ 適正利潤 
適正利潤≒営業外費用＋自己資本報酬 

 
 総括原価主義に基づく算定方式では、企業の

費用を会計上の費用だけを費用としてとらえる

のではなく、企業の株主が投資した資本に対す

る帰属利子を会計上の費用に上乗せした経済学

的な費用をもとに利潤を算定する。経済学的な

利潤は、収益から会計上の費用（陽表的な費

用）および帰属所得（陰費用）を差し引いた残

余であり、物的資本の提供者である株主や、人

的資本の提供者である経営者など、帰属所得で

ある陰費用を負担する主体に配分し尽くされる

と考える。従って、経済学的な利潤は、企業に

提供された資本への報酬であると解釈される。 
 総括原価方式に基づいた価格算定方式には、

①費用積上げ方式、②公正報酬率方式の二つの

方式がある。①費用積上げ方式は、支払利息と

予定配当額を予め計算し適正利潤として費用を

積上げて総括原価を算出する方式である。上下

水道等の地方公営企業、中小私鉄やバス・タク

シー等の道路運送事業の価格算定に使用されて

いる。公営企業の価格算式には自己資本報酬が

なく、代わりに「資本減耗費」「資本維持費」

など、一定の資本を維持するための費用を算式

に加えている。計算式は以下である。 
 
総括原価 = 営業費用+ 諸税+ 支払利息+
予定配当額            
    = 営業費用+ 諸税+ �固定負債

× 予定利率�+ �資本金× 予定配当率�       
 
 ②公正報酬率方式は、正味資産の簿価（レー

トベース）に公正報酬率（Fair Rate of 
Return）を掛けることで適正利潤を算出し、こ

れに営業費を加えたものを総括原価とし、価格

を算定する方式である。概念的には、以下の算

式を使用する。 
 

実勢価格に調整幅（平成 26年 2月改定の算定基準では

市場実勢価格の 2％）加算した額を改訂後の薬価とする

しくみになっている。後掲の資料(1)厚生労働省「薬価

算定の基準について」を参照されたい。 
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総括原価

= 営業費用+ 諸税

+ （正味資産（レートベース））× 公正報酬率 
 
 

公正報酬率規制は、我が国では電力や鉄道、

ガス事業等、比較的規模が大きい産業の公共

料金規制に利用されている。公正報酬率は、

規制当局が適正と判断する利益率であり、そ

の内容は事業によって異なっているが、概ね

次の算式で算出される。 
 

公正報酬率 =
他人資本�負債�

総資産

× 他人資本報酬率

+
自己資本�資本金�

総資産

× 自己資本報酬率 
 
［3］総括原価主義に基づく算定方式の問題点 

 総括原価主義に基づく算定方式における問題

点としては、特に費用積上げ方式においては、

利子や利潤（公共的必要余剰）が予め固定され

ているため、経営者が費用を削減し効率的な経

営を行うインセンティブが存在しないことが指

摘できる。これに対して公正報酬率規制は、事

業報酬を利子、配当、内部留保等の諸項目への

配分が企業の裁量に任されており、経営者に効

率的な企業経営を行うインセンティブを付与す

るという点で費用積上げ方式よりも優れてい

る。 
一方で、公正報酬率方式には、以下のような

問題点がある。まず、正味資産であるレートベ

ース算定範囲や、価額算定の際に簿価と時価、

取得価額と再取得価額のいずれを用いるべきか

などの議論がある。それに関連し、様々な資産

の時価や減価償却費を正確に測定することも困

難であり、資産価値の正確な計測の点で問題を

抱えている。また、規制当局が規制する公正報

酬率が現実の資本コストと一致しない場合、企

4 詳細はトレイン(1998)第 1章、桑原(2008)第 2章第 2
節等を参照されたい。 
5 消費者庁「物価安定政策会議特別部会基本問題検討会

業の生産要素間の選択に歪みが生じる、アバー

チ=ジョンソン効果（規制報酬率＞資本コスト

の場合に、資本投資か過大となる効果。逆の効

果も存在する）4が発生する。 
これら、総括原価主義に基づく価格算定方式

における効率的経営のインセンティブが欠如す

る問題に対して、企業のインセンティブをコン

トロールする手段として、①ヤードスティック

規制、②利益配分規制、③プライス・キャップ

規制などの規制スキームが知られている。 
 ①ヤードスティック規制とは、費用・需要条

件が等質な企業間で生産物 1単位あたりの平均

費用を比較し（費目についてのヤードスティッ

ク査定）、相対的に費用の高い企業には低い報

酬率を課すものである。②利益配分規制は、規

制報酬率を上回る利潤率を達成した企業には、

超過利潤の一部を留保することを許容するもの

で、事前にどれだけの効率化を果たすかを規制

者に提示する。③プライス・キャップ規制は、

価格の上限を規制し、企業が経営効率化努力に

よりさらに費用が節約された場合、次期の規制

上限価格の設定に際して前期の費用節約分を反

映させないようにすることで、企業に費用節約

分を留保することを許容する方式である。いず

れも、費用削減や利潤率向上などの経営努力を

行った企業に超過利潤の留保を認めることで、

効率的な経営を行うインセンティブを付与する

規制方式である。 
 
［4］総括原価主義に基づく算定方式における適

正利潤の設定根拠 

 後掲の資料(2)は、2002年現在における各種

公共料金の設定方式についてまとめたものであ

る 5。ここで示されている費用積上げ方式、公

正報酬率方式（レートベース方式）のいずれに

ついても、適正利潤算出のための自己資本報酬

率に採用されている数値の算出根拠は明らかで

はないものが多い。 
資料(3)は、現行の電力料金最低における、電

力会社の事業報酬の算定規則と具体的な算定式

が示されている 6。ここでは、公正報酬率のう

報告書（平成 14年）」における参考資料 2「現行の料金

設定方式」より抜粋。 
6 経済産業省「電気料金制度・運用の見直しに係る有識
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ち自己資本報酬率として公社債応募利回り、全

産業平均自己資本利益率などが、他人資本報酬

率として 10電力会社の平均有利子負債利子率

が指標として採用されている。 
資料(4)には、電力以外の他の公共料金規制に

おける公正報酬率算定方式がまとめられてい

る 7。運輸業については、資料(3)における電力

会社のケースと概ね同じ方式、すなわち自己資

本報酬率には全産業の平均的な資本市場での資

金調達費用および業務利益率、配当所要率など

を用い、他人資本報酬率には当該産業に属する

企業の平均的な有利子負債利子率を用いた価格

算定方式が用いられている。 
資料(3)および(4)から、規模の経済性が働きや

すく、費用逓減的な性質を持ち、地域独占的な

経営状態にあると思われる、比較的大規模な企

業からなる公共性の高い産業における公正報酬

率規制は、資本市場における利回りや全産業、

当該産業に属する企業の平均などの客観的な指

標を用いて算定されていることが分かる。一方

で、資料(2)に見られる産業のうち、中小民鉄や

タクシーなど、比較的規模が小さく、地域独占

的な傾向が弱い産業においては、費用積上げ方

式による価格算定を行っているが、事業報酬率

の算定に用いられている数値の根拠は明らかに

されていない。 
義肢等価格規制は費用積上げ方式によって価

格が算定されているため、これらの比較的小規

模の非独占的な産業に対する価格規制方式の算

定根拠とその効果について調査することは有益

と思われる。今後、これらの各公共料金におけ

る適正利潤の算定根拠を明らかにしていく必要

がある。 
 
3．公共料金規制を義肢等価格規制に適用

する際の論点 

 公共料金規制は、規模の経済性が見込まれる

など、企業規模の大きい産業において独占の弊

害を緩和するための措置であるため、義肢等製

作産業に馴染まない点があると考えられる。タ

クシー産業など、比較的小規模の企業で構成さ

者会議報告書（平成 24年 3月）」P.34より抜粋したも

のを、消費者庁 平成 24年 9月 3日 第 6回公共料金

に関する研究会 資料 1-2「原価の範囲・水準の適正

性」に関する論点」に所収された表を掲載している。 

れる産業においても総括原価主義に基づく算定

方式による価格規制が採用されているが、タク

シー産業においては個々の企業が提供するサー

ビスは等質性が高く、営業地域が限定されてい

るため、公共料金規制に馴染む性質を持ってい

ると考えられる。一方で義肢等製作産業の場

合、個々の企業が生産する財・サービスは、顧

客に適合させて提供することが必要なため等質

性が高いとはいえず、一律の価格規制に馴染ま

ない点があると考えられる。 
 義肢等製作産業に近接する性質を持つ医療・

福祉産業における価格規制方式及び適正利潤の

算定根拠については、新規収載薬剤価格が総括

原価方式（費用積上げ方式）によって決定され

ている。医療・福祉関連産業においては、財・

サービスの提供者と利用者との間に、財・サー

ビスの品質に関する情報の非対称性が存在する

ため、情報優位者である提供者が不当に高い利

潤を得ることがないよう、価格規制が適用され

ている。義肢等製作産業においては、提供され

る財・サービスの質に関する情報の非対称性の

問題は重要であるが、価格に転嫁されにくい製

造間接費や適合の費用が多額に上るため、それ

らの費用を正確に計測して価格に反映させるこ

とができない場合、ある程度の利潤を付与する

ことでそれらの費用を賄わせ、産業としての存

立を維持していくことが必要になる。 
一方で、義肢等の価格が公定されており、費

用や経営努力と直接関連のない水準の利潤が一

律に付与されるため、効率的な経営を行うこと

で価格を低下させるインセンティブを持たない

という弊害がある。たとえば為替レートやエネ

ルギー価格の変動等によって、義肢等の製作に

必要な原材料や完成用部品等の価格が高騰した

場合でも、義肢等の公定価格の値上げを申請す

ることにより、これまでと同等の利益を確保で

きる可能性が高いため、原材料等の仕入れ先に

対して仕入れ価格の引き下げ等の交渉を行うイ

ンセンティブを有さない。 
また、義肢等製作業者が完成用部品等を仕入

れる際、同等の品質・機能を有するより安価な

代替品が存在していたとしても、我が国におい

7 経済産業省「電気料金制度・運用の見直しに係る有識

者会議報告書（平成 24年 3月）」P.36より抜粋。 
 

- 69 -

【平成26年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.139 】



ては義肢等を機能ごとに区分する指標（機能区

分、米国の L コードなど）が存在していないた

め、安価な代替品を選択して仕入れることがで

きず、品質や機能に関する価格メカニズムが働

かない。これは、同等の品質・機能を有する義

肢等が、それぞれで個別の取引市場を形成して

いるため、同等の品質・機能を有する義肢等の

価格が一律の水準に収束しない、つまり「一物

一価の法則」が作用していないことを意味す

る。 
こうした、価格メカニズムが働かないことに

よって社会的余剰が最大化されない弊害を最小

限に止めるための制度的担保も必要になる。義

肢等の製作企業は比較的規模が小さい企業が多

く、またそれぞれの企業が生産する義肢等は等

質性が高くないと考えられるため、ヤードステ

ィック査定などの措置を講ずることが困難であ

ると考えられるため、代替的な効率的経営のイ

ンセンティブを付与する仕組みを導入する必要

がある。 
 さらに、義肢等の支給に関する制度の特色も

考慮する必要がある。障害者総合支援法（その

前は障害者自立支援法）により、義肢等購入に

課される利用者負担が上限付き 1割負担（残額

の 2分の 1を国が負担、4分の 1ずつを都道府

県と市町村が負担）であること、また支給の是

非に関する判定を受けねばならないことから、

購入者サイドも価格に弾力的に消費行動を決め

るとは必ずしも言えない。この場合、価格メカ

ニズムに基づく資源の最適配分が実現されない

恐れがある。図式的には、利用者の義肢等の需

要曲線が価格に対して垂直になっている状態で

あると可能性がある。 
義肢等の支給の是非を判定する更生相談所は

利用者の agent として機能し、更生相談所が自

身の余剰を最大化するために義肢等の需要を誘

発させるという、情報の非対称性における通常

の弊害が発生する可能性がないではない。しか

し、更生相談所は所属する自治体の福祉関係予

算の枠内で、利用者に支給する義肢等の判定に

当たっているため、義肢等への超過需要を発生

させるような判定を行うインセンティブは大き

8 厚生相談所が自治体の財政状態を与件として義肢等の

支給判定を行っていると仮定した場合、利用者に最適な

品質・機能を持つ義肢等の支給を行うとはただちに言え

くない場合もありうる。更生相談所が自治体等

の財政状態を与件として、すなわち自治体等の

財政規律を維持しながら、利用者に支給する義

肢等を判定するのであれば、上限付き補装具費

支給制度の存在によって利用者の義肢等の需要

曲線が価格に対して垂直になっているとして

も、実際に支給される義肢等を判定する更生相

談所の義肢等に対する需要曲線は価格に対して

右下がり（価格が低下すれば義肢等への需要が

増加する、通常の形状の需要曲線）であると考

えられるため、価格メカニズムが阻害される弊

害は相対的に小さいかもしれない 8。 
 以上を整理すると、義肢等製作産業において

は、提供される財・サービスの利用者間の等質

性が低いため、財・サービス価格を一律に規制

することには馴染まない性質を持つが、品質等

に係る情報の非対称性の程度が高く、製造間接

費や適合に要する費用が多額に上るため、産業

としての存立と義肢等の安定的な供給を確保す

るため、一定の価格規制を導入せざるを得な

い。一方で、価格規制や機能区分ごとに義肢等

の取引市場を統合義肢等製作業者が効率的な生

産が行われない場合があるため、価格メカニズ

ムの作用による社会的余剰の最大化が阻害され

ている可能性があり、これを軽減するための措

置の導入が必要である。しかし、厚生相談所等

が利用者の agent として義肢等の支給に係る判

定を行うシステムは、財政規律の維持を通じて

価格メカニズムが作用しない弊害を軽減してい

る可能性もあり、制度の見直しは慎重に行われ

る必要がある。 
 
4．海外の補装具製作産業における見込み

利益率の扱い 

 海外の事例については、平成 20－21年度総

合研究報告書「経済学的手法による補装具の価

格構成に関する研究」における「福祉用具供給

制度の海外調査」に調査結果がまとめられてい

る。 
 カナダ（オンタリオ州）、米国 Medicare、ド

イツなどでは一定の算式に基づいて義肢等価格

が公定されているが、見込み利益率の算定根拠

ず、財政状態によっては、利用者にとって過小な品質・

機能を持つ義肢等の支給を判定する可能性はある。 
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などは不明である。カナダ（オンタリオ州）は

製品価格の 33％程度を流通・適合費費用として

価格に上乗せすることができる（25％は流通経

費に充当）が、上乗せ数値の算定根拠は不明で

ある。ドイツは州によって価格算定方式が異な

るが、素材費や人件費へのマークアップ（20％
程度の例が示されている）によって利潤を付与

される方式である。これもマークアップ率の算

定根拠は不明である。 
 

Ｄ．結論 

 この稿では、義肢等に用いられている費用積

み上げ方式に基づく価格算定方式を概観し、義

肢等の価格を公的に規制する根拠とその問題点

をまとめ、義肢等の価格算定式における見込み

利益率の設定に関する論点を整理した。義肢等

においては利用者と生産者との間に情報の非対

称性が存在するため、公的な価格規制によって

義肢等価格を低廉なものに抑えつつ、生産者が

一定の利益を確保できるような価格算定を行う

ことで、情報の非対称性に起因する弊害を軽減

することができる。 
 一方で、価格算定における適正な利潤をどの

ように定めるかについては、現行の公共料金規

制においても、比較的規模が小さく地域独占的

な傾向が弱いという点で義肢等と近い傾向にあ

ると考えられる分野における価格算定において

も明確ではなかった。客観的かつ適正な利潤を

どのように定めるべきかについて、企業に効率

的な経営を促すインセンティブを付与する仕組

みをどのように導入するかも含めて、引き続き

検討していく必要がある。 
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厚生労働科学研究費補助金 

障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野）） 

分 担 研 究 報 告 書 

 
補装具費支給判定基準マニュアルの作成 

 

研究分担者 樫本 修 宮城県リハビリテーション支援センター 所長 

研究協力者 伊藤利之 横浜市リハビリテーション事業団 顧問 

研究協力者 小川雄司 埼玉県総合リハビリテーションセンター 主任 

研究協力者 高岡 徹 横浜市総合リハビリテーションセンター 医療部長 

研究協力者 武田輝也 宮城県リハビリテーション支援センター 技師 

研究協力者 正岡 悟 大阪府障がい者自立相談センター 所長 

研究協力者 松野史幸 一般社団法人日本車椅子シーティング協会 

研究要旨 平成25年度に補装具判定の標準的な考え方の理解を深める目的で151問からなる更生

相談所向けの「補装具費支給判定Ｑ＆Ａ」（暫定版）を作成、配布した。平成26年度は本Ｑ＆Ａ

を6カ月間使用したところで有用性、公開の適否等を検討するためにアンケート調査を実施した。

全国の更生相談所80カ所のうち76カ所から回答を得た（回収率95％）。その結果、平成26年4月か

らの判定で実際に参考になったＱ＆Ａがあると回答した更生相談所が65カ所（86％）あり、その

質問数は92問（61％）を占め、補装具判定にこのようなマニュアルが有用であることが確認でき

た。一方、公開の適否については34カ所（45％）の更生相談所が77問（51％）において加工修正、

あるいは公開には相応しくないので削除を求めていた。更生相談所によって補装具費支給基準の

解釈に相違があるＱ＆Ａや補装具費の細かい算定方法などのＱ＆Ａは、公開には慎重な意見が多

かった。これらの結果から、更生相談所の基準解釈や補装具判定に対する考え方に未だに大きな

地域差があることが明らかになった。アンケート結果を研究協力者からなるワーキンググループ

で検討したところ、公開するＱ＆Ａは原則論に限るなど慎重に厳選し、平成27年度に作成する予

定の完成版においては、公開版と更生相談所限定版に分けて作成する方向性となった。さらに、

同じ研究グループで他の研究分担者が検討している義足の完成用部品の機能分類を活用して、更

生相談所の事務職だけでなく、技術職にも有用なマニュアルとして平成27年度に「補装具費支給

判定基準マニュアル」として完成させる。 

 
Ａ．研究目的 

補装具ユーザーに適切な補装具が円滑に支給さ

れるためには、補装具費支給の判定を行っている身

体障害者更生相談所（以下更生相談所）だけでなく、

意見書を作成する医師、市町村障害福祉担当者、補

装具製作業者、中間ユーザーのリハ専門職等にも補

装具費支給制度の共通理解を得ることが重要であ

る。平成25年度は更生相談所における補装具の医学

的判定、社会的必要性の判断の基となる厚生労働省

が告示する補装具費支給基準、取扱指針、取扱要領

等の理解において地域格差による解釈の違いを是

正し、判定に対する標準的な考え方の理解を深める
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目的で、151問からなる更生相談所向けの「補装具

費支給判定Ｑ＆Ａ」（暫定版）を作成、全国の更生

相談所に配布した。平成26年度の研究目的は、本暫

定版の有用性、公開の適否等についてアンケート調

査を行い、平成27年度に予定している「補装具費支

給判定基準マニュアル」作成の資料とすることであ

る。 

 

Ｂ．研究方法 

Ｂ－１．アンケートの作成  

補装具に関する各分野の有識者、多職種から構

成されたワーキンググループ（以下ＷＧ）よりア

ンケートを作成した。平成26年9月4日～19日にＷ

Ｇ内メール会議を行い、アンケート内容につき検

討を加え、完成した（表１）。なお、アンケート

を実施することに関しては、平成26年8月20日に

行われた全国身体障害者更生相談所長協議会役

員会・総会で承認を得られた。 

ＷＧ（研究協力者）所属、氏名、職種 

• 横浜市リハビリテーション事業団顧問    

伊藤利之（医師） 

• 埼玉県総合リハビリテーションセンター   

小川雄司（義肢装具士） 

• 横浜市総合リハビリテーションセンター   

高岡 徹（医師） 

• 宮城県リハビリテーション支援センター   

武田輝也（理学療法士） 

• 大阪府障がい者自立相談センター所長    

正岡 悟（医師） 

• 一般社団法人日本車椅子シーティング協会  

松野史幸（リハ工学技師） 

 

Ｂ－２．アンケートの配付、回収 

 アンケートは「補装具費支給判定Ｑ＆Ａ」（暫定

版）を6カ月間使用した状況で回答をするもので、

全国の身体障害者更生相談所に平成26年9月26日に

メールで配信し、10月31日を締め切りとした。 

Ｂ－３．今後のまとめ方の検討 

平成27年1月10日に東京においてＷＧ会議を行い、

アンケート結果の解釈、今後の「補装具費支給判定

基準マニュアル」のまとめ方等につき検討した。 

 

 

問１：Ｑ＆Ａの構成（目次、指針Ｑ＆Ａ，基準種目別Ｑ＆

Ａ、索引）についてお伺いします。 

問２：平成26年4月からの判定で実際に参考になったＱ＆Ａ

がありましたか？ ある場合、具体的なＱ番号と役立

った点をお示しください。 

問３：Ｑ＆Ａの中で公開に相応しくないと思われるものが

ありましたら、具体的なＱ番号と理由、公開可能にす

るための修正点をお示しください。 

問４：このＱ＆Ａの回答内容がおかしいのではないか、当

所ではこうは考えていないなど、何でも自由にご意見

ください。 

問５：「補装具費支給判定基準マニュアル」の完成版に取

り入れて欲しいアイデアがございましたらご意見くだ

さい。 

 

（倫理面への配慮）アンケート結果の集計およびア

ンケートに寄せられた意見をまとめるにあたり、個

別の更生相談所名が判別できないように、倫理面に

配慮している。また、利益相反に関係する事項はな

い。 

 

Ｃ． 研究結果 

Ｃ―１．回収率 

11月10日まで回答があり、全国80カ所の更生相談

所（支所を含む）のうち76カ所から回答が得られた

（回収率95％）。 

 

Ｃ―２．問１：Ｑ＆Ａの構成について 

Ｑ＆Ａの構成はこのままでよいという意見が回

答のあった76カ所中72カ所と圧倒的に多く（95％）、

変更意見は４カ所から６意見があった。主な意見を

以下に示す。 

①回答内容について可能な範囲で画像資料を添付

表１ アンケートの内容 
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して頂きたい。 

②基準種目別Ｑ＆Ａのうち、各種目別の算定方法に

関するＱ＆Ａについてまとめてほしい。 

③できるだけ根拠理由（指針のどこにあたるのか等）

が分かるようにしていただきたい。 

④更生相談所職員を対象とするのであれば、このレ

ベルでもよいと思いますが、各区・市町村の障害福

祉担当者にも参考にしていただける汎用性の高い

ものとなればなお良いと思います。 

 

Ｃ－３．問２：Ｑ＆Ａが判定の参考になったか 

平成 26年 4月から 9月までの 6カ月間におい

て実際に判定の参考になったＱ＆Ａがあると回

答した更生相談所は65カ所（86％）で、ないは2

カ所（3％）、どちらともいえないが9カ所（12％）

であった。 

参考になったのは全151問中92問（61％）で、

延べ212問であった。特に補装具費支給事務取扱

指針の解釈、車椅子に関する質問が参考になるこ

とが多かった。具体的には、業者、市町村への説

明に役立った。取扱指針には記載されていない解

釈が理解できた、補装具費算定に役立ったなどで

あった。 

 

Ｑ 分類 主な理由 

3 
指針解釈 

治療用装具 

市町村・病院からの照会に対し、

回答する際に参考となった。 

20 
指針解釈 

差額自己負担 

差額自己負担の考え方が整理で

きた。 

25 

義肢 

完成用部品 

修理加算 

骨格構造義肢の完成用部品の修

理加算について、混乱しやすかっ

たため、整理されて役立った。 

67 

車椅子 

フットサポー

トの算定 

業者への説明がしやすくなった。

基準の表記だけでは読み取れな

いので参考になった。 

71 

車椅子 

キャスター 

サイズ 

市町村、業者からの問い合わせが

多く参考になった。明確に示さ

れ、判定や業者指導の参考となっ

た。 

5 カ所以上の更生相談所が重複して参考になっ

たと意見した5問のＱ番号とその理由を示す（表

２）。 

参考になった延べ212問につき項目・種目別の

分析をすると、指針、車椅子に関するＱ＆Ａが

23％で最も多く、次いで座位保持装置、装具、義

肢の順であった（図１）。 

 

 

また、個別のＱ＆Ａに対してでなく、全体とし

て下記の賛同意見があった。 

①類似の案件が発生する度に各担当が随時活用さ

せていただいております。 

②回答をみて、当所の考え方が間違っていなかった

と確認でき、自信をもって判断できたという体験が

よくある。 

③全体を通じて制度の理解や解釈が深まり、判断の

参考になっています。 

④全般的に、判定の基本的な考え方が整理でき、

日々の業務への参考になっている。 

 

Ｃ－４．問３：公開に相応しくないＱ＆Ａ 

 76カ所の更生相談所のうち公開に問題があるＱ

＆Ａがあると回答した更生相談所数は34カ所（4

5％）、ないが42カ所（55％）であった。34カ所の

更生相談所が公開に問題があると指摘した問題数

は151問中77問（51％）で、延べ170問であった。 

 5 カ所以上の更生相談所が重複して公開に問

題がると指摘したのは7問でそのＱ番号と理由を

指針

23%

車椅子

23%

座位保持

12%

装具

11%

義肢

8%

電動車椅

子

8%

補聴器

5%

意思伝

5%

児童

2%

難病

2%

歩行器

1%

図１ 参考になったＱ＆Ａの項目・種目別割合 

表２ 参考になったＱ＆Ａの理由 

N=212 
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示す（表３）。 

 

 

Ｑ 分類 主な理由 

13 

指針解釈 

入浴用短下肢

装具 

一律に認められると勘違いさ

れる恐れがあり公開すべきで

はない。 

15 
指針解釈 

3個目の補装具 

必要性があれば3個目が認め

られると誤って解釈される恐

れがある。 

20 

指針解釈 

差額自己負担

リクラ追加 

判定された車椅子を差額自己

負担をして型式まで変更する

のは認めていない。 

44 

装具 

完成用部品 

標準靴 

既製の整形靴は認めていな

い。当所の判断と異なるため

公開は控えたほうがよい。 

49 
装具 

市販靴の補高 

市販靴は補装具とは言えな

い。靴型装具の付属品である

補高は認めていない。 

50 

車椅子 

レディメイ

ド・オーダーメ

イドの扱い 

レディメイドやオーダーメイ

ド、既製品という言葉の扱い

を明確にしない限り、混乱や

疑義が生じるため、公開すべ

きではない。 

125 

補聴器 

差額自己負担

型式変更 

差額自己負担による型式の変

更は認めていない。公開され

ることで現場が混乱する。 

 

公開に問題があるとされたＱ＆Ａ延べ170問につ

き項目・種目別の分析をすると、指針、車椅子、装

具、補聴器の順であった（図２）。 

 

 

また、個別のＱ＆Ａに対してでなく、全体とし

て下記の意見があった。 

①「各更生相談所の判断となります」という結論の

ものは、場合によっては市町村、補装具製作業者、

医療機関等に混乱を招く恐れがあるため、掲載しな

いでいただきたい。 

②自治体によりＱ＆Ａの解釈が異なるため、医療機

関や業者へ公開することは心配。 

業者に対しては、修理基準項目の基準解釈や算定方

法について周知したい部分もあり、公開いただきた

いＱ＆Ａもある。一方、業者に良いようにとられて

しまうことも懸念されるため、公開については慎重

にすべきと考える。 

③全般的な問題として、補装具製作業者に取扱いの

見解を教えることで、逆手に取った解釈により利用

者に必要以上の申請を促すことに結び付かないよ

う、取扱いには注意いただきたい。 

 さらに、公開に問題があるとされた指摘内容を 

「削除：自分たちの取扱いと異なるなど削除を希

望」、「修正：表現方法の修正などの提案」、「意見：

考え方などへの意見」の3つに分類して検討した

ところ、修正 68、削除：57、意見：45 であった

（図３）。 

 

 

 

全151問のうち役に立ったＱ＆Ａは92問であった

のに対し、公開に問題があるとされたＱ＆Ａは77

問であった。そのうち54問（36％）が重複していた

（図４）。すなわち、更生相談所にとって役立つＱ

＆Ａではあるが、医療機関や業者等に公開されると

問題が生じる可能性があるものが3割以上あったと

指針

25%

車椅子

15%
装具

15%
補聴器

12%

電動車椅

子

8%

座位保持

7%

意思伝

5%

児童

5%

義肢

3%

難病

4%

歩行器

1%

修正

40%

削除

34%

意見

26%

表３ 公開に問題があるＱ＆Ａの理由 

図２ 公開に問題があるＱ＆Ａの項目・種目別割合 

Ｎ＝170 

Ｎ＝170 

図３ 公開に問題があるＱ＆Ａへの意見分類 
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いうことである。この54問のうち公開するなら削除

を要求されたのが32問もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ－５．問４：自由意見 

76カ所の更生相談所のうち問4に対する意見提出

があったのは30カ所（39％）であった。個別のＱに

対する意見や質問、問3と重なるような意見もあっ

た。代表的なものを下記に示す。 

①Ｑ47 の「既成の整形靴」とはどのようなもの

でしょうか?「標準靴」とはどのように異なるの

でしょうか?  

②既製の整形靴という表現がよくわかりません、全

く市販の靴を指すのでしょうか？ 

③今回のものは、広く公開するため、原則論だけを

掲載していただきたいと考えています。「ただ

し・・・」から始まるような、特例に関してのもの

は記載する必要はありません。その部分については

削除していただきたい。 

④補装具の交付の適否について、判断は各身体障害

者更生相談所の判断に委ねる形で書かれている回

答が多く見受けられるが、実際の判断基準を、もう

少し明確に表現してもらいたい。 

⑤公開することについて、全国の身体障害者更生相

談所の中には、反対しているところがあるのに、部

分的にであろうと、公開の方向に突っ走るのは好ま

しくない。内容の精査については、数年間使用して

みないとわからない部分もあると思う。 

⑥この「補装具費支給判定Ｑ＆Ａ」と、「補装具費

支給事務マニュアル(中央法規出版)」や、「補装具

費支給事務ガイドブック(テクノエイド協会)」との

関係はどうなるのかも示してほしい。 

⑦児童に対する補装具や日常生活用具に対する事

例についても、積極的にQ＆Aで掲載して頂きたい。 

 

Ｃ－６．問５：完成版に向けてのアイデア・意見 

76カ所の更生相談所のうち問５に対する意見提

出があったのは25カ所（33％）であった。類似の意

見もあったので下記にその一部を示す。 

①このＱ＆Ａの完成版を一般に公開するのであ

れば、その解釈の妥当性について厚生労働省に改

めて確認をとり、その旨を明記するのが適切では

ないか。 

②もっとイラストや写真を活用すれば、イメージが

沸きやすいと思います。 

③補装具支給ガイドブックの付録にあるように、総

合支援法に優先される制度である「介護保険法」「労

災」「自賠責保険」に関する通知、もしくは概要な

どを掲載していただきたい。 

④「補装具費支給事務マニュアル 適正実施のため

のＱ＆Ａ」資料編にある「福祉用具支給制度選択の

チャート」について、損害保険等については｢自賠

責｣のみ触れられているが、任意保険についてもそ

の取扱や優先順位等をわかるようにしていただき

たい。 

⑤特別養護老人ホーム等の介護保険施設で標準的

に備えるべき施設備品はどの程度の車椅子なのか

を掲載していただければありがたいです。 

⑥児童の補装具に関しては、更生相談所の判定では

なく、助言の対象ですので、できる限り原則の確認

にとどめていただきたいと思います。 

⑦各補装具の見積書の例を入れる。 

⑧補装具制度の変遷変更点があった年とその内容

についていれていただきたい。 

役に立った

Ｑ＆Ａ 

３８問＋ 

公開に問題があ

るＱ＆Ａ 

＋２３問 

５４問 

９２問 ７７問 

図４ 役立ったと公開に問題があるの重複 
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⑨関係機関に情報公開していただくことで、制度に

対する考え方や各項目に対する基本的な考え方な

どが周知され、判定業務が円滑に進むことを期待し

ます。 

⑩市町限りで判断されている内容について、各自治

体で捉え方、判断の仕方に差が生じている可能性も

あり、総合的な判断材料として提供していただくこ

とで地域格差の是正につながってくれればと期待

します。 

⑪厚労省から出ているＱ＆Ａも併せて掲載される

と、活用しやすいと感じます。 

⑫市町村で支給決定している装具に関して多く取

り入れていただきたい。 

⑬補聴器に対するＱ＆Ａも少ないので、充実させて

欲しい。 

⑭眼科にかかる補装具の判定例や修理の考え方に

ついて（判定不要としているため、各自治体で捉え

方に差があるのではと思います。）。 

⑮重度障害者用意思伝達装置の判定例（見積例も含

む）や判定困難例。（判定件数が少なく、業者もほ

んのわずかですので、疑問が生じやすいです。） 

⑯義肢・装具の完成用部品の選択について。どのよ

うな場合にその部品の選択を妥当とするか、部品の

選択の仕方が知りたいです。 

⑰基準にありそうでなさそうな既製品の補装具の

算定見本、質問の多い補装具等の算定方法を、参考

として掲載して頂きたい。 

⑱日常生活用具支給については掲載されていない

が、市町村からの問合わせが多いのでＱ＆Ａを詳し

く載せて欲しい。 

⑲疑義が多く生じたケースやグレーゾーンに対し

て、厚生労働省の考え（実際の回答）を踏まえた回

答を掲載して頂きたい。 

⑳特に全国で課題になっている案件について、補装

具検討委員会（補装具判定専門委員会）から厚生労

働省に改善提案を行うための意見集約を行って頂

きたい。 

 

Ｃ－７．ＷＧ会議検討結果 

①完成版としての「補装具費支給判定基準マニュア

ル」は公開版と更生相談所限定版を作る方向で進め

る。 

②公開するＱ＆Ａは原則論に限るなど慎重に厳選

する。 

③暫定版は、Ｑ＆Ａを種目別にまとめたが、補装具

費の算定方法など目的別にまとめるなども検討す

る。 

 

Ｄ．考察 

平成25年度に本研究で作成した「補装具費支給判

定Ｑ＆Ａ」（暫定版）は8割以上の更生相談所で役

に立っているとのアンケート結果であり、日々の補

装具判定にこのようなマニュアルが有用であるこ

とは確認できたと思われる。一方、同じＱ＆Ａでも

更生相談所によっては「役立った」という意見と公

開するなら「削除、修正を望む」という意見が重複

しているものが３割以上もあった。この「補装具費

支給判定Ｑ＆Ａ」（暫定版）は更生相談所の補装具

判定の実際の判定現場で生じた疑義について更生

相談所長協議会内にある補装具判定専門委員会が

作成したＱ＆Ａがベースになっている。更生相談所

によって補装具費支給基準の解釈に相違があるＱ

＆Ａや補装具費の細かい算定方法などのＱ＆Ａは、

公開には慎重な意見が多いことが判明した。 

地域によって、基準解釈や補装具判定に対する考

え方の相違や自治体独自の判断基準があることが

伺えた。この「補装具費支給判定Ｑ＆Ａ」（暫定版）

作成の目的は、補装具判定に対する標準的な考え方

を示して、全国の更生相談所が同じような考え方で

国が示す基準を理解することに資するものになる

かということが狙いであった。「当更生相談所では

この様な取扱いはしていないため、掲載は遠慮いた
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だきたい」という意見が散見されたが、これまでの

考え方、扱いを改めようという姿勢にはつながらな

い可能性も伺えた。 

今後の方向性として公開に値する「補装具費支給

判定基準マニュアル」として盛り込むＱ＆Ａは、あ

いまいな表現を避け、確定している事項だけに厳選

する必要がある。ＷＧ会議の検討結果では公開版と

更生相談所限定版に分けて作成する方向性となっ

た。公開版は市町村、補装具製作業者、中間ユーザ

ーであるリハ専門職、医療機関関係者等に補装具の

制度や判定の考え方の理解を促す目的となる。一方、

更生相談所限定版はさらにＱ＆Ａを追加し、更生相

談所特有のマニュアルとして充実させていきたい

と考えている。また、同じ研究グループで他の研究

分担者が検討している義足の完成用部品である膝

継手、足部の機能分類を活用して盛り込む予定であ

る。更生相談所の事務職だけでなく、技術職にも有

用なマニュアルとして平成27年度に完成版として

「補装具費支給判定基準マニュアル」を作成する予

定である。 

 

Ｅ．結論 

①本研究で平成25年度に作成した「補装具費支給判

定Ｑ＆Ａ（暫定版）」の有用性、公開の適否等を検

討するために全国の更生相談所に配布後6ヶ月の時

点でアンケート調査を行った。 

②8割以上の更生相談所で役に立っているとのアン

ケート結果であり、補装具判定にこのようなマニュ

アルが有用であることは確認できた。 

③公開の適否については、更生相談所によって補装

具費支給基準の解釈に相違があるＱ＆Ａや補装具

費の細かい算定方法などのＱ＆Ａは、公開には慎重

な意見が多いことが判明した。 

④平成27年度に完成版として「補装具費支給判定基

準マニュアル」を作成する予定であり、公開版と更

生相談所限定版に分けて作成する。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

 なし 

２．学会発表 

１）樫本 修、井上剛伸、石渡利奈ほか：全国にお

ける円滑な補装具費支給判定を推進するための

活動 第30回日本義肢装具学会、2014.10.18（岡

山） 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

 1. 特許取得 

  なし 

 2. 実用新案登録 

  なし 
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アンケートに寄せられた実際の意見 
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問１：Ｑ＆Ａの構成（目次、指針Ｑ＆Ａ，基準種目別Ｑ＆Ａ、索引）についてお伺いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２：平成26年4月からの判定で実際に参考になったＱ＆Ａがありましたか？ 

 

Ｑ番号 意見 

1 
市町村からの問い合わせがあり，判定依頼を提出すべきか否か市町村に助言することができた。 

考え方として参考になりました。 

3 

市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

病院から入院中に病棟で使用するために補装具を申請したいという相談があったため、対象にならない旨を説明

する上で参考にした 

市町村から問合せがあった時に参考にしている。 

考え方として参考になりました。 

福祉施設職員から、下肢装具で治療要素があると思われる者の相談があり、治療用装具と障害者総合支援法に基

づく補装具のどちらの制度を利用するのが適切か検討する上で参考になった。 

申請受付時、市町村の担当者にどの制度を利用すべきか説明する際に参考になった。 

4 

労災の認定（固定期間の途中）待ちの場合、補装具制度で交付が可能かどうか確認が出来た。 

考え方として参考になりました。 

労災法でも真に必要であれば障害固定前でも支給できると分かった。当所での判定前に状況確認ができるように

なった。 

5 
既製品も条件を満たせば装具として支給できることが分かった。 

既製品補装具の交付に関する基本的な考え方 

6 

消費税についての考え方 

消費税等の取扱いについて、理解することができました。 

業者の見積りで消費税を非課税と混同している事例があったため指導の参考になった。 

7 消費税等の取扱いについて、理解することができました。 

8 

消費税等の取扱いについて、理解することができました。 

消費税相当額を勘案しての加算について，区役所・業者から問い合わせを受けることがあるが，告示の内容を簡

潔にまとめてあり，説明時の参考にしている。 

車いすの新規支給の時にクッションの価格について業者から問い合わせがありました。業者に対してうまく説明

できました。 

重度障害者用意思伝達装置の新規給付時には、一体的に（修理基準の額の範囲内で付属品ｽｲｯﾁ・固定台を加算す

る）給付するため、Q8の回答と同様の取扱いになる、ということで参考になった。 

回答 意見 

２：変更して欲しい

部分がある 

①目次の「補装具費支給について…4」と「障害者総合支援法と他制度との適用関係…4」は、同一項目とし

たほうがよいと思います。目次を分けるのであれば、本文も分けなければ紛らわしいため。あるいは表題「補

装具費支給について」を目次、本文ともに削除しても意味は通るかと思います。 

２：変更して欲しい

部分がある 
②回答内容について可能な範囲で画像資料を添付して頂きたい。 

２：変更して欲しい

部分がある 
基準種目別Q＆Ａのうち、各種目別の算定方法に関するQ＆Ａについてまとめてほしい。 

２：変更して欲しい

部分がある 

Ｑは連通し番号でなく、項目別の番号とした方がよいのではないか。できるだけ根拠理由（指針のどこにあ

たるのか等）が分かるようにしていただきたい。 

１：このままでよい

が参考意見 

基本的な構成はこのままで良いと考えていますが、取り上げている補装具について、ばらつきを感じます。

例えば、眼鏡に関することの記載がない一方で完成用部品についてかなり深く掘り下げた内容のものがある

ように見受けられます。 

身体障がい者更生相談所職員を対象とするのであれば、このレベルでもよいと思いますが、各区役所の障が

い福祉担当者にも参考にしていただける汎用性の高いものとなればなお良いと思います。 
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9 

消費税等の取扱いについて、理解することができました。 

以前は100分の103で扱っていたので変更することができた。 

単体での取扱い時の消費税の課税の考え方について理解できた。 

10 
消費税等の取扱いについて、理解することができました。 

単体での取扱い時の消費税の課税の考え方について理解できた。 

11 

耳あな型補聴器の「真に必要な人」の判断に役だった。 

利用者に対して「必要性」とはどういうことか説明する際に利用します。 

「真にやむを得ない」の要件が具体的に記載してあり、視線入力方式（重度障害者用意思伝達装置）や起立保持

具(立位保持装置)を特例補装具として支給可かどうかの判断をするのに役立った。 

補装具費支給判定の再の基本的な考え方として参考にしている。 

13 

入浴用の短下肢装具について、複数交付として認めてよいものか疑問であったが、可能であることが分かりまし

た。 

同様の相談があったため、回答の参考にした。 

14 市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

15 

児童補装具の意見書で成長を理由に耐用年数内に3個以上となるような申請がされた場合の説明等に使用しまし

た。 

同様の相談があったため、回答の参考にした。 

市町村から問合せがあった時に参考にしている。 

16 同様の相談があったため、回答の参考にした。 

17 

差額自己負担の考え方が整理できた. 

差額自己負担について具体的に示してあった。 

差額自己負担を検討する際に参考としている。 

19 
設問に対する問い合わせ・申請があった際に活用した。 

差額自己負担の考え方が整理できた. 

20 

特例補装具にするには、使用頻度が少ない方への対応や有効とは思えない機能に対する説明時に使用しました。 

差額自己負担の考え方が整理できた. 

障害状況に比して、過剰かつ高額な機能が付加された装具の申請があったため説明を行う上で参考にした 

差額自己負担について具体的に示してあった。 

機能付加について、差額自己負担で対応する考え方が分かりました。 

22 
介護保険レンタル品への補装具費支給制度による付加等についての問い合わせが多い。はっきりとした指針が示

されており、関係機関への回答の際、参考になった。 

24 義足の部品は多様にあるが、ライナーも頻回に見かける。ライナーについての知識を得ることができました。 

25 
書類判定の事例で参考にできました。（2500円加算を重複している例がありました） 

骨格構造義肢の完成用部品の修理加算について、混乱しやすかったため、整理されて役立ちました。 

26 

書類判定の事例で参考にできました。（2500円加算を重複している例がありました） 

骨格構造義肢の完成用部品の修理加算について、混乱しやすかったため、整理されて役立ちました。 

取扱指針には記載していないことだったため 

取扱指針には記載していないことだったため 

以前より業者に対して重複加算として指導していた項目であり、今後の判定にも参考になりました。 

27 

骨格構造義肢の完成用部品の修理加算について、混乱しやすかったため、整理されて役立ちました。 

取扱指針には記載していないことだったため 

取扱指針には記載していないことだったため 

28 

考え方、取り扱いが参考になった。 

当所で行ってきた判定の再確認ができた。 

高額な膝継手希望者の判定の手順や判断基準の参考になった。 

義足の高額な膝継手の判定に苦慮していた。高額な継手の場合、活動量、就労 

など必要な理由をとるようにしていたが、真に必要かどうか確認の方法が難しい。デモ機での評価はないが、そ

のような手段もあることがわかり参考になりました。 

29 

考え方、取り扱いが参考になった。 

当所で行ってきた判定の再確認ができた。 

高額な膝継手希望者の判定の手順や判断基準の参考になった。 

- 88 -

【平成26年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.158 】



33 

B.F.Oを取り扱うことがまれであり、価格の算定方法について参考にさせてもらった。 

ＢＦＯの定価が基準額より高くなるため、判断を迷った際、考え方の基準となり役立った。 

BFOに係る判定について初めての取扱い事例があったが、価格の算定方法が教示されていて役立った。 

34 
修理基準の中には、修理のために現在あるものを「はがす」…などの作業は考えられていないという点が、考え

る上で役立ちました。 

36 

シューホンブレイスでトリミングを要しない場合でもプラスティック継手を計上するケースが多いので、基本的

な考え方の整理ができて良かったです。 

プラスチック継手と固定継手の考え方が明確になった。 

38 
同様のケースがあり、補高用足部の加算についての基本価格及び製作要素さらに完成用部品を認めることに対し

理解するうえで参考になった。 

39 「高さ調整」に対する基本的な考え方を理解できた。 

43 
トリッシャムの取扱いについて、今まで採寸の扱いとしていましたが、陽性モデル製作、修正をすることで採型

扱いとなることがわかって役立ちました。 

44 

設問に対する問い合わせ・申請があった際に活用した。 

標準靴および整形靴と特殊靴、既成制の整形靴について、個々の事例によって整理し、理解することができた。 

靴型装具（標準靴）の取扱いの参考になった。 

県内の更生相談所会議に上がった議題への回答として、標準靴とはどういったものか、単体での支給を認めるか

どうかといった検討に参考となった。 

45 
市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

靴型装具（標準靴）の取扱いの参考になった。 

46 

標準靴および整形靴と特殊靴、既成制の整形靴について、個々の事例によって整理し、理解することができた。 

判定医師として、整形靴と特殊靴の処方の考え方が参考になった。 

靴型装具（標準靴）の取扱いの参考になった。 

47 標準靴および整形靴と特殊靴、既成制の整形靴について、個々の事例によって整理し、理解することができた。 

48 靴型装具（標準靴）の取扱いの参考になった。 

49 

これまでの当所の算定方法に不安があったため参考になった。 

従来、自費で購入した靴に補高したものは認めないという取り扱いをしてきたが可能であることが確認できた。 

靴型装具（標準靴）の取扱いの参考になった。 

50 車椅子のｵｰﾀ゙ ｰとﾚﾃ゙ ｨについて分かりました。 

51 

既製品の多機能車椅子の判定依頼や市町からの相談が増えている。算定方法が明確で具体的に記載されていたの

で、市町・業者等に回答する時に参考になった。 

車椅子のｵｰﾀ゙ ｰとﾚﾃ゙ ｨについて分かりました。 

52 基準額と定価の関係 

54 

見積書にフレーム（サイド拡張）交換の加算があり取扱いに迷ったところだったので、業者・市町へこの回答を

基に、計上しないように伝えることができた。 

車いすの修理申請で、サイド拡張が計上されていました。構造の確認ができ、支給には至りませんでした。 

修理の場合の算定方法について業者からの問合せに対する回答の参考になった。 

55 

市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

市町村からの問い合わせがあり，市町村に具体的助言ができた。 

施設入所者への交付の参考となった。 

介護保険施設入所者については，どこまで支給を認めるか判断に苦慮するところだが，このQ＆Aの内容は非常に

具体的であり，かつ総合支援法の本来の目的を的確に表していると感じるため，判定の参考にしている。 

56 
市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

市町村から問合せがあった時に参考にしている。 

58 

当県では、リクライニング式車椅子等に延長バックサポートは認めていないので、本疑義回答を参考として対応

の変更を検討したい。 

新規作成する時の、延長バックサポートの取扱がよく分からなかったが理解できた。 

59 

アームサポートの修理算定方法について、整理して考えることができた。 

従来脱着式アームサポートと高さ調整式アームサポートの上限額で認めていましたが、本回答を参考に適正な価

格で計上する様業者に指導した。 

日々の業務で比較的多くの直面する課題であったため。 
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60 
従来脱着式アームサポートと高さ調整式アームサポートの上限額で認めていましたが、本回答を参考に適正な価

格で計上する様業者に指導した。 

63 
幅止めの加算方法が参考になった。 

固定車に幅止めを加算できるかの判断に迷っていたので、参考になりました。 

64 取扱要領を解釈するための参考となり、該当する車椅子付属品を適正に交付することができた。 

65 

考え方として参考になりました。 

基準になかったので、事務の参考になった。 

業者の見積もりで開閉挙上式と脱着式をそれぞれに計上してくることがしばしば見られ、業者に違いを説明する

時に役立っている。 

開閉挙上式レッグサポートには、脱着機構も含まれている。 

67 

業者によって意見がまちまちだったので、役立った 

このような、細かい見積もりの考え方は、通知文だけでは読み取ることができない。また、読み方によっては、

さまざまに解釈してしまう内容でもあるので、明確に答えていただきよかったと思う。 

考え方として参考になりました。 

フットサポート交換価格３０００円を見積価格に計上できる場合が明確に示されていることで、業者への説明が

しやすくなった。 

Q67だけではないのですが、車椅子･電動車椅子の修理基準項目が多く、また、重複箇所があるため、名称のみで

は修理部分や内容が判断できないことと、新規と修理では異なるので、役立っています。 

「フットサポート加算の仕方」に対する基本的な考え方を理解できた。 

68 

車椅子付属品のベルト類を一律にシートベルトとしていたが、実際に使用するベルトに応じ、車椅子付属品のシ

ートベルトの基準額と座位保持装置のベルト部品の基準額を併用するように取扱いを変更する際の参考となっ

た。 

70 
車椅子の修理加算ガスダンパーの支給基準について、本人の体重だけでなく、介護者の介護能力も勘案できると

されている点 

71 

問い合わせが多いため参考になった。 

キャスター（大）、（小）についての質問があり、回答を引用しました。 

車椅子のキャスター交換の基準価格について、キャスターのサイズではなく、当該キャスターの実勢価格に照ら

して判断しても良いとされている点。 

考え方として参考になりました。 

国の修理基準では、具体的なインチ数の記載が無いために判定に苦慮していたが、明確に示していただいたこと

により、判定や業者指導の参考となった。 

市町村・業者の問合せに対する回答の参考になった。 

74 
市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

今年度に実際に相談事例があって同様に判断したため。 

77 

業者や実施機関から問い合わせがあり説明する際役立った。 

バギー車及び手押し型車椅子A,Bの違いが理解でき，区役所からの質問に対して明確な回答ができた。 

「バギー車」に対する基本的な考え方を理解できた。 

78 

バギー車及び手押し型車椅子A,Bの違いが理解でき，区役所からの質問に対して明確な回答ができた。 

考え方として参考になりました。 

手押し型車椅子を希望するケースの車輪のサイズについて、大車輪と小車輪の境界は何インチからかという疑義

が生じた際の参考となった。 

81 考え方として参考になりました。 

82 

ＡＣサーボモーターの加算、電磁ブレーキの個数を算定するのに役立った。 

他都市から手押し型車椅子の簡易電動車椅子の支給を認めているかとの問合せがあった。本市では支給を認めて

おり、本市の見解を回答する上での参考として確認を行った。 

83 
市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

考え方として参考になりました。 

84 

市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

施設入所者への電動車椅子支給についての考え方 

施設入所中の方からの電動車椅子の申請が多い為、判断の参考となった。 

施設入所の方の車椅子の支給に関しては、長く問題になってきたケースである。そのため、ひとつの方向性が示

されたので、対応しやすくなったと思う。 
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85 市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

86 

市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

内部障害の方の補装具費支給についての考え方を含めた明確な回答をいただき、納得して運用することができよ

かった。 

肝臓機能障害、腎臓機能障害のみでは電動車椅子の対象外ということではなく、貧血や栄養障害などに起因する

易疲労性などがあれば、電動車椅子を必要とする根拠にして良いとされている点。 

考え方として参考になりました。 

87 

車椅子等の基本構造欄の「JIS････による。」の解釈について、レディメイドの場合は、認証が必要かと考えて

いたので、はっきりとして良かったです。 

市町村から問合せがあった時に参考にしている。 

88 市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

89 

市町村からの問い合わせがあり，市町村に具体的助言ができた。 

児童で車載用座位保持椅子を使用していたが、成人後に破損、体格の変更等で支給を希望されたケースがあり、

参考としました。 

市町村から問合せがあった時に参考にしている。 

90 

児童から者に切り替える際に、座位保持装置と車椅子の支給状況を保護者に説明する際に参考にしました。 

構造フレームを車椅子とした座位保持装置と車椅子の考え方に迷うことが多く、参考になった。 

座位保持装置の構造フレームを車椅子とした場合、業者によっては、車椅子の座位保持装置付きととらえる人、

座位保持装置は別である等、座位保持装置のとらえ方に苦慮していた。業者や市町村の担当への説明に役立ちま

した。 

91 

構造フレームを車椅子とした座位保持装置と車椅子の考え方に迷うことが多く、参考になった。 

併給申請に対する判断の参考になった。 

座位保持装置の構造フレームを車椅子とした場合、業者によっては、車椅子の座位保持装置付きととらえる人、

座位保持装置は別である等、座位保持装置のとらえ方に苦慮していた。業者や市町村の担当への説明に役立ちま

した。 

93 
市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

支持部の連結や構造フレームのない座位保持装置が必要という事例が出てきた際に判定の参考になった。 

94 児童の補装具については、各区役所からの問い合わせも多く参考になった。 

97 
実際に問い合わせがあり、スムースに答えられました。 

ストッパーについて業者より問い合わせがあり、この内容で説明しました。 

99 クッションとして座位保持装置を車椅子に使用した場合の採寸の取り扱いについて、明示され参考になった。 

100 

例３の控除は行わない事例があることがわかったこと。これまでは機械的に控除するものと考えていた。 

控除の考え方が理解でき、業者から提出された見積もりを確認する際、製作方法等を確認するようにしている。 

控除に対する考え方が業者により違うことがあり、考え方を説明する際に参考となった。 

105 座位保持装置の寸法調整と形状調整の違いが明確に理解できた。 

106 

児童で車載用座位保持椅子を使用していたが、成人後に破損、体格の変更等で支給を希望されたケースがあり、

参考としました。 

同様の事例について市から相談があり、回答の参考にしました 

者の方から、車載用座位保持装置の申請があっため、検討の指針として参考にした。 

児童の補装具については、各区役所からの問い合わせも多く参考になった。 

107 
市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

同様の事例の申請があり、判断の参考にしました。 

109 
歩行器とシルバーカーの違いについて明確に定義されており、市町村等からの質問に対応する際に役立てること

ができる。 

113 市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

114 車椅子と歩行器の併給の考え方が示されたので、市町村よりよく相談があることもあり、非常に参考になった。 

116 
一律に不適当としてしまうことを防ぐことができたため 

一律に不適当としてしまうことを防ぐことができたため 

119 

市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

視線入力方式（重度障害者用意思伝達装置）の申請があったが、判断材料が少なく、特例補装具として支給する

かどうか判断に苦慮したので、判断材料の１つになった。 

120 市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 
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考え方、取り扱いが参考になった。 

視線入力方式の意思伝達装置について支給対象者の例をこれまで知らなかったが、どういった人に適していて、

どういった人には慎重に判断すべきかが示されている点。 

122 

同様のケースの相談があったが、ipadは汎用機器であり専用機器には該当しないため補装具としては支給できな

いとの助言の参考とした。 

実際に問い合わせがあり、スムースに答えられました。 

ipadは、専用機器に該当しない。 

123 
補聴器の両耳支給希望者への説明として明確で今後の参考にしたいと考えた。 

支給についての考え方の再確認の参考になった。 

125 

市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

重度難聴者への耳あな型補聴器の判定については、今まで判定医師の意見により判断してきましたが、今後相談

所として適応するうえでの考えの参考とした。 

実際に問い合わせがあり、スムースに答えられました。 

支給についての考え方の再確認の参考になった。 

126 

市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

補聴器の構造について、新たに知ることができ、相談があった時の判断に参考となる。 

人工内耳の片耳装用者の他耳への補聴器使用の考え方はよくわかった。どの程度をもって効果があるとしたら良

いかを示していただければもっと助かります。 

127 市町村からの照会に対し、回答する際に参考となった。 

128 実際に問い合わせがあり、スムースに答えられました。 

135 

考え方として参考になりました。 

車載用座位保持椅子の加算方法について、事務の参考になった。 

市町村から、児の座位保持いす（車載用）、歩行器の相談があった時、基準額の考え方等が具体的に書かれてお

り、参考となった。 

139 
市町村から、児の座位保持いす（車載用）、歩行器の相談があった時、基準額の考え方等が具体的に書かれてお

り、参考となった。 

144 併給に対する考え方の方向性が理解できた。 

147 

難病等を原因とする聴力低下者及び視力低下者に対する、補装具判定の対応が具体的に書かれていたので参考と

なった。 

考え方として参考になりました。 

148 
難病等を原因とする聴力低下者及び視力低下者に対する、補装具判定の対応が具体的に書かれていたので参考と

なった。 

151 考え方として参考になりました。 

全体的 

類似の案件が発生する度に各担当が随時活用させていただいております。 

回答をみて、当所の考え方が間違っていなかったと確認でき、自信をもって判断できたという体験がよくある。 

全体を通じて制度の理解や解釈が深まり、判断の参考になっています。 

全般的に、判定の基本的な考え方が整理でき、日々の業務への参考になっている。 

全般的に業務の参考とさせていただいています。 
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問３：平成27年度に「補装具費支給判定基準マニュアル」として完成版を作成する予定です。その際は、市町村、補装具製作

業者、医療機関等に補装具支給制度の共通理解を得ることを目的として、公開できる内容に限定して作成したいと考えて

います。 

   Ｑ＆Ａの中で公開に相応しくないと思われるものがありましたら、具体的なＱ番号をお示しください。（複数回答可） 可

能でしたら具体的にどういう部分が公開されると問題になるか、どのように修正すれば公開可能になるかをご教示くださ

い。 

 

Ｑ番号 意見 

1 
下肢7級の方の装具に関しては、個別の事情や状態に応じて判断しております。一律に認められるのではないかとい

う期待を持たれては困るので、公開しないことを希望します。 

7 

・補装具のほとんどが非課税なのは、この通知等に基づいて、こうなっているというところから説明したほうがよ

い。 

・100分の105で取り扱う物品は何かについても、説明がいると思う。 

・「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて(平

成3年9月26日社更第199号障害福祉・母子衛生課長連名通知)」の名称を、参考に記載したほうがよい。 

9 当更生相談所ではこの様な取扱いはしていないため、掲載は遠慮いただきたい。 

10 

・厚生労働省告示で示された基準額と、カタログ価格や定価は全然性質が違う 

 ものなので、混ぜて考えるのはおかしい。身体障害者更生相談所は、厚生労働省告示で示された基準額を元に判

定書を作成するというのが正しいスタンスではないか。市町村が交付決定をするときに、判定書の概算額と実際の 

 価格を比較して、低いほうで交付決定するというのが本来の姿ではないか。・不適切なQ&Aなので削除してほしい。 

11 

近年、製作業者や補装具使用者またはその保護者等から、特例補装具の要望が増加傾向にあります。よってこの情

報を公開すれば「特例の考え方（真にやむを得ない要件について記載されているため）」を逆手にとり、特例補装

具を支給してほしいという要望が更に増加することが危惧されます。 

特例補装具として考える、扱う、と言う表記が、Q19、31、81、88、102、103、119、125、135、139、140、145の中

に出てくるが、Q11にある特例補装具における真にやむを得ない条件についての説明が弱い気がする。何でも特例な

ら支給可能と考えられてしまわないかと、危惧する。 

12 

近年、製作業者や補装具使用者またはその保護者等から、特例補装具の要望が増加傾向にあります。よってこの情

報を公開すれば「特例の考え方（真にやむを得ない要件について記載されているため）」を逆手にとり、特例補装

具を支給してほしいという要望が更に増加することが危惧されます。 

13 

Q13:・回答からは、「入浴用の短下肢装具は支給される可能性が大きい」と読める。 

・「短下肢装具の使用により入浴動作の自立度や安全生が明らかに向上するなどの効果が確認できる」とは全

ての場合に当てはまると思える。この疑義回答は、公開しないほうがよい。 

Q13:入浴等の限定した目的に装具を作成できるという回答はいろいろ論議を呼びそうな気がします。（直接、生活

場面を確認できれば考えられますが） 

Q13:入浴用は屋内動作の一つととらえており、屋外・屋内・入浴用と３個目の支給につながるため、入浴動作のみ

で補装具2個目の支給は認めておりません。設問を残す場合、「ただし、入浴用の2個目の補装具支給について

は各更生相談所により解釈が分かれます。」と追記が必要と考えます。 

当更生相談所ではこの様な取扱いはしていないため、掲載は遠慮いただきたい。 

入浴用の装具については、個別の事情や状態に応じて判断しております。一律に認められるのではないかという期

待を持たれては困るので、公開しないことを希望します。 

入浴用での短下肢装具の申請は多いが、交付と判定されるケースはほとんど無い。その中で現在の表記では条件は

示されているものの、比較的安易に入浴用での交付が可能と拡大解釈されるおそれがあり得るのではないかと思わ

れるため。 

プラスチック製の装具（ＳＨＢ）は外出時は上から靴を履いて使用する等、１個で生活全般において使用できるも

のとなっており、日常生活上のある場面専用に作製できるものではないと相談者に納得していただいています。現

況では誤解を招きかねないため、公開すべきではないと思われます。 

「2個目を支給することは可能です。」という1文があることで、その文章のみが引用される危険性がある。この点

については、更生相談所の職員であれば承知している内容ではないか。 

職業または教育上以外での補装具の２個目の支給については、その他のＡＤＬの限局した動作に対し支給が可能で

あると考えてしまうのではないかと危惧します。 

入浴用短下肢装具は基本認めていません。⇒回答で示されているところと当相談所での扱いにかい離があります。

現場の業務に支障をきたす恐れがあるので、非掲載としていただきたいと思います。 

「…、2個目を支給することも可能です。」とすると、容易に2個を希望する傾向が危惧されるため、「…、確認し

た上で2個目の支給を考慮することも可能です。」のように修正していただきたい。 

安易に入浴用の短下肢装具が支給できるように読めなくもありません。「入浴用の硬性短下肢装具の支給を検討す

る場合、」とし、「効果を十分確認する必要があります。」と結ぶのはいかがでしょうか。 
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Q&Aの回答内容のみですと、2具支給可能と捉えられるようにも思います。環境整備（住宅改修や・日常生活用具の

導入）、訪問看護等マンパワーの活用・デイサービス等で行われている施設入浴の活用等の方法がとれない理由を

明確にする等、補装具判定委員会からの回答にあるような詳しい内容が記載されると公開可能と考えます。 

15 

Q15:「3個目がなければならない」・・・慎重に対応すべきと考えます。 

→「慎重ではあるが対応可能」といっていると解釈できるため、「3個目の支給は原則として考えられません。」

というところで文章を終了していただきたい。 

「『3個目がなければならない』とする場合は～慎重に対応すべき」の部分については、3個目もあり得るとなって

しまうため、削除していただいた方が良いかと思われます。 

「「3個目がなければならない」とする場合は」というところからは、削除していただきたい。 

「3個目がなければならない」とする場合は、・・・以下については、3個目の補装具の支給が可能と考えてしまう

のではないかと危惧します。 

当市では3個目の補装具の支給は行っていません。3個目の可能性を残している「「3個目がなければならない」」か

ら始まる最後の文は削除していただきたい。 

17 

Q17:・文中の「補装具自体の必要性が認められないにもかかわらず、差額自己負担を理由に基準額まで支給するこ

とはできません」は、何を説明しているのかわからない。 

・この部分はなくてもよい。 

Ｑ１７では認めない、Q２０では必要なくても差額自己負担で対応するとされていて、利用者は都合のよい方に取る

事が予想されます。差額自己負担は、国の支給事務取扱指針のとおりだと考えて、公開しないことを希望しま

す。 

デザインを優先するあまり効果が十分得られないものを選択してしまう恐れがあります。例えば補聴器の場合、耳

あな型に変えることで装用の効果が減少したり、修理の回数が多くなったりする場合があります。判定処方の型式

と申請者が希望する型式とで、効果や有用性に差がないことを十分に確認することが必要です。当該種目の補装具

の必要性が認められていることに加え、同じ効果が得られることが条件となること、選択の内容によっては慎重か

つ十分な検討が必要であることを、追記していただきたい。 

19 
Q19:・文中の「医学的な見地からその特殊材料が必要と判断される場合」の、具体的な医学的な見地を例示してほ

しい。 

20 

Q20:「差額自己負担すれば希望が取り入れられるのはあくまでもデザイン・素材等の嗜好に関する部分であること」

と補装具支給事務ガイドブックに記載があり、補装具費支給事務取扱指針にも「デザイン・素材等」の選択に

ついて述べられており、｢機能・構造｣について選択できるとは記載されていません。リクライニングを認める

となると、更生相談所の判定と種目が同じなら、名称・型式・基本構造を変更して構わないと解釈できるので、

この点をどのように説明できるのでしょうか。 

 また、他の種目においても機能の追加を希望で認めるとなると、適合時には要否判定と違う構造の装具の適

合判定となり、判断に困ると思われます。 

（例：F-2  継ぎ手付に変更するなど） 

Q20:使用頻度の少ないﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ機能を全額自己負担であれ付加してしまうと、支給が認められた車椅子の名称（型

式）と違うものになるので、「使用頻度の少ないﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ機能」⇒「使用頻度の少ない機能」と表記を変更す

る。 

リクライニング機能は、身体機能上、医学的に必要と判断されることは極めて少ないので、「使用頻度が少ないリ

クライニング機能」といった記載は適切ではない。 

Ｑ１７では認めない、Q２０では必要なくても差額自己負担で対応するとされていて、利用者は都合のよい方に取る

事が予想されます。差額自己負担は、国の支給事務取扱指針のとおりだと考えて、公開しないことを希望します。 

:差額自己負担はデザイン性や嗜好による部分に認められるべきであり、リクライニング機能になると補装具の種目

の名称に関わることで、認めるべきではないと考えます。希望する場合はその機能のみではなく、その補装具その

ものを全額自己負担で対応すると当所では判断していますので、公開はしない方が良いと思われます。 

付属品については、自己負担により認めるが、リクライニング等型式を変更することは認めていない。 

付属品については、自己負担により認めるが、リクライニング等型式を変更することは認めていない。 

差額自己負担については、素材・デザイン等を選択した場合という考え方が基本にあります。No２０のAで、「使用

頻度が少ないリクライニング機能・・・を差額自己負担で対応するのが適当」とありますが、基本構造に関わると

ころと思いますので、明言するのは如何かと思います。 

例にあるリクライニング機能は名称や基本構造に該当し、適切な例とは考え難く、不適当のため削除が必要。また、

差額自己負担部分の修理について、公費での修理支給対象ではないと明記が必要。 

21 

Q21:「介護保険では貸与できない高機能性・・・」 

→何を持って高機能というのか不明確なため、「高機能性」という単語を削除してください。 

「高機能」という表現は誤用が生じる懸念があるので、削除した方が適切。 

「既製品であっても認めることは可能です」という1文ばかり引用される危険性があるので、この質問に関しては、

削除していただきたい。 
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「介護保険では貸与できない既製品」の特殊性をより具体的に記述すべきと考えます。介護保険対象者でも容易に

補装具での支給が認められるような印象を受けます。 

23 
文末の「…認めている自治体もあるようです。」との書き方では、業者から「じゃあ、うちでも認めて欲しい。」

となる表現ではないかと思われる。 

28 

「高機能」という表現は誤用が生じる懸念があるので、削除した方が適切。 

Q29にコンピューター制御の膝継手について就労目的が望ましいと謳っている中で、コンピューター制御の膝継手同

様の高機能・高額な膝継手をQ28に日常生活と記載してしまうと日常生活上の理由だけで支給してもよいのでは

ないかと考えてしまうと危惧します。 

29 

Q29:A10段目「より高機能なものが必要な環境因子でそれに見合う仕事をする方を対象」は、文章を読む人により解

釈が異なる可能性があるため、A9段目からの表記を「これらのことから、他の継手では義足歩行が困難な方で、

かつ就労を目的としている場合を対象に、いくつかの膝継手を試す必要があります。（以下原文通り）」とす

る。 

「この膝継手」→「対象と考えられる膝継手」 

30 

（「二―ローテーションプラスティは切断術ではなく短縮術」という表記に関連して） 

身体障害者手帳の認定基準等の取扱いに関する疑義では、「切断は最も著明な短縮と考えられる」といった記載が

ある（この表記は適切なものとは思われない）ので、注意書きが必要ではないか。 

ローテーションプラスティーの術後について、各県で意見が分かれるところだと思いますので、公開しないことを

希望します。 

36 

プラスチック製の継手（ヒンジ継手）は完成用部品にもあり、プラスチック継手×２で計上できるとすると混乱を

招くため、補装具専門委員会No.25-24の回答にすべきである。また、ヒンジ継手の完成用部品を使用する場合は、

遊動として加算することも記載する必要がある。 

文末の「…認めている自治体もあるようです。」との書き方では、業者から「じゃあ、うちでも認めて欲しい。」

となる表現ではないかと思われる。 

42 
Q42:Q42の例では「足継手5750円×２＋1150円」と解釈しています。更生相談所により解釈が異なることを記載して

ください。 

43 

Q43:「採型で取り扱うのが適当と考えます。」 

→トリシャムは採寸で取り扱っています。採寸扱いと解釈するのは更生相談所の解釈の違いによるものなので、

「適当」という言葉で公開されると困ります。「更生相談所により解釈が分かれます。」までの説明でよいと

思います。 

44 

既製品の標準靴は支柱付の短下肢装具しか認めていません。 

⇒当相談所において認めていないものを認めているように書かれているので、現場の業務に支障をきたす恐れがあ

るので、非掲載としていただきたいと思います。 

当所の判断と異なるため、公開は控えていただきたい。 

下から3行の文章について、更生相談所の情報としては参考になるが、当県では、取扱要領に従って判断しているた

め、例外的な参考例は削除して頂きたい。 

標準靴の解釈、取り扱いに違いがあり、自治体の判断にまかされているという記載となっている。標準靴として認

められる範囲を提示したほうが混乱が生じないのではないか。 

「支給を認めるかどうかは自治体によって判断が異なります。」と記述されると、支給を認めない自治体、更生相

談所は苦しくなります。標準靴の解釈、運用は自治体、更生相談所間でかなりのばらつきがあると思われますので、

このQA自体公開にふさわしくないと考えます。削除していただきたい。 

当所の判断と異なっているため 

当市では，標準靴は取扱要領の定義どおりに取り扱っております。また， 

既製の整形靴は認めていません。「支給を認めるかどうかは自治体によって 

判断が異なります。」とありますが，他の市町村では認めているところがあるのに，なぜ認められないのかと指摘

された場合，対応に苦慮する問題が生じるおそれがあります。 

45 

②について、本市では下肢装具を装着した上に履く靴について靴型装具として取り扱うことはしていません。障が

い状況により靴の部分を含めて処方する場合には下肢装具と一体型（例えば靴付きの両側支柱付き短下肢装具）の

処方としています。このため、②の項目については注釈（身更相により取り扱いが異なる等）を入れていただくか、

削除していただきたいと考えます。 

当所の判断と異なるため、公開は控えていただきたい。 

当所の判断と異なっているため 

当市では，標準靴は取扱要領の定義どおりに取り扱っております。また， 

既製の整形靴は認めていません。「支給を認めるかどうかは自治体によって 

判断が異なります。」とありますが，他の市町村では認めているところがあるのに，なぜ認められないのかと指摘

された場合，対応に苦慮する問題が生じるおそれがあります。 

46 当所の判断と異なるため、公開は控えていただきたい。 
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47 

②について、本市では基本的に市販靴を靴型装具として認めることはありません。少なくとも、注釈（身更相によ

り取り扱いが異なる等）を入れていただきたいと考えます。 

当所の判断と異なるため、公開は控えていただきたい。 

当所の判断と異なっているため 

当市では，標準靴は取扱要領の定義どおりに取り扱っております。また， 

既製の整形靴は認めていません。「支給を認めるかどうかは自治体によって 

判断が異なります。」とありますが，他の市町村では認めているところがあるのに，なぜ認められないのかと指摘

された場合，対応に苦慮する問題が生じるおそれがあります。 

49 

当更生相談所ではこの様な取扱いはしていないため、掲載は遠慮いただきたい。 

Q47と同様に市販靴の補高は認めていません。 

非常に参考になるが、最後の文章の部分を強調して欲しい。以前、スリッパを持参して、補高を希望した業者があ

ったため。 

市販の靴は補装具とはいえないため、付属品扱いである補高のみは認めていないため。 

市販靴を補高することが可能な根拠の説明が曖昧であるので、明確にしないと現場が混乱すると思われる。 

50 

いわゆるｶﾀﾛｸﾞの中にある既製品の中で、座奥・座幅・座面高・車軸位置等が調整できるもの以外をレディメイドと

呼んでいます。バックサポート、アームサポート、レッグサポートの調整機能が装備されているだけのものは既製

品（レディメイド）として取り扱っています。「費用の算定の際に・・・どちらで扱っても構いませんが、」とあ

りますが、同じものなのにレディでもオーダーでも良いといってしまうと判断に迷うため、どちらかにはっきりし

たほうがよいのではないでしょうか 

当相談所においてはアームサポート、レッグサポートの調整機能が装備されていても、レディメイド車椅子として

扱っています。また判定委員会のNo23-1では簡易モジュール車椅子をレディメイドと判断すると記載されています。

価格算定の際のレディメイドの扱いをNo５０では説明しているのか思いますが、レディメイドについての説明が混

乱を招くのではないかと思います。 

本市では、基本的にはカタログに掲載され参考価格が提示されている規格サイズの既製品はレディメイドとして取

り扱っています。このため、Q＆Aの回答のような定義づけには賛同できません。 

Q50とQ51との整合性が取れていない。「多機能な既製品の車椅子の基準額を、75%とするか、100%とするかについて

は、各更生相談所の判断に任せており、各更生相談所の判断により違います」の文言が、Q51にも必要。 

・各更生相談所の判断が分かれているような事項は、Q&Aから削除したほうが良い。 

各更生相談所の判断に任せるという曖昧な表現で公開すべきではない。 

各問いの回答としては理解することも可能ではあるが、レディメイドやオーダーメイド、既製品という言葉の扱い

を明確にしない限り、混乱や疑義が生じるため、公開すべきではない。 

51 

いわゆるｶﾀﾛｸﾞの中にある既製品の中で、座奥・座幅・座面高・車軸位置等が調整できるもの以外をレディメイドと

呼んでいます。バックサポート、アームサポート、レッグサポートの調整機能が装備されているだけのものは既製

品（レディメイド）として取り扱っています。「費用の算定の際に・・・どちらで扱っても構いませんが、」とあ

りますが、同じものなのにレディでもオーダーでも良いといってしまうと判断に迷うため、どちらかにはっきりし

たほうがよいのではないでしょうか 

Q50とQ51との整合性が取れていない。「多機能な既製品の車椅子の基準額を、75%とするか、100%とするかについて

は、各更生相談所の判断に任せており、各更生相談所の判断により違います」の文言が、Q51にも必要。 

・各更生相談所の判断が分かれているような事項は、Q&Aから削除したほうが良い。 

各更生相談所の判断に任せるという曖昧な表現で公開すべきではない。 

各問いの回答としては理解することも可能ではあるが、レディメイドやオーダーメイド、既製品という言葉の扱い

を明確にしない限り、混乱や疑義が生じるため、公開すべきではない。 

52 

いわゆるカタログの中にある既製品の中で、座奥・座幅・座面高・車軸位置等が調整できるもの以外をレディメイ

ドと呼んでいます。バックサポート、アームサポート、レッグサポートの調整機能が装備されているだけのものは

既製品（レディメイド）として取り扱っています。「費用の算定の際に・・・どちらで扱っても構いませんが、」

とありますが、同じものなのにレディでもオーダーでも良いといってしまうと判断に迷うため、どちらかにはっき

りしたほうがよいのではないでしょうか 

高額な既製品の車椅子をベースに改造した車椅子や座位保持装置を特例補装具として認めるように要求する業者が

おり、この設問を公開することでますます拍車がかかるものと思われ、公開しない方が良いと考えております。 

Aの後段にある「本体価格を基準額の75％（レディメイド扱い）と100％（オーダーメイド扱い）のどちらで扱って

も構いません」という曖昧な表現は好ましくないと考えます。この部分は削除していただきたい。 

55 

Q55:｢施設備品でサイズが合わないために姿勢が崩れて‥｣とありますが、介護保険でレンタルできる一般的なサイ

ズであっても、施設によって用意しているところと、用意していないところがあります。また、姿勢の崩れに

対しても座面やクッションで工夫して対処できる場合もあるので、車椅子の調整とクッション等の工夫をした

上で、なお姿勢保持が困難な状況があるかをみて支給を検討しています。 
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施設入所者の車椅子については、入所している施設の特性によって判断が分かれるところだと思いますので、公開

しないことを希望します。 

58 
文頭に「含まれていないと考えます。」の表現があると、後の説明の既製品で含まれないケースを読み飛ばされる

恐れがあるので、削除を希望します。 

59 

車椅子のアームサポートに関しては、重複する部分も多いのですが、更生相談所別又は業者別に基準を変更するこ

とは好ましくないと考えます。一定の方針を国から示していただいた方が良いと考えております。公開しないこと

を希望します。 

60 

Q60:・当県では脱着式アームサポートと高さ調整式アームサポートはそれぞれ認めている。 

車椅子のアームサポートに関しては、重複する部分も多いのですが、更生相談所別又は業者別に基準を変更するこ

とは好ましくないと考えます。一定の方針を国から示していただいた方が良いと考えております。公開しないこと

を希望します。 

63 「バックサポート間のものは認めてもよい」→「バックサポート間のものは認めてよい場合もある」 

66 

Q66,68.72:「特例付属品として・・・」とありますが、基準付属品の範囲で対応し、特例付属品として加算・計上

することは望ましくないと考えます。安易に特例で検討して欲しいという希望が出る可能性があるため、「更生相

談所により解釈がわかれます。」と追記をお願いします。 

67 Q67:・計算の間違い 例４）の合計は9,000円が正しいのではないか。 

68 

Q66,68.72:「特例付属品として・・・」とありますが、基準付属品の範囲で対応し、特例付属品として加算・計上

することは望ましくないと考えます。安易に特例で検討して欲しいという希望が出る可能性があるため、「更生相

談所により解釈がわかれます。」と追記をお願いします。 

車椅子のベルトについては、車椅子の付属品であるシートベルト（\3,500）で対応すべきと考えておりますので、

公開しない方が良いと思われます。 

72 

Q66,68.72:「特例付属品として・・・」とありますが、基準付属品の範囲で対応し、特例付属品として加算・計上

することは望ましくないと考えます。安易に特例で検討して欲しいという希望が出る可能性があるため、「更生相

談所により解釈がわかれます。」と追記をお願いします。 

74 
Q74:「足漕ぎ型車椅子は補装具として認められていません」としながら、「特例補装具として支給することは可能

です」というのは、矛盾していると考えます。 

77 

本市では、バギー車を「手押し型B レディメイド」と基本的には位置づけています。また、小車輪は12インチ未満

と考え、後輪が小車輪のものについてはリクライニング機能やティルト機能の有無にかかわらず「手押し型B」とし

て取り扱っています。価格の見積もりについても、個別機種の機能と附属品の基準額を鑑み、メーカーの希望小売

価格と同程度の基準額表を本市独自で作成しています。 

78 

本市では、バギー車を「手押し型B レディメイド」と基本的には位置づけています。また、小車輪は12インチ未満

と考え、後輪が小車輪のものについてはリクライニング機能やティルト機能の有無にかかわらず「手押し型B」とし

て取り扱っています。価格の見積もりについても、個別機種の機能と附属品の基準額を鑑み、メーカーの希望小売

価格と同程度の基準額表を本市独自で作成しています。 

79 

Q79:差額自己負担を認めるかどうかについては、修理の際の対応も説明が必要なので実施機関の判断が必要と思わ

れます。 

Q79:差額自己負担での購入を認めるか否かは実施機関での判断となります。 

「高機能」という表現は誤用が生じる懸念があるので、削除した方が適切。 

Aの最終部分「差額自己負担での購入を認めるか否かは各更生相談所での判断となります。」は曖昧でわかりにくく、

Qである「判定の考え方」にも含まれないと考えます。この部分は削除していただきたい。 

81 

「・・・機能が追加できるものが製品としてあるのは事実です」→「・・・機能が追加できるものが製品としてあ

ります」 

特例補装具の補装具費支給額に関する回答と思われるが、この質問に関しては、さまざまな考え方があると思うの

で、削除願いたい。間違った捉え方をされる恐れがあるため 

82 本市では、このような取り扱いを認めておりませんので、削除を希望します。 

86 

Q86:・当県では肝臓機能障害や腎臓機能障害では電動車椅子は支給していない。 

・難病等であれば「ただし書き」以下は理解できるが、難病等でなければ関係者等を混乱させる内容である。 

・Ｑ113の回答文との整合性を検討する必要がある。 

当所では電動車椅子の支給対象を心臓、呼吸器機能障害に限定し、肝臓、腎臓機能障害についてはその障害のみを

もって支給を認めるべきではないとしており、公開するのは妥当ではないと考えます。 

特にただし書き以下については、補装具費支給基準の電動車椅子の対象者以外の内部障害者が電動車椅子の対象者

であると考えてしまうのではないかと危惧します。 

肝臓機能障害のみ、腎臓機能障害のみでも電動車椅子の支給の可能性が高いようにも読めます。当市では肝臓機能

障害、腎臓機能障害のみでは車椅子、電動車椅子の支給は認めていません。「ただし、」から始まる最後の1文は削

除していただきたい。 

- 97 -

【平成26年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.167 】



88 

リチウムイオンバッテリーについてはその安全が確証されていないことから、当所では差額自己負担も特例補装具

も認めていません。希望する場合はその補装具そのものも全額自己負担になる旨伝えています。公開は妥当ではな

いと考えております。 

リチウムを認めていません。 

⇒当相談所において認めていないものを認めているように書かれているので、現場の業務に支障をきたす恐れ

があるので、非掲載としていただきたいと思います。 

本市では、リチウムイオンバッテリーの使用については、厚生労働省の基準に見合わないものとして理解しており、

公費で支給した事例はありません。しかしながら、障がい者の個別事情に応じて検討すべきであると考えますので、

特例補装具扱いとすることには賛同します。 

89 「例えば・・・」以降の文言のみ引用される恐れがあるので、この文言のみ削除願いたい。 

90 

原則、移動機能のある補装具で同じ種目のものは、教育上、職業上の理由がなければ1個と考えている。そのため、

車椅子を2個支給することが可能であるという回答は、本人家族からすれば、強く希望すれば2個支給が可能である

と思われるのではないかと思う。回答の中に、「手間を理由にするのではなく」「他者との平等性を考えても」「他

の送迎方法を検討しても」等、十分な検討が必要というような内容に修正して頂きたい。 

・車椅子フレームの座位保持装置は、移動機能を持つため、できるだけ1台でお願いしているところだが、この回答

では、複数支給も当然だと要望が出てきそうである。 

「構造フレームを車椅子とした座位保持装置」は車椅子とする、座位保持装置とする、車椅子、座位保持装置とも

にカウントするなど、自治体、更生相談所によって対応は様々と認識しています。このQA自体公開にふさわし

くないと考えます。削除していただきたい。 

91 

Q91:座位保持装置と車椅子の併給はできないと考えています。座位保持装置の適応者は、たとえ短時間の移動であ

っても座位保持装置が必要であると考えています。短時間の移動用車椅子を支給するとなると、屋外用座位保

持装置・屋内用座位保持装置の3台の支給を申請する場合が多くなると考えられます。 

94 

この説明では、座位姿勢のとれる人には、立位保持装置は支給できないと理解されます。また、設問では訓練目的

の装置支給についてだが、回答には（児童の訓練目的とは別）との記載が混乱を招きます。 

当所では、座位姿勢保持は車椅子で可能だが、ほぼ毎日児童で支給された立位保持装置を用いて立位をとっている

ケース2例に、立位保持の座位保持装置を支給しました。立位で若干の日常生活動作を行っていますが、立位でなけ

ればできないということはありません。移動の主体は車椅子になっていますが、立位姿勢のとれる能力を維持して

きたこと、はぼ毎日行っていること、立位による健康維持効果（＊）が高いことなどを考慮して支給しました。 

もし児童から継続してきた立位場面がなくなった場合、どのような悪影響があるのか心配されます。また、立位保

持装置を使わないと立位がとれない人に対して、座位がとれれば立位は必要ないと断言することになります。 し

かし、専門職として、今まで多くの人に立位や歩行を極力とるように勧めてきましたし、その効果も実感してきま

した。 

立位保持装置の使用実績のない者に対しての支給は、慎重であるべきと思いますが、児童からの長い積み上げの結

果、日常生活に立位場面が組み込まれている人ならば、訓練用ではなく日常生活用更生装具としての支給も考慮し

て良いのではないかと考えます。Ｑ９３の回答の中にも「日常生活の中で筋緊張を軽減し、呼吸改善や安楽、休息

をとる時間帯を設ける必要性があるなどの医学的な理由が確認できれば、構造フレーム、連結がなくとも、腹臥位

を目的としたものでも座位保持装置として認められる可能性があります。」とあります。医学的理由が確認できれ

ば臥位保持装置は可能でも、立位保持装置は不可能というのは整合性に欠けると思います。回答の変更（例参考）

か公開中止をお願いします。 

＊ 立位をとることで、血圧や消化器への好影響、骨粗鬆症予防、精神的好影響、視線の変化や高いテーブル作業

への参加などが期待できる。 

A（変更例） 

立位訓練を目的とする装置は児童が対象であり、者では支給できません。しかし、日常生活に立位保持装置を使用

した立位場面がある人ならば、筋緊張の調整、血圧や消化器への好影響、骨粗鬆症予防、精神的好影響などの医学

的な理由が確認できれば、立位を目的としたものでも座位保持装置として認められる可能性があります。 

  

当市では，児童であっても立位訓練を主な目的とする起立保持具は認めていません。日常生活または学校生活を送

るうえで必要な場合に認めています。「立位訓練を目的とする装置は児童が対象であり」という文言は，児童であ

れば，立位訓練目的であっても起立保持具の支給が可能であると判断されるおそれがあります。 

98 
Q98:独立したカットアウトテーブルであっても座位保持装置とセットで使用するのであれば基準内の対応でよいと

考えます。 

100 

例３）の取り扱いは、基本価格（採型又は採寸）もあり、重複控除もなしとなり、車椅子の座部に座位保持装置の

完成用部品（支持部（骨盤大腿部））をクッションとして用いる場合と比較して、額の差が大きくなりすぎる

と考えています。当市では例３）の取り扱いはしていません。例３に関する記述は削除していただきたい。 
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103 
Q103:車椅子と座位保持椅子で基準が重複しており、どちらの種目でも申請できると公開すると制度の運用上問題が

あるため、公開は不適当と考える。 

104 

当所では業者および相談者から冷却装置（クールファン）の支給について希望が出ていますが、体温上昇防止の効

果の判断基準をどこにおくかが困難なことから認めていません。希望する場合には自費対応としています。この設

問は冷却装置の支給の可能性もあると誤解される恐れがあるため、公開は妥当ではないと考えます。 

106 
取扱要領では、「児童のみ」となっており、本県では者に対して支給していないが、同Q＆Aを業者や本人が目にす

ると、支給してもらえると相談にくると思われる。 

107 
取扱要領では、「児童のみ」となっており、本県では者に対して支給していないが、同Q＆Aを業者や本人が目にす

ると、支給してもらえると相談にくると思われる。 

108 
非課税扱いの物の中にも補装具が含まれるのではなく、非課税扱いの物の中に補装具の対象とならないような歩行

器が含まれていることがあります。歩行器の定義が示されればなお良いと考えます。 

118 

Q118:パソコンは、現在一般的に普及している汎用機器と考えられるため、パソコンとソフトウェアを組み合わせた

ものを意思伝達装置と判断することは、補装具費支給の考え方とそぐわないと考えます。しかし、お持ちのパソコ

ンに意思伝達装置のソフトウェアをインストールし、意思伝達装置と見なす場合については、ソフトウェアは特例

補装具として支給可能と考えます。その際、入力装置等についても補装具費支給制度で支給可能と考えます。 

パソコンは、現在一般的に普及している汎用機器と考えられるため、パソコンとソフトウェアを組合わせたものを

意思伝達装置と判断することは、補装具費支給の考え方とそぐわないと考えます。 

しかし、お持ちのパソコンに意思伝達装置のソフトウェアをインストールし、意思伝達装置と見なす場合について

は、ソフトウェアは特例補装具として支給可能と考えます。その際、入力装置等についても補装具費支給制度で支

給可能と考えます。以上の理由により公開しないことを希望します。 

【「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドライン】に記載してあるパソコンの考え方と解釈が少し違うように感

じます。ガイドラインではパソコンが「専用機器」に該当する場合は支給を認めるが，パソコンとしての利用

も想定している場合はパソコンは支給対象外であると考えると記載してあります。しかし，この回答はパソコ

ンを認めない更生相談所は少数派であるような印象を与える危険性があるのではないでしょうか。 

ガイドラインと整合性のとれる内容であれば公開しても良いのではないかと思います。 

当市では、Qにあるような意思伝達装置の支給は認めていません。曖昧な表現でAが結ばれていますが、対応に苦慮

することが予想されます。このQAは削除していただきたい。 

119 視線入力装置と生体現象方式の選択が曖昧であり、決定が困難。 

120 

「視線入力が手段となる場合は末期でもあり、本装置の使用期間も短期間になることが予想されます。対象者の予

後等、主治医からの医療情報を踏まえ、慎重に判断する必要があります。」 

 →この記載を当事者の方が見られたら、不愉快になられるのではないかと思われるので、この部分は削除し

たほうが良い. 

進行性疾患における使用期間から考慮すべき適否の判断。 

このQAは非常にわかりにくく、また、誤解を招きやすい表現となっているため、削除すべきと考えます。 

123 

Q123:当該設問への回答として理解できない。もし手帳の認定基準を根拠とするのであれば、聴力障害の認定基準は

左右どちらの耳にも難聴があることが条件となっているのだから両耳に支給すべき、という説明のほうが妥当

ではないか。 

他の障害と比較するようなQAは好ましくないと考えます。補装具費支給事務マニュアル（2007年6月20日中央法規）

のQ77にあるような、「同時に2個の支給ができるか？」「原則として１種目につき１個」と述べるにとどめるべき

と思います。 

124 

Q124:補装具としての補聴器の「高度難聴用」「重度難聴用」の定義は、90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示

値が140デシベル未満のものが高度難聴用、140デシベル以上のものが重度難聴用という記載のみである。「中

等度難聴用」という語を用いるのであれば、その定義を記すべきと考える。 

当更生相談所ではこの様な取扱いはしていないため、掲載は遠慮いただきたい。 

高度難聴用の補聴器を軽～中度難聴者に合わせることになるため、補聴器による難聴の悪化が生じないよう調整に

は十分な配慮が必要になる旨を追記していただきたい。 
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125 

Q125:補装具費支給事務取扱指針によると「補装具費支給の必要性を認める補装具について、その種目、名称、型式、

基本構造等は支給要件を満たすものであるが、使用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより基準

額を超えることとなる場合は、当該名称の補装具に係る基準額との差額を本人が負担することとして支給の対象と

することは、差し支えないこと。」とされています。すなわち、差額を負担して名称の異なるものを購入すること

はできないとされています。補装具（種目）における｢高度難聴用耳かけ型｣「重度難聴用耳かけ型」「耳あな型（オ

ーダーメイド）」等は｢名称｣であり、Q125の「『ポケット型、耳かけ型と名称が異なっても基本的には聞こえ方は

変わらず形状のみが変わるもの』として、差額自己負担で対応することは可能と思われます。」は指針と矛盾して

います。また、外装イヤホンを使用するポケット型、内装イヤホンを使用する耳かけ型、耳あな型、とでは特性も

異なり、導音管を使用する耳かけ型ではさらに特性は異なります。またこれらの違いからフィッティング方法も異

なってきます。また、タイプにより装着・操作・管理に関しての難易度も大きく異なり、判定の際にはこれらの要

素も重視しています。補聴器の名称の区分を単に「形状のみが変わるもの」と考えるのであれば、「補装具の種目、

購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」において異なる名称とされていること、基準額がそれぞれ

異なること、どの名称の補聴器が適当かの判断を更生相談所で行っていることの意味がないこととなるのではない

でしょうか。 

「補装具費支給事務取扱指針」によると「補装具費支給の必要性を認める補装具について、その種目、名称、型式、

基本構造等は支給要件を満たすものであるが、使用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより基準

額を超えることとなる場合は、当該名称の補装具に係る基準額との差額を本人が負担することとして支給の対象と

することは、差し支えないこと。」とされています。すなわち差額を負担して名称の異なるものを購入することは

できないとされています。補装具(種目)における「高度難聴用耳かけ型」「重度難聴用耳かけ型」「耳あな型(オー

ダーメイド)」等は「名称」であり、Ｑ125の「『ポケット型、耳かけ型と名称が異なっても基本的には聞こえ方は

変わらず形状のみが変わるもの』として、差額自己で対応することは可能と思われます。」は指針と矛盾していま

す。 

また外装イヤホンを使用するポケット型、内装イヤホンを使用する耳かけ型、耳あな型、とでは特性も異なり、導

音管を使用する耳かけ型ではさらに特性は異なります。またこれらの違いからフィッティング方法も異なってきま

す。 

またタイプにより装着・操作・管理に関しての難易度も大きく異なり、判定の際にはこれらの要素も重視していま

す。 

補聴器の名称の区別を単に「形状のみが変わるもの」と考えるのであれば、「補装具の種目、購入又は修理に要す

る費用の額の算定等に関する基準」において異なる名称とされていること、基準額がそれぞれ異なること、どの名

称の補聴器が適当かの判断を更生相談所で行っていることの意味がないこととなるのではないでしょうか。  

 以上の理由により公開しないことを希望します。 

本市では、職業上等の理由がないため耳あな型補聴器は認められず、耳かけ型補聴器の判定を行った場合について、

差額自己負担での耳あな型の購入を認めていません。市町村によってはこうした取扱いを行っていることは承知し

ておりますが、このQ&Aが公開されると本市の判定に著しい支障を来たします。 

2）重度難聴用については、技術開発が進んでいるとはいえ、耳あな型とそれ以外では語音の利得に差があるものと

考えられるため、高度難聴用と同様に取り扱うことについては賛同できません。（なお、本市の現状では、高度難

聴用であっても差額自己負担のうえで耳あな型を支給することを認めていません。） 

当市では、差額自己負担による型式の変更は行いません。Aに「重度難聴者に対しての補聴性能を有することが耳あ

な型でも可能」とありますが、これは極一部の機種に限定されるもので、多くの耳あな型は重度難聴者に対応でき

ないと考えています。Qにある「差額自己負担で」は削除し、Aは次のようにしていただきたい。「現行の基準価格

が示されているのは高度難聴用の耳あな型までですが、極一部の耳あな型で重度難聴への対応が可能なものがあり

ます。申請者の障害状況・適性から判断して真に耳あな型の適応であり、かつ、重度難聴用の対象者であれば当該

機種を支給することは可能と考えます。その場合は、名称、基本構造が基準にないことから、特例補装具として取

り扱うことになります。 

本県では原則として差額負担を認めておらず、耳あな型については主に職業上の理由により耳かけ型やポケット型

では対応できない場合に限って支給している。 

126 
Q126:設問を「人工内耳使用者から反対側への補聴器の支給について申請がありましたが、」（下線部を挿入）との

記載にしたほうがよい。（稀に人工内耳と同側に希望する例があるため）。 

128 

Q128:「送信機（ワイヤレスマイク）」（下線部を挿入）と記載したほうがよい。修理基準表に「送信機」という項

目がないため、混乱する実施機関が頻繁に見受けられるため。 

ＦＭ型送受信機の支給に関し、「自宅での会話、日常生活等に必要と判断できれば支給可能」とあるが、とらえ方

により、幅が大きすぎるのではと思われる。 

本来FM補聴システムは送受信機を一対で使用するもので、Aのただし書き以降にある「学校以外の場面、自宅での会

話、日常生活等」に使用するのが基本と考えます。FM補聴システムの使用場所を学校のみに限定するような誤解を

招く記述は好ましくないため、削除していただきたい。 
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129 

Q129:ポケット型のアンプは、トランジスター、ダイオード、抵抗等、各部品を組み上げて作製しています。ポケッ

ト型のアンプ部の故障に関しては、まずは部品交換で対応し、交換した部品の修理項目を積み上げて算定する

のが望ましいと考えています。しかし、故障の状況、または機種によってはアンプをまるごと交換することで

しか修理をできない場合もあるため、そのような場合は、アンプ組立交換とし、市場価格を参考にするのが望

ましいと考えます。 

Q129:回答の「前者の基準額を準用」とはどの基準額のことかが不明である。2~3万円台とあるが、基準表では「耳

かけ型アンプ組立交換20200円」から「耳あな型アンプ組立交換（オーダーメイド）42200円」、「眼鏡型アン

プ組立交換（受信用）54700円」など幅広い。 

ポケット型のアンプは、トランジスター、ダイオード、抵抗等、各部品を組み上げて作製しています。ポケット型

のアンプ部の故障に関しては、まずは部品交換で対応し、交換した部品の修理項目を積み上げて算定するのが望ま

しいと考えています。しかし、故障の状況、または機種によってはアンプをまるごと交換することでしか修理をで

きない場合もあるため、そのような場合は、アンプ組立交換とし、市場価格を参考にするのが望ましいと考えます。 

以上の理由により公開しないことを希望します。 

130 

Q130:耳垢栓のクリーニングは補装具費支給の考えにそぐわないと考えます。 

耳垢栓のクリーニングは補装具費支給の考えにそぐわないと考えますので、公開しないことを希望します。 

修理基準にない修理の対応については、修理基準から除かれた経過のある電池交換などが誤って混同されないよう

な文言にしていただきたい。 

135 ただし・・・」以降の文言のみ引用される恐れがあるので、この文言のみ削除願いたい。 

136 
Q136:スクールバス用の車載用座位保持椅子を「支給することも可能」と明示すると、安易な申請が増加することが

危惧されるため、「一方～支給することも可能です。」という一文は削除する必要がある。 

137 ただし・・・」以降の文言のみ引用される恐れがあるので、この文言のみ削除願いたい。 

138 

Q138:「修理として対応するか否かは各更生相談所の判断によることになります。」との表現は、座位保持椅子につ

いては更生相談所の判定が必要との誤解を生む可能性があり、「成長対応に合わせた・・・判断によることに

なります。」部分の削除が必要と考えます。 

Q138:座位保持椅子については助言のみで実施機関での判断となっております。 

139 「高機能」という表現は誤用が生じる懸念があるので、削除した方が適切。 

140 「個別に真に必要性を・・・。」この文言のみ引用される恐れがあるので、この文言のみ削除願いたい。 

144 回答の末尾に、「ただし、修理はそれぞれの制度での取扱になります。」との追記をお願いしたい。 

146 

Q146:平成25年3月15日付「難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するＱ＆Ａ」の「３ 補装具費の支

給について」問３では、難病に起因しない難聴の場合も補装具費（補聴器）の支給が可能とされている。従っ

てAで「難病と関連性がない場合には」と原因疾患との関連性で制限をかけるのは難しく、「歩行困難が一時的

なものでなく、骨折の後遺症として肢体不自由の障害が認められるのであれば、肢体不自由の手帳取得を勧め

るのが」と変更が必要と考えます。 

147 

Q147:平成25年3月15日付「難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するＱ＆Ａ」の「３ 補装具費の支

給について」問３では、難病に起因しない難聴の場合も補装具費（補聴器）の支給が可能とされている。この

設問ではあえて「難病を原因とする聴力低下」と記載されており、難病に起因しない難聴は支給対象外ではな

いかとの誤解が生じる可能性がある。Qの表記を「聴力低下がある難病患者等で手帳を取得していない方～」と

変更が必要。 

148 
Q148:同上の理由により、Q「身障手帳を取得していない難病に起因する視力低下者」⇒「身障手帳を取得していな

い難病患者等の視力低下に対して」と表記変更が必要。 

149 Q149：難判断基準はありません→難病患者等の判断基準は特に設けてはいません 

151 

特にただし書き以下については、補装具費支給基準の電動車椅子の対象者以外の内部障害者が電動車椅子の対象者

であると考えてしまうのではないかと危惧します。 

Q86の肝臓機能障害、腎臓機能障害とともに、易疲労性については十分慎重な判断が必要と考えています。「必要性

が」から始まる最後の1文は削除していただきたい。 

全般 

 今回のQ&Aの中には特に見受けられなかったが、回答の結論が明確な考え方が無く、「各更生相談所の判断となり

ます」という結論のものは、場合によっては市町村、補装具製作業者、医療機関等に混乱を招く恐れがあるため、

掲載しないでいただきたい。 

自治体によりQ＆Aの解釈が異なるため、医療機関や業者へ公開することは心配。 

業者に対しては、修理基準項目の基準解釈や算定方法について周知したい部分もあり、公開いただきたいQ＆Aもあ

る。一方、業者に良いようにとられてしまうことも懸念されるため、公開については慎重にすべきと考える。 

全般的な問題として、補装具製作業者に取扱いの見解を教えることで、逆手に取った解釈により利用者に必要以上

の申請を促すことに結び付かないよう、取扱いには注意いただきたい。 
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問４：その他、このＱ＆Ａの回答内容がおかしいのではないか、当所ではこうは考えていないなど、何でも自由にご意見くだ

さい。 

 

意見した

更相数 
意見 

1 

Q47 の「既成の整形靴」とはどのようなものでしょうか? 

「標準靴」とはどのように異なるのでしょうか? 

(このまま公開してよいかご検討願います) 

2 
市町村からの問い合わせがあり，具体的な取扱いが助言できると非常によいと思われます。また，市町村に配布するこ

とで対応がしやすくなると思われます。 

3 

誤字 

 ・P6 上から３行目 「～費用の額の及び～」 

 ・P26 「Q４６～」の下の行は、「Q45」の最後の行 

 ・P63 下から3行目 「A 難判断基準は～」 

4 
Q103について、基準の重複が見られており制度上矛盾が生じているため、厚労省に対して基準の改正を求めるよう働き

かけてほしい。 

5 

Q81 修理基準を加算して、残額を自己負担とする場合もある。必要性が認められない場合は、こういった対応が現実

的ではないか。 

Q93 排痰目的といった単一機能のみのものは認めていないので、併記した方が適切。 

（誤字等） 

Q120 「頚髄」→「頸髄」 

Q127 「目的のについて」→「目的のものについて」 

6 

Q125の回答１)について：当所では、真に耳あな型の適応がある場合は、重度難聴用の対象者であっても、特例補装具

ではなく通常の耳あな型として判定している。（基準表の基本構造では耳あな型は「高度難聴用に準ずる」と記

載されているものの、実際にはメーカーが基準価格内で取り扱う耳あな型の中には重度難聴用相当のものが含ま

れている。） 

Q130：当所では、クリーニングやメンテナンスの費用は支給対象外と回答してきた。したがって、耳垢栓のクリーニン

グも対象外と考えてきた。 

7 

｢難病の考え方｣においてQ147、148について、平成25年3月15日付厚生労働省・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振

興室｢難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A｣の問２及び問３では、遮光眼鏡の対象者要件｢視覚

障害により身体障害者手帳を取得していること｣を補装具費支給事務取扱指針より削除し、また補聴器については｢少な

くとも高度難聴と同程度の症状であるなら、支給決定が可能｣とあります。Q147、148の回答は「高度難聴より同程度以

上」「身体障害者手帳に該当する視力レベル」と限定していますが、この表現では身体障害者手帳所持者との違いが不

明瞭であり、難病患者への配慮が見られないため、不適切ではないかと考えます。 

8 

Ｑ４９について：当所では、判定をとおさずに自費で購入した靴型装具の修理が1人の方から何足分も申請があがった

件や、他人から譲り受けた車椅子の高額修理の申請があがった件について市から相談があり、協議を要した経過

があります。 

 そのときは、真に補装具が必要かどうかの判定から行いました。補装具支給判定制度を通さずに、購入した補

装具の修理の取り扱いについても、掲載していただくと助かります。 

9 

Q60 の回答についてですが、参考価格として高さ調整式アームサポート交換と脱着式アームサポート交換の合計額か

ら、アームサポート(肘当て部分)交換の額を差し引いたものがあげられていますが、基準票に照らし合わせると

実際この額では、脱着式アームサポート交換の額を下回ってしまいます。 

最終的には個別に制作業者と相談し判定することになるとは思いますが、参考価格の取り方について違う方法を

ご教示いただければと思います。 

10 いつも参考にさせていただいているので、補装具費支給判定Ｑ＆Ａがあり、大変ありがたいです。 

11 

Q125 ２）差額自己負担の考え方について 

ポケット型、耳掛け型→耳あな型については、処方内容の範囲を超えており疑問。 

Q13 2個目として、入浴用のSHBは支給可能なのでしょうか？ 

Q130 回答は、Q16の回答と同様ではないでしょうか？ 

12 
Q123 補聴器の原則片側支給の理由は、あまり専門的ではないように感じられます、公開した場合、難聴や補聴器を専

門とする耳鼻科医師から指摘を受けるのではないかと思われます。 
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13 

Q122:：iPadが支給対象外であることは理解できます。しかし，ガイドラインの14ページに「ソフトウエアにかかる購

入費用は，特例補装具費としての対応は可能と考えられます。また，操作スイッチ類等は通常の支給が可能と考

えます」とあるので，パソコンのソフトエアと同様，トーキングエイドfor  iPadやスイッチ類は特例補装具費と

して対応可能という解釈で良いのでしょうか。（Ｑ＆Ａにここまで記載する必要もないのでしょうか） 

14 

Ｑ86これまで電動車椅子の内部障害の対象は心臓・呼吸機能障害と限定していましたが、内容より肝臓・腎臓機能障害

も支給の可能性があるとの回答ですが、免疫等も可能性が出てくるのでしょうか。判断が難しくなるようにも考

えます。 

15 
今回のものは、広く公開するため、原則論だけを掲載していただきたいと考えています。「ただし・・・」から始まる

ような、特例に関してのものは記載する必要はありません。その部分については削除していただきたい。 

16 
Q49:当所では製作業者と話し合い、Ｂ靴型装具 エ製作要素価格（イ）ｂ付属品等の加算要素 補高の価格に加えてＢ

靴型装具 ウ基本価格 採寸の額を実際に行っている技術料として加算しています。 

17 

Q45 A②について 補装具給付事務マニュアル適正実施のためのQ＆A（中央法規）のQ52では、プラスチック短下肢装

具に合わせて靴を製作することは適当ではない。とあり、当所ではA②については適当ではないと考えている。 

Q100 当所では、重複する部分については一律控除を行っている。 

Q103 ＡＢＳシステムの骨盤サポートを追加する場合、種目としては車椅子の特例補装具ではなくて、車椅子の特例扱

いの付属品として扱うのではないか。（車椅子本体が特例ではないため。） 

18 

Q45 A②について 補装具給付事務マニュアル適正実施のためのQ＆A（中央法規）のQ52では、プラスチック短下肢装

具に合わせて靴を製作することは適当ではない。とあり、当所ではA②については適当ではないと考えている。 

Q100 当所では、重複する部分については一律控除を行っている。 

Q103 ＡＢＳシステムの骨盤サポートを追加する場合、種目としては車椅子の特例補装具ではなくて、車椅子の

特例扱いの付属品として扱うのではないか。（車椅子本体が特例ではないため。） 

19 

Q47について A①で、既製の整形靴を靴型装具として認める場合、基準額の積み上げで金額を算出することとされてい

ますが、取扱いは基準内の靴型装具か特例補装具のどちらでしょうか。全額認める場合、靴型装具の特例とする

ことも考えられますが、A②との兼ね合いから標準靴の特例とするのが適当と考えます。 

Q50～53について：オーダーメイド、レディメイドの定義を明確にしておいた方がよいと考えます。 

Q58について：リクライニング式又はリクライニング・ティルト式車椅子の延長バックサポートの取扱いについては、

加算はケースバイケースで考えることになると思います。回答では冒頭に「含まれていないと考えます。」とあ

りますが、この表現のままだと原則加算を認めると解釈され、判定上支障をきたすおそれがあると考えます。 

Q98について：座位保持装置の完成用部品の骨盤・大腿部の支持部は、Q99のように必要であればクッションとして認め

られるものと認識しております。 

20 

今後は、児童に対する補装具や日常生活用具に対する事例についても、積極的にQ＆Aで掲載して頂きたい。 

高額な補装具や最新の特例補装具の支給についてのQ＆A情報を掲載して頂きたい。また、これらの補装具については、

判断に苦慮している更生相談所も多いため、より具体的で詳細な判断基準や判定例を掲載して頂きたい。 
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21 

市町では、補聴器について、品名や製品番号を控えていません。修理や紛失等で再交付の希望が出された場合、支給し

た補装具か補装具でないか判断できない。ましてや、差額自己負担で補装具を購入しているケースもあり、把握が難し

い状況です。現状では支給する側と受ける側との信頼関係により成り立っていると思われます。 

 「災害等」の判断や証明をどのようにするのかも難しい問題です。 

 今後とも、様々なＱが出てくると思いますので、よろしくお願いします。 

 

「差額自己負担」について、あくまで差額自己負担が認められるのは「デザイン性や嗜好によるもの」であり、真に必

要であれば「特例補装具」として扱うべきであると考えており、本Q＆Aについては差額自己負担の扱いは概ね正しいと

考えますが、補装具判定委員会が示す見解において、「デザイン性や嗜好によるもの」以外であっても、差額自己負担

をもって解決を図る回答を示していることがある。 

 

Q20について、使用者の身体状況や生活環境において必要であるからこそ、本体および付属品から構成されたものを補

装具として判定していると考えるが、「医学的見地から必要ない」ことを理由に取り付けられた全額自己負担の機能で

あっても、補装具そのものの構成が違うものであることから、申請された補装具と異なるものの判定とはならないか。 

22 

１３⇒入浴用短下肢装具を認めていません。 

２０⇒車椅子にリクライニング機能を全額自己負担とは明言しにくいです。 

４７⇒Qの質問中、既製の整形靴という表現がよくわかりません、全く市販の靴を指すのでしょうか？ 

５０⇒アームサポート、レッグサポートの調整機能はレディメイド、オーダーメイドのどちらで扱うかの判断基準にし

ていません。 

５１⇒「修理申請時のことに配慮して処方箋には装備されている機能、付属品の全てを明記しておくとよいでしょう。」

とあります。必要ではないが本人の希望で選択したものも修理として認めるためにその意見が書かれてあるのか、認め

ないために注意喚起するために書いてあるのか不明です。 

９２⇒当相談所では、体幹部がシート張り調整でフレームが車椅子構造のものは、車椅子として扱っています。 

23 

Ｑ５８について当市では以下ように考えています。 

リクライニング、リクライニング・ティルト式の車いす及び、車いすをオーダーで製作する時、背もたれが高くなる場

合は、延長バックサポート分は基準額に含まれていると考えています。リクライニング、リクライニング・ティルト式

の車いすを使用する方は、角度を変えた時に体幹・頭部を支持するために十分な高さの背もたれが必要と考えます。同

様に、オーダーメイドでも身体（障害）状況に応じて製作することから、必要となる構造については基準額で対応する

ものと考えます。 

「延長バックサポート」は、現状の背もたれの高さから延長する必要性が生じた時に加算を認めています。これに関連

するものとして、業者より、背もたれの高さが何センチ以上ならば、「延長バックサポート」の加算が可能か問い合わ

せがありました。 

24 

・公開することについて、全国の身体障害者更生相談所の中には、反対しているところがあるのに、部分的にであろう

と、公開の方向に突っ走るのは好ましくない。内容の精査については、数年間使用してみないとわからない部分もある

と思う。 

・この「補装具費支給判定Ｑ＆Ａ」と、「補装具費支給事務マニュアル(中央法規出版)」や、「補装具費支給事務ガイ

ドブック(テクノエイド協会)」との関係はどうなるのかも示してほしい。 

25 
補装具の交付の適否について、判断は各身体障害者更生相談所の判断に委ねる形で書かれている回答が多く見受けられ

るが、実際の判断基準を、もう少し明確に表現してもらいたい。 

26 

目次：種目タイトルに「補聴器・その他」とありますが、「補聴器」が適切と考えます。「その他」は何を指している

のでしょうか。他の種目タイトルから見ても「補聴器」がよいと考えます。 

Q1:Aの最後の文の「一方、装具を必要とする状況によっては、」の部分は表現がわかりにくく、「医療保険」も唐突な

印象を受けます。 

「治療・訓練目的の場合は医療保険での対応となる」など、明確に記述した方がよいように思います。 

Q3:Aの2段落目の冒頭に、「たとえば、脳卒中片麻痺者」とありますが、「脳卒中片麻痺者」は一般的な表現ではない

ように感じます。 

Q5:この項目は、「補装具費支給の目的」にある方が適していると考えます。既製品のことが、他制度との適用関係に

どう関係するのかよくわかりません。 

Q9:告示の基準の第4項に挙げられていないものは、たとえ単体の交換でも、第3項の規定により100分の104.8に相当す
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る額としています。そうでなければ第4項の意味がないと考えます。(誤解では？） 

Q10:定価より購入価格上限額が高くなる最後の関係式は納得できません。基準額×1.03＝購入価格上限額  定価≧購

入価格上限額  

と考えます。(誤解では？） 

Q12,16:いずれのQAも修理基準にない修理を行う場合の内容ですが、一方では特例での修理のみに触れ、一方では指針

に表されている内容のみに触れられています。指針による考え方と特例修理の考え方の両方が、いずれのQAにも盛り込

まれてよいと考えます。 

Q14:余暇、趣味に用いる補装具は認められないことを明記した方が良いと考えます。 

Q18:歩行器のQAにも思えてしまいます。 

Aの2文目の最初に「差額自己負担の額を減少するためや無くすために、」を挿入してはいかがでしょうか。 

Q19:Aの最初の「必要性が」から始まる文は、二重否定で分かりにくいと思います。「特殊材料の使用がデザイン性や

嗜好によるものの場合は差額自己負担とするのが適当です。」とするのはいかがでしょうか。 

Q46:QとAの間にある「＊②－ロ」」以下は、Q45のAの末尾に入るのが正しいと思います。 

Q48:足背バンドの起始と停止が不明確で、よくわかりません。 

Q54:Aの3行目「ジュラー方式の車椅子」になっており、（モ）が抜けています。 

Q58:Aの1行目「既製品の車いす」になっており、（椅子）が（いす）になっています。 

Q67:例３の意図がわかりません。無くてもよいと思います。(誤解では？） 

Q82:Aの冒頭4行にある、「手押し型車椅子に簡易型電動車椅子ユニットを取り付け」る解説がわかりにくいと思います。

「16インチなど車輪径の小さな電動ユニットが開発、販売されており、あらかじめ車椅子に装着されたものも製品化さ

れています。現行の基準の電動車椅子簡易型の基本構造にある「手動力走行」や「駆動人力の補助」が行えないため、

切替式にもアシスト式にも該当しませんが、タイヤが座面を超えないため移乗が行いやすい、全長が小さくできるため

運搬しやすいなどの利便性から、この製品を選択する事例があります。」などとしてはいかがでしょうか。(後付けも

あり何とも） 

Q83:Qの「適応につき」は、「適応について」の方がよいのではないかと思います。 

Q85:心臓機能障害者への電動車椅子の適応は、Q83で「内部障害者」として呼吸器機能障害とともに述べられています。

Q85は重複しているように思われます。削除してもよいと考えます。(誤解では？） 

Q87:Aの最後の文の中ほど、「それをもってして支給できない」は、「それをもって支給できない」の方がよいと思い

ます。 

Q126:Aの冒頭の「人工内耳を片耳装用されている方」は、「片耳に人工内耳を埋め込んでいる方」などとするのがよい

のではないかと思います。 

Q127:Qの2行目「脱落防止目的のについて」となっており、（イヤモールド）が抜けています。 

Q131:Qの「10年程度使用可能」とAの最後の文の「10年間修理なしに使用できる」が同じ内容を示しているように感じ

られません。 

「調整機能により10年程度修理なしで使用可能（使用できる）」などに揃えてはいかがでしょうか。 

Q132:Qの1行目「学齢時以上」となっており、（児）が（時）になっています。 

Q133:Aの最後の文の中ほど、「他に同様の事例がいることも考慮しておく必要があり、」の意味、意図がわかりません。 

Q144:「健康保険」という単語が使われていますが、Q3では「医療保険」が用いられています。「医療保険」に統一し

た方がよいと思います。 

Q145:②のやり取りはQ135で概ね述べられており、加えて、A側の最後「児童に対して」以降は誤解を生じかねないと考

えます。 

③のやり取りもQ135で述べられています。②、③は削除してよいと考えます。 

Q149:Aの1行目「難判断基準」となっており、余分に（難）が書かれています。 

27 
Ｑ２０．「あれば便利」な機能について、差額自己負担で対応することは、指針で示されている「デザイン等の嗜好に

よるもの」と同じ主旨で考えてよいのか、わかりにくいように思われる。（指針の変更がありえるのか？） 

28 

児童の特例補装具(補聴器)での助言依頼で、両耳で80万円を超える高額なデジタル補聴器が出された際、サウンドリカ

バリー機能や、音の指向性が優れている等の理由が附せられています。（ほとんどの場合保護者は、業者が出した高額

補聴器を強く望みます）構造上は重度難聴用耳かけ型ですが、多種の機能がついている高額補聴器です。差額支給にし

ても70万円近くの差額負担になるため、児童の療育上に必要との判断材料をどうしたらよいか苦慮しています。 

29 

当所での取扱いとして、Ｑ125 重度難聴用の処方を受けている方が差額自己負担で耳あな型へ変更する場合は、その

希望する耳あな型補聴器の９０デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値（補聴器の基本構造）が１４０デシベル以上

の機種（重度難聴用）か確認のうえ変更を認めている。 
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公開には賛成だが、各相談所で取扱いの違いがあるため、Q＆Aは判定の際の考え方の参考意見であることを、周知徹底

することが必要と思われる。また、取扱いが異なるケースが多いQ＆Aの補装具関係業者への公開は、特に慎重に行う必

要があると思われることから、行政向け（市町村等）と一般向け（補装具関係業者等）の公開を分ける等の検討が必要

と思われる。 

30 Q49のように曖昧な解釈で現場を混乱させることのないように、回答内容は明確にして欲しい。 

 

 

問５：「補装具費支給判定基準マニュアル」の完成版に取り入れて欲しいアイデアがございましたらご意見ください。 

 

意見した

更相数 
意見 

1 もっとイラストや写真を活用すれば、イメージが沸きやすいと思います。 

2 

PDFファイルでも公開してほしい 

各種補装具の細部の名称がついた図を入れる 

各補装具の見積書の例を入れる 

3 
補装具事業者に公開する方向であれば、あいまいな表現に対する事業者独自の解釈が利用者に伝わってしまいトラブル

を招く恐れがあるではないかと思います。 

4 

Ｑ５５にも関係する内容かもしれませんが、介護保険施設の場合、リクライニング式やティルト式車椅子を備えている

施設もあれば、標準的な車椅子でさえ本人に持参するようにお願いしている施設もあるようです。あくまでも参考で構

いませんので、特別養護老人ホーム等の介護保険施設で標準的に備えるべき施設備品はどの程度の車椅子なのかを掲載

していただければありがたいです。 

5 

補装具費支給に係る事務取扱指針・要領及び算定基準は厚生労働省が規定しているものであるため、通常は、その疑義

解釈は厚生労働省として発出すべきものである。 

 全国の身体障害者更生相談所内部で、判定業務の実務上の参考とするためにＱ＆Ａ（暫定版）を活用する限りにおい

ては、現状の取扱いで大きな問題はないと思われる。 

 しかし、このＱ＆Ａの完成版を一般に公開するのであれば、その解釈の妥当性について厚生労働省に改めて確認をと

り、その旨を明記するのが適切ではないか。 

6 
児童の補装具に関しては、更生相談所の判定ではなく、助言の対象ですので、できる限り原則の確認にとどめていただ

きたいと思います。 

7 

補装具制度の変遷変更点があった年とその内容についていれていただきたい。 

「補装具費支給事務マニュアル 適正実施のためのQ&A」資料編にある「福祉用具支給制度選択のチャート」について、

損害保険等については｢自賠責｣のみ触れられているが、任意保険についてもその取扱や優先順位等をわかるようにして

いただきたい。 

市町村で支給決定している装具に関して多く取り入れていただきたい。 

8 厚労省から出ているＱ＆Ａも併せて掲載されると、活用しやすいと感じます。 

9 
厚生労働省より出された補装具関係のＱ＆Ａも参考資料として巻末に記載されていると便利だと思いますが，記載する

ことに何か問題はあるのでしょうか。 

10 
補装具支給ガイドブックの付録にあるように、総合支援法に優先される制度である、「介護保険法」「労災」「自賠責

保険」に関する通知、もしくは概要などを掲載していただきたい。 

11 

「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」の「修理基準」の項目の中には、重複計上で

きないものがあります（例えば、Q66にある開閉挙上式レッグサポート（パット形状）交換とレッグサポート交換）。

しかし、担当者が専門職でなかったり異動間もなかったりすると、各修理部位の定義や新規と修理では加算の項目が違

うこと、重複計上できないということがわかりません。このことについて、わかりやすくまとめた内容を希望します。 

12 補聴器の各修理部品の個数。修理部品の画。 

13 補聴器の各修理部品の個数。修理部品の画。 
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14 
内容には関係ないことですが、製本されたQ&Aの用紙が見る角度によっては光って読みづらいです。冊子として印刷す

る場合は、用紙を変更していただければと思います。他の書籍ではこのように感じたことはありません。 

15 

疑義が多く生じたケースやグレーゾーンに対して、厚生労働省の考え（実際の回答）を踏まえた回答を掲載して頂きた

い。 

可能な範囲で画像資料の掲載を行って頂きたい。 

その他：特に全国で課題になっている案件について、補装具検討委員会から厚生労働省に改善提案を行うための意見集

約を行って頂きたい。 

16 

現暫定版において、補装具判定支援サイトQ＆Aに示す見解が、十分に反映されていないと考える。個々の事例における

微妙な解釈が、本Q＆Aにおいても活かされるとよい。 

今後作成される市町村、補装具製作業者、医療機関等に補装具支給制度の共通理解を得ることを目的とした「補装具費

支給判定基準マニュアル（完成版）」は、その内容のQ＆Aにおいて一定の見解を示している、テクノエイド協会が市町

村の補装具費支給事務担当者向けに作成した「補装具費支給事務ガイドブック」とどう整合性をつけるのか。 

17 

（現在関心のあることで）FM補聴器の支給について、18歳以上で職業上の理由で認められる場合はどのような場合か、

また両耳として認められる時があるのか、ご回答頂けると有難いです。 

義肢・装具の完成用部品の選択について。どのような場合にその部品の選択を妥当とするか、部品の選択の仕方が知り

たいです。 

18 眼鏡のＱ＆Ａを追加してもらいたい。 

19 消費税率の変更に伴い、現状に合わせた表記で完成版を作成する必要がある。 

20 

紙質の関係か、読んでいると光が反射して目がチカチカする。 

基準にありそうでなさそうな既製品の補装具の算定見本（ゲイトソリューションやオルトップ等）、質問の多い補装具

等の算定方法を、参考として掲載して頂きたい。 

21 眼鏡に関するQAは入れないのでしょうか 

22 
市町村の担当者によっては前任の担当者がおらず、費用の額の算定基準等に関することが分かりにくく、苦慮している

ようです。算定基準等について実務的な内容を具体的に示されるとよいのではないでしょうか。 

23 

重度障害者用意思伝達装置の判定例（見積例も含む）や判定困難例。 

 （判定件数が少なく、業者もほんのわずかですので、疑問が生じやすいです。） 

難病での判定例や対応困難例（件数が少ないため、多くの情報を知りたいと思っています。） 

眼科にかかる補装具の判定例や修理の考え方について 

 （判定不要としているため、各自治体で捉え方に差があるのではと思います。） 

介護保険対象者の車椅子支給にかかる考え方や調査確認のポイントについて。 

（実際に介護保険ﾚﾝﾀﾙ業者のｶﾀﾛｸ゙ を拝見しますと、負担金は若干高いものもありますが高機能の車椅子{ﾓｼﾞｭ ﾙーﾀｲﾌﾟ・

肘掛跳ね上げ・ｽｲﾝｸ゙ ｱｳﾄ付き・低床型・ﾁﾙﾘｸ等}を備えているので、各自治体で格差があるのではと思われます。また、

ｻｰﾋ ｽ゙の限度を超える・負担金がある・要支援で貸与できなかった等理由で市町窓口に相談されることが多いようです。） 

24 

関係機関に情報公開していただくことで、制度に対する考え方や各項目に対する基本的な考え方などが周知され、判定

業務が円滑に進むことを期待します。また、市町限りで判断されている内容について、各自治体で捉え方/判断の仕方

に差が生じている可能性もあり、総合的な判断材料として提供していただくことで地域格差の是正につながってくれれ

ばと期待します。 

25 

日常生活用具支給については掲載されていないが、市町村からの問合わせが多いのでQ&Aを詳しく載せて欲しい。 

補聴器に対するQ&Aも少ないので、充実させて欲しい。 

厚労省の出しているQ&Aも参考資料として一緒に掲載すると業務に使用する際に便利である。 
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厚生労働科学研究費補助金 

障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野）） 

分 担 研 究 報 告 書 

 
機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整備 

 

研究分担者 石渡利奈 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

福祉機器開発部 第一福祉機器試験評価室長 

研究分担者 山崎伸也 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

義肢装具技術研究部 副義肢装具士長 

研究分担者 我澤賢之 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

障害福祉研究部 研究員 

研究協力者 相川孝訓 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

福祉機器開発部 非常勤研究員 

 

研究要旨 本研究の目的は、補装具利用者の社会参加・自立促進に向けて、機能区分を活かす

完成用部品申請手続きのシステムを構築することである。昨年度は、システム構築の第一段階

として、手続きの効率化、正確性の向上を目的として、Microsoft Excel を用いた電子申請様

式を作成した。今年度は、昨年度末に実施したアンケート調査結果を基に、電子申請様式を含

む全体の申請システムの改善を図るとともに、将来的な機能区分を踏まえた完成用部品申請シ

ステムの構成案をまとめた。 

 
A．目的 

本研究の目的は、補装具利用者の社会参加・自立

促進に向けて、機能区分を活かす完成用部品申請手

続きのシステムを構築することである。 

本システムの構築のため、本研究では、①手続き

の効率化、正確性の向上を目的とした電子版申請様

式の作成、②実際の運用による様式およびシステム

全体の改善、③機能区分を踏まえた完成用部品申請

手続きシステムの提案を目標とした。 

昨年度は、システム構築の第一段階として、①に

ついて、Microsoft Excel を用いた電子申請様式を

作成し、本様式を用いた完成用部品申請手続きにつ

いてのアンケートを実施した。 

今年度は、②について、昨年度のアンケート調査

結果を基に、電子申請様式を含む全体の申請システ

ムの改善を図り、改善版のシステムを用いた申請手

続きについて、再度アンケート調査を実施、最終的

な要改善点を抽出した。 

また、③に向けて、将来的な機能区分を踏まえた

完成用部品申請システムの構成案をまとめた。 

 

B．方法 

B-1．申請システムの改善 

昨年度末に実施した申請者、事前審査者を対象と

したアンケート結果に基づき、今年度は、様式以外

の改善に重点をおいて、主に以下の改善／変更を行

った。 
＜電子申請様式に関する主な変更点＞ 
 昨年度の様式では、入力フォームと出力フォ

ームを分けていたが、入力フォームの記載

事項が出力フォームに反映された際、スペ

ースが不足したり、読みにくくなるなど、
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印刷に適した体裁の調整が難しいことが指

摘されていた。このため、今年度の様式で

は、出力フォームに直接入力できるように

した。 
 昨年度は、Excelのバージョンを複数用意し

たが、今年度は、マイクロソフト社で 2003

のサポートが終了したこともあり、2007 で

統一した。 

 電子ファイル名の付け方、電子媒体の作成方

法を整理し、見直しを行った。 

＜記入要領に関する主な変更点＞ 

 今年度は、記入要領全体について、大幅な見

直しを行った。 

 従来の様式の記入方法の説明に加え、申請手

続き全体について、記載することとした。 

 重複した内容や項目立てを手続きの流れに沿

って整理し、目次を作成した。 

 従来は、文章による説明がほとんどであった

が、視覚的にもわかりやすくなるよう、様

式一覧、電子媒体の作成方法などの図表を

追加した。 

＜説明会、Web での情報提供に関する主な変更点＞ 

 複数回／開催地の拡大の要望を受け、２会場

（東京、大阪）での開催を試験的に実施し

た。 

 説明会向けに、主な変更点等をまとめた

PowerPoint資料を作成し、PowerPointを用

いて説明を行った。 

 Web ページ上で、申請手続き等に関して寄せ

られた Q&Aを公開した。 

 

B-2．電子版申請様式を用いた申請手続きの実施 

申請受付開始にあたり、申請業者を対象とした説

明会を平成 26 年７月 22日（東京：国リハ学院）、

７月 29日（大阪：合同庁舎）の２か所で実施した。 

説明会では、参加者に申請関係資料一式（記入要

領、様式、記入例、参考資料）を収録した CD-Rを配

布し、事前審査担当者が申請全体の流れ、および様

式の記入方法についての説明を行った。 

また、ホームページ上に申請関係資料、および Q&A

を掲載し、関係者がダウンロード／閲覧できるよう

にした。 

資料配布後、平成 26年 9月 30日を締め切りとし

て、申請受付を開始した。受付締め切り後、提出さ

れた申請書を基に、事前審査を行った。 

 

B-3．申請手続きに関するアンケートの実施 

 申請受付終了後、今年度申請のあった 26社を対象

に、申請手続きに関するアンケート（以下 11項目、

自由記述）を E-mailにて実施した。 

 

アンケート項目 

1 ブック１ 

2 ブック２ 

3 ブック３ 

4 記入例について 

5 記入要領について 

6 添付資料（会社資料、インボイスなど輸入関係

資料など）について 

7 提出書類の PDFファイルへの書き出しについて 

8 電子媒体への保存方法、ファイル名変更等につ

いて 

9 完成用部品一覧表番号について 

10 ホームページについて 

（ http://www.rehab.go.jp/ri/shinsei/shins

ei.html） 

11 説明会について 

 

B-4．機能区分を踏まえた完成用部品申請システムの

構成案のまとめ 

 本研究課題の全体会議（定例研究会：今年度４回

開催）に出席し、他の研究分担課題で進めている機

能区分整備の状況に関する情報収集、意見交換を行

った。 

また、厚生労働省 社会・援護局 福祉用具専門

官、完成用部品指定申請の事前審査を担当する国立

障害者リハビリテーションセンター関係者、完成用

部品のデータベース作成、公開を担当するテクノエ

イド協会担当者で構成する「完成用部品に関わるワ
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ークフローシステムの在り方に関する検討委員会（今

年度２回開催）」に出席し、申請受付、審査、公示、

データベース上での情報公開までを効率良くスムー

ズに進めるためのワークフローシステムについて、

システムの構造等の検討を行った。 

以上を基に、将来的に、HP等で申請を受け付ける

電子申請を想定し、かつ機能区分を取り入れた完成

用部品指定システムの構成案をまとめた。 

 

Ｃ．結果 

Ｃ-1．申請システムの改善 

 電子申請様式に関する変更点として、出力イメー

ジの様式の中に、直接申請内容を記入できるよう、

図１に示すような入出力フォームを作成した。 

 

 

図１ 入出力フォームイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、作成するファイル（Excel、PDF、JPEGの３

種類 内容は、後掲の表２参照）を以下とし、ファ

イル名のつけ方を表１のように指定した。 

＜Excelファイル＞ 

 ブック１ 

 ブック２ 

 ブック３ 

＜PDFファイル＞ 

 様式：A-1、A-2、A-4～７（まとめて１つの

PDFファイルを作成） 

 添付資料 

１ 会社概要（申請事業者の概要がわかるパン

フレットなど） 

２ 部品概要 関係資料（組み立て調整法など

の日本語使用マニュアル、カタログ等） 

３ 工学的試験評価 関係資料（試験報告書、試

験結果証明書、試験機・試験装置関連資料な

ど） 

４ インボイス等輸入通関の際の金額の証拠とな

る書類の写し ※印刷物でも可 

４ 学会等の文献又は国内・海外での使用実績 

（販売実績）等 

＜JPEGファイル＞ 

 申請部品の写真データ 

 種類 内容 ファイル名 例
ブック１ 「申請事業者名」.xlsx 国リハ製作所.xlsx
ブック２ 「新規/変更/削除/価格変更＋申請番号」.xlsx 新規001.xlsx、変更002.xlsx
ブック３ 「完成用部品一覧表番号」.xlsx H26050001.xlsx
様式A-1 「申請事業者名＋A-1」.pdf 国リハ製作所A-1.pdf
様式A-2 「申請事業者名＋A-2」.pdf 国リハ製作所A-2.pdf
様式A-4
様式A-5
様式A-6
様式A-7

インボイス
「対応するブック２、またはブック３のファイル名＋
_INVOICE」.pdf

新規001_INVOICE.pdf、変更
002_INVOICE.pdf、
H26050001_INVOICE.pdf

JPEGファイル 部品の写真 「新規＋申請番号」.jpg 新規001.jpg、新規002.jpg

「新規/変更＋申請番号」.pdf 新規001.pdf、変更002.pdf

EXCELファイル

PDFファイル

表１ ファイル名一覧 
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なお、申請に際して必要な提出物は、以下３種類

となっており、種類・内容が多く、複雑であるため、

表２に示す通り、種類、内容、電子ファイルの整理

方法等の一覧をまとめ、記入要領にも記載した。 

 

 様式、資料等の電子ファイルを収めた電子媒体

（CD-R、DVD等） 

 様式、資料等の印刷物（正本、副本） 

 申請部品サンプル 

表２ 完成用部品指定申請に関する提出物一覧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ブック
１
（申
請事
業者
毎に
１ファ
イル

ブック
２
（部
品毎
に１
ファイ
ル）

ブック
３
（部
品毎
に１
ファイ
ル）

○ 添付資料
会社概要（申請事業者の概要がわかる
パンフレットなど）

○ 「会社概要」 ○

○ ○ ○ 様式（目次） 目次 ○ ○ 一番上の階層 ○
○ 様式（A-1） 義肢装具等完成用部品の指定申請書 ○ ○ 一番上の階層 ○
○ 様式（A-2） 申請部品一覧 ○ ○ 一番上の階層 ○

○ △※2 様式（A-3）
申請部品に係る価格根拠（新規ならび
に価格変更申請の場合が対象）

○
「新規申請」/
「変更・削除・価
格変更」

○

○ 様式（A-4） 部品概要 ○ ○ 「新規申請」 ○
（○）※
３※５

様式（A-5） 工学的試験評価概要 （○） ○ 「新規申請」 （○）

（○）※
４※５

様式（A-6） フィールドテスト結果 （○） ○ 「新規申請」 （○）

（○）※
４※５

様式（A-7） フィールドテスト被験者リスト （○） ○ 「新規申請」 （○）

（○） 添付資料
部品概要　関係資料（組み立て調整法
などの日本語使用マニュアル）

（○） 「添付資料」 （○）

添付可
能な限
り、必ず
提出

（○）※
３

添付資料
工学的試験評価　関係資料（試験報告
書、試験結果証明書、試験機・試験装
置関連資料など）

（○） 「添付資料」 （○）
必要に
応じて提
出

（○）※
６

（○）※
６

○※６ 添付資料

インボイス等輸入通関の際の金額の証
拠となる書類の写し
（輸入完成用部品の新規・価格変更申
請の場合、既収載の輸入完成用部品が
ある場合に必要）

（○） 「添付資料」 （○）

必要に
応じて、
PDF等電
子ファイ
ル、印刷
物のい
ずれかを
提出

○ 様式（A-8）
補装具等完成用部品申請のために提
出頂いたサンプルの返却について

○ 一番上の階層 ○

○ 様式（B-1）
義肢装具等完成用部品の変更・削除に
関する申請書

○ 一番上の階層 ○

○ 様式（B-2） 完成用部品（品番等変更）一覧 ○ 一番上の階層 ○

○ 様式（C-1）
既収載輸入部品に係る価格根拠（価格
変更申請部品を除く）

○
「既収載輸入部
品」

○

○ その他 申請部品の写真 ○ 「新規申請」
○ その他 申請部品のサンプル ○

（○） 参考資料
カタログ、学会等の文献又は国内・海外
での使用実績（販売実績）等

（○） （○）

添付可
能なら電
子ファイ
ルか印
刷物を提
出

サ
ンプ
ル

印
刷
物

※１　区分変更、メーカー名変更、品番変更、価格変更、削除申請。なお、区分変更の場合は、工学的試験評価、フィールドテストが必要となるケースがあ
りますので、事前に、事務局までご相談ください。

※６　輸入完成用部品の新規・価格変更申請の場合、ならびに平成26年度時点で既収載の輸入完成用部品がある場合に提出。

※２　価格変更申請を伴う場合。

※３　工学的試験評価が必要な場合（参考資料３参照）に提出。
※４　フィールドテストが必要な場合（参考資料３参照）に提出。

※５複数の部品で共通の工学的試験評価/フィールドテストを適用する場合には、一番若い申請番号の様式を作成し、残りの申請番号の様式は、それを参
照する形で記入の省略可。詳細については、記入要領参照。

ファイルを入れ
る階層/「フォル

ダ」

備考

変更・
削除・
価格変
更申請
※１

既収載
輸入品
の価格
根拠申
請

PDF
ファイ
ル

JPEG
ファイ
ル

EXCELファイル

申請内容

提出物の種
類

内容新規申
請

電子ファイル
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Ｃ-2．電子版申請様式を用いた申請手続きの実施 

申請手続き実施の結果、H26年度は、新規申請 181

件（義肢 76件、装具 22件、座位保持装置 83件）、

変更削除申請 698件、既収載輸入部品の価格根拠申

請 1070件、計 1949件の申請が受付された。 

 

Ｃ-3．申請手続きに関するアンケートの実施 

申請業者を対象としたアンケート実施の結果、26

社中 13 社から回答が寄せられた（回答率 50％）。

主な回答結果をまとめた内容を以下に示す。 

 ポジティブな意見としては、昨年よりも申請がわ

かりやすく、しやすくなった、前年度より記載方法

が改善された、などの回答があった。 

 一方、ネガティブな意見としては、タブ（Excel

のシート）が多く煩雑、記入例が簡潔過ぎて参考に

ならない、印刷時の調整がしにくい、専用の電子申

請ソフトで様式を作成できるようになるとよいとい

う要望等があった。 

 

＜補装具完成用部品指定申請に関するアンケート結

果まとめ＞ 

 感想（＋） 

 全般 

・ 特に要望なし 

・ 以前と比べ、大変楽 

・ 昨年よりも申請がわかりやすく、しやすくなっ

た 

・ 新しい取組前と比べると、雲泥の差 

・ 前年度より記載方法が改善され、リンク等の記

載について理解していれば問題もなく申請を行

う事ができた 

・ 必要なものが判りやすくなった 

 Excel 

・ 項目だけ入力すれば反映されたので良いと思う 

・ コピー・貼りつけの回数が減った 

・ 写真の貼り付けが（A-4 部品概要）では、特に

使いやすくなり、助かった 

・ 特に問題なし Wordや Excelに PDF変換機能も

あるため、スムーズ 

 問い合わせ 

・ 事前説明会のおかげでわかりやすかった 

・ 事前に問い合わせもできるため、大変助かった 

・ 大変丁寧なご対応を頂いた 
 

 感想（－）（不明点） 

 Excel 

・ Excel ファイルということもあり、タブが多く

分かれ煩雑に感じた また申請内容の修正や差

し替え等の作業を行う際にタブの多さに使いに

くく感じた 

・ PCの Excelバージョンによって印刷範囲設定が

異なる為、本来・ページのものが出力時に分割

され２ページになってしまった 

・ 申請するためにいくつものファイルを作成し階

層に分けることが解りにくかった また提出す

る資料も多く、提出データファイルの多さや形

式の指定が煩雑に感じた 

・ Book1や A-1などの関係が理解しがたい 

・ 全てを仕上げて最終的に上書きしていかねばな

らなかったので、ページ調整や修正等やりにく

かった 

・ 添付資料２の扱いなどよくわからない箇所があ

った 

・ 1個しかない時に、欄が小さすぎる 

・ 部品概要欄の追加に気付かなかった 

・ 関数により入力不要の項目と直接入力が必要な

項目とが 1 つのシートにある為、編集時にわか

りにくかった 

 不明点 

・ 工学的試験の「背支持部 後方静的荷重試験」

は求める強度が大き過ぎると思われる 

・ 販売価格の決め方がよくわからない 利益は一

般的にどれくらいなのか 

・ 工学的試験評価はどの程度載せるべきなのか 

JIS すべてなのか 

・ 使用した部品はどの範囲まで記入するか パイ

プのメーカーも必要なのか 

・ 新規申請で取引実績のないものについて一年以

上以前の為替レートを適用しなければならない

為、現実との乖離が生じる可能性がある 
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・ （記入例では）空白欄が目立ち、記入例が省略

されている箇所が多く、雑すぎて参考にならな

い 結局、記入要領を読み直す必要があるので

不便 

・ 会社資料は PDF にする必要があるのか 

・ インボイス編纂に多大な労力を要する 

・ 書面提出２部している上に、rawデータ（Excel・

ファイル）があるのであれば、わざわざこちら

で手間をかけて PDFにする理由があるのか疑問 

有効活用されているのであればよいが、多くの

ユーザにとって不慣れなフォーマット変換（PDF

変換）を義務化しても、不慣れがゆえにチェッ

クが行き届かず、文字化けや位置ずれを起こし

て結局、使い物にならないのではないかと推察

される 

 問い合わせ 

・ 問い合わせは、回答までに日数がかかる印象 

・ 一例だけだと分かりにくかった 

・ 記入例、記入要領を読んでもわかりにくく、作

業が煩雑であった 

・ 記入用紙のダウンロード時期は迷った いつが

最新版になるかわからなかったため 

 

 要望 

 Excel 

・ ページ欄なしの方が良い 

・ （ページは）システムで自動に出るようになる

とよい 

・ 申請事業者名は、（すべて）様式 A-・とリンク

を張って欲しい 

・ 備考変更の選択欄がないが、あった方がわかり

やすいのではないかと思う 

・ 寸法、重量などを記載する際にサイズが多くあ

るものがあるので、表で挿入できるようになる

と便利 

・ フィールドテスト実施住所など重複する部分は

「A と同様」など簡略できれば効率的 

・ 申請に際しての必須入力項目と任意入力部分を

＊印なので表記して見分けられれば効率的  

・ 件数が増えると件数分の入力は非常に手間にな

ると思う 表形式の入力と出力を分けて欲しい 

・ 提出先で印刷物をスキャンするほうが良いと思

う 

・ 新規申請（自社製）の場合は Book・だけ記入す

ればよいとか、分かりやすくならないか 

・ 部品名が長いときもあるので、セルの幅や高さ

を調整できるとよい 

・ PMDAからリリースされている医薬品等電子申請

ソフトのように、鑑も目次もデータ内容も一括

でプリントアウトが出来、電子データもそのソ

フトで作成できるようなものが使い易い 

 問い合わせ 

・ （事前説明会は）Web 上で動画ストリーミング

でも開催してもらえると助かる 録画でも良い 

・ 説明会をもう少し早い段階、申請を開始する前

に行って欲しい 

・ 説明会開催からの資料提出〆切までの時間に若

干の余裕があれば有難い（90日～）        

 その他 

・ 輸入品の外国販売価格とはどの販売価格の記載

を望んでいるのか知りたい 販売メーカーが自

国内で販売している価格なのか、それとも弊社

が輸入してそれを他国に販売している価格なの

か前者であれば、条件によって異なるし、一般

的にメーカーが発行するプライスリストの価格

が知りたいということなのか？ 

・ 輸入原価が 55%以下の場合は、理由を記載する

ことになっているが、この 55%以下とした根拠

が何かを知りたい 他業種でも構わないので、

具体的な指標が知りたい 

・ 急激な円安が進み、申請当時よりも為替相場が

大きく変化しているため、部品価格の算定根拠

には充分配慮して欲しい 

 

B-4．機能区分を踏まえた完成用部品申請システムの

構成案のまとめ 

機能区分については、現在、他の分担研究課題「完

成用部品の機能区分整備」にて、機能区分が行われ

ている米国のＬコード等を参考に、日本独自の機能

区分案を作成しているところである。 
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研究会での議論の結果、将来的な機能区分を踏ま

えた完成用部品指定申請として、機能区分表を基に、

各申請業者が申請部品に該当する機能区分を申告し、

補装具評価検討会等にて、その妥当性を審議する必

要性が示唆された。 

なお、申請受付、審査、公示、データベース上で

の情報公開までを一体化した完成用部品申請システ

ムに関し、現在は、申請受付、審査までを、本研究

で整備している Excel版の様式等を用いたシステム

で対応し、公示、データベース上での情報公開まで

を、テクノエイド協会のワークフローシステム検討

委員会の中で試作している。 

前述のアンケートの結果からも、より効率のよい

申請システムの構築のため、将来的には、現状、Excel

の様式を用いての申請システムについても、Web上

での入出力、申請受付が可能になることが望ましい

ことが示唆された。 

 

Ｄ．考察 

 昨年度の申請システムの改善では、申請様式をExcel

を用いて電子化したことにより、申請や事前審査に

関する効率性、正確性が向上した。今年度の申請シ

ステムの改善では、運用結果に基づく様式の改善に

加え、記入要領等、説明会での説明方法の見直しも

行った結果、昨年よりも、申請がわかりやすく、し

やすくなったとのフィードバックが得られた。 

 一方で、昨年度も示唆されたように、Excelのシ

ートが多く煩雑、印刷時の調整がしにくい等のユー

ザビリティの課題が指摘された。これらの課題を解

決するには、今回作成した Excel版の申請様式を基

に、Web 上での入出力を可能にする電子申請システ

ムを構築する必要があると考えられた。本システム

構築は、申請受付、審査、公示、データベース上で

の情報公開までを一貫して効率よく行うため、現在

テクノエイド協会で試作しているシステムとの連動

性を重視して進めることが求められる。 

なお、機能区分については、他の分担研究課題に

て作成する機能区分案を受け、申請様式に区分の申

告欄を設けるとともに、機能区分に関する申請業者

の十分な理解を促すため、昨年度開催したような研

究会や、完成用部品指定申請の説明会の開催、機能

区分申請に関する説明資料等の整備を通じて、情報

共有を図る必要があると考えられる。 

また、限られた時間で開催される補装具評価検討

会にて、区分の妥当性の審議を効率的に進めるため、

妥当性を事前に詳細検討するワーキンググループ等

の設定も必要と考えられる。 

 

Ｅ．まとめ 

 アンケート調査結果を基に、電子申請様式、記入

要領、説明会での説明方法等、申請システム全体の

改善を図った結果、申請や事前審査に関する効率性、

正確性が向上し、より良い申請システムを構築する

ことができた。 

 一方で、申請書類を Excelで作成する際、出力等

のユーザビリティに課題が生じており、Web上での

入出力を可能にする専用の電子申請システム構築の

必要性が示唆された。本システム構築は、申請受付、

審査、公示、データベース上での情報公開までを一

貫して効率よく行うため、現在テクノエイド協会で

試作しているシステムとの連動性を重視して進める

ことが求められる。 

 なお、機能区分を踏まえた完成用部品申請手続き

の整備のため、①申請様式への区分申告欄の設定、

②機能区分に関する説明会の開催、③説明資料の整

備、④効率的な審査体制の構築が必要と考えられる。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

なし 

2．学会発表 

なし 

 

Ｇ．知的財産権に出願・登録状況（予定を含む） 

1．特許取得 

なし 

2．実用新案登録 

なし 
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別紙４                                                                           
                
                                                                                
                 

研究成果の刊行に関する一覧表レイアウト 
                                                                                
                 
      書籍                                                                       
                 

 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の 
 編集者名 

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ 

 該当なし       
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

総 括 研 究 報 告 書 

 
補装具の適切な支給実現のための制度・仕組みの提案に関する研究 

 

研究代表者 井上剛伸 国立障害者リハビリテーションセンター研究所福祉機器開発部長 
 

研究要旨 本研究の目的は、義肢・装具・座位保持装置の価格を適正に設定する仕組み

を整えるとともに、完成用部品の機能に基づく整理を確立することで、障害状況に適応

した適切な補装具が支給されるための制度・仕組みを提案することにある。これによ

り、これら補装具の利用者の社会参加・自立を促進することを目指す。そのために、＜

課題１＞ 完成用部品の機能区分整備、＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡便

なデータ更新方法の確立にかかる研究、＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアル

の作成、＜課題４＞ 機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整備 の小課題を設

定した。 

 今年度の成果は以下の通りである。 

＜課題１＞平成 25年度および平成 26年度に行った調査・分析結果を基に機能の定義付

けとその妥当性を確認し、完成用部品の骨格構造義足について機能区分案を作成した。 

＜課題２＞現行の部品リストから、機能区分内の部品の価格を調べたところ、平均

48.0%と、ある程度大きなちらばりがあることがわかった。また、将来的に、機能区分毎

固定価格制を併用することで必要な部品を供給しつつ全体のコストを抑えられるとの推

計が得られた。 

＜課題３＞更生相談所職員を対象とした限定版（Q&A189問）と医療関係者、市町村職員

等支援者を対象とした公開版（Q&A71 問）に分けてマニュアルを作成した。いずれも、

骨格義足完成用部品の機能区分表を盛り込み義肢判定の際に役立つものとして完成させ

た。 

＜課題４＞機能区分の運用上必要な情報を整理するとともに、完成用部品登録申請を通

じて集約することを想定した様式改訂案の作成、さらには、運用上の問題点についてま

とめた。 

 さらに、課題１から４の成果を受け、補装具費支給制度に関する提案をとりまとめ

た。短期的には、機能区分表の公開による共通認識の促進と価格の平準化であり、長期

的には、機能区分の整理に基づいた価格設定と利用者の機能を結びつけた適正な支給判

定の促進を提案した。 

 
研究分担者 

樫本修・宮城県リハビリテーション支援センター・ 

所長 

児玉義弘・ナブテスコ株式会社住環境カンパニー福

祉事業推進部・部長（～平成 27 年 5

月）， 同・参与（平成 27 年 6月～12

月），国立障害者リハビリテーションセン

ター研究所福祉機器開発部・客員研究員

（平成 28年 1月～3月） 

山崎伸也・国立障害者リハビリテーションセンター

研究所義肢装具技術研究部・副義肢装具士

長 

我澤賢之・国立障害者リハビリテーションセンター

研究所障害福祉研究部・研究員 

石渡利奈・国立障害者リハビリテーションセンター

研究所福祉機器開発部・第一福祉機器試験

評価室長 

 

研究協力者 

相川 孝訓・国立障害者リハビリテーションセンタ

ー 

研究所福祉機器開発部 非常勤研究員 

伊藤利之・横浜市リハビリテーション事業団 顧問 
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小川雄司・埼玉県総合リハビリテーションセンター  

主任 

高岡 徹・横浜市総合リハビリテーションセンター 

医療部長 

武田輝也・宮城県リハビリテーション支援センター 

技師 

長瀬 毅・流通経済大学経済学部 准教授 

正岡 悟・大阪府障がい者自立相談センター 所長 

松野史幸・一般社団法人日本車椅子シーティング協 

会 

 

A．目的 

補装具費支給制度は本邦における福祉用具の公的

給付の根幹をなす制度である。補装具の価格は補装

具費支給基準により定められているが、特に義肢・

装具・座位保持装置（以下、義肢等）については基

本価格、製作要素価格の項目が多岐にわたることに

加え完成用部品を用いることから、その供給に要す

る費用と価格のバランスを適正に保ち続けるための

仕組みが十分に整えられているとは言いがたい。ま

た、全国の更生相談所の補装具判定における基準解

釈の違い、地域格差の是正をなくし、公平・公正な

判定の考え方の意識を統一する必要があると考えら

れる。 

 完成用部品については、現在部品指定申請時に

部品供給業者より提示された価格を元に厚生労働省

が公示価格を設定している。その際、部品の区分は

部品の構造を基に、大まかな分類はなされているも

のの、部品の機能に基づいた区分は示されていな

い。そのため、適切な部品が、適正に利用者の手に

渡らないという問題を生じている。価格について

は、原価率等を確認する仕組みはあるものの、高

額・高機能部品を含め部品の機能に応じた価格妥当

性評価を行う仕組みは確立していない。そのため、

類似の機能でありながら価格が大きく異なる部品が

ある等の問題が生じている。さらに、完成用部品の

指定申請にあたっては、その複雑さにより、トラブ

ルが生じるケースも見られており、様式等を含めて

手続きを整備する余地がある。こうした課題を解決

することで、利用者にとって必要で使いやすい補装

具が、適正な価格で安定的に供給されるようになる

ものと考えられる。 

本研究は、義肢・装具・座位保持装置の価格を適

正に設定する仕組みを整えるとともに、完成用部品

の機能に基づく整理を確立することで、障害状況に

適応した適切な補装具が支給されるための制度・仕

組みを提案することを目的とする。これにより、こ

れら補装具の利用者の社会参加・自立を促進するこ

とを目指す。 

具体的な課題として、完成用部品の機能区分を整

備することを中心に据え、それと完成用部品の価格

および利用者の機能との関連づけを行うこととし

た。それを基に、価格の決定や支給判定、申請手続

きを適正かつ円滑に行う制度・仕組みを提案する。 

昨年度は、骨格構造義足について合計 976点の部

品の情報を入手し、機能区分の初版を作成した。製

作費用については、義肢等の製作事業者に対するア

ンケート結果をもとに、人件費単価が平成 23年度

の調査結果よりも低い値となっている点、利益率が

平均値より低い事業所が多い点等を明らかにした。

補装具費支給判定基準マニュアルについては、Q&A

（暫定版）の更生相談所における 6ヶ月試用後のア

ンケート調査を実施し、8割以上から役立っている

との回答が得られた。得られた結果を基に、暫定版

の修正点を決定するとともに、公開版と更生相談所

限定版を作ることとした。申請手続きの整理につい

ては、昨年度の調査結果に基づき、様式、記入要

領、説明会での説明方法の改善を行い、その効果が

示された。 

 本年度は、骨格義足の機能区分表および補装具費

支給判定基準マニュアルを完成させるととともに、

機能区分を踏まえた完成用部品の価格設定や完成用

部品申請についての仕組みを提案することを目標と

した。 

 

B．方法 

 上記の目的を達成するために、本研究では、以下

の 4つの小課題を設定して研究を実施している。 

＜課題１＞ 完成用部品の機能区分整備（児玉、山 

崎、我澤） 

＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡便なデ 

ータ更新方法の確立にかかる研究（我

澤、山崎） 

＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアルの作

成（樫本） 

＜課題４＞ 機能区分を踏まえた完成用部品申請手

続きの整備（石渡、山崎） 

 図 1にそれぞれの課題の関連性を示す。 

 

 
図 1 研究課題の関連性 

 

B-1．完成用部品の機能区分整備 

1）骨格構造義足用部品の機能区分暫定案作成 
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平成 26年度版および平成 27年度版「完成用部品

の指定基準」に掲載の骨格構造義足用部品約 1200

点について機能の整理・定義付けを行い、機能区分

暫定案を作成した。 

2) 機能区分案の共通理解と内容の充実 

 作成した機能区分暫定案をベースにとし、部品供

給事業者（7社）との意見交換会を実施した。これ

によって得られた情報を参考とし機能区分表を完成

させた。 

 

B-2．製作費用の包括的把握方法と簡便なデータ更新 

方法の確立にかかる研究 

1) 機能区分毎の価格状況についての検討 

 機能区分案毎に属する部品の価格について、標準

偏差と平均価格の比を算出し、価格の散らばりの状

況を確認した。ただし、本研究では、部品の属性が

価格に与える影響を除去するため、区分に定められ

た基本的な機能のみを有するものを対象として価格

のちらばりの状況を確認するものとし、下記のいず

れかを満たす部品を除去して算出を行った。 

・付加機能がある。 

・主な材料として、チタンもしくはカーボン、マグ 

ネシウムを含む。 

・使用者の身体機能について、メーカー推奨 Kレベ 

ルが K4に対応している、もしくは「活発な歩

行」を想定している。 

・製造中止もしくは削除の予定がある。 

2) 機能区分に基づく価格制度の検討 

完成用部品の価格制度について、補装具製作事業

者から見た（a）完成用部品供給業者からの仕入価

格と(b)補装具価格への加算価格の定め方の 2 点に

着目し、考えられる制度の類型分けをし、前項の結

果を踏まえてそれぞれの制度における特性をまとめ

た。 
 
B-3．補装具費支給判定基準マニュアルの作成 

1) Ｑ＆Ａの厳選・整理 

平成 26年度に行ったアンケート調査結果をもと

に「補装具費支給判定Ｑ＆Ａ暫定版２・アンケート

調査結果」の 151問を整理して掲載に相応しいもの

を厳選した。また、平成 26年度、平成 27 年度に

「全国身体障害者更生相談所長協議会補装具判定専

門委員会」に寄せられた新たなＱ＆Ａ（26年度 32

問、27年度途中まで 28問）を厳選、加工して新た

に追加できる質問を整理した。 

2) 項目の追加 

 平成 26年度アンケートの意見を参考に補装具費

支給制度の基本事項を追加するとともに、骨格義足

の完成用部品の機能区分表を盛り込むこととした。 

 以上をふまえて、更生相談所職員を対象とした限

定版と医療関係者、市町村職員等支援者を対象とし

た公開版に分けてマニュアルを作成した。 

 

B-4．機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整 

   備 

1) 新しい部品を機能区分に分類するために必要な情

報と当該情報を集約する場合必要となる申請様式

の改定案について 

作成された骨格構造義足用部品の機能区分に掲載

されている内容と、本研究で改訂した補装具等完成

用部品の現行の申請様式について機能区分をとりい

れることで、新しく追加が必要となる項目にを考慮

し、改定案を作成した。 

2) 機能区分案を取り入れた場合、運用していく上で考

えられる事項 

 補装具等完成用部品の申請受付から新しい補装具

等完成用部品の情報公開までの流れの中で、機能区

分案を取り入れた場合に発生するであろう問題点を

整理した。 

 

Ｃ．結果と考察 

Ｃ-1．完成用部品の機能区分整備 

1) 骨格構造義足用部品の機能区分暫定案作成 

骨格構造義足用部品約 1200点について、機能区分

の大枠として、切断者の失われた機能を代償するも

のとの観点から、①人と義足のインターフェースの

役割を補助する部品、②膝関節など生体の各部分の

機能を代償する部品、③股継手・膝継手・足継手・

足部等を繋ぐ部品、④足の形状をつくる外装のため

の部品の 4つに分類し、これらを更に構造（機構）、

機能毎に分類した。更に、同一構造、同一機能間の

差異について、使用者体重制限、主な使用材料、重

量、メーカー推奨適応活動レベル（Kレベル）（前述

の②の部品のみ）、特記事項（付加機能）等を記載

した機能区分暫定案を作成した。 

2) 機能区分案最終版の作成 

作成した機能区分暫定版を基に、完成用部品供給

事業者との意見交換会を開催した。意見交換会に

は、完成用部品供給事業者から 7社 9名、オブザー

バーとして厚生労働省福祉用具専門官、そして研究

班から 6名が参加した。 

参加者から多くの質問や意見が出されたが、機能

区分案については概ね理解が得られた。ここで出さ

れた部品供給事業者からの意見を参考として機能区

分を修正しの最終版をまとめた。また、部品の検索

や今後の整理等に役立つようカテゴリー毎にコード

付けを行った。 

最終的に平成 26年度および平成 27年度版の完成

用部品の指定基準に掲載の骨格構造義足部品 1189

点について機能区分を作成した。具体的には、①イ

ンターフェースとしての役割を補助する部品 178点

を 18のカテゴリーに、②生体の股関節・膝関節・

足部等の機能を代償する部品 404点を 67のカテゴ

リーに、③股継手・膝継手・足継手・足部等を繋ぐ

部品 519点を 41のカテゴリーに、④足の形状をつ

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.199 】
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くる外装のための部品 88点を 20 のカテゴリーに分

類しそれぞれにコード付けを行った。 

 

Ｃ-2．製作費用の包括的把握方法と簡便なデータ更新 

方法の確立にかかる研究 

1) 機能区分毎の価格状況についての検討 

全機能区分（148 区分）のうち有効品目数が 3以

上の区分 72について算出した「標準偏差÷平均」

の値は最大値 140.3%、平均 48.0%、中位値 42.4%、

最小値 8.5%であった。また「標準偏差÷平均」の

値が 50.0%以上である区分は 29 であった。この結

果は、現状において同一区分内にある程度の大きさ

の価格の散らばりが存在することを示している。 

2) 機能区分に基づく価格制度の検討 

 個々の部品の機能区分が明示されることを前提と

した部品価格制度について、機能区分補装具製作事

業者から見た仕入価格、加算価格の区分に基づく価

格制度の類型分けを行ったところ、仕入価格につい

ては固定価格制（年に 1回申請に基づく更新機

会）、オープン価格制の 2種を、加算価格について

は部品毎の固定価格制、機能区分毎の固定価格制の

2種を想定することができた。 

以下、仕入価格についての特徴を述べ、ついで加

算価格についての特徴ならびに参考とすべき類似制

度を述べる。 

仕入価格について 

 仕入価格については、現状固定価格制が採られて

いる。これはどの補装具製作事業者も同じ部品は同

じ価格で購入することになるため、補装具製作事業

者の直面する完成用部品使用により得られる粗利

（部品管理費を含む）の水準を厚労省がコントロー

ルできる意味を持つとともに、大量の部品のまとめ

買いが困難な比較的小規模の事業所の保護に役立つ

メリットがある。その反面、完成用部品供給事業者

は次期価格改定が行われるまでの期間（現行、年度

単位）価格変更ができないため、為替リスク等を踏

まえた価格申請をせざるをえない面があり、これが

部品価格を引き上げる方向に作用している可能性が

ある点デメリットと考えられる。 

なお、加算価格が機能区分毎価格制の場合でかつ

機能区分名での補装具処方方式が導入される場合

は、仕入価格の更新間隔の短縮もしくはオープン価

格制を検討する必要があると思われる。これは、完

成用部品供給事業者間の価格競争にかかる点であ

る。仮に同一機能区分における加算価格が同一の部

品間で仕入価格の異なる部品があった場合、補装具

製作事業者は、購入費用以外の部品の調整・管理等

にかかる費用を考慮しつつ総合的により安価なもの

を選択することが考えられる。この状況で仕入価格

が固定価格制であるとすれば、相対的に高い仕入価

格を設定した完成用部品供給事業者は、次の仕入価

格変更の機会まで部品がほとんど売れないという状

況が生じることが想定される。仕入価格を長期間変

更できないとすればこの点が問題になると思われ

る。 

加算価格について 

加算価格を機能区分毎に設定することは、同等機

能の部品の価格平準化を進めるうえで極めて強い効

果を示すと考えられる。これを制度化するために

は、個々の部品の機能区分と仕入価格等に基づく価

格設定・改定のルール、それらの根拠である仕入価

格等市場調査方法、該当機能区分をより厳密に審査

するための組織・仕組み作りの整備が必要となる。 

区分別の部品価格（加算価格）のちらばりが大き

い現状を踏まえると、当面は現行制度のまま機能区

分を表示することで、機能区分毎の価格がゆるやか

に平準化していくのを見守るのが望ましいと考えら

れる。長期的には、前項制度を継続する選択肢の

他、補装具への加算価格について機能区分毎価格を

導入することも検討の余地がある。現状、アメリ

カ、フランスにおいては比較的安価な部品について

は機能区分別固定価格、高額部品については個別価

格（米国保険制度では雑コードに相当）と両制度を

併用している国もある。日本の薬価制度も両制度制

と言える。 

  

Ｃ-3．補装具費支給判定基準マニュアルの作成 

1) 限定版の構成 

限定版に選出したＱ＆Ａは 189問となった。限定

版は次のように構成した。 

①補装具費支給制度の基本事項 

 補装具制度の歴史概要、補装具判定おける身体障

害者更生相談所の役割、補装具判定・処方前の基

礎知識 

②補装具費支給事務取扱指針にみる疑義解釈 

制度適用、支給可能な個数、特例補装具など 28

問。 

③補装具費支給の算定に関する疑義解釈 

装具、義肢、車椅子など種目別で 77問。 

④基準の文言の解釈・補装具の適応・技術的な理解

に関する疑義解釈 

種目別の理解、児童補装具の理解、難病の理解な

ど 84問。 

⑤厚生労働省事務連絡のＱ＆Ａ（自立支援法以降） 

計 6回にわたる事務連絡の計 51問。 

⑥技術編：義足完成用部品の理解 

骨格構造義足判定における処方の理解、義足の

継手、足部について機能区分表を掲載した。 

 

2) 公開版の構成 

公開版に選出したＱ＆Ａは 71問となった。公開

版は次のように構成した。 

①補装具費支給制度の基本事項 

  限定版と同内容 

②補装具費支給制度の理解と疑義解釈 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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補装具の定義、更生相談所の補装具判定とは何

か、治療用装具と更生用装具の違いなど補装具費

支給制度の理解に関する基本的なＱ＆Ａ24問。 

③医療関係者・市町村等支援者向けＱ＆Ａ 

医療関係者等中間ユーザーの理解を促すととも

に市町村が補装具費の支給決定を行う際に参考と

なるようなＱ＆Ａ47 問。特に児童の補装具、難病

患者等に関するＱ＆Ａを掲載した。 

④厚生労働省事務連絡のＱ＆Ａ（自立支援法以降） 

計 6回にわたる事務連絡の計 51 問。 

⑤技術編：義足完成用部品の理解 

骨格構造義足判定における処方の理解、義足の継

手、足部について機能区分表を掲載した。 

3) マニュアルの特長 

 3 年間の研究成果として作成した「補装具費支給

判定基準マニュアル」の最大の特長は、その構成の

核となる補装具に関するＱ＆Ａが、実際に全国の身

体障害者更生相談所の補装具判定において生じたＱ

をアイデアにして作成されていることである。平成

28 年 2月末までに 241個のＱ＆Ａが蓄積されてい

る。個別の既製品に対するものを省いたＱ＆Ａから

アイデアをいただき、単刀直入にエッセンスだけを

書き直したのが本マニュアルのＱ＆Ａである。 

 本マニュアルには、技術編として義足完成用部品

の理解を促す目的で骨格構造義足判定における処方

の理解、義足の継手、足部について機能区分表を掲

載したのも大きな特長である。その背景には、Ｑ＆

Ａ暫定版のアンケートの中に「義足完成用部品の選

定の仕方が分からない」という声があった。この機

能区分表は同じ研究グループで他の研究分担者であ

る児玉らが既に機能区分が行われている米国の Lコ

ード等を参考にわが国の義足完成用部品について機

能の整理・定義づけを行い、独自の機能区分をまと

めたものである。本マニュアルにはそのうち股継

手、膝継手、足継手・足部だけを抜粋して掲載して

いる。この機能区分表が有効利用され、義足の判

定、処方において根拠、自信のある完成用部品の選

択、処方がなされるようになること、機能区分が医

師、義肢装具士、リハ専門職、行政側の職員等の共

通言語となり、完成用部品選択の共通理解の一助に

なることを期待している。 

 

Ｃ-4．機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整 

   備 

1) 新しい部品を機能区分に分類するために必要な情

報と当該情報を集約する場合必要となる申請様式

の改定案について 

現行の補装具等完成用部品の申請様式は、1つの

様式で、義肢と装具、座位保持装置を網羅する形と

している。しかし、本研究で機能区分案として纏め

たものは、骨格構造義足用部品のみである。今回の

申請様式は、装具および座位保持装置については考

慮せず、義肢用申請様式としてまとめた。 

機能区分案の項目は、 

① コード 

② 新名称 

③ 機能区分 

④ 機能概要 

⑤ メーカー推奨適応活動レベル 

⑥ メーカー名 

⑦ メーカー品番 

⑧ メーカー部品名称等 

⑨ 使用者体重制限（㎏） 

⑩ 主な使用材料 

⑪ 重量（g） 

⑫ 価格（円）（基準価格） 

⑬ ﾒｰｶｰ保証期間 

⑭ 特記事項 

の 14項目がある。新しい部品を機能区分に分類す

るためには、いずれの機能区分に該当するかにかか

る情報（①～④、ただし①の記載により②から④は

規定される）ならびにその他の属性にかかる情報

（⑤～⑭）が必要となる。これらの項目を現行の申

請様式に当てはめて整理し、現在の申請様式に記載

箇所のない①～⑤、⑭を様式に追加した。 

2) 補装具等完成用部品の申請受付から新しい補装

具等完成用部品の情報公開までの流れの中で、

必要になる事項 

① 機能区分についての周知 

各メーカー、補装具評価検討会メンバー、国リ

ハ補装具等完成用部品の事前評価メンバーに機能区

分の分類について周知する。 

② 機能区分の妥当性の検証 

 申請部品を各メーカーが独自に機能区分に割り当

てたものが妥当であるか確認し、機能区分が適正に

運用されるようにする。 

③ 平成 27 年度等新規収載部品の情報集約 

現行機能区分案は平成 26年度の部品に基づいて

いる。今後部品申請のなかで区分のための情報集約

が行われるようになったとして、少なくとも平成

27、28両年度に新規収載となった部品については

申請とは別に必要情報の集約を行う必要がある。  

④ 新しい機能の取り込み 

新しい機能を持つ部品の申請があった場合、現存

の機能区分に当てはめ特記事項に追加される機能を

記入する。もしくは、新しい機能区分の枠を作るか

を判断する。 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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⑤ 新しい機能区分の作成ルール 

新しく機能区分の枠を作成する場合、新しい機能

の名前を誰がどのようにして付けるかルール作りが

必要である。また、数年に一度、機能区分の整理に

不適正な分類がされていないかを見直す機能が必要

である。 

 

Ｃ-5．制度・仕組みの提案 

課題１から４の成果を受け、補装具費支給制度、

その仕組みに関して議論し、以下のような提案をと

りまとめた。 

1) 短期的な提案 

 機能区分表の公開により、補装具費支給制度 

に関わる関係者が、完成用部品に関する共通

認識を持つことができ、改めて価格に対する

関心が高まることにより、価格の平準化を促

進する。 

 定期的な価格調査を行い、現状をしっかりと

把握した上で、価格の見直しを行う。 

 マニュアルの活用により、更生相談所および 

市町村等の担当者の支給判定における質の向

上が促される。 

 完成用部品指定申請の電子化により、事務手

続の効率化を実現する。 

 

2) 長期的な提案 

 継続的な機能区分に基づく完成用部品の整理

を行う事で、共通認識を定着させる。 

 個別製品ごとの価格設定と機能区分ごとの価 

格設定の併用により、適正な価格設定を実現

する。 

 部品の機能と人の機能の対応付けに基づき、

適正な支給判定を促進する。 

 

Ｄ．まとめ 

完成用部品の機能区分を整備することを中心に据

え、それと完成用部品の価格および利用者の機能と

の関連づけを行うことで、価格の決定や支給判定、

申請手続きを適正かつ円滑に行う制度・仕組みを提

案することを目指し、以下の 4つの小課題を実施し

た。 

＜課題１＞ 完成用部品の機能区分整備 

＜課題２＞ 製作費用の包括的把握方法と簡便な 

       データ更新方法の確立にかかる研究 

＜課題３＞ 補装具費支給判定基準マニュアルの 

作成 

＜課題４＞ 機能区分を踏まえた完成用部品申請 

手続きの整備 

今年度は、昨年度までの調査・分析結果を基に機

能の定義付けとその妥当性を確認し、完成用部品の

骨格構造義足について機能区分案を作成した。 

それを基に、機能区分内の部品の価格を調べたと

ころ、平均 48.0%と、ある程度大きなちらばりがあ

ることがわかった。また、将来的に、機能区分毎固

定価格制を併用することで必要な部品を供給しつつ

全体のコストを抑えられるとの推計が得られた。 

また、更生相談所職員を対象とした限定版

（Q&A189問）と医療関係者、市町村職員等支援者

を対象とした公開版（Q&A71問）に分けてマニュア

ルを作成し、骨格義足完成用部品の機能区分表を盛

り込んで義肢判定の際に役立つ「補装具費支給判定

基準マニュアル」として完成させた。 

さらに、機能区分の運用上必要な情報を整理する

とともに、完成用部品登録申請を通じて集約するこ

とを想定した様式改訂案の作成、さらには、運用上

の問題点についてまとめた。 

以上の成果を受け、補装具費支給制度に関する短

期的な提案として、機能区分表の公開による共通認

識の促進と価格の平準化、長期的な提案として、機

能区分の整理に基づいた価格設定を案としてとりま

とめた。これにより、完成用部品の機能と、利用者

の機能、価格を結びつけた適正な支給判定の促進に

つながることが期待できる。 

今後、骨格構造義足以外の完成用部品について、

機能区分を作成すると共に、機能区分表の普及に向

けた活動を実施する予定である。 

最後に、本研究遂行にあたりご協力を頂いた日本

福祉用具・生活支援用具協会 義肢装具部会、日本

義肢協会、日本義肢装具士協会、一般社団法人日本

車椅子シーティング協会、日本義肢装具学会等関係

機関、およびご協力頂いた方々に、この場を借りて

謝意を表す。また、兵庫県立総合リハビリテーショ

ン中央病院 名誉院長 澤村誠志先生には、公開研

究会に、お忙しい中遠路お越し頂き、貴重なお話し

を頂きました。深く感謝申し上げます。 

 

Ｅ．健康危険情報 

なし 

 

Ｆ．研究発表 

1.論文発表 

  なし 

 

2.学会発表 

1) 井上剛伸：「補装具の適切な支給実現のための

制 

度・仕組みの提案に関する研究」，日本車椅

子シーティング協会，第 8回定期総会併催研

修会，2015-6-13, 東京． 

2) 樫本 修：【基調講演２】更生相談所における補 

装具費支給基準の理解と機能区分への期待」、第

2回 補装具の適切な支給実現のための制度・仕

組みに関する研究会．2015-07-25， 所沢. 

3) 井上剛伸，我澤賢之，山崎伸也，石渡利奈，樫

本 

修，児玉義弘：「補装具の適切な支給実現の

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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ための制度・仕組みの提案に関する研究」，

第 2回 補装具の適切な支給実現のための制

度・仕組みに関する研究会．2015-07-25，所

沢. 

4) 児玉義弘、山﨑伸也、我澤賢之：第２回 補装具

の 

適切な支給実現のための制度・仕組みに関す

る研究会 －完成用部品の機能区分整理がひ

らく公正・公平な判定と適正な価格－ 完成

用部品の機能区分，2015-7-25，所沢． 

5) 我澤賢之, 山﨑伸也, 長瀬毅. 「義肢・装具・

座位保持装置製作の費用・採算」, 第 31回日

本義肢装具学会, 2015-11-07, 横浜. 

6) 山﨑伸也, 我澤賢之. 「更生用補装具としての

義肢・装具・座位保持装置の支給状況」,第 31

回日本義肢装具学会, 2015-11-07, 横浜. 

7) 井上剛伸：「補装具の適切な支給実現のための制 

度・仕組みの提案に関する研究」、特別レポート 

補装具の適切な支給実現のための制度・仕組みを

考える －厚生労働省科学研究費補助金プロジェ

クト報告－、第31回日本義肢装具学会学術集会. 

2015-11-08, 横浜. 

8) 児玉義弘、山﨑伸也、我澤賢之：特別レポート 補 

装具の適切な支給実現のための制度・仕組みを考

える －骨格構造義足完成用部品を対象とした機

能区分作成－．2015-11-08, 横浜. 

9) 樫本 修：「補装具費支給判定マニュアルの作成」、 

特別レポート 補装具の適切な支給実現のための

制度・仕組みを考える －厚生労働省科学研究費

補助金プロジェクト報告－、第 31 回日本義肢装

具学会学術集会. 22015-11-08, 横浜. 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 
 1. 特許取得 
  なし 

 2. 実用新案登録 

  なし 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 
分 担 研 究 報 告 書 

 
完成用部品の機能区分整備 

 
研究分担者 児玉 義弘 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

客員研究員（前、ナブテスコ株式会社） 
研究分担者 山崎 伸也 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  

    義肢装具技術研究部 副義肢装具士長 
研究分担者 我澤 賢之 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  

障害福祉研究部 研究員 
研究協力者 相川 孝訓 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

                                                                     福祉機器開発部 非常勤研究員    

 
A．目的 

補装具のうち、義肢（殻構造義手・義足、骨格構

造義手・義足）・装具・座位保持装置については、

厚生労働省により認可され「完成用部品等の指定基 

準」に掲載された一定の機能を持つ構成部品、すな

わち完成用部品を用いて製作される場合がある。完

成用部品の選択はその補装具の機能・特性を定める

とともに、補装具の価格に大きく影響する。その部

品数は平成 27年度現在、 3000点以上に上る。中

でも骨格構造義足については、その数は約 1200点

におよんでおり、1981年に現在の完成用部品の分

類が出来て以降、技術の発展とともに開発が進み、

電子制御膝継手など様々な機能・特性を持つ部品が

供給されている。しかるに個々の部品の機能が必ず

しも解りやすくなく、また利用者の機能レベルや生

活様式に対し必要な機能の部品を適切に処方するた

めの情報が十分でないことなどから適合判定時の判

断に地域格差が生じる、類似部品間で価格差が大き

い場合がある等の問題がある。本研究では、骨格構

造義足を対象として適合判定時の部品選択の参考と

研究要旨 補装具のうち、義肢・装具・座位保持装置については、厚生労働省により認可さ

れた一定の機能を持つ構成部品、すなわち完成用部品を用いて製作される場合がある。完成

用部品の選択はその補装具の機能・特性を定めるとともに、補装具の価格に大きく影響す

る。平成 27年度現在、完成用部品の部品数は合わせて 3000点以上に上る。中でも骨格構造

義足についてはその数は約 1200 点におよんでおり、1981 年に現在の完成用部品の分類が出来

て以降、技術の発展とともに開発が進み、電子制御膝継手など様々な機能・特性を持つ部品

が供給されている。しかるに個々の部品の機能が必ずしも解りやすくなく、また利用者の機

能レベルや生活様式に対し必要な機能の部品を適切に処方するための情報が十分でないこと

などから適合判定時の判断に地域差が生じる、類似部品間で価格差が大きい場合がある等の

問題がある。本研究では、利用者にとって必要な機能を適切に、適切な価格で提供できるよ

う、機能区分が行われている米国の Lコード等を参考に完成用部品について機能の整理・定

義づけを行い、機能区分をまとめると共に、部品毎に推奨される利用者の機能レベル、付加

機能等の情報と併せてまとめる。 

平成 25年度は、米国の保険制度（Lコード）の調査を行った。平成 26年度は、完成用部品

指定リストに記載の骨格構造義足について機能の整理を行うために、完成用部品申請事業者

13社に対して調査票を送付し、それぞれの部品の構造・機能について調査を行った。平成 27

年度は、平成 25 年度および平成 26年度に行った調査・分析結果を基に機能の定義付けとそ

の妥当性を確認し、完成用部品の骨格構造義足について機能区分案を作成した。 
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なるような完成用部品の機能区分案を纏めることを

目的とする。     

 

Ｂ．方法 

Ｂ-１．骨格構造義足用部品の機能区分暫定案作成 

米国の Lコードや完成用部品供給事業者からの情

報等を踏まえ検討を行い、平成 26年度版および平

成 27年度版「完成用部品の指定基準」に掲載の骨

格構造義足用部品約 1200点について機能の整理・

定義付けを行い、価格の妥当性評価および処方判定

時の目安となる機能区分暫定案を作成する。 

 

Ｂ-２．機能区分案の共通理解と内容の充実 

 作成した機能区分暫定案をベースに関係者相互の

理解を深めるとともに、より充実した機能区分案に

仕上げるべく部品供給事業者（骨格構造義足完成用

部品供給事業者 13社のうち 7社）との意見交換会

を開催する。これによって得られた情報を参考とし

機能区分暫定案の修正、充実を図り最終の機能区分

案を纏める。 

 

Ｃ．結果 

Ｃ-１．骨格構造義足用部品の機能区分暫定案作成 

骨格構造義足用部品約 1200点について、機能区分

の大枠として、切断者の失われた機能を代償するも

のとの観点から、①人と義足のインターフェースに

役割を補助する部品（吸着バルブ、懸垂ベルト、ウ

ェッジ、クラッチロック、ライナー）、②膝関節な

ど生体の各部分の機能を代償する部品（ターンテー

ブル、股継手、膝継手、膝継手補助機能部品、足継

手・足部）、③股継手・膝継手・足継手・足部等を

繋ぐ部品（ブロック、コネクタ、チューブ、クラン

プアダプタ）、④足の形状をつくる外装のための部

品（コネクションプレート、フォームカバー、スト

ッキング等）の 4つに分類し、これらを更に構造（機

構）、機能毎に分類した。更に、同一構造、同一機

能間の差異について、使用者体重制限、主な使用材

料、重量、メーカー推奨適応活動レベル（Kレベル）

（前述の②の部品のみ）、特記事項（付加機能）等

を記載した機能区分暫定案を作成した。 

機能区分の具体例として、骨格構造義足の中でも

特に多くの機能を持つ膝継手の区分の場合、先ず軸

の構造（単軸・多軸）により分類し、次に固定・荷

重ブレーキ・バウンシング・イールディング等の立

脚相制御方式とバネ・空圧・油圧等の遊脚相制御方

式により分類し、これらの機能概要を記載したもの

を一つのカテゴリーとしてコード付けを行った。こ

れらのカテゴリーに該当する部品を当て嵌め、メー

カー推奨適応活動レベル、メーカー名・型式、使用

者体重制限、主な使用材料、単体重量、基準価格、

メーカー保証期間、および特記事項として付加機能

等を記載した機能区分案を作成した。なお、メーカ

ー推奨適応活動レベルについては、米国保険制度（L

コード）で使用されている Kレベル（表１参照）を

使用した。 

  表１．利用者の機能レベル（Kレベル） 
K ﾚﾍﾞ

ﾙ 
機能概要 

K0 介助の有無にかかわらず、安全に歩行

又 

は移動する能力がなく、義肢によって

QOL 

又は可動性が向上しない。 
K1 一定の歩調で平坦面を歩行又は移動す

るために義肢を使用する能力又は潜在

能力がある。限定的又は制限のない家

庭内歩行者。 
K2 縁石、階段、又は凹凸のある面などの低

い環境障壁を越えて歩行する能力又は

潜在能力がある。限定的な地域内歩行

者。 
K3 種々の歩調での歩行能力又は潜在的な

能 

力がある。殆どの環境障壁を越える能

力又は潜在能力を有し、単純な運動以

上の義肢を必要とする職業、治療、又

は運動活動ができる。 
K4 基本的な歩行能力を超える義肢歩行の

能力又は潜在能力があり、高い衝撃、ス

トレス、又はエネルギーに耐える能力を

呈する児童、活動的な成人、又は運動選

手など。 
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Ｃ-２．機能区分案最終版の作成 

平成 27年 7月 17日に完成用部品供給事業者との

間で機能区分に関する相互理解を深めるとともに、

より充実した内容とするために、作成した機能区分

暫定版を基に意見交換会を開催した。意見交換会に

は、完成用部品供給事業者から 7社 9名、オブザー

バーとして厚生労働省福祉用具専門官、そして研究

班から 6名が参加した。 

参加者から多くの質問や意見が出されたが、機能

区分案については概ね理解が得られた。ここで出さ

れた部品供給事業者からの意見を参考として機能区

分を修正しの最終版をまとめた。また、部品の検索

や今後の整理等に役立つようカテゴリー毎にコード

付けを行った。 

最終的に平成 26年度および平成 27年度版の完成

用部品の指定基準に掲載の骨格構造義足部品 1189

点（販売中止または製造中止部品でも平成 27年

度、平成 28年度、平成 29 年度まで修理対応可能の

部品は含む）について機能区分を作成した。具体的

には、①インターフェースとしての役割を補助する

部品 178点を 18のカテゴリーに、②生体の股関

節・膝関節・足部等の機能を代償する部品 404点を

67 のカテゴリーに、③股継手・膝継手・足継手・

足部等を繋ぐ部品 519 点を 41のカテゴリーに、④

足の形状をつくる外装のための部品 88点を 20のカ

テゴリーに分類しそれぞれにコード付けを行った。

なお、最終版についてはコード付けのルールと合わ

せて本分担研究報告書の末尾に掲載する。 

 

Ｄ．考察 

骨格構造義足部品の機能区分作成により、同一構

造・同一機能、或いは類似機能の部品が一つのカテ

ゴリーに整理されたことと、各部品について、主な

使用材料、重量、使用者体重制限、メーカー推奨の

適応活動レベル（股継手・膝継手・足継手・足部の

み）、そして特記事項に付加機能等を記載したこと

により処方判定時の部品の選定や、価格の妥当性評

価が容易になるものと考える。 

一方、利用者の機能区分、部品とのマッチングと

いう点については、今回の機能区分案ではメーカー

が推奨する適応活動レベルを採用したが、利用者の

身体機能や生活様式、生活環境などいろいろの要件

が加わってくることからまだまだ不十分であり、今

後の大きな課題であると考える。 

 

Ｅ. まとめ 

今回の研究では、完成用部品の中でも技術発展と

ともに開発が進み様々な機能の部品が供給されてい

る骨格構造義足用部品に絞って機能区分を作成し

た。 

これまでの構造による分類では全てが独立した部

品として捉えられていたが、機能による分類とする

ことで、独立していた部品が同一機能として一つの

カテゴリーの中に入ることになる。そうすることに

よって部品価格の妥当性評価や、処方判定時の部品

選定を容易にするとともに、地域間格差の是正につ

ながるものと考える。 

補装具の支給判定は、利用者の日常生活、場合に

よっては人生を左右しうる重要なものである。判定

の適切さをより高めるためには、補装具の機能・性

能などの正確な情報を、判定に携わる医師、セラピ

スト、義肢装具士など異なる専門性を持つ人々の間

で共有しやすくすることが重要と考える。我々はあ

くまで研究の立場に立つものであるが、本研究結果

が処方判定時の部品選定の参考となり、地域間格差

なく、必要な人に必要な部品が適切に使用されるこ

とを期待する。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

２．学会発表 

１）児玉義弘，山崎伸也，我澤賢之：第２回 補装

具の適切な支給実現のための制度・仕組みに
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関する研究会 －完成用部品の機能区分整理

がひらく公正・公平な判定と適正な価格－ 

完成用部品の機能区分，所沢，2015 年 7月 25

日． 

２）児玉義弘，山崎伸也，我澤賢之：特別レポート 

補装具の適切な支給実現のための制度・仕組

みを考える －骨格構造義足完成用部品を対

象とした機能区分作成－， 横浜，2015 年 11

月 8日． 

 

Ｇ．知的財産権に出願・登録状況（予定を含む） 

１．特許取得 

  なし 

２．実用新案登録 

  なし 
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※平成 26 年度既収載完成用部品に基づき作成 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 3 月 
 

 
完成用部品機能区分表 

― 骨格構造義足 ― 

平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

補装具の適切な支給実現のための制度・仕組みの提案に関する研究 

研究代表者 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 井上 剛伸 

研究分担者 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 児玉義弘 

（元 ナブテスコ株式会社住環境カンパニー福祉事業推進部） 

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 山崎伸也 

国立障害者リハビリテーションセンター研究所 我澤賢之 
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厚生労働省が告示する完成用部品の基準表は、名称、型式、構造による分類、並べ方がされ ており、どの部

品を選んだらよいかを判断する根拠までは示されていないのが現状である。そ こで、既に機能区分が実施され

ている米国の L コードや完成用部品供給事業者からの情報等を 踏まえ検討を行い、厚生労働省が指定している義

足の完成用部品の機能の整理・定義づけを行 い日本版の機能区分表としてまとめた。この機能区分表が身体障害

者更生相談所における更生 用義足の判定や医療機関での治療用義足の処方の際に完成用部品の選択の一助にな

れば幸いで ある。また、この機能区分表が医師、リハ専門職、義肢装具士、リハエンジニア、更生相談所 の事

務職、市町村の担当職員等の共通言語となり、完成用部品選択が根拠に基づいてなされる ときの共通理解の一

助になることを期待している。 

 
 

 

横軸にコード番号、機能区分、機能概要、メーカー推奨適応活動レベル（Ｋレベル表参 照）、メーカー型式、

部品名称、使用者体重制限、主な使用材料、重量（ｇ）、基準価格 

（円）、メーカー保証期間、特記事項が示されている。厚生労働省の完成用部品の基準表と 異なり、各完成用部

品が機能区分ごとにならび、同一機能区分にあるものは価格が異なって も基本的な機能は同一の部品であること

を示している。また、付加機能等がある場合は特記 事項に記載されている。詳しい性能等の違いについては各メ

ーカーのカタログ、義肢装具関 係の成書を参考としていただきたい。 

なお、コード番号については、将来新機能が出てくることを想定し、どの部品においても 新コードの追

加が可能となるよう 1 桁のアルファベットと 7 桁の数字の計 8 桁で構成してい る。但し、小児用については 
9 桁目に ”C” を表記する。コード各桁の意味については次ペ ージの「利用者の K レベルと機能区分コード

設定要領」を参照のこと。 
 
 

 

断端の機能、健側の機能、上肢機能、活動度、体重、義足使用の意欲などの医学的判断は もとより、生活・

就労状況、使用環境、経済状況などを考慮してソケットタイプの選択、膝 継手、足部を処方する。また、全

体の義足重量や適応体重にも配慮して完成用部品を選択す る。どのような機能の部品を選択すべきかを検討

し、この機能区分表の同機能の部品の中か ら基準の価格にも配慮して部品を決定する。部品の決定が難しい

場合は同機能のものをいく つかデモ機として用意して、試用評価を経て決定することが勧められる。 

機能区分表の使い方と完成用部品の選択 

機能区分表の見方 

義足処方時への活用 
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X X XX XX XX X 
 

C：小児用（該当するもののみ表記、他は表記なし） 

 

01～99：機能区分右側（通し番号、但し左側の番号が変われ 

ば 01 から開始、また機能区分が左側のみの場合は 00 と 

01～99：機能区分左側（通し番号、但し左側の番号が変われば 01 
から開始） 

 

01～99：名称右側（通し番号、但し左側の番号が変われば 01 から開始） 

1～９：名称左側 
 

 

P：義肢 O：装

具 S：座位保持

装置 

１：懸垂用部品 

 

３：接続部品 

４：外装用部品 

５～９：予備 

  
 

この機能区分表にはメーカーが推奨する活動度が示されている。医学的な面、生活状況か ら判断した対

象者の機能レベルと選択する膝継手、足部に対してメーカーが推奨する活動度 とを照らし合わせて部品選

択の参考とする。ただし、メーカーが推奨する活動レベルと対象 者の機能レベルが合わないから選択でき

ないという意味ではなく、最終的には個別に判断 することが大切である。メーカーが推奨する活動レベル

はあくまでも参考として捉えてい ただきたい。 

 
 

 

米国の支給制度で使用されている K レベル 
 

K0 介助の有無にかかわらず、安全に歩行又は移動する能力がなく、義肢によって QOL 又 
は可動性が向上しない。 

K1 一定の歩調で平坦面を歩行又は移動するために義肢を使用する能力又は潜在能力があ 
る。限定的又は制限のない家庭内歩行者。 

K2 縁石、階段、又は凹凸のある面などの低い環境障壁を越えて歩行する能力又は潜在能 
力がある。限定的な地域内歩行者。 

 

K3 
種々の歩調での歩行能力又は潜在的な能力がある。殆どの環境障壁を越える能力又は 
潜在能力を有し、単純な運動以上の義肢を必要とする職業、治療、又は運動活動がで 
きる。 

 

K4 
基本的な歩行能力を超える義肢歩行の能力又は潜在能力があり、高い衝撃、ストレ 
ス、又はエネルギーに耐える能力を呈する。児童、活動的な成人、又は運動選手など 
ど。 

 
＜機能区分コード設定要領＞ 以下に示す機能区分表のコード番号は下記の意

味を表している。 

メーカー推奨の活動レベル 

利用者の K レベルと機能区分コード設定要領 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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完 成 用 部 品 機 能 区 分 

（ 骨格構造義足用部品 ） 

 
※平成 26 年度既収載完成用部品に基づき作成 
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１．人と義足のインターフェースとしての役割を補助する部品【懸垂用部品】 

コード 名称  機能区分 機能概要  メーカー名 メーカー品番 

P1010100 懸垂用部品 吸着バルブ 一方向自動排出機能 荷重によりソケット内の 

空気を外へ排出する。取 
り外し不可である。 

 オズール L-551002 
オズール L-641000 
オットーボック 4R140 

ラポック M0261 

ラポック M0262 
P1010200 一方向自動排出、バルブの 

脱着可能 
弁としての機能／一方向 

排出機能（自動もしくは 
手動によりソケット内の 
空気を抜く）／付け外し 
可能な弁 

 ESP LYN-PA0400 
ＥＳＰ LYN-PA0002 
オズール L-552000 
オットーボック 21Y105 
オットーボック 21Y12 
オットーボック 21Y13 
オットーボック 21Y14 
オットーボック 21Y21 
オットーボック 21Y97 
セントリー CTFV-CFS 
トゥルーライフ P12-310-1000 
トゥルーライフ P12-310-2000 
トゥルーライフ P12-320-2000 
トゥルーライフ P36110 
ラポック M0255 
ラポック M0256 

ラポック M0257 

ラポック M0258 
啓愛 KI-BU-V1 
啓愛 KI-BU-V2 
啓愛 KI-BU-V3 
小原 37B-011 
小原 37B-021 

P1010300 吸着ポンプ 吸着ポンプ 強制空気排出機能 (ポン 

プでソケット内の空気を 
排出する） 

 オットーボック 4R144 
オットーボック 4R147 
オットーボック 4R148 
オズール UXX00- 

size/UTT0001 
P1010400 吸着ポンプ 吸着ポンプ補助部品 吸着ポンプの付属品  オットーボック 2R117 

P1010500 懸垂ベルト 保護 
(下腿用） 

膝スリーブとライナーや 

ソケット間の摩擦を小さく 
し、スリーブを保護する 

 オットーボック 454A11 
ストレイフェネダー 3S50 
ウィローウッド LLC-SIZE 
ラポック M1600 

P1010600 密閉 
（下腿用） 

懸垂機能（ソケットの中を 
密閉する） 

 オズール FLX/BAL-SIZE 

オズール FLX/END-SIZE 
オズール F-2011-size 
オットーボック 453A3 
オットーボック 453A4 
オットーボック 454A7 
シリポス 18181～18194 

ウィローウッド RLS-SIZE 

ストレイフェネダー 3S10 
ダウ DGSLEV 

ラポック M1601 

ラポック M1602 
ウィローウッド LLS-SIZE 

P1010700 懸垂 
（下腿用） 

懸垂機能（素材の力で義 
足を懸垂する） 

 オットーボック 453A2 
オットーボック 9101 
アルプス SLE 
シリポス 130X5 
レイブン NKS 
レイブン RKS 

P1010800 懸垂 
（股・大腿用） 

懸垂機能（素材の力で義 
足を懸垂する） 

 オットーボック 21B37 
レイブン AKS 

P1020000 固定ベルト   その他ソケット固定バンド 
P1030100 KBM 用ウェ

ッ 
ジ 

KBM 用ウェッジ KBM ウェッジを脱着し固定する  フィラワー 1540 

P1040100 ライナーロッ 
クアダプタ 

ライナー固定 ライナーとソケットを機械 
的に接続する 

 フィラワー 125234 
オットーボック 4R160=1 
オットーボック 6A20 
オットーボック 6A30=10N 
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注）表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「－」の入っているものは特に記載不要であることを示す。 

メーカー部品名称  主な使用材料  価格(円） 
（基準価格） 

特記事項 

アイスロック 551(下腿用)  ―  14,200 吸着式下腿義足に汎用可 
アイスロック 641 バルブ式ロック  ―  14,400 ソケット遠位端取り付け。簡易な排出バルブ 
ワンウェイバルブ  ―  6,100  
下腿用バルブ（組込式）（M0240 へ組込可 
能） 

 ―  6,400  
下腿用バルブ（貼付式）  ―  4,950  
リンバルブ（挟み込み式）スライド  ―  24,100  
リンバルブ（挟み込み式）  ―  14,200  
アイスロック 552 （大腿用）  ―  10,900 吸着式大腿義足に汎用可 
バルブ平ゴム 側面取付用  ―  6,100  
バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ  ―  16,300 金属製。分解洗浄可 
バルブラミネーション用 ネジ式吸着バルブ  ―  12,700  
プッシュバルブ  ―  11,600  
クリックバルブ  ―  9,600  
バルブ二重ソケット用 PVC チューブ付  ―  7,800  
CTFV-CFS バルブ  ―  19,800  
グリーンバルブ プラスチック  ―  9,100  
グリーンバルブ プラスティック調節式  ―  9,100  
グリーンバルブ ステンレス調節式  ―  6,700 販売中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
BK バルブ  ―  14,400  
ラミネーション用吸着バルブ・リングセット  ―  8,500  
フレキシブルソケット用バルブ  ―  11,500  
吸着バルブ(大腿吸着用  低圧自動開放/閉 
鎖設定可能) 

 ―  18,500  
フレキシブルソケット用バルブ  ―  22,700  
ブラックバルブ 押式  ―  6,000  
ゴールドバルブ 引張  ―  6,000  
TC  バルブ  ―  3,500  
大腿吸着バルブ（引く式）  ―  6,100  
大腿吸着バルブ（押す式）  ―  6,100  
ハーモニーP2  ―  302,500 荷重でポンプを動かす 
ハーモニーP3  ―  229,900 荷重でポンプを動かす 
ハーモニーＥパルス  ―  302,500 電動でモーターが動く 
ユニティ  バキュームシステム（FF 足部との組 
合せ） 

 ―  352,300 歩行の踏み返しの動きでポンプを動かす 

ソケットコネクター  ―  2,800 
ハーモニーP2 用のチューブ。ハーモニーP3、 
インパルスには付属している 

ゲイター （インナースリーブ）  ―  1,200  
ニースリーブ プロテクター  ―  6,600  
リムロジックシーリングカフ  ―  9,900  
スリップシース （スリーブ保護）  ―  6,100  
アイスフレックス バランス  ―  17,700 

伸縮性あり。主材料はシリコーン製で吸着を 
保つ 

アイスフレックス エンデュランス  ―  28,400  
ICEROSS スリーブ  ―  37,900 蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減す 
デルマプロフレックス ニースリーブ  ―  21,300  
デルマプロフレックスニースリーブ ショート  ―  13,000  
ハーモニー ニースリーブ  ―  31,200  
デュラゲルサスペンションスリーブ  ―  20,300  
アルファスピリットサクションシール(吸着ス 
リーブ) 

 ―  22,700  
コンテックススリーブ  ―  21,300  
G スリーブ  ―  14,200  
i-Sleeve STD(薄型・高伸性・抗菌防臭フィル 
ム加工ネオプレン) 

 ―  9,200  
i-Sleeve μ （極薄・透湿性）  ―  8,100  
リムロジックスリーブ  ―  15,600  
デルマプロテクション ニースリーブ  ―  12,400  
下腿用サスペンションスリーブ  ―  7,400  
イージースリーブサスペンション  ―  13,100  
BK サスペンションスリーブ  ―  7,300  
ネオプレーン膝スリーブ  ―  4,450  
ラテックス膝スリーブＫＢＭ  ―  5,500  
大腿用サスペンションスリーブ  ―  18,700  
大腿義足懸垂用ベルト  ―  13,900  
  ―  1,300  
KBM ウェッジ  ―  7,200  
３S シャトルロック レギュラー  ―  22,400  
キスキット  ―  38,300 ライナーをソケットに固定するベルトである 
シャトルロック  ―  52,400 チタン製ピン付 
シャトルロック ソケット直付用  ―  35,500 チタン製ピン付 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称  機能区分 機能概要  メーカー名 メーカー品番 

      オットーボック 6A30=20 
オットーボック 6A40 
カスケイド IRS-150-AK 
カスケイド IRS-200-AK 
カスケイド IRS-600-AK 
カスケイド IRS-600-AKT 
カスケイド IRS-650-AKL 
オズール L-125000 
オズール L-19200size 
オズール L-211000 
オズール L-214000 
オズール L-214100 
オズール L-2143XY 
オズール L-29200size 

オズール L-621000 

オズール L-631000 

オズール L-651000 

オズール L-721000 
ラポック M0291 

ウィローウッド 
OWW-700- 
AIS480 

トゥルーライフ P-35501 
マインド SIS740 

P1050100 ライナーロッ 

クアダプタ専 
用コネクタ 

コネクタ ライナーロックアダプタ専 
用のコネクタ 

 オズール L-773000 
オズール L-673000 
オズール L-273000 
オズール L-672000 
オズール L-272000 
オズール L-774000 
オズール L-661000 
オズール L-180001 
カスケイド IRS-200-MA 
カスケイド IRS-200-PA 
マインド SIS750 

P1060100 懸垂用部品 ライナー Ａ クッション機能 クッション機能＆断端形 

状に添って断端を保護す 
る機能 

 オズール COM/L-SIZE 

オズール I-CL43-size 

オズール 
I-CL63-size 
ICEROSS 

オズール 
I-CT62-size 
ICEROSS 

オズール 
I-CW43-size 
ICEROSS 

オズール 
I-CW63-size 
ICEROSS 

オットーボック 6Y92 
オットーボック 6Y93=C 
啓愛 KI-PURE 
オットーボック 6Y400 
オットーボック 6Y510 
オットーボック 6Y512 
フリーダムイノ 
ベーションズ 

FPL3C-size 

メディ M893-SIZE 
メディ MC99-SIZE 
ウィローウッド H350-SIZE 
ダウ DCLC-SIZE 
ウィローウッド ALC-SIZE 
アルプス ELFR20 
アルプス ELFR24 
アルプス ELFR28 
アルプス ELPX20 
アルプス ELPX24 
アルプス ELPX28 
シリポス 18241～18248 
SHINDO SC001N 

ラポック M1515 

P1060200 ライナー B 吸着による懸垂機能 クッション材として断端の  オズール I-3663-size 
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メーカー部品名称 主な使用材料 
価格(円） 

（基準価格） 
特記事項 

シャトルロック プラスチック ソケット直付用 ― 46,200 チタン製ピン付 
シャトルロック マグノフレックス ― 55,400 マグネット内蔵。フレキシブルピン付
ICE-ATS（スモール） ― 25,800  
ICE-AT（ラチェット） ― 27,700  
ICE-ATC（クラッチロック） ― 32,700  
アルミボディ クラッチロック ― 47,500  
ICE-ATCM（クラッチモジュラー） ― 41,900  
アイスロック 125 ラチェットスチールピラミッド ― 42,600 装着時のクリック音により装着確認可能 
アイスロック ラチェット式ピン ― 10,000  
アイスロック 211 クラッチロック ― 39,900 装着時に音がしない。大腿切断にも向く 
アイスロック 214 クラッチロック４穴 ― 42,600 装着時に音がしない。下腿切断に向く 
アイスロック 214 MSS 専用 ― 42,600 基本機構は 214 と同様。モジュラーソケット

専Icelock214 AK オフセット ― 66,000  
アイスロック クラッチ式ピン ― 7,200  
アイスロック 621 ラチェット式ロック ― 30,300 

装着時クリック音。高さ 15 ミリ、重量 59 グラ
ムと薄型軽量

アイスロック 631 ヒモ式ロック ― 28,600 引き紐式。高さ 15 ミリ、重量 49 グラムと薄型
軽 

アイスロック 651 スムースロック ― 39,600 
装着時無音。高さ 15 ミリ、重量 68 グラムと
薄型軽量 

アイスロック 721 ラチェット式ロック ― 39,600 上肢、小児下肢用。装着時ラチェット音 
キャッチピン コネクタ ― 47,200  
アルファロック ― 44,900 

マスターロック ― 26,700 販売中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
ロックデバイス ― 25,600  
Icelock773 ステンレスピラミッド ― 21,500  
アイスロック 600 用 ステンレスピラミッド ― 15,100  
アイスロック 212 用 ステンレスピラミッド ― 12,700  
アイスロック 600 シリーズ 672 チタン製ピラミッ
ド 

― 33,900  
アイスロック 211 用  チタンピラミッド 272 ― 25,400  
Icelock774 アルミニウム 4 穴 ― 15,300 義手用 
アイスロック 600 用 アダプタ ― 29,600  
アイスロック 100 注型キット ― 23,200  
ICE-PL（プレート） ― 10,500  
ICE-PY（ピラミッドコネクタ） ― 15,600  

― 5,200  
ICEROSS コンフォートクッションライナー シリコーン 79,200 低～中活動者向け。シリコーン表面粘着性有 

ICEROSS デルモクッションライナー シリコーン 94,200 
低～中（高）活動者向け。シリコーン表面粘着 
性無 

シナジークッション シリコーン 108,600 
中～極高活動者向け。シリコーン表面粘着性 
無 

アクティバ シリコーン 143,700 高～極高活動者向け 

デルモクッションライナーウェーブ シリコーン 108,500 
蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減す 
る 

シナジークッションウェーブ シリコーン 124,900 
蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減す 
る 

コポリマーライナー ポリマー 28,800  
バランスクッションライナー コポリマー ポリマー 41,100  
ピュアライナー ピンなし ポリマー 49,100  
カスタムライナー ウレタン 116,200 カスタムメイド
ポロファイルライナー ウレタン 30,500  
ポリウレタン 3D ライナー ウレタン 42,600  

72,600 滅菌機能あり、防臭効果 

センシティブ シリコーン 67,100  
プロテクトケア ｼﾘｺｰﾝ 67,100  
アルファハイブリッドクッションライナー ポリマー 66,000  
クールライナー ポリマー 54,100  
アルファスピリットクッションライナー ポリマー 66,000  
イージーライナー生地付 ポリマー 35,800  
イージーライナー生地付 ポリマー 35,600  
イージーライナー生地付 ポリマー 35,900  
イージーライナー ポリマー 29,800  
イージーライナー ポリマー 30,200  
イージーライナー ポリマー 29,400  
デュラゲルライナー ポリマー 36,200  
LIGHT  FINE （ライトファイン） シリコーンゴム

スポンジ
56,700 抗菌機能あり、スポンジ構造で汗を吸う 

SoftSkin S40 シリコーンライナー 下腿用 
（クッション）

66,500 

ICEROSS シールイン X5 シリコーン 110,200 低～極高活動 容積変化対応幅狭い 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称  機能区分 機能概要  メーカー名 メーカー品番 

    保護・吸着による懸垂  オズール I-3664-size 

オズール I-4613-Size 
オズール I-7532-size 

オズール I-7632-size 

オズール 
I-8532/8632- 
SIZE 

オズール I-TF673-size 

オズール I-47-size 

P1060300 ライナー C 懸垂部品取付ネジあり 懸垂・クッション機能＆断 
端形状に添って断端を保 
護する機能、ライナーの 
先に懸垂部品を取り付け 
て使用 

 シリポス 18201～18208 
オットーボック 6Y40 
オットーボック 6Y43 
オットーボック 6Y70 
オットーボック 6Y75 
オットーボック 6Y77 
オットーボック 6Y90 
マインド AGS710 
ウィローウッド ALL-SIZE 
ダウ DCLP-SIZE 
フリーダムイノベ ーFSL3P 
ウィローウッド H352-SIZE 
オズール I-0124-size 
オズール I-1033-size 
オズール I-4013-size 
オズール I-4313-size 

オズール I-4913-size 

オズール I-5303-size 
オズール I-5406-size 

オズール I-6003-size 

オズール I-6303-size 
オズール ICE-SIZE 
啓愛 KI-PURE+P 
ラポック M1510 

メディ M892-SIZE 
メディ M893-SIZE 
メディ MC99-SIZE 

SHINDO SC001P 

フィラワー 125256 
フィラワー 125272 
オットーボック 6Y80 
オットーボック 6Y85 
オズール I-7032-SIZE 
オズール I-7132-size 

P1070100 ライナー補 
助部品 

吸着による懸垂の補助 吸着用部品  オズール I-SXF1-SIZE 

P1080001 ソケット調整 
用部品 

 ソケット形状および容量調整 断端形状および断端容 
積を整える機能 

 オズール DIS-SIZE 
オズール I-610-size 
オットーボック 5D1 
オットーボック 5S1 
オットーボック 5S2 
ラポック M1620 
ウィローウッド ALA-VM 
ウィローウッド ALA-C 

オズール K-190100 

P1010100C 懸垂用部品 
(小児用） 

ライナー ピンによる懸垂機能あり 懸垂＆断端形状を整え 
る機能（下腿用） 

 オズール I-8301-size 
オズール I-8302-size 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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メーカー部品名称  主な使用材料  価格(円） 
（基準価格） 

特記事項 

ICEROSS シールイン X5 ウェーブ  シリコーン  126,000 蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減す 
る 

ICEROSS  デルモシールイン・ライナー  シリコーン  109,900  
ICEROSS  トランスフェモラルシールイン  シリコーン  116,500 低～極高活動 容積変化対応幅広い 

ICEROSS トランスフェモラルシールイン コニ
カル 

 シリコーン  116,500 近位・遠位の周径差異の大きい断端に向く 

Iceross 大腿用シールイン X  シリコーン  129,900 低～極高活動 シール位置を任意に変更可 
能 

ICEROSS  トランスフェモラルシールイン X5  シリコーン  116,500 低～極高活動 容積変化対応幅狭い 

ICEROSS  シールイン V ウェーブ  シリコーン  131,100 下腿 低～極高活動 X5 より容積変化対応 幅
広い 

デュラゲルライナー  ポリマー  41,800  
シリコーンライナー  肌色 布なし  シリコーン  42,600  
シリコーンシースルーライナー  シリコーン  45,500  
シリコーンジェルライナー 下腿用  シリコーン  66,000  
シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工  シリコーン  72,600 抗菌加工 
シリコーン 3D ライナー 下腿用  シリコーン  84,700  
コポリマーライナー  ポリマー  28,800  
イージスサクションソケット  シリコーン  65,900  
アルファスピリットロックライナー  ポリマー  67,800  
クールロックライナー  ポリマー  58,000  
  シリコーン  67,800 滅菌機能あり、防臭効果 
アルファハイブリッドロッキングライナー  ポリマー  67,700  
ICEROSS  オリジナルカバー マトリクス有  シリコーン  80,200 中～高活動向き、薄いシリコーンで懸垂性高 
ICEROSS スポーツ  シリコーン  222,200 高～極高活動向き 
ICEROSS デルモロッキングライナー  シリコーン  91,100 低～中（高）活動向き 
ICEROSS デルモウェーブ  シリコーン  104,900 蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減す 

ICEROSS デルモ TT コニカル  シリコーン  104,900 
下腿切断で近位・遠位の周径差異の大きい 
方に対応 

ICEROSS コンフォートウェーブ  シリコーン  101,000 低～中活動向き 
ICEROSS コンフォートロッキングライナー  シリコーン  87,800 低～中活動向き 

ICEROSS シナジー  シリコーン  116,600 
中～高活動向き、硬度の異なる 2 層シリコー 
ン構造 

ICEROSS シナジーウェーブ  シリコーン  136,100 蛇腹構造により膝屈曲伸展時の力を軽減す 
ICEROSS  オリジナル カバー無し  シリコーン  68,000 中～高活動向き、薄いシリコーンで懸垂性高 
ポリマーゲルライナー ピン付  ポリマー  50,400  
SoftSkin S40 シリコーンライナー 下腿用（ピ 
ン） 

   67,700  
リラックスライナー  シリコーン  67,100  
センシティブ  シリコーン  67,100  
プロテクトケア  シリコーン  67,100  
LIGHT  FINE （ライトファイン）  シリコーンゴム 

スポンジ 
 62,000 抗菌機能あり、スポンジ構造で汗を吸う 

ラミネーションポスト    5,400  
ラミネーションポスト    5,400  
TF アダプトライナー 大腿用  シリコーン  77,400  
TF アダプトライナー 抗菌加工  シリコーン  77,400 抗菌加工 
ICEROSS トランスフェモラル  シリコーン  112,700 低～極高活動 容積変化対応幅広い 
ICEROSS  トランスフェモラル コニカル  シリコーン  112,700 近位・遠位の周径差異の大きい断端に向く 
Iceross 大腿用シールイン X 専用シール  シリコーン  47,700  
ディスタルカップ  シリコーン  18,000 不整断端形状をライナーに向くよう補正 
ICEROSS パッド  シリコーン  9,500 圧痛部免荷、断端形状補正、容積調整 
ポーリヒエアコンタクトシステム  プラスティック  25,200  
側面用空気枕  プラスティック  6,100  
断端末用空気枕  プラスティック  15,600  
SAKAGE ストラップタイプ    12,000  
アルファボリュームマネージメントパッド  ポリマー  5,200  
アルファゲルカップ  ポリマー  8,500  
プレッシャーパッドセット No1 大  シリコーン  17,000 

全表面荷重環境を保ちながら、骨部など分圧 
免荷 

Iceross スタビロジュニアウェーブ  シリコーン  69,500 小児切断者用 中～極高活動向き 
Iceross デルモジュニアウェーブ  シリコーン  69,500 小児切断者用 低～中（高）活動向き 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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２．生体の股関節、膝関節、足関節、足部の機能を代償する部品      【股継手、膝継手、足継手、足部ならびに関連部品】 
 

コード 名称 
機能区分 

機能概要 メーカー推奨適 
応活動レベル 

メーカー名 メーカー品番 
立脚相制御 遊脚相制御 

P2010101 生体機能代 
償部品 

股継手 固定 固定 継手伸展時に屈曲しない 

よう固定される。 座位を
とる場合など、手 動により
ロックを解除す る。 

 
 

K1 

 
 

オットーボック 

 
 

７E5 

P2010201 － バネ（ゴム）式 

ストライドコン 
トロール装置 
付 

一軸遊動 

（股継手の屈曲抵抗と伸 
展を補助） 

K1-K2 徳林 TGH-01C 

K1-K2 徳林 TH-01C 

K2 オットーボック ７E4 

K2 以下 啓愛 A1-6-3 

K1-K3 ラポック M0110 

K2-K3 オットーボック ７E7 

特になし 啓愛 A1-6-1 

P2010202 － バー式ストラ 

イドコントロー 
ル装置付 

一軸遊動 

（股継手の屈曲伸展を補 
助） 歩幅は機械的に可
動域 を制限し、座位をと
る場 合など、可動域制限
を解 除する。 

 

 
かなり活発な歩 

 

 
行 高崎義肢 

 

 
TG1010 

P2010301 油圧式制御 油圧式ストラ 

イドコントロー 
ル装置付 

一軸遊動、股継手の立 

脚相の伸展抵抗、遊脚 
相の屈曲抵抗を独立して 
調整可 

 
K2-K3 

 
オットーボック 

 
7E9 

P2010101C 股継手 
(小児用） 

― 遊動式 一軸遊動 

（股継手の屈曲伸展を補 
助） 

特になし オットーボック ７E8 

P2010201C 固定 固定 継手伸展時に屈曲しない 

よう固定される。 座位をと
る場合など、手 動によりロ
ックを解除す る。 

K1-K2 徳林 TCH-01C 

 啓愛 A1-6 

 啓愛 A1-6-2 

P2020101 股関節補助 
部品 

ターンテーブル  股関節の回内外の役割 
を行う 

― ラポック M0620 
― ラポック M0630 
― ラポック M0680 
― ナブテスコ N-R100 
― 高崎 TG2014 
― 徳林 TKR-01 
― ラポック SL0250 
― ラポック M0681 
― ラポック M0640 
― ラポック M0642 
― ホスマー 60762 
― オットーボック 4R57 
― 啓愛 A2-12-1 
― 啓愛 A2-13 
―  

ブラッチフォード 
 

189123 

P2030101 生体機能代 
償部品 

単軸膝継手 固定 固定 膝が完全伸展位で固定 

される。座位をとる場合 
などは手動で固定解除 
可 

 

 

 
 

K1 

ラポック SL0702 
オットーボック 3R40 

ラポック SL0701 
ラポック SL0710 

オットーボック 3R41 
オットーボック 3R17 
オットーボック 3R33 

啓愛 A3-1-1 
啓愛 A3-1-2 
啓愛 A3-2-1 
啓愛 A3-2-2 

 
K1-K2 

ラポック SL0708 
ラポック SL0720-A 

ブラッチフォード 019355 

K2 小原 34S-050 
K2-K3 ホスマー 60471 

K4 ラポック SP0701 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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注）表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの、また「－」の入っているものは該当しないことを示す。 

メーカー部品名称等 
使用者体 
重制限 
（㎏） 

主な使用材料 重量（g） 
価格（円） 

（基準価格） 
特記事項 ﾒｰｶｰ保 

証期間 

 
 

マニュアルロック股継手 

 
 

100 

 
 

アルミ 

 
 

890 

 
 

73,800 

  
 

1 年 

― 100 カーボン 600 153,600 ストライド調整機能付  
― 100 アルミ 760 66,000 ストライド調整機能付  
股継手 伸展補助装置付 100 アルミ 940 66,000  1 年 

股継手遊動式 特になし アルミ 1,300 77,900 削除申請予定 1 年 

ヒップジョイント 100 アルミ 637 167,600  1 年 

股継手  伸展補助装置内蔵 チタン 100 チタン 875 175,500  1 年 

股継手遊動式 特になし アルミ 1,100 76,700 製造中止  ただし平成２８年度まで修理対応可 1 年 

 

 
股継手 

 

 
80 

 

 
アルミ 

 

 
665 

 

 
88,300 

  

 
2 年 

 
股継手 油圧シリンダー内蔵 

 
125 

 
チタン 

 
1,165 

 
452,500 

 
油圧による歩行速度追随、立脚相屈曲によ る
衝撃吸収機能あり 

 
1 年 

股継手 小児用 45 アルミ 215 167,000 
 

1 年 

― 55 アルミ 262 70,100  2 年 

股継手固定  アルミ 1,000 105,100 製造中止  ただし平成２８年度まで修理対応可 1 年 

股継手固定  アルミ 1,300 80,000 製造中止予定 1 年 

ターンテーブル（チタン） 70 チタン 179 66,000   
ターンテーブル（ステンレス） 70 ステンレス 213 52,500   
ロテータ 70 ステンレス 330 66,000   
ターンテーブル ステンレス 100 ステンレス 180 66,000  1 年 
ターンテーブル    31,800   
ターンテーブル 100 アルミ 220 28,000   
皿受つき薄型ターンテーブル 100 アルミ 288 93,300   
プラグつきロテータ 100 チタン 315 151,200   
ねじつきターンテーブル 100 チタン 170 67,000   
プラグつきターンテーブル（チタン） 100 チタン 160 93,400   
AK ローテーター 135 アルミ 138 99,600   
ターンテーブル 150 ステンレス 170 69,700   
大腿正座用ターンテーブル  アルミ 360 25,600 製造中止予定  
A1-2-N 用ターンテーブル  アルミ  28,600   
 

ターンテーブルキット  ABOVE KNEE 
100（K1- 
K4）/125 
（K1-K3） 

 

アルミ 
 

330 
 

195,700 
  

軽量手動ﾛｯｸ膝（Mg)（マグネシウム） 80 マグネシウム 194 145,200  1 年 
マニュアルロック膝継手 100 アルミ 290 50,200  1 年 
軽量手動ロック膝 100 アルミ 284 59,400  1 年 
上下分離カバー用手動ロック膝 100 アルミ 385 95,200  1 年 
マニュアルロック膝継手 プラスチック 125 プラスチック 385 84,700  1 年 
マニュアルロック膝継手 150 ステンレス 695 76,500  1 年 
マニュアルロック膝継手 チタン 125 チタン 530 137,900  1 年 
固定膝（チューブアダプタ付） 100 ステンレス 690 59,400  1 年 
固定膝（ソケットアタッチメント付） 100 ステンレス 670 49,900  1 年 
固定膝あぐら付 100 ステンレス 960 68,000 ターンテーブル付 1 年 
固定膝あぐら付（チューブアダプタ付） 100 ステンレス 805 77,400 ターンテーブル付 1 年 
Beluga（バウンサつき手動ロック膝） 80 アルミ 450 187,500  1 年 
半遊動膝継手 100 アルミ 458 181,500  1 年 
単軸膝・半自動固定 4-BOLT/SAKL 
UNIVERSAL 

125 アルミ・カーボン 775 240,000  2 年 

前留式固定膝 80 アルミ 345 72,600  1 年 
単軸固定膝 135 アルミ 264 73,300   
ステップ用膝継手 80 アルミ 1020 432,500  1 年 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称 
機能区分 

機能概要 メーカー推奨適 
応活動レベル 

メーカー名 メーカー品番 
立脚相制御 遊脚相制御 

       高崎義肢 TG1023 

 高崎義肢 TG1024 

 高崎義肢 TG1014 

 メディ monolock 

 啓愛 A1-16-10TI 
P2030201 固定・遊動切替式 膝を完全伸展位で固定 

するか遊動にするかの 選
択可 

  

高崎義肢 
 

TG1005 

P2030301 ― バネ（ゴム）伸 
展補助装置 

立脚相制御機能なし 
遊脚相はバネまたはゴ 
ムで屈曲と伸展を制御す 
る。バネ（ゴム）力は調整 
可 

K2 ラポック M0716 

K2-K3 
ホスマー 60823 
ホスマー 60822 
ホスマー 60821 

活発な歩行 高崎義肢 TG1002 

 高崎義肢 TG1003 
P2030302 ― 空圧制御 立脚相制御機能なし 

遊脚相は空圧により屈曲 
と伸展を制御する。空圧 
は調整可 

K1-K2 ブラッチフォード 019352 

K3-K4 ラポック M0760 

P2030303 ― 油圧制御 立脚相制御機能なし 
遊脚相は油圧により屈曲 
と伸展を制御する。油圧 
は調整可 

K2-K3 Proteor １P50-R 

 
K3-K4 

オットーボック 3R95=1 
ラポック M0703 

オットーボック 3R95 

ブラッチフォード 019350 

設定なし オットーボック 3WR95 
P2030401 荷重ブレーキ 定摩擦・バネ 

（ゴム）伸展補 
助装置 

立脚相は荷重時に軸摩 
擦によって膝の屈曲制動 

（ブレーキ）が働く。ブ レ
ーキ力は調整可 遊脚相
はバネまたはゴ ムで屈曲
と伸展を制御す る。バネ
（ゴム）力は調整 可 

 

 

 
 

K1-K2 

ラポック M0736 
オットーボック 3R15 
オットーボック 3R49 

メディ OFM2 

オットーボック 3R90 
啓愛 A1-1 
啓愛 A1-2 
啓愛 A1-2-N 
啓愛 A2-1 
啓愛 A2-2 

 

K2-K3 

ホスマー 60785 
ホスマー 60775 
ホスマー 60794 
ホスマー 60236 

 フィラワー 124200 
活発な歩行 高崎義肢 TG1011 

P2030402 荷重ブレーキ 空圧制御 立脚相は荷重時に軸摩 
擦によって膝の屈曲制動 

（ブレーキ）が働く。ブ レ
ーキ力は調整可 遊脚相
は空圧で屈曲と 伸展を制
御する。空圧は 調整可 

 
K2-K3 

メディ OP4 
ナブテスコ NK-1ｓ 
ナブテスコ NK-1 

オットーボック 3R92 

 
K2-K4 

ラポック M0770 

ラポック M0771 

P2030403 荷重ブレーキ 空圧電子制 
御 

立脚相は荷重時に軸摩 
擦によって膝の屈曲制動 

（ブレーキ）が働く。ブ レ
ーキ力は調整可 遊脚相
ではセンサーが 速度を検
知し、速度に合 わせて空
圧をマイコンで 調整し屈
曲と伸展を制御 する。 

 

 

 
K2-K4 

ナブテスコ NI-C111 

ナブテスコ NI-C111ｔ 

ナブテスコ NI-C112 

P2030501 油圧イール 
ディング 

油圧制御 立脚相は荷重時に油圧 
によって屈曲抵抗が発生 
しイールディングが働く。 
遊脚相は油圧により屈曲 
と伸展を制御する。油圧 
は調整可。 

 
K1-K4 

 
オズール 

 
MKN01360 

K3-K4 オットーボック 3R80＋ 
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メーカー部品名称等 
使用者体 
重制限 
（㎏） 

主な使用材料 重量（g） 
価格（円） 

（基準価格） 
特記事項 ﾒｰｶｰ保 

証期間 

固定膝軽量用  アルミ 233 48,000 パイプ径 25 ㎜用  
固定膝ライト 80 アルミ 270 66,000   
手動固定膝 80 アルミ 368 64,600  2 年 
単軸マニュアルロック膝継手 アルミ 125 アルミ 275 58,700  1 年 
単軸膝 ロック式 TI 100 チタン 390 157,300 製造中止 ただし平成 27 年度まで修理対応

 
 

 

遊動固定切替膝 
  

アルミ 
 

418 
 

69,500 
  

皿受付単軸膝 70 アルミ 640 58,200  1 年 
アルミ単軸膝 100 アルミ 315 93,900   
ステンレス単軸膝 100 ステンレス 450 80,800   
チタン単軸膝 100 チタン 350 127,800   
単軸膝 80 アルミ 383 47,400  2 年 
単軸膝軽量用  アルミ 230 46,300 パイプ径 25 ㎜用  
単軸膝・空圧制御 4-BOLT PSPC 
UNIVERSAL 

100 アルミ・ステン 
レス 

不明 312,700  2 年 

空圧制御シリンダ付単軸膝 100 アルミ・カーボ 
ン 

577 260,200  1 年 

ハイドラケーデンス 2 100 
カーボンファイ 

バー 
1850 732,500 足関節連動  

油圧単軸膝継手、体重制限 75kg 75 アルミ 340 266,200  1 年 
Dolphin（油圧単軸膝、アルミフレーム） 100 アルミ 495 260,200  1 年 
油圧単軸膝継手、体重制限 150kg 150 アルミ 360 266,200  1 年 
単軸膝・油圧制御 4-BOLT/CaSTANCE 
UNIVERSAL 

100 アルミ・ステン 
レス 

不明 576,600  2 年 

アクアニーウォータープルーフロック付 150 アルミ 400 322,500 防水加工 1 年 
荷重ブレーキ膝 100 アルミ 695 75,500  1 年 
荷重ブレーキ膝継手 100 ステンレス 490 63,800  1 年 
荷重ブレーキ膝継手 チタン 100 チタン 360 147,600  1 年 
単軸荷重ブレーキ付膝継手（ロック切替機 
能付） 

125 アルミ 495 108,900 ロック・遊動 切替機能付き 1 年 

荷重ブレーキ膝継手 バネ内臓チューブ付 125 アルミ 745 217,800 荷重応答型ブレーキ 1 年 
安全膝（チューブアダプタ付） 100 ステンレス 790 70,300  1 年 
安全膝（ソケットアライメント） 100 ステンレス 770 73,900  1 年 
安全膝 極長断端用 100 ステンレス 790 75,700  1 年 
安全膝あぐら付（チューブアダプタ付） 100 ステンレス 1140 80,300  1 年 
安全膝あぐら付 100 ステンレス 880 71,200  1 年 
アルミ荷重ブレーキ膝 100 アルミ 316 102,900   
ステンレス荷重ブレーキ膝 100 ステンレス 450 84,600   
チタン荷重ブレーキ膝 135 チタン 350 127,000   
荷重ロック膝キット 100 チタン 453 119,800   
安全膝伸展補助付    84,700   
荷重ブレーキ膝 80 アルミ 510 79,100  3 年 
荷重ブレーキ付空圧膝継手 100 アルミ 680 217,800  1 年 
空圧膝継手・ピラミッド（伸展補助バネ） 125 チタン 910 294,600  1 年 
空圧膝継手・ピラミッド 125 チタン 910 288,000  1 年 
荷重ブレーキ膝  空圧式 チューブ付 125 アルミ 895 272,300  1 年 
BASS（空圧 荷重ブレーキ膝 カーボンフレー 
ム） 

100 
カーボンファイ 

バー 
685 281,300  1 年 

P-BASS（空圧 荷重ブレーキ膝 カーボンフ 
レーム） 

100 
カーボンファイ 

バー 
695 281,300  1 年 

安全膝 100 カーボンファイ 
バー 

1095 347,300 
 

1 年 

単軸・荷重ブレーキ付・ピラミッド 100 カーボンファイ 
バー 

1095 341,500 
 

1 年 

単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝継 
手 

100 カーボンファイ 
バー 

1191 364,800 
 

1 年 

 
マウクニー 

 
136 

 

カーボンファイ 
バー 

 
1,140 

 
517,800 

 

立脚相制御は完全固定とイールディング、抵 
抗なしの 3 つの切り替え機能あり。 

 
2.5

年 

ロータリー油圧膝継手、チューブ付 150 アルミ 1,240 432,500 防水加工・チューブ付 1 年 
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コード 名称 
機能区分 

機能概要 メーカー推奨適 
応活動レベル 

メーカー名 メーカー品番 
立脚相制御 遊脚相制御 

P2030502   油圧イール 
ディング 

空圧電子制 
御 

立脚相は荷重時に油圧 
によって屈曲抵抗が発生 
しイールディングが働く。 
遊脚相ではセンサーが 
速度を検知し、速度に合 
わせて空圧をマイコンで 
調整し屈曲と伸展を制御 
する。 

 

 

 
K2-K4 

 

 

 
ナブテスコ 

 

 

 
NI-C311 

P2030601 油圧電子制御 油圧電子制 
御 

立脚相と遊脚相両方に 
おいてセンサーが歩行状 
態を検知し、立脚相では 
イールディングの、遊脚 
相では屈曲と伸展の油 
圧をそれぞれの状態に 
合わせてマイコンで制御 
する。 

 

 

K3-K4 

 

 

オットーボック 

 

 

3C98 

P2040101 多軸膝継手 固定 固定 伸展状態で固定される。 
座位をとる場合などは手 
動で固定解除が可 

K0-K2 オズール BKN12511 

K1 オットーボック 3R23 
中程度 高崎義肢 TG1037 

P2040201 ― バネ（ゴム）伸 
展補助装置 

立脚相はリンク機構によ 

り安定性を高める。 遊脚
相はバネまたはゴ ムで
屈曲と伸展を制御す る。
バネ（ゴム）力は調整 可 

 

 

 

 

 
K1-K2 

ラポック M0781 
オットーボック 3R36 
オットーボック 3R20 

徳林 TGK-4000 

徳林 TK-4000S 

オズール BKN12500 

オズール BKN12501 

オットーボック 3R21 

メディ OFM1 

メディ OM8 
K3 以下 啓愛 A2-10-2 

活発な歩行 高崎義肢 TG1008 

 高崎義肢 TG1006 

 高崎義肢 TG1009 

 啓愛 A2-10 

 啓愛 A2-10-1 
P2040202 ― 空圧制御 立脚相はリンク機構によ 

り安定性を高める。 遊脚
相は空圧により屈曲 と伸
展を制御する。空圧 は
調整可 

K2 オットーボック 3R78 

K1-K3 ブラッチフォード 019136 

 

 

 

 

 

 
 

K2-K3 

徳林 TGK-4P01P 

オットーボック 3R106 

メディ OHP3 

徳林 TGK-4P10 

徳林 TK-4P00S 

ラポック M0750-A 

ラポック M0755-A 

徳林 TGK-4P00 

 

メディ 
 

OP5 

活発な歩行 高崎義肢 TG1017 
P2040203 ― 油圧制御 立脚相はリンク機構によ 

り安定性を高める。 遊脚
相は油圧により屈曲 と伸
展を制御する。油圧 は
調整可 

K2-K3 徳林 X60 

プロテオール 1P110 

K3-K4 オットーボック 3R55 

オットーボック 3R46 

活発な歩行 高崎義肢 TG1027 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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メーカー部品名称等 
使用者体 
重制限 
（㎏） 

主な使用材料 重量（g） 
価格（円） 

（基準価格） 
特記事項 ﾒｰｶｰ保 

証期間 

 

 

 
ハイブリッド二ー 

 

 

 
125 

 

 
 

カーボンファイ 
バー 

 

 

 
1,380 

 

 

 
836,500 

 

 
MRS（床反力センシングシステム）による油圧 
の ON-OFF 動作 
電池寿命約 2 年、充電不要 

 

 

 
3 年 

 

 

Ｃレッグ 

 

 

136 

 

 
カーボンファイ 

バー 

 

 

1,143 

 

 

1,652,500 

 
専用ﾊﾟｲﾌﾟｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、専用充電器、専用 AC ｱﾀﾞ 
ﾌﾟﾀｰと組合わせて使用。 ｽﾀﾝｽｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾀﾞﾝ
ﾋﾟﾝｸﾞ機構（調整可）任意 角度でのﾛｯｸ、モード
切替（一定角度でのﾛｯ ｸ、フリー）、躓き転倒
防止機能 

 

 

3 年 

バランスニー ロックタイプ 125 アルミ 590 194,600 
立脚相制御は軸位調整によりほぼ固定状態 
から遊動状態まで設定可能。 

2 年 

膝離断用膝継手 マニュアルロック 125 ステンレス 880 160,900  1 年 
手動固定 4 リンク 80 アルミ 520 113,700  2 年 
SwanS 75 アルミ 668 254,100  1 年 
ハーベルマン膝継手 チタン 100 チタン 445 158,500 幾何学的ロック 1 年 
ハーベルマン膝継手 100 ステンレス 820 94,400 幾何学的ロック 1 年 

四軸膝継手 100 カーボンファイ 
バー 

655 129,400  2 年 

Hy-Stan 四軸膝継手 100 アルミ 835 58,000  2 年 

バランスニー（伸展補助バネ） 125 アルミ 590 159,100 立脚相制御は軸位調整によりほぼ固定状態 
から遊動状態まで設定可能 

2 年 

バランスニー（伸展補助バネ強） 125 アルミ 590 158,500 立脚相制御は軸位調整によりほぼ固定状態 
から遊動状態まで設定可能 

2 年 

膝離断用多軸膝継手 伸展補助 125 ステンレス 1010 146,400  1 年 

四軸膝継手（ロック切替機構付） 136 アルミ 590 145,200 
30 ロック・遊動 切替機能付き 
＊ピラミッド位置 全方位 360 度スライド可 

1 年 

四軸膝継手(回転中心位置調整機構付） 136 アルミ 450 84,700 回転中心位置調整機構付 1 年 

四軸膝ターンテーブル付 100 アルミ 796 67,200 削除申請予定 1 年 
4 軸膝(2) 80 アルミ 688 112,300  2 年 
4 軸膝継手 80 アルミ 668 94,800  2 年 
6 軸膝  アルミ  165,300   
４軸膝(膝離断用)    103,000 製造中止、ただし平成 27 年度まで修理対応可  
４軸膝(膝離断用) 100 アルミ 605 80,500 製造中止、ただし平成 27 年度まで修理対応可 1 年 

多軸空圧膝継手 低活動用 100 アルミ 750 175,400  1 年 
四軸膝離断空圧 4-BAR KNEE 
DISARTICULATION/PSPC  SWING 

100 
アルミ・カーボ 

ン 
888 526,100  2 年 

空圧式四軸膝継手(ミニ） 80 
カーボンファイ 

バー 
780 211,700  2 年 

四節リンク空圧膝継手 チューブ付 100 アルミ 760 242,000  1 年 

四軸空圧膝継手（回転中心位置調整機構 
付） 

100 アルミ 875 242,000 
＊ピラミッド位置 全方位 360 度スライド可 
＊専用ウェｯｼﾞ組込でリンク形状変更可 

1 年 

空圧式四軸膝継手(膝離断用） 100 カーボンファイ 
バー 

1100 225,000  2 年 

Hy-Stan 空圧式四軸膝継手 100 アルミ 1150 100,400  2 年 
HRC4 本リンク膝(大腿切断用）(アルミフレー 
ム カーボンリンク） 

100 アルミ・カーボ 
ン 

685 179,500  1 年 

HRC4 本リンク膝(膝離断用）(アルミフレーム 
カーボンリンク） 

100 アルミ・カーボ 
ン 

668 179,500  1 年 

空圧式四軸膝継手 125 カーボンファイ 
バー 

920 211,700  2 年 

 

四軸空圧膝継手 

 

125 

 

アルミ 

 

765 

 

193,600 
＊ピラミッド位置 全方位 360 度スライド可 

＊伸展補助バネ 標準（硬）、弱（柔）あり 使用
者の活動度により、使い分ける 

 

1 年 

四軸空圧膝 80 アルミ 650 126,900  2 年 
油圧式四軸膝継手 125 アルミ 1060 412,500  2 年 
ハイディール 100 アルミ・チタン 1850 372,460   
多軸油圧膝継手 125 チタン 720 332,500  1 年 
膝離断用油圧膝継手 125 チタン 740 296,400  1 年 

四軸油圧膝 80 アルミ 750 136,200  2 年 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称 
機能区分 

機能概要 メーカー推奨適 
応活動レベル 

メーカー名 メーカー品番 
立脚相制御 遊脚相制御 

P2040204   ― 空圧電子制 
御 

立脚相はﾘﾝｸ機構により 

安定性を高める。 遊脚
相ではセンサーが 速度
を検知し、速度に合 わせ
て空圧をマイコンで 調整
し屈曲と伸展を制御 す
る。 

 

 

 
K2-K3 

 

ナブテスコ 

 

NI-C411 

ナブテスコ NI-C412 

ナブテスコ NI-C414 

P2040301 バウンシング ポリマー定摩 
擦・ゴム伸展 
補助装置 

立脚相では踵接地時に 
膝を完全固定した状態で 
膝が軽度屈曲（バウンシ 
ング）する。 遊脚相はポ
リマー定摩 擦・ゴムで屈
曲と伸展を 制御する。摩
擦力は調整 可 

 

 
 

K1-K2 

 

 
 

オズール 

 

 
 

TK-1900 

P2040302 バウンシング 空圧制御 立脚相では踵荷重時に 

膝が軽度屈曲（バウンシ 
ング）する。 遊脚相は空
圧により屈曲 と伸展を制
御する。空圧 は調整可 

 

 
K2-K3 

 

 
徳林 

 

 
TGK-5PS0 

P2040303 バウンシング 油圧制御 立脚相では踵荷重時に 
膝が軽度屈曲（バウンシ 
ング）する。 遊脚相は油
圧により屈曲 と伸展を制
御する。油圧 は調整可 

 

 

 

 
 

K2-K3 

ラポック M0780 

 
オズール 

 
TK2000 

ナブテスコ NK-6 
ナブテスコ NK-6+Ｌ 

オットーボック 3R60-EBS 

ラポック M0786 

オットーボック 3R60-PRO 

 
K2-K4 

 
オズール 

 
TK2100 

P2040304 バウンシング 空圧電子制 
御 

立脚相では踵荷重時に 
膝が軽度屈曲(バウンシ 
ング)する。 遊脚相では
センサーが 速度を検知
し、速度に合 わせて空圧
をマイコンで 調整し屈曲
と伸展を制御 する。 

 

 

 
K2-K3 

 

 

 
徳林 

 

 

 
TGK-5PSOIC 

P2050100 膝継手用部 
品 

保護カバー 膝継手の専用保護カ 
バー 

― 
― 
― 
― 
― 

 

― 
― 
― 

 

― 
― 

オズール 2145 
オズール 2150 
オズール 2151 
オズール BKN12550 

センチュリー25 TK-2047 

オズール TK-2052 
オズール TK-2053 

オットーボック 4X160 

Proteor １P50194-R 
Proteor 1P11090 

P2050200 伸展補助装 
置 

膝継手の専用伸展補助 ― 
― 
― 
― 
― 

オズール TK-2070 
啓愛 A1-1-1 
啓愛 A1-1-2 

ラポック M07-001 
高崎 TG2017 

P2050300 制御部品 膝継手のロック・アンロッ 
クの切り替えを行う。 

― オットーボック 4F34 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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メーカー部品名称等 
使用者体 
重制限 
（㎏） 

主な使用材料 重量（g） 
価格（円） 

（基準価格） 
特記事項 ﾒｰｶｰ保 

証期間 

 

4 節リンク機構ピラミッド 

 

100 

 

カーボンファイ 
バー 

 

1015 

 

356,500 
  

1 年 

4 節リンク機構十字滑り子式 100 カーボンファイ 
バー 

1060 365,500 すべりこによるスライド調整可 1 年 

4 節リンク機構皿タイプ 100 カーボンファイ 
バー 

915 356,500 
 

1 年 

 

 
 

トータルニー1900（ポリマー摩擦） 

 

 
 

100 

 

 
 

アルミ 

 

 
 

675 

 

 
 

314,600 

 

 
立脚後期のつま先荷重により、屈曲可能状 
態に切り替わる。補助的制御装置として伸展 
補助バンパーを備える 

 

 
 

2 年 

 

 
空圧式五軸膝継手 

 

 
100 

 

 
カーボンファイ 

バー 

 

 
1,005 

 

 
254,100 

  

 
2 年 

Swan（油圧バウンシング機構 5 軸安全膝 
体 
重上限 75k ) 

75 アルミ 670 323,500  1 年 

 
トータルニー2000（油圧） 

 
100 

 
アルミ 

 
690 

 
430,600 

立脚後期のつま先荷重により、屈曲可能状 

態に切り替わる。遊脚相の油圧抵抗は、伸展 
位から屈曲 60 度、60 度から最大屈曲、最大屈 
曲から伸展位を別々に調整できる。補助的制 
御装置として伸展補助バンパーを備える 

 
2 年 

バウンシング機構 125 チタン 890 372,500 幾何学的ロック 1 年 
ロック付バウンシング膝継手 125 チタン 940 397,500 幾何学的ロック、固定と遊動切替機能あり 1 年 
EBS 多軸膝継手 バウンシング機構 125 アルミ 845 472,500 幾何学的ロック・油圧式バウンシング機構 1 年 

Swan100（油圧バウンシング機構 5 軸安全
膝 体重上限 125kg) 

125 アルミ 840 370,500  1 年 

小型 EBS 多軸膝継手 バウンシング機構 75 アルミ 770 492,500 幾何学的ロック・油圧式バウンシング機構 1 年 

 
トータルニー2100（油圧） 

 
125 

 
アルミ 

 
900 

 
838,800 

立脚後期のつま先荷重により、屈曲可能状 

態に切り替わる。遊脚相の油圧抵抗は、伸展 
位から屈曲 60 度、60 度から最大屈曲、最大屈 
曲から伸展位を別々に調整できる。補助的制 
御装置として伸展補助バンパーを備える 

 
2 年 

 

 

 
空圧式五軸膝継手（オートパイロット） 

 

 

 
100 

 

 
 

カーボンファイ 
バー 

 

 

 
1150 

 

 

 
612,500 

  

 

 
2 年 

トータルニー2100 用外装用脛骨フェルール ― ― ― 9,500 フォームカバー取付・膝継手保護  
トータルニー2100 用外装用膝キャップ小 ― ― ― 12,400   
トータルニー2100 用外装用膝キャップ大 ― ― ― 24,400   
バランスニー用コスメティックカバー ― ― ― 5,900 膝継手保護  
トータルニー1900・2000 用外装用脛骨フェ 
ルール 

― ― ― 9,000 フォームカバー取付・膝継手保護  
トータルニー1900・2000 用外装用膝キャップ ― ― ― 12,400   
トータルニー1900・2000 用外装用膝キャップ ― ― ― 24,400   
ニープロテクター C レッグ用 ― ― ― 101,600 

下腿部の形状をしている。充電用スライドカ 
バー付 

 
ニーキャップ ― ― ― 19,900 膝継手保護  
ニーキャップ ― ― ― 15,000 膝継手保護  
トータルニー用伸展補助バネ ― ― ― 22,700   
リング（膝伸展用） ― ― ― 1,950   
膝伸展用ゴム ― ― ― 2,050   
Swan ばね調節キット ― ― ― 14,200   
ウレタンベルト（伸展補助用） ― ― ― 1,550   
ロックコントロールユニット ― ― ― 5,500   

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称 
機能区分 

機能概要 メーカー推奨適 
応活動レベル 

メーカー名 メーカー品番 
立脚相制御 遊脚相制御 

P2050400   充電器 膝継手の専用バッテリー 
チャージャー 

― 
― 

オットーボック 4E50 

オットーボック 757L16 

P2050500 バッテリー 
キット 

膝継手の専用バッテリー ― 
 

― 

ナブテスコ N-B002 

徳林 LI179 

P2060101C 単軸膝継手 
(小児用） 

固定 固定 膝が完全伸展位で固定 

される。座位をとる場合 
などは手動で固定解除 
可 

K1-K2 徳林 TK-1C1 

特になし オットーボック 3R39 

 ラポック C0720 

P2060201C ― バネ（ゴム）伸 
展補助装置 

立脚相を制御機能はな 

い 遊脚相はバネまたは
ゴ ムで屈曲と伸展を制御
す る。バネ（ゴム）力は調
整 可 

特になし オットーボック 3R38 

  

ラポック 
 

C0700 

P2060202C ― 油圧制御 立脚相を制御する機能 

はない。 遊脚相は油圧に
より屈曲 と伸展を制御す
る。油圧 は調整可 

  

オットーボック 

 

3R65 

P2060301C 固定・遊動切替式 膝を完全伸展位で固定 
するか遊動にするかの 選
択可 

 
高崎義肢 TG1013 

P2070101C 多軸膝継手 
(小児用） 

― バネ（ゴム）伸 
展補助装置 

立脚相はリンク機構によ 
り安定性を高める。 遊脚
相はバネ或いはゴ ムで
屈曲と伸展を制御す る。
バネ（ゴム）力は調整 可 

 

K1-K4 

ブラッチフォード 019245 

オズール TK-1100 

K1-K2 徳林 TK-40C 
特になし オットーボック 3R66 

P2080100C 膝継手用部 

品  (小
児用） 

保護カバー  膝継手の専用保護カ 
バー 

― センチュリー22 TK-1145 
― センチュリー23 TK-1150 
― センチュリー24 TK-1151 

P2080200C 伸展補助装置  膝継手の専用伸展補助 ― オズール TK-1170 
P2090100 足継手・足 

部一体型 
単軸継手（底背屈） 他のコネクタやチューブ 

などと接続可能になって 
いる。底背屈の動きあ 
り。足の形状をしている。 

 
K2 以下 

啓愛 A1-8 

啓愛 A1-8-N 

P2090200 多軸継手（底背屈・内外反） 他のコネクタやチューブ 

などと接続可能になって 
いる。底背屈と内外反の 
動きあり。足の形状をし 
ている。 

 
K1-K2 

 

オットーボック 
 

1M10 

オズール FBP0-size 

K2 
フリーダムイノ 
ベーションズ 

VS3000 

K2-K3 オットーボック 1A30 

P2090301 固定接続 エネルギー蓄 
積を考慮した 
キール 

他のコネクタやチューブ 
などと接続可能になって 
いる。キールにカーボン 
等の弾性素材を使用しエ 
ネルギー蓄積の機能あ 
り。足の形状をしている。 

K1-K2 オズール JBPExyyL/R 
オズール ASPFS-SIZE 

 
K1～K3 

ラポック M1170 

徳林 TSF-TR01 

K2-K3 
オズール FAP0-size 

フリーダムイノ ベ
ーションズ 

VS1000 

K2～K4 ラポック M1172 

K3-K4 Proteor 1A400 DynaC 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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メーカー部品名称等 
使用者体 
重制限 
（㎏） 

主な使用材料 重量（g） 
価格（円） 

（基準価格） 
特記事項 ﾒｰｶｰ保 

証期間 

バッテリーチャージャー ― ― ― 67,700 C-Leg の充電状況を表示  
ＡＣアダプター ― ― ― 32,600 4E50 に接続  
バッテリーキット（NI-C シリーズ用） ― ― ― 7,100 電池寿命約 2 年  
グラファイト空圧式五軸膝継手(オートパイ 
ロット)用バッテリー 

― ― ― 14,100   
小児用単軸膝継手 55 アルミ 310 52,800  2 年 

マニュアルロック膝継手 小児用 45 アルミ 145 132,700  1 年 

手動ロック膝（小児用） 45 アルミ 181 115,000  1 年 

単軸膝継手 小児用 45 アルミ 160 111,300 
 

1 年 

 

単軸膝（小児用） 
 

45 
 

アルミ 
 

159 
 

115,000 
  

1 年 

 

油圧単軸膝継手 小児用 

 

45 

 

アルミ 

 

315 

 

243,200 

  

1 年 

遊動固定切替膝軽量用（小児用） 
 

アルミ 252 66,000 パイプ径 25 ㎜用 
 

四軸膝子供用 CHILD'S AK 4 BAR 60 アルミ 435 302,300  2 年 

小児用トータルニー膝継手 45 アルミ 395 293,700 
立脚後期のつま先荷重により、屈曲可能状 
態に切り替わる。補助的制御装置として伸展 
補助バンパーを備える 

2 年 

小児用四軸膝継手 55 アルミ 370 66,000 10  
多軸膝継手 小児用 35 アルミ 310 130,600 足部回旋機構 1 年 
トータルニー1100 用外装用フェルール ― ― ― 9,000 フォームカバー取付・膝継手保護  
トータルニー1100 用膝キャップ小 ― ― ― 12,400   
トータルニー1100 用膝キャップ大 ― ― ― 24,400   
トータルニー1100 用伸展補助バネ ― ― ― 22,700   
一軸足部 100 ウレタン／木 

290～ 
450 

17,500   

一軸足部 100 ウレタン／木 
290～ 
400 

27,500  

 

アジャスト 
80/ 
100/ 
125 

強化プラスチッ 
ク 

465 
(24cm) 

 

70,100 
 

体重制限：サイズによる 

フレックスフットバランス 136 カーボン 490 66,000  
サイズウォークテック(指股選択可,ふっとカ 
バーセット) 

136 カーボン FRP 
490～ 
630 

90,700 指又仕様  選択可, 21-25 490g,26-28 630g 

グライシンガープラスフット 指股あり 
75/ 
100 

ウレタン 
620 

(24cm) 
66,000 体重制限：サイズによる 

バランスフット J 136 カーボン 632 121,900  
アンビシャス 80 カーボン 660g 121,100  
J-Foot 

80  27cm 
のみ 100 

 445～ 
660 

97,200  

トルネードダイナミックフット 125 
Fiber enforced 
synthetic 
polymers 

300 
(28cm) 

66,000 
 

アシュア 136 カーボン 620 137,900  
セネター 136 カーボン 

520～ 
780 

99,200 22-25: 520g,26-28: 655g, 29-30: 780g 

J-Foot Plus *24、25cm のみの展開 80  490～ 
520 

112,500  

DynaC 125 
コンポジット素 
材 

420 165,900  

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称 
機能区分 

機能概要 メーカー推奨適 
応活動レベル 

メーカー名 メーカー品番 
立脚相制御 遊脚相制御 

       

 

 
特になし 

 

 

 
オットーボック 

 

 

 
1WR95=P 

P2090401 固定接続（鉛 

直方向の衝 撃
吸収） 

エネルギー蓄 

積を考慮した 
キール 

他のコネクタやチューブ 

などと接続可能になって 
いる。キールにカーボン 
等の弾性素材を使用しエ 
ネルギー蓄積の機能あ 
り。鉛直方向の衝撃を吸 
収する。足の形状をして 
いる。 

 
K2-K3 

 

フリーダムイノ ベ
ーションズ 

 
RS4000 

 
K3-K4 

 

フリーダムイノ ベ
ーションズ 

 
RS1000 

P2090501 固定接続（内 
外反の動き） 

エネルギー蓄 

積を考慮した 
キール 

他のコネクタやチューブ 

などと接続可能になって 
いる。キールにカーボン 
等の弾性素材を使用しエ 
ネルギー蓄積の機能あ 
り。 内外反の動きあり。
足の 形状をしている。 

K2 
カレッジパークイ 
ンダストリー 

CPI-03 

 

 

 

 

 

 

 
 

K2-K3 

オズール LAPO-size 

オズール TLPO-size 

 
オットーボック 

 
1C30 

オットーボック 1D35 

フリーダムイノ 
ベーションズ 

FS1000 

フリーダムイノ 
ベーションズ 

FS2000 

フリーダムイノ 
ベーションズ 

FS3000 

フリーダムイノ 
ベーションズ 

FS4000 

フリーダムイノ ベ
ーションズ 

Ｆ１０ 

 
K3 

カレッジパークイ 
ンダストリー 

CPI-01 

カレッジパークイ 
ンダストリー 

CPI-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K3-K4 

オットーボック 1E50 

ウィーローウッド TBMA-SIZE 

オットーボック 1E58 

フレックスフット F・F-MⅢ-SP 

オットーボック 1C40 

 

オットーボック 

 

1C60 

 

オットーボック 

 

1C63 

オットーボック 1C64 

オットーボック 1E56 

オットーボック 1E57 

オズール Vari-Flex Evo 

オズール LP Vari-Flex Ev 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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メーカー部品名称等 
使用者体 
重制限 
（㎏） 

主な使用材料 重量（g） 
価格（円） 

（基準価格） 
特記事項 

 

 

 
アクアフット ウォータープルーフ アダプタ付 

 

 

 
150 

 

 

 
木材･ウレタン 

 

 
 

437 
(24cm) 

 

 

 
52,800 

 

 
 

防水加工｡活動レベル：設定ないが、日常で 
併用する場合は K1-2 対象 

 
シルエット 

 
166 

 
カーボン 

 

525～ 
785 

 
317,500 

 

(メスアダプター付)22-25: 525g,26-28: 645g, 
29-31: 785g 

 
レネゲイド 

 
166 

 
カーボン 

625～ 
945 

 
447,500 

 

指又仕様 選択可, 22-25 625g,26-28 765g, 
29-31 945g 

トリビュートフット 99 
ステンレス／ウ 
レタン他 

502 
(26cm) 

110,600  

フレックスフットアクシア 140 カーボン 566 262,800 左右非対称設計のカーボンプレートにより、 足
底圧中心の流れを整える機能を持つ 

タラックス 147 カーボン 740 388,700 左右非対称設計のカーボンプレートにより、 足
底圧中心の流れを整える機能を持つ 

 
トライアス 

80/ 
95/ 
110/ 
125 

 
カーボン 

468 
(24cm) 

 
116,200 

 
体重制限：サイズ、カテゴリによる 

ダイナミックモーション  指股付 22～30cm 
75/ 
100 

強化プラスチッ 
ク 

510 
(24cm) 

92,000 体重制限：サイズによる 

シエラ 166 カーボン 
515～ 
750 

229,900 
指又仕様  選択可, 22-25 515g,26-28 640g, 
29-31 750g 

パシフィカ 166 カーボン 
485～ 
720 

217,800 
指又仕様  選択可, 22-25 485g,26-28 610g, 
29-31 720g 

ハイランダー 166 カーボン 
470～ 
750 

223,800 
指又仕様  選択可, 22-25 470g,26-28 590g, 
29-31 750g 

パシフィカ LP 166 カーボン 
465～ 
760 

217,800 
指又仕様  選択可, 22-25 465g,26-28 570g, 
29-31 760g 

ダイナダプト 100 カーボン 
535～ 
750 

242,000 指又仕様 選択可, 22-25 535g,26-28 635g, 
29-31 750g 

カレッジパークフット 136 
ステンレス／ウ 
レタン他 

641 
(26cm) 

234,300  

ベンチャーフット 113 
ステンレス／ウ 
レタン他 

585 
(26cm) 

259,400  

ドバンテージ DP 22～31cm 150 カーボン 
360 

(24cm) 
350,500 

ダイナミックパイロン仕様 体重制限：カテゴ 
リーによる 

トレイスブレイザーMA 115 
カーボンコンポ 
ジット材 

460 
(30cm) 

199,600  

アクション DP 125 カーボン 
385 

(24cm) 
205,700 

ダイナミックパイロン仕様 体重制限：カテゴ 
リーによる 

モジュラーⅢ スプリットトーあり 227 カーボン 885 416,500  
C ウォーク 24～30 ㎝ 

75/ 
100 

カーボン 
405 

(24cm) 
248,000 体重制限：サイズによる 

 

トリトンフット 
100/ 
125/ 
150 

 

カーボン 
590 

(24cm) 

 

229,900 

 

体重制限：サイズ、カテゴリによる 

 

トリトン LP 
100/ 
125/ 
150 

 

カーボン 
560 

(24cm) 

 

211,700 

 

防水加工。体重制限：サイズ、カテゴリによる 

トリトン HD 
100/ 
150 

カーボン 
590 

(24cm) 
254,100 防水加工。体重制限：サイズ、カテゴリによる 

アクション 125 カーボン 
515 

(24cm) 
205,700 体重制限：サイズ、カテゴリによる 

ローライダー 22～31cm 
100/ 
136 

カーボン 
465 

(24cm) 
350,500 体重制限：活動レベルによる 

バリフレックス EVO 166 カーボン 700 360,300  

LP バリフレックス EVO 166 カーボン 540 315,400  

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称 
機能区分 

機能概要 メーカー推奨適 
応活動レベル 

メーカー名 メーカー品番 
立脚相制御 遊脚相制御 

P2090601   固定接続（内 

外反、鉛直、 
ねじれの動 
き） 

エネルギー蓄 

積を考慮した 
キール 

他のコネクタやチューブ 

などと接続可能になって 
いる。キールにカーボン 
等の弾性素材を使用しエ 
ネルギー蓄積の機能あ 
り。 内外反の動き、足の
形状 をしている。 鉛直方
向の高い衝撃や ねじれ
を吸収する。 

 

 

 

 

K3-K4 

オズール RSPE-size 

オズール VLXE/LRP-size 

オットーボック 1C61 

 
オットーボック 

 
1C62 

P2090701 固定接続（内 

外反、鉛直の 
動き） 

エネルギー蓄 

積を考慮した 
キール 

他のコネクタやチューブ 

などと接続可能になって 
いる。キールにカーボン 
等の弾性素材を使用しエ 
ネルギー蓄積の機能あ 
り。 内外反の動き、鉛直
方向 の高い衝撃を吸収
する。 

 
K3-K4 

オズール XCPE-size 

フレックスフット F・F-RE-SP 

 

K1,K2,K3,K4 

 

ウィローウッド 

 

PFDR-SIZE 

P2090801 固定接続、踵 
高調整 

エネルギー蓄 

積を考慮した 
キール 

他のコネクタやチューブ 

などと接続可能になって 
いる踵高調整機能があ 
る。 キールにカーボン等
の弾 性素材を使用しエネ
ル ギー蓄積の機能あり。
足 の形状をしている。 

 

K2-K3 

オズール ELPO-SIZE 

フリーダムイノ ベ
ーションズ 

RS2000 

K3-K4 オズール VFQE-size 

P2090901 固定接続、自 
動踵高調整 

エネルギー蓄 

積を考慮した 
キール、 

他のコネクタやチューブ 

などと接続可能になって 
いる自動で踵高調整を 
行う。 キールにカーボン
等の弾 性素材を使用しエ
ネル ギー蓄積の機能あ
り。足 の形状をしてい 

  
ブラッチフォード 

 
EC 22-30 L/R 

  
フリーダムイノ ベ
ーションズ 

 
ＲＯＭ 

P2091000 サイム用  K1～K2 ラポック M1112-R 
ラポック M1112-L 

K2-K3 
オットーボック 1C20 

マインド SVF175 

 
K3-K4 

フリーダムイノ 
ベーションズ 

LP2000 

フレックスフット F・F-LPS-SP 

 啓愛 A1-7-1 

 啓愛 A1-19 
P2100100 組合わせて 

使う足部 
多軸（底背屈・内外反） 
フットカバーなし 

他のコネクタやチューブ 
などと接続可能になって 
いる。底背屈と内外反の 
動きあり 

 
K2 

 
ウィローウッド 

 
DWF-SIZE 

P2100200 継手機能なし 足継手と組み合わせて 

使用する。 足の形状を 
している。 

 
K１ 

Proteor 1A200 

オットーボック 1H38 

 ラポック SL1160 

オットーボック 1D10 

オットーボック 1D11 

オットーボック 1S49 

オットーボック 1S66 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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メーカー部品名称等 
使用者体 
重制限 
（㎏） 

主な使用材料 重量（g） 
価格（円） 

（基準価格） 
特記事項 

リフレックスローテート EVO 147 カーボン 1136 578,300  

LP ローテート EVO 147 カーボン 870 495,000  

トリトン VS 
100/ 
125/ 
150 

カーボン 
900 

(24cm) 
284,300 体重制限：サイズ、カテゴリによる 

 
トリトンハーモニー 

100/ 
125/ 
150 

 
カーボン 

 

890 
(24cm) 

 
402,500 

 
体重制限：サイズ、カテゴリによる。ハーモ ニー
ポンプ内蔵 

バリフレックス XC 166 カーボン 712 441,400  

リフレックスショック EVO スプリットトーあり 166 カーボン 1048 658,300  

 

バスファインダー 

160 For 
K1,K2,K3 
135 For 

K4 

 
カーボンコンポ 
ジット材 

 
817 

(27cm) 

 

402,500 

 

イレーション雄ピラミッド 100 
 

710 304,600 0～50 ミリの範囲で無段階で差高調整できる 
油圧調整機構を備える 

ランウェイ 116 カーボン 
620～ 
735 

347,500 22-25: 620g,26-28: 735g 

バリフレックス EVO(クイックアライン付) 166 カーボン 1084 457,900 0～30 ミリの範囲で差高調整できる機構を組 
み合わせている 

 
エシュロン 

 
125 

 
アルミ・ステン 
レス・カーボン 

 
688 

 
607,800 

 

 
キンテラ（油圧足継手付き足部） 

 
125 

 
カーボン 

 

795～ 
992 

 
542,500 

 
指又仕様 選択可、22-25: 795g,26-28: 897g, 
29-30:992g 

サイム用足部（24 ㎝右） 70  330 21,500  
サイム用足部（24 ㎝左） 70  330 21,500  
プロサイム  フットカバー付 25～28cm 

100/ 
125 

カーボン 
655 

(25cm) 
186,300 体重制限：サイズによる 

ボイジャーフット サイム用 136  580 296,500  
LP サイム 166 カーボン 

420～ 
670 

220,200 
指又仕様  選択可, 22-25 420g,26-28 545g, 
29-31 670g 

ロープロファイル サイム スプリットトーあり 166 カーボン 602 415,400 
踵部と前支部からなるカーボン製プレートに、 
ＡＰ・ＭＬ方向でのアライメント調整可能な接 
続部を組み合わせている 

サイム用足部  ウレタン／木 
285～ 
445 

17,300  
SF フット  ウレタン／木  33,100 製造中止ただし平成 27 年度まで修理対応

 
 
デュラウォーク 

 
160 

 
GFRP（強化ガ 
ラス繊維） 

 

502 
(26cm) 

 
62,000 

 

ジェリーフット 100 
EVA、ステンレ 
ス 

380 44,800 継手一体型 

単軸足部  指付 21～28cm 100 木材･ウレタン 
335 

(24cm) 
23,000  

Ai SACH 80  310～ 
390 

28,400  
ダイナミックフット  男性用  指股付 22～ 
30cm 

125 木材･ウレタン 
350 

(24cm) 
36,400  

ダイナミックフット  女性用  指股付 22～ 
28cm 

100/ 
125 

木材･ウレタン 
345 

(24cm) 
36,400 体重制限：サイズによる 

SACH フット  指付 21～28cm 
100/ 
125 

木材･ウレタン 
365 

(24cm) 
18,500  

SACH フット  指付  差高 18mm 22～30cm 
100/ 
125 

木材･ウレタン 
365 

(24cm) 
12,400  
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コード 名称 
機能区分 

機能概要 メーカー推奨適 
応活動レベル 

メーカー名 メーカー品番 
立脚相制御 遊脚相制御 

      

K1-K2 
啓愛 A1-7 

啓愛 A1-7-N 

ウィローウッド SAF-SIZE 

ブラッチフォード 519119～51913 

ブラッチフォード 519141～51914 

ラポック M1100 

K2 マインド SNF150 
Proteor 1A101 

K2～K3 ラポック M1150 

特になし オットーボック 1S70 

特になし オットーボック 1WR95=W 

 高崎 TG-3001 

 高崎 TG-3021 

 高崎 TG3022 

 その他のＳＡＣＨ  
P2100300 エネルギー蓄積を考慮した 

キール 
足継手と組み合わせて 

使用する。 キールにカー
ボン等の弾 性素材を使
用しエネル ギー蓄積の
機能あり。 足の形状をし
ている。 

K2 以下 啓愛 A2-8 

K2 
マインド SFH110 
マインド SFH120 
マインド SLF135 

 
K2-K3 

ブラッチフォード 529120～52913 

マインド SCF185 
マインド SCF195 

K2～K4 ラポック M1180 

K3,K4 ウィローウッド IMP-SIZE 

P2110100 組合わせて 
使う足継手 

固定接続 SACH 用足継手、他のコ 
ネクタやチューブなどと 接
続可能になっている 

 

 

 
 

K1-K2 

オットーボック 2R8 

オットーボック 2R31 

オットーボック 2R54 

啓愛 A1-15-1AL 
啓愛 A1-15-1SS 
啓愛 A1-15-1TI 
啓愛 A1-4 
啓愛 A1-13 

K1-K3 
バウアーファインド G-025-M10 
オズール A-833100 
オズール A-835100 

 
 

K2-K3 

ホスマー 60273 
ホスマー 60405 
マインド SCA240 
マインド SCA241 
マインド SCA242 
マインド SCA280 

K3 ピー・オー・テック POTECSA-1 

 フィラワー 124160 

 高崎 TG3023 

 高崎 TG2075 

 ウィローウッド 2LTC-1208 

 ラポック M1305 

 ラポック M1308 

 啓愛 K-AL69SS 

 啓愛 K-AL69TI 

 徳林 FA156 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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メーカー部品名称等 
使用者体 
重制限 
（㎏） 

主な使用材料 重量（g） 
価格（円） 

（基準価格） 
特記事項 

SACH 足部 100 ウレタン／木 
320～ 
470 

16,400  

SACH 足部 100 
ウレタン／ 
POM 

290～ 
460 

26,100  

オハイオ単軸足部 115 
ファイバーガラ 
スコンポジット 

451 
(29cm) 

25,600  

20mm 差高 MULTIFLEX 4 FOOT 125 
アルミ・ステン 

レス・プラス チ
ック・ゴム 

375 35,300 
 

マルチ足部爪付 25mm 125 
アルミ・ステン 

レス・プラス チ
ック・ゴム 

375 35,600 
 

単軸用足部 70  275～ 
390 

18,200  
シアトルナチュラルフット 130  380 30,100  
ダイナステップフット 80-100  440 54,400  
スーパーフット 100  295～ 

410 
30,300  

SACH フット  指なし 22～29cm    12,400 販売中止、ただし平成 29 年度まで修理対応 

アクアフット ウォータープルーフ 150 木材･ウレタン 
437 

(24cm) 
42,600 防水加工 

SACH 足ジュラコンキール（耐水性）    21,400  
SACH（木製キール）    14,200  
単軸足    18,400  

その他の SACH    13,800  
F.J.足部 100 

ウレタン／アル 
ミ 

290～ 
450 

15,900  
シアトルフット（男性用） 100  380 50,100  
シアトルフット（女性用） 100  380 50,100  
シアトルライトフット 100  360 50,100  
20mm 差高 DR MK2 FOOT 125 

アルミ・ステン 
レス・プラス チ
ック・ゴム 

430 66,500 
 

カーボンライトフット 124  400 49,500  
カーボンライトフット 124  400 49,500  
J-Foot L 100  305～ 

445 
63,400  

インパルス 160 
カーボンコンポ 
ジット材 

453 
(26cm) 

62,000  

SACH ﾌｯﾄ用アダプター ステンレス 125 鉄 125 6,700 
適用レベルは対応する足部のもの/サイズによっ 
て重量・体重制限は異なる 

SACH フット用アダプター チタン 125 チタン 70 16,500 
適用レベルは対応する足部のもの/サイズによっ 
て重量・体重制限は異なる 

SACH フット用アダプター アルミ 100 アルミ 80 15,200 
適用レベルは対応する足部のもの/サイズによっ 
て重量・体重制限は異なる 

SACH アダプタｰ ｱﾙﾐ 100 アルミ 105 12,200 製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応可 

SACH アダプター ステンレス 100 ステンレス 110 5,400 製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応可 

SACH アダプター チタン 100 チタン 80 13,800 製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応可 

SACH 用アダプター 100 鉄 250 17,900  
下腿極長断端用アダプター 100 鉄 260 15,700  
SACH フットアダプタ  チタン M10 100 チタン 173 14,900  
SACH 足部アダプタ  ステン アルミ 100 アルミ 105 14,400  
SACH フットアダプタ 166 チタン 110 26,400  
チタン SACH アダプター 135 チタン 100 19,600  
ステン SACH アダプター 135 ステンレス 142 8,800  
チタン SACH アダプター 166 チタン 47 20,800  
新サッチアダプター 136 チタン 120 15,600  
チタンフットアダプター 136 チタン 46 19,400  
ステンレスサッチアダプター 136 ステンレス 84 9,200  
チタン製サッチフットアダプター 80 チタン 48 25,400  
足部アタッチメントピラミッド付    12,800  
SACH アダプター    6,700  
SACH 用受け皿    5,700  
CC2L-TAJ 足継手 100 チタン 26 12,700  
SACH アダプタ 100 ステンレス 138 5,700  
SACH アダプタ（J-Foot L 用） 100 ステンレス 120 8,000  
サッチアダプター ステンレス    6,500  
サッチアダプター チタン    16,300  
足継手 100 ステンレス 120 4,500  

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称 
機能区分 

機能概要 メーカー推奨適 
応活動レベル 

メーカー名 メーカー品番 
立脚相制御 遊脚相制御 

P2110201   固定接続 踵高調整機 
能付 

踵の高さを選択・調整で 
きる。他のコネクタや チュ
ーブなどと接続可能 にな
っている 

 

K1-K3 
 

オズール 
 

QAP125-size 

K2-K3 ラポック M1085 

 高崎 TG3025 

P2110301 単軸継手（底 
背屈） 

踵高調整機 
能付 

踵の高さを選択・調整で 
き,底背屈機能を有する。 
他のコネクタやチューブ 
などと接続可能になって 
いる 

 

K1～K2 

 

ラポック 

 

M1002 

P2110300 単軸継手 （底背屈） 底背屈機能を有する。他 

のコネクタやチューブな 
どと接続可能になってい 
る 

 
 

K1 

オットーボック 2R10 

オットーボック 2R33 

オットーボック 2R51 

 
K1～K2 

ラポック M1011 
ラポック SL1010-A 
啓愛 A1-5 
啓愛 A2-5 
啓愛 A2-5-TI 

K2～K3 ラポック M1035 
ラポック M1055 

 ウィローウッド SAF-00100 

 啓愛 A2-5-AL 

 高崎 TG3026 

 マインド SCS200S1 

 マインド SCS200S2 

 マインド SCS200S3 
P2110100 多軸継手（底背屈、内外反、 

回旋） 
底背屈、内外反、回旋の 
機能を有する。他のコネ 
クタやチューブなどと接 
続可能になっている 

 
 

K1-K3 

ブラッチフォード MFAST30 

ブラッチフォード 
379538～ 
379541 

ブラッチフォード 
409125～ 
409127 

100kg まで
K1- 
K4 

120kg まで K1- 
 

 
ブラッチフォード 

409121～ 
409123 

K2～K3 ラポック M1025 

 高崎 TG2065 

 高崎 TG2065S 
P2120100 組合わせて 

使う足部用 
部品 

バンパー 遊動継手や緩衝器に用 
いられる緩衝材 

― ウィローウッド SAF-00128 
― ウィローウッド SAF-00132 
― ウィローウッド SAF-00134 
― ウィローウッド SAF-00140 
― ウィローウッド SAF-00142 
― ウィローウッド SAF-00144 

― 
カレッジパークイ 
ンダストリー 

FB CPI-01 

― 
カレッジパークイ 
ンダストリー 

HB CPI-01 

― 
カレッジパークイ 
ンダストリー 

MP CPI-01 

― 
カレッジパークイ 
ンダストリー 

AB CPI-01 

― 
カレッジパークイ 
ンダストリー 

AB CPI-02 

― 
カレッジパークイ 
ンダストリー 

FHB CPI-02 

― ブラッチフォード 
409002～ 
409004 

― ブラッチフォード 
409007～ 
409009 

― ラポック M10-005 
― ラポック M10-006 
― ラポック M10-007 
― ラポック M10-008 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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メーカー部品名称等 
使用者体 
重制限 
（㎏） 

主な使用材料 重量（g） 
価格（円） 

（基準価格） 
特記事項 

 

クイックアライン 
 

125 
 

アルミ 
 

384 
 

148,100 
0～30 ミリの範囲で差高調整できる。バリフ 
レックスやタラックスに組み合わせて使用でき 
る 

ピッチアジャスター（M1180 J-Foot L 専用 
品） 

100 アルミ 392 208,100  

踵高調節継手その他    27,900  
 

踵高調節型足継手 

 

70 

 

アルミ 

 

241 

 

28,100 

 

足継手  単軸ﾌｯﾄ用 ステンレス 100 鉄 325 13,300 
適用レベルは対応する足部のもの/サイズに 
よって重量・体重制限は異なる 

足継手  単軸ﾌｯﾄ用 チタン 100 チタン 200 42,600 
適用レベルは対応する足部のもの/サイズに 
よって重量・体重制限は異なる 

足継手  単軸ﾌｯﾄ用 アルミ 100 アルミ 230 30,100 適用レベルは対応する足部のもの/サイズに 
よって重量・体重制限は異なる 

単軸足継手 70 アルミ 235 17,400  
輪ｺﾞﾑ式足継手 100 アルミ 183 60,700  
軸足関節 100 鉄 405 27,700  
F.J.足継手（アライメント・アダプター） 100 鉄 500 36,900  
F.J.足継手チタン（アライメント・アダプター） 100 チタン 367 42,600  
プラグつきスーパーアンクル 70 アルミ 300 67,200  
プラグﾞつき正座用足継手 70 アルミ 347 101,500  
オハイオ単軸足部用 足継手 100 カーボン 103 27,000  
F.J.足継手アルミ（アライメント・アダプター）  アルミ  31,500 製造中止 ただし平成 27 年度まで修理対応 
単軸足継手ピラミッド    23,300  
シースタンス足関節 50ｋｇまで 50   122,200  
シースタンス足関節 72ｋｇまで 72   122,200  
シースタンス足関節 100ｋｇまで 100   122,200  
マルチ足関節重労用 30 ㎜ 125 

アルミ・ステン 
レス・ゴム 

201 15,400  
足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 
30mm 

100 
アルミ・ステン 
レス・ゴム 

216 25,500  
マルチ足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE 
35mm 

125 アルミ・ステン 
レス・ゴム 

213 26,600  

足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 
35mm 

100 

(K1-K4) 
120 

(K1-K3) 

 

アルミ・ステン 
レス・ゴム 

 
216 

 
26,100 

 

プラグつきゴム座式足継手 80 アルミ 274 69,000  
足関節用アライメント受け皿    5,700  
TG2065 軽量用    5,700  
オハイオ単軸足部用 バンパー（青）前柔 113 ウレタン 12 2,100 足部サイズと体重により選択の目安あり 
オハイオ単軸足部用 バンパー（黒）前普通 113 ウレタン 12 2,100 足部サイズと体重により選択の目安あり 
オハイオ単軸足部用 バンパー（白）前硬 113 ウレタン 12 2,100 足部サイズと体重により選択の目安あり 
オハイオ単軸足部用 バンパー（黄）後柔 113 ウレタン 10 2,100 足部サイズと体重により選択の目安あり 
オハイオ単軸足部用 バンパー（緑）後普通 113 ウレタン 10 2,100 足部サイズと体重により選択の目安あり 
オハイオ単軸足部用 バンパー（赤）後硬 113 ウレタン 10 2,100 足部サイズと体重により選択の目安あり 

カレッジパークフット用フロントバンパー  ウレタンゴム  1,500  

カレッジパークフット用ヒールバンパー  ネオプレン  1,600  

カレッジパークフット用ミッドスタンドパット  ウレタン  1,000  

カレッジパークフット用アンクルブッシュ  ウレタン  1,000  
ベンチャーフット・トリビュートフット用アンク 
ルブッシュ 

 ウレタン  900  
ベンチャーフット・トリビュートフット用バン 
パー 

 ネオプレン  1,800  

軽労用スヌーパーキット L.D.M/F SNUBBER 100 
ゴム・プラス 
チック・フェルト 

約 30 2,200  
標準用スヌーパーキット  STD.M/F 
SNUBBER 

125 
ゴム・プラス 
チック・フェルト 

約 30 2,800  
踵高調節用キット（10 ㎜） 70   4,600  
踵高調節用キット（20 ㎜） 70   4,600  
踵高調節用キット（30 ㎜） 70   4,600  
踵高調節用キット（40 ㎜） 70   4,600  

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称 
機能区分 

機能概要 メーカー推奨適 
応活動レベル 

メーカー名 メーカー品番 
立脚相制御 遊脚相制御 

     ― ラポック M10-013 
― ラポック M10-014 
― ラポック M10-015 
― ラポック M10-016 
― ラポック M10-050 
― ラポック M10-060 
― ラポック M10-070 
― ラポック M10-080 
― ラポック M10-094 
― ラポック M10-095 
― ラポック SL10-010 
― ラポック SL10-020 
― ラポック SL10-040 
― ラポック SL10-050 
― ラポック SL10-060 
― ラポック SL10-100 
― ラポック SL10-110 
― ラポック SL10-140 
― ラポック SL10-150 
― ラポック SL10-170 
― ラポック SL10-250 
― ラポック SL10-260 
― ラポック SL10-270 
― 啓愛 A2-5-1 
― 高崎 TG4031 
― 高崎 TG4034 

P2120200 ボルト  ― 高崎 TG4033 

―  その他のＳＡＣ 
Ｈ足部用ボルト 

P2120300 フットカバー 足部キールに取り付け足 
部形状を整える足部形 状
をしたカバー 

― オットーボック 2C4 

― オットーボック 2C5 

― ウィローウッド FSHA-SIZE 

― 
カレッジパークイ 
ンダストリー 

FS-01 

― ウィローウッド FSDW-SIZE 

― オズール FCE0xxy 

― フレックスフット F・F-083 

P2120400 足部ソックス 足部の中の摩擦による 
音を消すための靴下状 の
袋 

― オットーボック SL=SPECTRA- 
SOCK 

― ウィローウッド 700-SS001 

― カレッジパークイ 
ンダストリー 

FTS-167 

― フレックスフット FCX6300-size 

P2130100 足継手・足 

部補助用部 
品 

緩衝器（トルクアブソーバー） 
（回旋） 

回旋に対する衝撃緩和 ― オットーボック 4R39 

― オットーボック 4R40 

― オットーボック 4R85 

― オットーボック 4R86 

P2130200 緩衝器（トルクアブソーバー・ 

ショックアブソーバ）（回旋、 鉛
直） 

回旋と長軸方向に対する 
衝撃緩和の組合せ 

 
― 

 
オズール 

 
4400 

― オットーボック 4R120 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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メーカー部品名称等 
使用者体 
重制限 
（㎏） 

主な使用材料 重量（g） 
価格（円） 

（基準価格） 
特記事項 

ヒールバンパーキット（硬度 3） 70   1,250  
ヒールバンパーキット（硬度 4） 70   1,250  
ヒールバンパーキット（硬度 5） 70   1,250  
ヒールバンパーキット（硬度 6） 70   1,250  
底屈バンパー（硬度 50°度） 70   1,150  
底屈バンパー（硬度 60°度） 70   1,150  
底屈バンパー（硬度 70°度） 70   1,150  
底屈バンパー（硬度 80°度） 70   1,150  
背屈バンパー40 度 70   2,550  
背屈バンパー40 度 H 70   2,550  
輪ゴム（SL1010-A 用） 100   2,550  
底屈補助バンパー（SL1010-A 用） 80   3,550  
底屈バンパー（硬度 40°）（M1025 用） 80   2,150  
底屈バンパー（硬度 50°）（M1025 用） 80   2,150  
底屈バンパー（硬度 60°）（M1025 用） 80   2,150  
アンテリアバンパー（踵高 0 ㎜） 100   3,550  
アンテリアバンパー（踵高 10 ㎜） 100   3,550  
背屈バンパー（硬度 40°）（M1025 用） 80   3,100  
背屈バンパー（硬度 50°）（M1025 用） 80   3,100  
背屈バンパー（硬度 70°）（M1025 用） 80   3,100  
ゴム座バンパー（硬度 50°）（M1025 用） 80   6,000  
ゴム座バンパー（硬度 60°）（M1025 用） 80   6,000  
ゴム座バンパー（硬度 70°）（M1025 用） 80   6,000  
Ｆ.J.足継手ゴム  NR ゴム 15 1,350  
ヒールバンパー    780  
ヒールアジャストカム    2,450  
球面ナット    800  
    500  

フットシェル 1C40 専用 修理交換用 特になし ウレタン 
185 

(24cm) 
11,600  

フットシェル 修理交換用 特になし ウレタン 
195 

(24cm) 
14,900  

オハイオ社フットカバー 160 
Self Skinning 

Polyurethane 
foam 

142 
(23) 

23,000 
 

フットシェル  イソシアナート 
／ポリウレタン 

 18,900  

デュラウォーク用フットカバー 160 
Self Skinning 

Polyurethane 
foam 

210 
(25cm) 

21,300 
 

EVO 専用フットカバー 166 ウレタン 180 27,200  
フレックスフットカバー 166 ウレタン 180 25,500  

スペクトラソックス 特になし ガラス繊維 ― 2,500  

オハイオ社スペクトラソックス   20 3,600  
スペクトラソック・カレッジパークフット用  ポリエチレン  3,000  

スペクトラソックス 166 ガラス繊維 
31 

ｻｲｽﾞ 
22-25 

2,800 
 

トーションアダプター チューブ付 125 ステンレス 500 63,200  
トーションアダプター ソケットアダプター型 125 ステンレス 340 50,000  
トーションアダプター  チューブクランプ 30 
㎜ 

100 ステンレス 350 56,400  
トーションアダプター  チューブクランプ 34 
㎜ 

110 チタン 340 53,300  

 
トータルショック 

 
100 

 
アルミニウム合 
金 

 
270 

 
179,200 

4 種の異なる硬度の鉛直方向、回旋方向のバ 
ンパーにより、装着者の体重、活動度に適し 
た縦方向、ねじれ方向の力を緩衝する機能を 
有する 

デルタツイスト 100 アルミ 340 296,500  

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称 
機能区分 

機能概要 メーカー推奨適 
応活動レベル 

メーカー名 メーカー品番 
立脚相制御 遊脚相制御 

P2130300    

ターンテーブル下腿用 
 

正座用回旋装置 
 

― 
 

啓愛 
 

A2-12 

P2130401C 足継手・足 
部一体型 

(小児用） 

足継手・足部 
一体型 

エネルギー蓄 
積を考慮した 
キール 

他のコネクタやチューブ 
などと接続可能になって 
いる。足の形状をしてい 
る。 

K3-K4 オズール JRP0-size 

 ラポック C1170 

 オットーボック 1E66 

P2130501C 組合わせて 

使う足部 (小
児用） 

足部 継手機能なし 足の形状をしている。 
特になし オットーボック 1K10 

特になし オットーボック 1S30 

 ラポック C1100 

P2130601C 組合わせて 

使う足継手 
(小児用） 

足継手 固定継手 小児用足継手、他のコネ 

クタやチューブなどと接 続
可能になっている 

K2 以下 啓愛 A1-15-1P 

K1-K3 オズール AJ-833100 

 ラポック C1305 

特になし オットーボック 
2R40=1 及び 
2R40=2 

 ウィローウッド PPF-1208 

 徳林 TAC-00 

 高崎 TG2075S 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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メーカー部品名称等 
使用者体 
重制限 
（㎏） 

主な使用材料 重量（g） 
価格（円） 

（基準価格） 
特記事項 

 

下腿正座用ターンテーブル 
  

アルミ 
 

290 
 

25,600 
 

製造中止予定 

フレックスフットジュニア 45 カーボン 288 169,400 体重 45 キロまでの切断児に対応できる。構造 
的高さも 50 ミリ弱と低い 

J・J（小児用 J-Foot 18～21cm） 45  225～ 
305 

94,400  

スプリングライトⅡ  小児用 13～21cm  カーボン 
315 

(15cm) 
123,400 ダイナミックパイロン仕様 活動レベル：小児 

用の為設定なし 

ダイナミックフット  小児用 14～21cm 35/45 木材･ウレタン 
130 

(15cm) 
31,500 活動レベル：小児用の為設定なし、体重制 限：

サイズによる 

SACH フット  小児用  指なし 12～13cm 35 木材･ウレタン 
90 

(12cm) 
12,900 活動レベル：小児用の為設定なし 

VIP（小児用足部 12～17cm） 30  85～165 56,800  
小児用(22mm 径チューブ仕様)SACH アダプ 
ター アルミ 

40 アルミ 55 12,900 削除申請予定 

小児用 SACH 足アダプタ 45 ステンレス・ア 
ルミ 

54 17,400  
SACH アダプタ（小児用） 45 ステンレス 60 10,300  
SACH フット用アダプター小児用 35/45 アルミ・スチー 

ル 
80/45 9,900 サイズによって重量・体重制限は異なる 

小児用足継手 60 チタン 15 11,100  
小児用 SACH 足継手 70 アルミ 90 10,900  
TG2075 軽量用小児用    5,700  

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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３．股継手、膝継手、足継手、足部等を繋ぐ部品      【ブロック、コネクタ、チューブ、クランプアダプタ】 

コード 名称 機能区分（構造） 機能概要  メーカー名  
P3010101 接続部品 ブロック ブロック 四つ穴取り付 

け 
木やウレタンのソケット埋 

め込み部と四つのネジ取 
付け穴の組み合わせ 

 オットーボック 5R1 

ウィローウッド 700-200 

ウィローウッド 700-250 

ホスマー 60267 
マインド SLB210 
マインド SLB220 
マインド SLB230 

啓愛 A1-11 

高崎 TG2113 
徳林 TWB-4 

バウアー 
ファインド 

W013 

 
ブラッチフォード 

 
189113 

フィラワー 124109 
P3020101 ソケットアダ 

プタ 
ソケット直結 ピラミッドタイ 

プ（オス） 
ソケットに直結取り付け 

る部分とピラミッﾄﾞ（オス） 
による接続 

 ピー・オー・テック POTEC DA-1 

啓愛 A-1-14-2SS 

啓愛 A-1-14-2TI 

啓愛 A-1-14-3TI 

啓愛 A-1-14-2AL 

ウィローウッド FND-268001 
バウアーファインド G-018S 

オットーボック 4R68 
オットーボック 4R89 
オットーボック 4R63 
オットーボック 4R42 
オットーボック 4R100 
オットーボック 4R116 

オットーボック 4WR95=2 

オズール A-135100 

ホスマー 60312 

ホスマー 60324 
ホスマー 60325 
ホスマー 60457 
ホスマー 60576 

啓愛 K-CN14TI 
啓愛 K-CN14SS 
啓愛 K-CN14AL 

フィラワー 124181 
ラポック M0240 

P3020102 ソケット直結 ピラミッドタイ 
プ（メス） 

ソケット直結とピラミッド 
（メス）による接続 

 ウィローウッド FND-268000 
オットーボック 4R41 

オットーボック 4R111 

オットーボック 4R119 

オットーボック 4WR95=1 

P3020103 ソケット直結 36φネジ ソケット直結と 36φのメス 
ネジによる接続 

ラポック M0232 
ラポック M0233 
オズール A-114030 
オズール A-114040 

啓愛 K-CN13FTI 
啓愛 K-CN13SS 

ラポック M0231-A 

啓愛 A1-14-1FTI 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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注）表中の空白部分はメーカーの確認が取れていないもの 

メーカー部品名称 
使用者体 
重制限 

主な使用材料 重量(g) 
価格(円） 

（基準価格） 
特記事項 

ソケット取付用ブロック（大腿・下腿用） 125/150 木 
155 
-445 

9,200  
ソケットブロック（発泡フォーム付） 115 コンポジット材 124 6,900  
ソケットブロック（発泡フォーム無し） 160 コンポジット材 67 6,900  

136 
ソケットブロック 136 木 301 10,700  
ラミネートブロックスタンダード 136 樹脂 326 10,100  
ラミネートブロック凹型 136 樹脂 279 16,800  
ラミネートブロック薄型 136 樹脂 135 10,100  
ソケット取付用板 100 木 250 11,200 

±6°の角度、360°の回旋、±6mm の平行 

移動調節が可能 製造中止 ただし平成２８ 年
度まで修理対応可 

ソケット取付プレート（木製ブロック）  木  3,700  
木ブロック 100 木 620 7,500  
ソケット取付用ブロック 100 木 280 7,900  
 

アライメントアダプタ積層ソケット用 FOR 
LAM.SKT. 

100 

（K1-K4） 
125 

（K1-K3） 

 

アルミ/木 

 

612 

56,700  

ソケット取付プレート(木製)    3,830  
チタン製ソケット直結用アダプター 80 チタン 55 36,500  
4 長羽  穴あり  ピラミッド ステンレス 100 ステンレス 95 8,800 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 

可 

4 短羽  穴あり  ピラミッド  チタン 100 チタン 55 19,900 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

4 短羽  穴なし  ピラミッド  チタン 100 チタン 60 19,900 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

4 短羽  穴あり  ピラミッド  アルミ 100 チタン・アルミ 65 14,200 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ（オス） 115 ステンレス 198 19,800  
ソケット直結アダプタ 回旋式メス 125 ステンレス 135 23,900  
下腿義足用ソケットアダプター アルミ 100 アルミ 70 17,800  
ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 125 ステンレス 180 25,800  
下腿義足用ソケットアダプター ステンレス 136 ステンレス 85 10,900  
ソケットアダプター（ピラミッド付） 150 ステンレス 130 17,400  
下腿義足用ソケットアダプター チタン 100 チタン 40 24,700  
ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 150 ステンレス 165 25,800  
ラミネーションアンカー ウォータープルーフ 
ピラミッド 

150 ステンレス 165 22,000 防水加工 

雄ピラミッドソケット アダプタ 166 チタン 58 22,700  
AK 回旋付ソケットアダプター ピラミッドレ 
シーバー 

135 ステンレス 187 24,100  
BK ソケットアダプター 100 ステンレス 97 14,100  
AK ソケットアダプター ピラミッド 135 ステンレス 129 17,500  
BK ソケットアダプター 穴付き 100 ステンレス 93 14,800  
AK 回旋付ソケットアダプター 135 ステンレス 198 28,400  
4 短羽コネクター穴明ピラミッド付 チタン 100 チタン 56 21,200  
4 短羽コネクター穴明ピラミッド付 ステンレ 100 ステンレス 96 8,700  
4 短羽コネクター穴明ピラミッド付 アルミ 100 アルミ 73 12,400  
ソケット取付台 BK 用    9,900  
支柱付プラグ（M0261 を組込むことで吸着可 100 アルミ 150 27,000  
ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ（メス） 115 ステンレス 191 19,800  
ラミネーションアンカー（回旋機構付） 125 ステンレス 170 29,700  
ラミネーションアンカー調節ネジ・回旋機構 
付 

150 ステンレス 155 29,700  

屈曲羽付きラミネーションアンカー回旋機構 
付 

150 ステンレス 160 15,600  
ラミネーションアンカー ウォータープルーフ 
ピラミッドレシーバー 

150 ステンレス 165 23,400 防水加工 

支柱つきねじ受金（薄型）（ステンレス） 100 アルミ 88 31,200  
強支柱つきねじ受金 100 ステンレス 192 42,600  
3 長羽ソケット直結アダプタ 166 ステンレス 124 23,500  
4 羽ソケット 直結アダプタ 166 チタン 158 23,500  
3 長羽フレキシブル回旋ベース  チタン 100 チタン 66 20,300  
3 長羽回旋ベース ステンレス 100 ステンレス 120 19,000  
支柱つきねじ受金（薄型）（ステンレス） 100 ステンレス 130 38,300  
3 長羽フレキシブル  回旋ベース チタン    14,900 製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 

可 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称 機能区分（構造） 機能概要  メーカー名  

       啓愛 A1-14-1SS 

P3020104 ソケット直結 四つ穴 ソケット直結と四穴による 
接続 

 オズール A-122100 
オットーボック 5R2 
オットーボック 5R6=1 
オットーボック 5R6=2 
オットーボック 5R6=3 

マインド SSA230 
ラポック M0275 
ラポック M0290 
オズール A-125100 
オズール M-100101 

 その他の TC 型 
ソケット取付器 

具 
P3020105 ソケット直結 皿受け接続 ソケット直結と受け皿タイ 

プによる接続 
 ラポック M0205 

ラポック M0206 
ラポック M0225 
ラポック M0215 
ラポック M0207 

ラポック M0280 

ラポック M0218 
P3020106 ソケット直結 ボルト ソケット直結とボルトによ 

る接続 
  

ブラッチフォード 

 
189117 

 
ブラッチフォード 

 
189118 

 
ブラッチフォード 

 
189805 

 
ブラッチフォード 

 
189807 

 
ブラッチフォード 

 
189808 

 
ブラッチフォード 

 
189907 

P3020107 ソケット直結 その他 ソケット直結とその他の 
接続 

 啓愛 A1-11-1 
啓愛 A1-11-2 

啓愛 A1-11-3 

啓愛 A1-11-4 

徳林 TSC-A 
徳林 TSC-KD 

オットーボック 2G120 
オットーボック 4G70 

マインド SLC300 
マインド SSA210 

オットーボック 4R173 
フィラワー 124105 

 
ブラッチフォード 

 
339140 

ブラッチフォード 019914 

高崎 TG2011 
高崎 TG2012 
高崎 TG2013 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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メーカー部品名称 
使用者体 
重制限 

主な使用材料 重量(g) 
価格(円） 

（基準価格） 
特記事項 

3 長羽  回旋ベース ステンレス    20,700 製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 
可 

4 穴ソケットアダプタ アルミ 100 ステンレス 70 13,700  
ラミネーションデスク 150 アルミ 70 4,900  
真空成型用ソケットアダプタ 大 100 アルミ 160 11,300  
真空成型用ソケットアダプタ 中 100 アルミ 135 11,300  
真空成型用ソケットアダプタ 小 100 アルミ 115 11,300  
 136 アルミ 49 6,200  
4 穴プレート 100 ステンレス 89 4,850  
ラミネーションアンカー 100 アルミ 55 20,100  
4 穴ソケットアダプタ チタン 166 アルミ 112 25,400  
MSS 専用コネクター 160 チタン 420 53,700  
    1,200  

支柱つき皿（8mm ボルト） 100 アルミ 217 9,500  
支柱つき皿（8mm ボルト） 100 アルミ 185 9,500  
支柱つき皿（膝離断用） 100 ステンレス 226 12,700  
サイム用支柱つき皿用（10mm ボルト） 100 ステンレス 100 10,600  
軽量支柱つき皿（チタン） 100 チタン 149 22,700  
サーモプラスチックソケットキット 100 ステンレス 

S:119 
M:133 
L:148 

9,500 
 

サイム用支柱つき皿用（J-Foot L） 100 ステンレス 166 15,600  
アライメントアダプタ・メタルソケット用 
MET.SKT.100mm 

100 
（K1-K4） 

/125 
（K1-K3） 

 
アルミ 

 
466 

66,000  

アライメントアダプタ・メタルソケット用 
MET.SKT.115mm 

100 
（K1-K4） 

/125 
（K1-K3） 

 
アルミ 

 
528 

66,000  

AK アライメントキット・短縮用  SHORTENING 
KIT 10mm 

100 
（K1-K4） 

/125 
（K1-K3） 

 
アルミ 

 
61 

13,700  

AK アライメントキット・伸張用 
LENGTHENING KIT 10mm 

100 
（K1-K4） 

/125 
（K1-K3） 

 
アルミ 

 
93 

16,600  

AK アライメントキット・短縮用  SHORTENING 
KIT 5mm 

100 
（K1-K4） 

/125 
（K1-K3） 

 
アルミ 

 
81 

17,600  

BK アライメントキット・伸張用 
LENGTHENING KIT 10mm 

100 
（K1-K4） 

/125 
（K1-K3） 

 
アルミ・チタン 

 
122 

16,600  

大腿 P.S.アダプター 100 ステンレス 170 9,500  
下腿 P.S.アダプター 100 ステンレス 150 9,500  
PP アダプター  ステンレス  15,600 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 

可 

PW アダプター  ステンレス  15,900 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ワイヤーソケットコネクタ（大腿用） 100 アルミ 120 7,900  
L 字型ソケットコネクタ 100 アルミ 105 11,700  
ラミネーションアンカー1C20 用 125 ステンレス 120 33,300  
膝義足用ラミネーションアンカー 125 ステンレス 110 21,700  
Laminating Core 136 樹脂 160 9,700  
 136 チタン 71 31,200  
ピラミッドレシーバー 4R170 用 150 ステンレス 220 6300  
ユニバーサルカプリング付トッププレート    12,100  
下腿部中断端用アダプター 35mm BK 
STUMP ADAPTOR 

100 
（K1-K4） 

/125 
（K1-K3） 

 

アルミ 

 

185 

33,600  

股継手ソケットフィッティングキット・ポリプロ 
用 E4BHD/POLYPROP 

100 プラスチック 30 未満 66,000  
ソケット取付プレート膝直付け    3,450  
ソケット取付プレート（丸型）    4,700  
ソケット取付カップ    3,400  

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称 機能区分（構造） 機能概要  メーカー名  

       高崎 TG2022 
高崎 TG2085 
高崎 TG2085S 
高崎 TG2112 

トゥルーライフ P15122 
P3030101 コネクタ 四つ穴 ピラミッド（オ 

ス） 
四つのネジ取付け穴とピ 
ラミッド（オス）による接続 

 マインド SCA290 
ラポック M0273 
オズール A-233100 

オットーボック 4R74 

啓愛 A1-14-5SS 

ダウ GUPT-M4H 
ラポック M0292 

啓愛 A1-14-5AL 

啓愛 A1-14-5TI 

啓愛 A1-14-6TI 

ウィローウッド ７００－SP471 
ウィローウッド FND-227014 
ウィローウッド FND-134125 
ウィローウッド FND-134150 
ウィローウッド FND-228003 
ウィローウッド FND-994000 
ウィローウッド FND-994100 
ウィローウッド FND-994105 
ウィローウッド FND-994110 
オットーボック 4R23 

マインド SCA216 
ホスマー 60254 
マインド SCA210 
マインド SCA214 
マインド SCA260 

オットーボック 4R54 
オットーボック 4R73=A 
オットーボック 4R73=D 
オットーボック 4R77 

オズール A-235100 
オズール A-235300 
オズール A-235400 
ホスマー 60416 

啓愛 K-CN24TI 
フィラワー 124180 

高崎 TG2201 
P3030102 四つ穴 ピラミッド(メ 

ス) 
四つのネジ取付け穴とピ 
ラミッド(メス)による接続 

 ウィローウッド FND-228002 
ウィローウッド FND-227004 

オズール A-242100 
オズール A-245100 
オズール A-245300 
オズール A-242500 

オットーボック 4R22 
オットーボック 4R95 
オットーボック 4R55 
オットーボック 4R37 
オットーボック 4R51 

フィラワー 124108 
フィラワー 124107 
フィラワー 124114 
ホスマー 60435 
ホスマー 60293 

啓愛 A1-14-4TI 

高崎 TG2202 
P3030103 四つ穴 その他 四つのネジ取付け穴とそ 

の他の接続 
 徳林 TSC-PSDC 

徳林 TSC-T 
オズール A-322100 

徳林 TKC-S 
ラポック M0270 
ラポック M0271 

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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メーカー部品名称 
使用者体 
重制限 

主な使用材料 重量(g) 
価格(円） 

（基準価格） 
特記事項 

ソケット取付プレート（あり溝用ラポック互換）    5,900  
角度付き受け皿（股離断用前傾角度付き）    6,200  
TG2085 軽量用    6,200  
ソケット取付プレート（羽根型）    7,000  
回転コネクターアジャスタブルハサミコミ(T1）    37,900  
 54 チタン 48 16,300  
4 穴プラグ 100 アルミ 64 14,200  
4 穴雄ピラミッド 100 アルミ 62 9,000  
ソケットアダプター ピラミッド付 100 アルミ 55 7,100  
4 穴  穴あり  ピラミッド  ステンレス 100 ステンレス 106 6,000 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 

可 
4 ホールピラミッド（オス） 100 チタン 53 11,100  
回旋プラグつき 4 穴コネクタ 100 チタン 80 34,000 （M02-001 の使用で吸着可能） 

4 穴  穴あり  ピラミッド  アルミ 100 チタン・アルミ 63 9,100 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

4 穴  穴あり  ピラミッド  チタン 100 チタン 70 13,100 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

4 穴  穴なし  ピラミッド  チタン 100 チタン 72 14,100 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

サクションピラミッド 115 チタン 64 21,500  
4 ホールピラミッド（オス） 115 チタン 56 14,400  
4 ホールスライドピラミッドアダプタ 115 チタン・アルミ 98 36,200  
4 ホールスライド回旋機能付ピラミッド 115 チタン・アルミ 99 41,100  
4 ホール回旋付ピラミッド(オス） 115 チタン・アルミ 57 17,400  
ラミネーション用 4 ホールピラミッド(オス） 115 チタン・カーボン 84 14,000  
4 ホールピラミッド（オス） 115 チタン・カーボン 68 12,600  
4 ホールピラミッド（オス） 5mm オフセット 115 チタン・カーボン 70 12,600  
4 ホールピラミッド（オス） 10mm オフセット 115 チタン・カーボン 71 12,600  
ソケットアダプター （ピラミッド付） 125 ステンレス 85 4,800  
チタンソケットピラミッド回旋機構付 136 ステンレス 134 29,800  
チタン 4 ホールピラミッド 135 チタン 50 19,600  
シアトルソケットピラミッド 136 チタン 71 21,300  
ソケットアダプター 136 チタン 142 28,400  
シアトルソケットピラミッド ステンレス 136 チタン 140 14,900  
ソケットアダプター （ピラミッド付）チタン 150 チタン 50 11,200  
オフセットソケットアダプター ピラミッド付 150 チタン 60 18,700  
オフセットソケットアダプター ピラミッド付 150 チタン 60 18,700  
ソケットアダプター ピラミッド回旋機構付 150 チタン 70 27,300  
4 穴オスピラミッド チタン 166 チタン 54 18,100  
四穴雄ピラミッド回旋式 チタン 166 チタン 72 34,500  
四穴雄ピラミッド 8mm オフセット 166 チタン 65 26,600  
ステン 4 ホールピラミッド 135 ステンレス 104 10,900  
4 穴コネクター 穴明ピラミッド付 チタン 100 チタン 71 13,900  
ソケット取付台ピラミッド付    9,900  
PY4 本ネジ    12,800  
4 ホール回旋付ピラミッド（メス） 115 チタン・アルミ 103 17,400  
4 ホールピラミッド（メス） 115 チタン 70 14,400  
4 穴雌ピラミッド アルミ 100 アルミ 46 10,500  
4 穴メスピラミッド チタン 166 チタン 64 24,900  
四穴雌ピラミッド回旋式チタン 166 チタン 76 29,200  
4 穴雌ピラミッド 20/20 オフセットアダプタ 100 アルミ 118 46,500  
ソケットアダプター (調節ネジ付) 125 ステンレス 85 6,100  
ソケットアダプター調節ネジ付 アルミ 100 アルミ 50 6,800  
ソケットアダプター  （調節ネジ付） チタン 150 チタン 50 15,600  
ソケットアダプター （調節ネジﾞ・回旋調節 125 ステンレス 140 19,500  
ソケットアダプター （調節ネジﾞ・回旋機構 150 チタン 80 29,800  
ピラミッド取付台ネジ無    13,300  
ピラミッド取付台ネジ有    13,600  
回転台付ソケット取付台    15,600  
ステン回旋付アダプター 135 ステンレス 126 17,800  
チタン回旋付アダプター 135 チタン 82 19,600  
4 穴ピラミッドレシーバー チタン 

100 チタン 81 
17,800 製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 

可 
PY 受け 4 本ネジ    12,800  
C.4 ホールソケットコネクタ 55 アルミ 40 6,200  
熱可塑性ソケットコネクタ 100 アルミ 55 4,600  
4 穴チューブクランプ 100 アルミ 52 13,200  
スライドコネクタ 100 アルミ 120 12,200  
4 穴すべり子 100 ステンレス 87 15,000  
4 穴ネジ受金 100 アルミ 43 14,200  

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称 機能区分（構造） 機能概要  メーカー名  

       啓愛 A1-14-7TI 

オズール A-325100 
フィラワー 124106 
フィラワー 125298 
フィラワー 124142 
フィラワー 124141 
フィラワー 124143 

フィラワー 124140 

啓愛 K-CN23TI 
P3030201 ピラミッド（オ 

ス） 
ピラミッド（オ 
ス） 

ダブルアダプタ（オス-オ 
ス） 

 オットーボック 6A53 
オットーボック 4R76 

ラポック M0550 
オットーボック 4R78 

オズール A-533100 

オズール A-535100 
P3030202 ピラミッド（オ 

ス） 
ピラミッド（メ 
ス） 

ダブルアダプタ（オス-メ 
ス） 

 
啓愛 A1-14-23SS 

啓愛 A1-14-23TI 

ラポック M0545-34 
ラポック M0545-38 

オットーボック 4R84 
ナブテスコ N-D114 

オットーボック 6A54 

オズール A-554700 
高崎 TG2203 

P3030301 ピラミッド（メ 
ス） 

ピラミッド（メ 
ス） 

ダブルアダプタ（メス-メ 
ス） 

 啓愛 A1-14-16SS 

啓愛 A1-14-17SS 

啓愛 A1-14-18SS 

啓愛 A1-14-19SS 

ラポック M0540-32 
ラポック M0540-35 
ラポック M0540-40 
ラポック M0540-45 
ラポック M0540-50 
ラポック M0540-55 
ラポック M0540-60 

啓愛 A1-14-16TI 

啓愛 A1-14-18TI 

啓愛 A1-14-19TI 

啓愛 A1-14-17TI 

ウィローウッド FND-228032 
ウィローウッド FND-228045 
ウィローウッド FND-228060 
ウィローウッド FND-228075 
オットーボック 4R72=32 
オットーボック 4R72=45 
オットーボック 4R72=75 
オットーボック 4R72=60 

ホスマー 60306 
ホスマー 60439 
ホスマー 60440 
ホスマー 60441 
マインド SCA221 
マインド SCA222 
マインド SCA223 
マインド SCA224 
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【総合研究報告書 p.252 】



 

61 
 

メーカー部品名称 
使用者体 
重制限 

主な使用材料 重量(g) 
価格(円） 

（基準価格） 
特記事項 

4 穴回旋ベース チタン 100 チタン 68 23,900 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

4 穴チューブクランプ チタン 166 チタン 68 24,400  
接続プレートネジ付    8,500  
ソケット取付台プラスチックソケット用    9,900  
APML スライドユニット トッププレート付    43,600  
APML スライドユニット ピラミッド付    44,900  
APML スライドユニット レシーバー付ユニッ    46,200  
APML スライドユニット ピラミッドトッププレー 
ト付 

   50,200  
4 穴回旋ベース チタン 100 チタン 72 23,000  
スライドアダプター ピラミッド/ピラミッド 125 アルミ 180 32,600 一方向平行移動 
ダブルピラミッドアダプター 150 ステンレス 95 9,000  
ダブルプラグ （Ti） 100 チタン 75 42,600 角度（両側） 
ダブルピラミッドアダプター 150 ステンレス 115 7,800  
雄ピラミッドダブルアダプタ 100 

ステンレス・ 
アルミ 

84 19,700 ― 

オスダブルアダプタ チタン 166 チタン 98 28,100  
ピラミッド付ピラミッドレシーバーSS 100 ステンレス 124 11,200 

角度（両側） 

製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ピラミッド付ピラミッドレシーバーTI 100 チタン 75 30,100 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

プラグつきジャック 34（Ti) 100 チタン 90 50,200  
プラグつきジャック 38（Ti) 100 チタン 94 52,800  
ダブルアダプター ピラミッド調整ネジ付 150 チタン 115 16,800  
スライドコネクター 100 チタン 200 47,500 二方向平行移動 
スライドアダプター ピラミッド/ピラミッドレ 
シーバー 

150 アルミ 180 32,600 一方向平行移動 

オスメスダブルアダプタオフセット付 100 ステンレス 153 44,800  
PY 十字アライメントアダプタ    29,800  
ダブルピラミッドレシーバー 32 SS 100 ステンレス 148 9,800 

角度（両側）  製造中止 ただし平成２８年度 
まで修理対応可 

ダブルピラミッドレシーバー 45 SS 100 ステンレス 164 10,800 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ダブルピラミッドレシーバー 60 SS 100 ステンレス 193 11,900 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ダブルピラミッドレシーバー 75 SS 100 ステンレス 209 13,100 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ダブルジャック 32mm 100 アルミ 88 24,100  
ダブルジャック 35mm 100 アルミ 93 24,100  
ダブルジャック 40mm 100 アルミ 99 24,100  
ダブルジャック 45mm 100 アルミ 100 28,400  
ダブルジャック 50mm 100 アルミ 103 28,400  
ダブルジャック 55mm 100 アルミ 106 28,400  
ダブルジャック 60mm 100 アルミ 110 28,400  
ダブルピラミッドレシーバー 32mm チタン 100 チタン 88 25,800 

製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ダブルピラミッドレシーバー 60mm チタン 100 チタン 112 26,800 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ダブルピラミッドレシーバー 75mm チタン 100 チタン 128 27,300 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ダブルピラミッドレシーバー 45mm TI 100 チタン 100 30,500 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ダブルアダプタ(チタン）32mm 136 チタン 82 18,400  
ダブルアダプタ(チタン）45mm 136 チタン 92 19,400  
ダブルアダプタ(チタン）60mm 136 チタン 107 20,400  
ダブルアダプタ(チタン）75mm 136 チタン 126 21,300  
ダブルアダプター  チタン 32mm 150 チタン 85 32,200  
ダブルアダプター  チタン 45mm 150 チタン 95 32,200  
ダブルアダプター  チタン 75mm 150 チタン 125 33,900  
ダブルアダプター  チタン 60mm 150 チタン 110 33,500  
デュアルアダプター 136 チタン 80 39,900 高さ調整 
デュアルアダプター 136 チタン 91 40,600  
デュアルアダプター 136 チタン 102 41,500  
デュアルアダプター 136 チタン 118 41,700  
ダブルクランプピラミッド 32mm 136 チタン 76 27,000  
ダブルクランプピラミッド 45mm 136 チタン 93 27,700  
ダブルクランプピラミッド 60mm 136 チタン 106 31,200  
ダブルクランプピラミッド 72mm 136 チタン 130 32,700  
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コード 名称 機能区分（構造） 機能概要  メーカー名  

       ナブテスコ N-D231 
オットーボック 4R104=60 
オットーボック 4R104=75 

オズール A-542110 
オズール A-542120 
オズール A-542130 
オズール A-542140 
オズール A-545110 
オズール A-545120 
オズール A-545130 
オズール A-545140 

啓愛 K-CN55H32TI 
啓愛 K-CN55H45TI 
啓愛 K-CN55H60TI 
啓愛 K-CN55H75TI 

P3030401 36φオスネジ ピラミッドオス 36φオスネジ ピラミッド 
オス 

 
啓愛 A1-14-8TI 

啓愛 A1-14-9TI 

ラポック M0450 
ホスマー 60544 

オズール A-134300 

オズール A-135300 
啓愛 K-CN46TI 

P3030402 36φオスネジ ピラミッドメス 36φオスネジ ピラミッド 
メス 

 ラポック M0460 
オズール A-145300 
オズール A-144300 

オットーボック 4R44=L 

啓愛 A1-14-10SS 

啓愛 A1-14-10TI 

啓愛 K-CN45SS 
啓愛 K-CN45TI 

P3030501 36φメスネジ その他 36φメスネジとその他の 
接続 

 オズール A-834300 
オットーボック 4R50 

オズール A-845300 
オズール A-122300 

P3030601 すべり子 すべり子 十字すべり子  ナブテスコ N-S201 
ラポック M0500-0 

 

 
 

ラポック 

 

 
 

M0500-10～50 

ラポック M0515 
P3030701 ボルト ボルト 義足長調整用スペー 

サー 
 徳林 TAH-1 

徳林 TAH-1  1/2 
徳林 TAH-1/2 
徳林 TAH-2 

P3030801 その他 その他 その他  徳林 TPS-M6 
オットーボック 4R170=1 
オットーボック 4R170=2 

ラポック M0306 

ラポック M02-001 
ラポック M0310 
ラポック M0328 
ラポック M0320 
ラポック M0462 

オットーボック 4R101 

ブラッチフォード 239017 

ブラッチフォード 189127 
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メーカー部品名称 
使用者体 
重制限 

主な使用材料 重量(g) 
価格(円） 

（基準価格） 
特記事項 

調整式デュアルコネクタ 60～75mm 100 チタン 170 47,500 高さ・回旋調整 
スライド式ダブルアダプター 60mm チタン 100 チタン 215 30,200 一方向平行移動 
スライド式ダブルアダプター 75mm チタン 100 チタン 225 31,200 一方向平行移動 
ダブルアダプタ  32mm アルミ 100 アルミ 66 21,400  
ダブルアダプタ  45mm アルミ 100 アルミ 76 23,000  
ダブルアダプタ  60mm アルミ 100 アルミ 88 24,200  
ダブルアダプタ  75mm アルミ 100 アルミ 100 25,900  
メスダブルアダプタ  32mm チタン 166 チタン 90 41,000  
メスダブルアダプタ  45mm チタン 166 チタン 102 42,600  
メスダブルアダプタ  60mm チタン 166 チタン 119 42,600  
メスダブルアダプタ  75mm チタン 166 チタン 135 42,600  
ダブルピラミッドレシーバー  32mm チタン 100 チタン 93 26,300  
ダブルピラミッドレシーバー  45mm チタン 100 チタン 105 28,100  
ダブルピラミッドレシーバー  60mm チタン 100 チタン 115 30,100  
ダブルピラミッドレシーバー  75mm チタン 100 チタン 135 31,900  
回旋  穴あり  ピラミッド  チタン 100 チタン 38 12,500 

角度（片側のみ）・回旋調整 

製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

回旋  穴なし  ピラミッド  チタン 100 チタン 46 12,500 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ねじつきプラグ 100 チタン 100 14,200  
ステンソケット用ピラミッドアダプタ 136 ステンレス 90 23,600 高さ調整 

直結アダプタ用ピラミッド ステンレス 100 
ステンレス・ 

アルミ 
94 10,900  

ソケット直結オスピラミッド チタン 166 チタン 56 25,400  
回旋穴明ピラミッド チタン 100 チタン 38 16,100  
ねじつきジャック 100 チタン 46 17,800  
直結アダプタ用ピラミッド チタン 166 チタン 53 29,900  
ソケット直結メスピラミッド 100 ステンレス 38 45,000  
ピラミッドレシーバー ネジ式 150 ステンレス 210 11,700 角度（片側のみ）・回旋・高さ調整 

回旋ピラミッドレシーバー ステンレス 100 ステンレス 106 15,600 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

回旋ピラミッドレシーバー チタン 100 チタン 70 23,900 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

回旋ピラミッドレシーバー ステンレス 100 ステンレス 76 13,700  
回旋ピラミッドレシーバー チタン 100 チタン 50 22,000  
トータル二ー用近位ステンレスピラミッド 100 ステンレス 111 28,400  
ピラミッドアダプター ネジ式 150 チタン 70 26,900 回旋調整 
トータルニー用近位メスピラミッド チタン 166 チタン 80 26,400  
ユーロ 4 穴アダプタ 100 アルミ 70 15,000  
スライディングプレート 100 チタン 39 15,300  
十字すべり子（0mm） 70 アルミ 24 3,000  
 

 
 

十字すべり子（10、20、30、40、50mm） 

 

 
 

70 

 

 
 

アルミ 

 
10－49g 
20-87g 
30-98g 
40-111g 
50-121g 

 

 
 

9,500 

 

十字すべり子延長継手(50mm） 70 アルミ 142 9,500  
スペーサー（1 インチ） 100 アルミ 95 2,500  
スペーサー（1 1/2 インチ） 100 アルミ 105 3,600  
スペーサー（1/2 インチ） 100 アルミ 85 1,800  
スペーサー（2 インチ） 100 アルミ 160 3,600  
ピラミッドアダプタ凸 100 アルミ 100 9,600 回旋調整 
ソケットスライドアダプター 大 150 ステンレス 550 24,100 角度・一方向の移動 
ソケットスライドアダプター 小 150 ステンレス 440 24100  
すべり溝つき皿受 70 アルミ 102 7,700 角度（片側のみ）・回旋調整・一方向平行移 

動 
M0292 用吸着ピラミッドキット 100   9,900  
パイプ継手つき皿受 100 アルミ 83 6,400  
サイム用皿受（J-Foot L） 100 アルミ 46 5,400  
サイム用皿受 70 アルミ 54 2,800  
すべり溝つきピラミッドジャック 80 アルミ 96 17,800 角度（片側のみ）・一方向平行移動 
スライディングアダプター アルミ 100 アルミ 205 25,800 二方向平行移動 
膝継手上部取付ピラミッド PYRAMID 
ADAPTOR CaSTANCE SHIN 

166 
アルミ・ 
ステンレス 

50 22,100  

膝継手上部取付ピラミッド FULL ALIGN. 
PYRAMID 

100（K1- 
K4）/125 
（K1-K3） 

アルミ・ ステン
レス 

103 37,900 
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コード 名称 機能区分（構造） 機能概要  メーカー名  

       ラポック M0452 
ホスマー 60950 
ホスマー 60951 
ホスマー 60952 
ホスマー 60953 
ホスマー 60955 
ホスマー 60956 
ホスマー 60954 

オットーボック 6A41 
マインド SCA211 
マインド SCA215 
マインド SCA233 
マインド SFS210 
マインド SFS220 
マインド SFS221 

Proteor １K160 

ウィローウッド FND-135105 
ウィローウッド FND-135107 

オズール L-180001 
徳林 TWP-A2 
徳林 TWP-AP2 

ナブテスコ N-J201 
フリーダムイノ 
ベーションズ 

AC124 

オズール A-342430 
高崎 TG2025 
高崎 TG2025S 
高崎 TG2026 
高崎 TG2026S 
高崎 TG2030 

高崎 TG2031 

高崎 TG2032 
高崎 TG2035 
高崎 TG2035S 

高崎 TG2036 

高崎 TG2036S 
高崎 TG2045 
高崎 TG2045S 
高崎 TG2055 
高崎 TG2055S 
高崎 TG2116 
高崎 TG3027 

P3040101 接続部品 チューブ φ30 チューブ ピラミッド(メ 
ス） 

φ30 チューブと他端が - 

ピラミッド(メス）による接 
続 

 オットーボック 2R2 
オットーボック 2R3 
オットーボック 2R37 
オットーボック 2R38 
オットーボック 2R49 
オットーボック 2R50 

オットーボック 4R72=D 

ラポック M0870 
ラポック M0871 
ラポック M0463 
ラポック M0860 
オズール A-442100 
オズール A-742010 
オズール A-742020 
ナブテスコ N-P221 
マインド SPA200-B 
ホスマー 60429 
ホスマー 60430 
マインド SSL250-BX 
マインド SSL260-B1 
マインド SSL260-B2 
マインド SSL260-B3 
マインド SSL250-AX 
ホスマー 60245 
ホスマー 60246 
ホスマー 60558 
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メーカー部品名称 
使用者体 
重制限 

主な使用材料 重量(g) 
価格(円） 

（基準価格） 
特記事項 

すべり子つきピラミッドプラグ 100 ステンレス 101 15,600  
ピラミッドレシーバー凹溝付 100 ステンレス 76 22,400  
ピラミッドレシーバー凸溝付 100 ステンレス 73 20,900  
ピラミッド凹溝付 100 ステンレス 65 22,400  
ピラミッド凸溝付 100 ステンレス 144 20,900  
凸凹アダプター 100 ステンレス 74 20,900  
4 ホールプレート凸溝付 100 ステンレス 54 20,900  
30ｍｍチューブクランプアダプター凹溝付 100 アルミ 82 22,400  
スライディングプレート 125 アルミ 105 15,600 一方向平行移動 

 136 チタン 71 4,250 高さ調整 
ALS アダプター    42,300 製造中止のため次回申請時削除 
チタンラミネーションアダプター 136 チタン 52 24,700  
フットスペーサー 136 樹脂 111 6,100  
フットスペーサー 136 樹脂 111 6,400  
フットスペーサー 136 樹脂 111 6,800  
ニューコネクタ 100 

ステンレス・ 
アルミ 

70 13,900  
フォーワードアングルオフセットプレート 115 アルミ 53 11,400  
リバースアングルオフセットプレート 115 アルミ 54 11,400  
アイスロック 100 注型キット - アルミ 98 23,200  
ウェッジプレート（金属製・大腿用） 100 アルミ 65 1,400  
ウェッジプレート（プラスチック・大腿用） 100 プラスチック 30 700  
アッパージョイント 100 ステンレス 199 17,000  
シルエット用インサート  ナイロン樹脂 50 17,800  
固定式 14.5mm オフセットアダプタ    60,300  
ターンテーブル上受け皿    5,800  
TG2025 軽量用    5,700  
パイプクランプアダプタ斜面円盤用球面付き    6,800  
TG2026 軽量用    6,800  
アライメントアダプタ十字スライド付き    25,200  
コンパクトアライメントアダプタ（軽量主に下 
腿用） 

   16,100  
TG2031 用ソケットプレート    4,400  
膝直付け用アライメント受け皿    4,600  
TG2035 軽量用    4,600  
パイプ内部型アダプタ（ターンテーブルとパ 
イプを結合） 

   4,600  
TG2036 軽量用    4,600  
パイプ直付け受け皿    5,400  
TG2045 軽量用    5,400  
ソケット用受け皿    10,300  
TG2055 軽量用    10,300  
十字スライダーアタッチメント    5,900  
下腿用球面アダプター    7,300  
ショートチューブアダプター(200mm） 100 ステンレス 195 12,500  
ロングチューブアダプター(400mm） 100 ステンレス 315 13,100  
ショートチューブアダプター チタン 100 チタン 160 21,400  
ロングチューブアダプター チタン 100 チタン 275 22,600  
チューブクランプアダプター  ロング アルミ 100 アルミ 240 21,600  
チューブアダプター  ショート アルミ 100 アルミ 155 19,300  
コネクションアダプター 30mm 調整ネジ付 150 

ステンレス・ 
チタン 

70/150 20,300  
ジャック付パイプ（250mm） 100 チタン・アルミ 190 62,000 角度・高さ 
ジャック付パイプ（500mm） 100 チタン・アルミ 308 66,600 角度・高さ 
パイロンジャック 100 アルミ 75 14,200 角度・高さ 
ジャック付カーボンパイプ 100 アルミ・カーボン 213 44,900 角度・高さ 
雌シングルアダプタ アルミ 100 アルミ 86 31,300  
雌パイロン  250mm アルミ 100 アルミ 199 16,400  
雌パイロン  400mm アルミ 100 アルミ 280 18,000  
アダプタ付パイプ φ30 100 チタン・アルミ 255 22,700  
アルミパイロン 136 アルミ 280 19,900  
400mm チューブアダプター スチール 136 ステンレス 350 17,000  
300mm チューブアダプター スチール 136 ステンレス 286 16,600  
セレクトパイロン クランプ付パイプ 166 ステンレス 186 42,300 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ素材 
セレクトパイロン 18 ステンレス 186 22,700 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ素材 
セレクトパイロン 34 ステンレス 186 22,700 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ素材 
セレクトパイロン 54 ステンレス 186 22,700 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ素材 
セレクトパイロン フレア付パイプ 136 ステンレス 186 36,600 端部：特殊形状、ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ素材 
400mm チューブアダプター チタン 136 チタン 321 28,500  
300mm チューブクランプアダプター チタン 136 チタン 258 28,100  
ショートチューブアダプター チタン 136 チタン 110 40,900  

【平成27年度総括・分担研究報告書】
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コード 名称 機能区分（構造） 機能概要  メーカー名  

       オズール A-746010 

オズール A-746020 

オズール A-445100 
マインド SPA200-M 

オットーボック 2R38=10 
啓愛 K-TB58SS 
啓愛 K-TB58AL 
啓愛 K-TB58TI 

啓愛 K-TB58H100TI 

フィラワー 124119 
フィラワー 124121 
フィラワー 124127 
フィラワー 124137 

啓愛 A1-14-15AL 

啓愛 A1-14-15SS 

啓愛 A1-14-15TI 

啓愛 A1-14-20TI 

P3040102 φ30 チューブ ピラミッド(メ 
オ） 

φ30 チューブ と他端が 

ピラミッド(オス）による接 
続 

 オットーボック 4R84=D 
ラポック M0451 
ラポック M0453 
ラポック M0451-40 
オズール A-433110 
オズール A-733020 
オズール A-433120 
オズール A-435110 
オズール A-435120 

P3040103 φ30 チューブ φ30 チューブ 両端チューブのまま  啓愛 A1-12-1 
啓愛 A1-12-2 

啓愛 A1-14-21AL 

啓愛 A1-14-22AL 

ラポック M0820 
ラポック M0821 
ラポック SL0810 
ラポック SL0811 

徳林 TTG-14 
徳林 TTT-17 

ホスマー 60550 

マインド SSL250-PX 

マインド SPA200-P 

オズール A-712010 
オズール A-712020 

高崎 TG2018 
高崎 TG2019 
高崎 TG2020 
高崎 TG2119 
啓愛 K-TB88AL 

フィラワー 125032 
フィラワー 238024 

P3040104 φ30 チューブ その他 チューブと他端は様々な 
接続 

 ラポック M0330 
ラポック M0333 
ラポック M0520 
オズール A-421100 
マインド SPA200-F 
マインド SAS210 

P3040201 φ34 チューブ ピラミッド(メ 
ス） 

φ34 チューブと他端が - 
ピラミッド(メス）による接 
続 

 オットーボック 4R75=D-70 
オットーボック 2R57 
オットーボック 2R58 
オットーボック 2R82 
オットーボック 2R81 
オットーボック 2WR95 

オットーボック 2WR95＝1 
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メーカー部品名称 
使用者体 
重制限 

主な使用材料 重量(g) 
価格(円） 

（基準価格） 
特記事項 

メスパイロン  ショート  チタン製 チューブク 
ランプ／カーボンチューブ 

166 チタン 250 28,100  
メスパイロン  ロング  チタン製 チューブク 
ランプ／カーボンチューブ 

166 チタン  29,800  
メスシングルアダプタ チタン 166 チタン 118 40,600  
アルミパイロン 136 アルミ 272 25,600 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ素材 
傾斜角付チューブアダプター 100 チタン 275 21,800  
チューブクランプアダプター ステンレス 100 ステンレス/アルミ 334 12,900  
チューブクランプアダプター アルミ 100 アルミ 300 16,800  
チューブクランプアダプター チタン 100 チタン/アルミ 302 22,400  
ピラミッドレシーバー付アダプター 100mm 
長  チタン 

100 チタン 132 28,400  
パイロンチューブ 250mm チタンアダプタ付    23,000  
パイロンチューブ 250mm アルミアダプタ付    15,600  
パイロンチューブ 430mm アルミアダプタ付    16,300  
パイロンチューブ 430mm チタンアダプタ付    23,400  
アルミピラミッドレシーバー付 30mm 径アル 
ミチューブ 

100 アルミ 300 17,300 
製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 
可 

ステンレスピラミッドレシーバー付 30mm 径 
アルミチューブ 

100 
ステンレス/ 

アルミ 
334 10,500 

製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 
可 

チタンピラミッドレシーバー付 30mm 径アル 
ミチューブ 

100 チタン/アルミ 302 18,200 
製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 
可 

チタンピラミッドレシーバー付 30mm 径チタ 
ンチューブ 

100 チタン 132 28,400 製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 
可 

ピラミッドパイプ 150 チタン 65 18,400  
ピラミッドプラグ 100 アルミ 61 11,400  
パイロンプラグ 100 アルミ 87 15,600  
プラグ（M1002 用） 100 アルミ 73 11,400  
雄シングルアダプタ 50mm アルミ 100 アルミ 60 20,300  
雄パイロン 400mm アルミ 100 アルミ  15,300  
雄シングルアダプタ 77mm アルミ 100 アルミ 86 24,200  
オスシングルアダプタショート チタン 166 チタン 80 38,100  
オスシングルアダプタロング チタン 166 チタン 103 41,600  
30mm 径アルミチューブ 200mm 長 100 アルミ 94 900  
30mm 径アルミチューブ 400mm 長 100 アルミ 186 1,750  
30mm 径アルミチューブ 385mm 長 100 アルミ 233 8,800 

製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 
可 

30mm 径アルミチューブ 910mm 長 100 アルミ 537 11,800 
製造中止 ただし平成 28 年度まで修理対応 
可 

パイプ（L=250mm) 100 アルミ 122 4,100  
パイプ（L=500mm) 100 アルミ 244 8,300  
チタンフィルム入りカーボンパイプ 100 カーボン 90 21,400  
チタンフィルム入りカーボンパイプ 100 カーボン 163 35,600  
グラファイトパイプ 100 カーボン 131 20,700  
チューブ 100 アルミ 260 3,400  
チューブ 136 ステンレス 572 9,700  
セレクトパイロン ストレートパイプ 136 

コンポジット 
素材 

126 25,300  

アルミパイロン 136 
コンポジット 

素材 
219 3,400  

パイロンチューブショート 100 アルミ  15,600  
パイロンチューブロング 100 アルミ 204 16,300  
パイプ（長さ＝300mm）    2,250  
パイプ（長さ＝400mm）    3,000  
パイプ 25φ（長さ＝400mm）    2,300  
パイプ（長さ＝250mm）    2,250  
チューブ アルミ 100 アルミ 233 8,000  
パイロンチューブ 250mm    2,150  
パイロンチューブ 900mm    6,800  
皿受つきパイプ（L=200mm） 70 アルミ 133 7,100  
皿受つきカーボンパイプ 100 アルミ・カーボン 105 25,600  
すべり子つきパイプ（L=200mm) 70 アルミ 150 7,200  
4 穴シングルアダプタ アルミ 100 アルミ  23,100  
アルミパイロン 102 アルミ 317 22,700 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ素材 
アンクルパイプ 136 樹脂 294 38,400  
コネクションアダプター 34mm 150 ステンレス 170 13,400  
チューブアダプター 34mm ショート 150 チタン 220 25,600  
チューブアダプター 34mm ロング 150 チタン 330 23,200  
チューブアダプター C レッグ用 150 チタン 178-256 205,700 ｾﾝｻｰ内蔵 
トーションアダプター C レッグ用 150 チタン 438-482 242,000 ｾﾝｻｰ内蔵 
チューブアダプター  ウォータープルーフ 34 150 チタン 330 22,000 防水加工 
傾斜角付チューブアダプター  ウォータープ 
ルーフ 34φ 

150 チタン 330 23,400 防水加工 
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コード 名称 機能区分（構造） 機能概要  メーカー名  

       ナブテスコ N-P113 

ナブテスコ N-P112 

プロテオール N-P444 
P3040202 φ34 チューブ φ30 チューブ φ34 チューブと φ3 チュー  ナブテスコ N-P233 
P3040203 φ34 チューブ φ34 チューブ 両端 φ34 チューブ  オットーボック ２R36 

ナブテスコ N-P135 

プロテオール N-P465 

P3050101 接続部品 クランプアダ 
プタ 

φ30 チューブ 
クランプアダ プ
タ 

ピラミッド（オ 
ス） 

φ30 チューブ用のクラン 
プアダプタ、他端はピラ ミ
ッド（オス）接続 

 オズール A-335100 
オズール A-333100 
オズール A-342100 
ラポック M0455 

啓愛 A1-14-24SS 

啓愛 A1-14-24TI 

P3050102 φ30 チューブ 

クランプアダ プ
タ 

ピラミッド（メ 
ス） 

φ30 チューブ用のクラン 

プアダプタ、他端はピラ ミ
ッド（メス）接続 

 啓愛 A1-14-14AL 

啓愛 A1-14-14SS 

啓愛 A1-14-14TI 

ウィローウッド FND-130030 
ウィローウッド FND-220030 

ダウ GUPT-FCLAMP 
ナブテスコ N-D222 

ピー・オー・テック POTEC CA-1 
ラポック M0468 
オズール A-345100 

オットーボック 4R21 
オットーボック 4R52 
オットーボック 4R69 

ラポック M0461 

ラポック M0471 

マインド SCA270 
啓愛 K-CA75AL 
啓愛 K-CA75SS 
啓愛 K-CA75TI 

マインド SCA220 
マインド SCA225 
マインド SCA232 
ホスマー 60247 
ホスマー 60400 

徳林 TKC-01BK 
オットーボック 4R56 
オットーボック 4R98 
オットーボック 4R103 

 

啓愛 
 

A1-14-11TI 

 

啓愛 
 

A1-14-12TI 

 

啓愛 
 

A1-14-13TI 

啓愛 K-CA75A10TI 
啓愛 K-CA75O5TI 
啓愛 K-CA75SLTI 
高崎 TG2200 

P3050103 φ30 チューブ 
クランプアダ プ
タ 

その他 φ30 チューブ用のクラン 
プアダプタ、その他の接 
続 

 啓愛 A1-3 

ラポック M0900 
ラポック M0412 

高崎 TG2005 

高崎 TG2006 

高崎 TG2016 
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メーカー部品名称 
使用者体 
重制限 

主な使用材料 重量(g) 
価格(円） 

（基準価格） 
特記事項 

アダプタ付パイプ φ34 100 アルミ 111 24,100  
アダプタ付パイプ φ34 100 

ステンレス 
・アルミ 

298 15,900  
アダプタ付パイプ  φ34  アルミ 125kg 対応 125 アルミ 121 29,800  
段付パイプ（φ34-φ30） 100 アルミ 144 15,900  
大腿用チューブ  34mm 150ｋｇ対応 150 アルミ 210 10,600  
ストレートパイプ（φ34） 100 アルミ 159 2,800  
ストレートパイプ φ34 420mm アルミ 125kg
対応 

125 アルミ 235 13,400  
オスピラミッド付チューブクランプ チタン 166 チタン 82 21,300  
雄ピラミッドチューブクランプ アルミ 100 アルミ 62 13,700  
チューブクランプ アルミ 100 アルミ 64 26,400  
パイプ継手つきプラグ 100 アルミ 74 24,100  
チューブクランプ SS（ピラミッド付） 100 ステンレス 95 14,800 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 

可 

チューブクランプ TI（ピラミッド付） 100 チタン 58 30,700 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ピラミッドレシーバー  30mm チューブクラン 
プ  アルミ 

100 アルミ 85 20,200 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ピラミッドレシーバー 31mm チューブクランプ 
ステンレス 

100 ステンレス 126 8,900 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ピラミッドレシーバー 32mm チューブクランプ 
チタン 

100 チタン 80 23,900 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

クランプアダプタ アルミ 115 アルミ 86 8,900  
クランプアダプタ 115 チタン 100 18,400  
クランプアダプタ 100 チタン 81 13,500  
パイプアダプタ（φ30）チタン合金 100 チタン 78 29,800  
チタン製クランプアダプター 80 チタン 75 42,100  
傾斜つきピラミッドジャック(8°） 100 アルミ 114 26,300  
メスピラミッド付チューブクランプ チタン 166 チタン 78 26,500  
チューブクランプアダプター 100 ステンレス 130 11,100  
チューブクランプアダプター チタン 100 チタン 75 29,700  
チューブクランプアダプター アルミ 100 アルミ 75 25,100  
パイプ継手つきピラミッドジャック（アルミクラ 
ンプアダプタ） 

100 アルミ 70 23,800  
パイプ継手付ジャック（Ti)（チタンクランプア 
ダプタ） 

100 チタン 73 46,200  
ステンレスチューブクランプ 136 ステンレス 109 16,000  
チューブクランプ 30mm アルミ 100 アルミ 85 17,300  
チューブクランプ 30mm ステンレス 100 ステンレス 138 10,900  
チューブクランプ 30mm チタン 100 チタン 81 26,100  
チタンチューブクランプ 136 チタン 77 35,500  
チューブクランプ アルミクランプ付 136 チタン 69 28,700 次回申請時部品名称変更 
チタンラミネーションアダプター 100 チタン 53 24,700  
チタンチューブアダプター 135 チタン 61 32,200  
ステンチューブアダプター 135 ステンレス 108 15,200  
グラファイトピラミッドクランプアダプタ 100 アルミ 78 13,400  
傾斜角付クランプアダプター チタン 100 チタン 85/100 35,500 傾斜付き 
スライド式クランプアダプター 30mm 75 アルミ 150 32,700 スライド機能付き 
スライド式クランプアダプター チタン 85 チタン 185 42,600 スライド機能付き 

ピラミッドレシーバー30mm チューブクランプ 
5mm オフセット チタン 

100 チタン 100 25,600 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 オフセット付き 

ピラミッドレシーバー30mm チューブクランプ 
10°傾斜 チタン 

100 チタン 82 28,400 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 傾斜付き 

ピラミッドレシーバー30mm チューブクランプ 
スライド機構 チタン 

100 チタン 82 42,600 製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 スライド機能付き 

チューブクランプ 10°傾斜 チタン 100 チタン 83 35,200 傾斜付き 
チューブクランプ 5mm オフセット チタン 100 チタン 102 32,600 オフセット付き 
スライドチューブクランプ 30mm チタン 100 チタン 179 52,700 スライド機能付き 
PY アライメントアダプタ上部   74 19,200  
ソケットアタッチメント 100 

アルミ 
/ステンレス 

194 18,700  
アライメントスリーブ（メタル） 100 アルミ 56 5,800  
すべり子つきパイプ継手 70 ステンレス 176 24,400  
アライメントアダプタ（角度調製用パイプアダ 
プタ） 

  98 17,800  
パイプクランプアダプタ（アライメント調製無   61 7,400  
十字スライダーアタッチメント（ラポック滑り 
子結合） 

  81 9,700  

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.261 】
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コード 名称 機能区分（構造） 機能概要  メーカー名  

       高崎 TG2086 
高崎 TG3024 

P3050201 φ34 チューブ 
クランプアダ 
プタ 

ピラミッド（オ 
ス） 

φ34 用・ピラミッド(オス）  
オットーボック 4R82=P 

P3050202 φ34 チューブ 

クランプアダ プ
タ 

ピラミッド（メ 
ス） 

φ34 用・ピラミッド(メス）  バウアーファインド G-017 
オットーボック 4R156 
オットーボック 4R156=1 
オットーボック 4R156=2 
オットーボック 4R82 
オットーボック 4R91 
オットーボック 4WR95=3 

ナブテスコ N-D111 

フリーダムイノ 
ベーションズ 

AC123 

プロテオール N-D431 
オットーボック 4R88 

P3050301 φ25 チューブ 
クランプアダ プ
タ 

その他 φ25 チューブ用のクラン 
プアダプタ、その他の接 
続 

 高崎 TG2005S 
高崎 TG2006S 
高崎 TG2016S 
高崎 TG2086S 

P3030101C 接続部品 
(小児用） 

ブロック ブロック 四つ穴取り付 
け 

木やウレタンのソケット埋 
め込み部と四つのネジ取 
付け穴 

 オットーボック 5R9 
ウィローウッド PPF-700-250 
ウィローウッド 700-250 

マインド SLB240 
徳林 TWB-C 

P3030201C ソケットアダ 
プタ 

ソケットアダプ 
タ 

その他 ソケットアダプタ・四つの 
ネジ取付け穴 

 オズール AJ-122100 

啓愛 A1-14-2PAL 

ラポック C0200 
オズール AJ-114040 

オットーボック 4R110 
P3030301C コネクタ その他 その他 ボルト ピラミッドオス  ラポック C0300 

ラポック C0350 
オットーボック 4R60 

オズール AJ-133300 

オズール AJ-233100 

オズール AJ-142300 
オズール AJ-242100 
オズール AJ-11404 
オズール AJ-831300 

徳林 TSC-WC 
ウィローウッド PPF-137004 
ウィローウッド PPF-GKIT 
ウィローウッド PPF-138027 
ウィローウッド PPF-138051 
ウィローウッド PPF-227014 
ウィローウッド PPF-SP471 

徳林 TWP-C2 

ブラッチフォード 019145 

P3040101C チューブ φ20 チューブ ピラミッド(メ 
ス） 

チューブと他端が - ピラ 
ミッド(メス）による接続 

 オットーボック 2R41=1 及び

2R4 
オットーボック 2R48 

啓愛 A1-14-15PAL 

ラポック C0463 
P3040102C φ20 チューブ ピラミッド(オ 

ス） 
チューブ と他端が ピラ 
ミッド(オス）による接続 

 オズール AJ-712010 

P3040103C φ20 チューブ チューブ 両側チューブ  ラポック C0801 
ウィローウッド PPF-130030 

徳林 TTC-15 
P3040104C φ20 チューブ その他 チューブと他端は様々な 

接続 
 ブラッチフォード 330129 

ブラッチフォード 330130 

P3050100C クランプアダ 
プタ 

φ22 チューブクランプアダプ 
タ 

小児用  オットーボック 4R66 
オズール AJ-342100 

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.262 】
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メーカー部品名称 
使用者体 
重制限 

主な使用材料 重量(g) 
価格(円） 

（基準価格） 
特記事項 

パイプクランプバンド型   20 3,300  
斜面円盤（軽量アライメント調整用）    2,200  
ピラミッド付チューブクランプアダプター 
34mm チタン 

150 チタン 90 24,200 
 

クランプアダプタ チタン製 30φ 100 チタン 69 20,800  
傾斜角付クランプアダプター  34mm 10° 150 チタン 140 53,300 傾斜付き 
傾斜角付クランプアダプター  34mm 20° 150 チタン 165 53,300 傾斜付き 
傾斜角付クランプアダプター  34mm 30° 150 チタン 175 53,300 傾斜付き 
チューブクランプアダプター  34mm チタン 150 チタン 95 33,100  
チューブクランプアダプター  34mm ステンレス 150 ステンレス 140 8,000  
クランプアダプター  ウォータープルーフ  34φ 150 チタン 105 26,900 防水加工 
パイプアダプタ（φ34）ステンレス合金 100 ステンレス 151 12,400  
シルエット用コネクタ 100 チタン 100 26,300  
パイプアダプタ  φ34  アルミ 125kg 対応 125 アルミ 120 26,900  
スライド式クランプアダプター 34mm 100 チタン 185 31,200 スライド機能あり 
アライメントアダプタ 25ｍｍパイプ用    15,700  
パイプクランプアダプタ（25mm パイプ用）    7,400  
ＴＧ2016 軽量用    9,700  
TG2086 軽量用    3,300  
ソケット取り付けブロック 小児用 45 プラスチック 125 3,800  
小児用ソケットブロック 60 コンポジット 33 6,900  
小児用ソケットブロック    6,900  
ラミネートブロック子供用 65 樹脂 93 9,900  
小児用木ブロック 100 木 76 3,100  
ジュニア用 4 穴ソケットアダプタ    9,900  
小児用（22mm 径チューブ仕様） 4 短羽穴あ 
り  ピラミッド  アルミ 

40 チタン・アルミ 39 12,900 
高さ調整 

製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

ソケットホルダ（小児用） 45 ステンレス 73 12,700 回旋調整 
小児用ソケットコネクタ（長断端用） 45 ステンレス 79 18,300  
ソケットアダプター 小児用回旋機構付 45 アルミ 55 31,900  
ソケットプラグ（小児用） 45 ステンレス 55 19,900 角度（片側のみ）・回旋調整 
ソケットジャック（小児用） 45 ステンレス 43 19,900  
ソケットアダプター （調整ネジ付）小児用 45 アルミ 45 9,600 角度（片側のみ）調整 

ジュニア用ソケット直結オスピラミッド 45 
ステンレス 

・アルミ 
36 14,200  

ジュニア用 4 穴オスピラミッド 45 
ステンレス 

・アルミ 
39 14,200  

ジュニア用ソケット直結メスピラミッド 45 アルミ 36 9,500  
小児用 4 穴雌ピラミッド 45 アルミ 34 14,200  
小児用ソケットコネクタ（長断端用） 45 ステンレス 79 18,300  
小児用ピラミッドアダプタ 45 チタン・アルミ 41 24,100  
小児用ワイヤーソケットコネクタ（大腿用） 55 アルミ 65 7,900  
小児用 4 ホールピラミッド（メス） 60 アルミ 30 14,300  
小児用グロウスキット 60 アルミ 18.2 17,500  
小児用ダブルアダプタ(27mm） 60 アルミ 44 15,900  
小児用ダブルアダプタ（51mm） 60 アルミ 65 17,500  
小児用 4 ホールピラミッド（オス） 60 チタン 30 14,300  
小児用サクションピラミッド 60 チタン 33 14,900  
小児用ウェッジプレート 100  10 600  
ソケットアダプターBK 子供用 
DEMOUNTABLE BK 25mm 

60 アルミ・カーボン 225 66,000  

チューブアダプター 小児用 45/35 アルミ 
140 
/125 

9,900  
傾斜角付チューブアダプター 45 アルミ 105 9,700  
小児用(22mm 径チューブ仕様）アルミピラミッ 
ドレシーバー付 22mm 径アルミチューブ 

40 アルミ 60 12,900 角度・回旋 

パイロンジャック(小児用） 45 アルミ 46 14,200 角度・高さ 

小児用チューブ 45 アルミ 104 24,100  
パイプ（L=400mm）（小児用 φ22） 45 アルミ 140 4,250  
小児用チューブ 60 アルミ 119 5,700  
小児用チューブ 55 アルミ 140 2,100  
カーボンパイプ子供用 25×180 ㎜ C/FIBRE 
TUBE 

60 カーボン 不明 14,200  
カーボンパイプ子供用 25×300 ㎜ T-F 
SYSTEM CARBON TUBE 

60 カーボン 不明 31,300  
チューブクランプアダプター小児用 45 アルミ 45 9,200  
小児用クランプアダプタ 45 アルミ 48 17,000  

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.263 】
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コード 名称 機能区分（構造） 機能概要  メーカー名  

      啓愛 A1-14-14PAL 

オハイオ PPF-130000 
徳林 TBC-0 

ラポック C0461 
ラポック C0464 
ラポック C0468 
ラポック C0900 

フィラワー 124170 
フィラワー 125101 
フィラワー 125106 
マインド SCA292 

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.264 】
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メーカー部品名称 
使用者体 
重制限 

主な使用材料 重量(g) 
価格(円） 

（基準価格） 
特記事項 

小児用（22mm 径チューブ仕様） ピラミッドレ 
シーバー22mm 径クランプ アルミ 

40 アルミ 31 12,100 
製造中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

小児用クランプアダプタ 60 アルミ 45 12,800  
C.小児用クランプアダプタ 60 アルミ 90 7,200  
パイプジャック（小児用） 45 アルミ 37 23,800  
パイプジャック（Φ30-小児用プラグ） 45 アルミ 46 23,800  
傾斜ジャック（小児用） 45 アルミ 42 26,300  
スリーブ（小児用 Φ22-Φ30） 45 アルミ 30 6,050  
パイロンチューブクランプ ピラミッド取付台    11,600  
パイロンチューブクランプ足部取付台付    11,900  
パイロンチューブクランプ    12,800  
チタン子供用ｸﾗﾝﾌﾟｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 54 チタン 35 26,400  

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.265 】
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４．足の形状をつくる外装のための部品   【外装用部品】 

コード 名称 機能区分（構造） 機能概要  メーカー名 メーカー品番 

P4010100 外装用部品 コネクション 
プレート 

コネクションプレート 足部とフォームカバーの 
接続を容易にする 

 オットーボック 2R14 
オットーボック 2R22 
啓愛 A1-15-3 
ホスマー 60260 
ウィローウッド CC2L-CP CC2L 
ラポック M12-001 
ラポック M12-005 
ラポック M12-007 
ラポック M12-008 
ブラッチフォード AFST20 

ブラッチフォード 561041 

ブラッチフォード 561042 

ブラッチフォード 561045 

ブラッチフォード 561046 

P4010201 フォームカ 
バー 

下腿用フォー 
ム 

軟質フォーム 下腿部用軟質フォームカ 
バー 

 川村義肢 JK-F110 
オットーボック 6R6 
ラポック M1210 
ラポック M1211 
高崎 TG4036 

P4010202 下腿用フォー 
ム 

硬質フォーム 下腿部用硬質フォームカ 
バー 

 オットーボック 6R8 
ウィローウッド OWW-700BK 
ウィローウッド CFB-1BK 

ブラッチフォード 
561014/56101 
5/561012 

ラポック M1215 
P4010203 下腿用フォー 

ム 
硬質フォーム 
脚の形状に 
削り出しあり 

硬質フォーム 
脚の形状に削り出してあ 
る 

 オズール FCX0002 
オットーボック 6R18 
マインド SEC201 
マインド SEC202 
徳林 TFC-EC EVA 

P4010301 股・大腿用 
フォーム 

軟質フォーム 軟質フォーム  ラポック M1207 

徳林 TFC-0A 

ラポック M1201 

ラポック M1202 
P4010302 股・大腿用 

フォーム 
軟質フォーム 

脚の形状に 
削り出しあり 

軟質フォーム 
脚の形状に削り出してあ 
る 

 オットーボック 3R6 
オットーボック 3R24 
オットーボック 3S26 
オットーボック 3S27 
オットーボック 3S106 
オットーボック 3S107 
オハイオ OWW-700AK 
高崎 TG4035 
ブラッチフォード 560029 

ブラッチフォード 561020 

ナブコ N-F111 
ラポック M1203-R 
ラポック M1203-L 
ブラッチフォード 561016 
ブラッチフォード 561017 
ブラッチフォード 561018 
ブラッチフォード 561019 
ブラッチフォード 561079 

P4010303 股・大腿用 
フォーム 

硬質フォーム 
（大腿部の 
み） 

大腿部用の硬質フォーム  ブラッチフォード 561001 
ブラッチフォード 561004 

ブラッチフォード 561051 

ブラッチフォード 561052 

P4010304 股・大腿用 
フォーム 

硬質フォーム 

（下腿部の 
み） 

下腿部の硬質フォーム  ブラッチフォード 579819 

ブラッチフォード 579919 

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.266 】
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部品名称    価格(円） 
（基準価格） 

特記事項 

コネクションプレート 2R8/2R31/2R54 用    900  
コネクションキャップ 2R10/2R51/2R33 用    2,050  
コネクションキャップ    1,400  
コネクター    1,550  
コネクションプレート    2,900  
ジョイントカバー（単軸足部用）    1,550  
ジョイントカバー（スーパーフット用)    6,700  
コネクションプレート（J-Foot 用）    1,900  
コネクションプレート（J-Foot L 用）    3,200  
アンクルフォーム 20 ㎜差高 22～30    3,300  
アンクルフォーム左 22/23 45mm 差高 
FAIRING ANKLE 

   5,600  

アンクルフォーム右 22/23 45mm 差高 
FAIRING ANKLE 

   5,600  

アンクルフォーム左 24/25 45mm 差高 
FAIRING ANKLE 

   5,600  

アンクルフォーム右 24/25 45mm 差高 
FAIRING ANKLE 

   5,600  
JK フォームカバー    7,700 硬質のスポンジ製 
フォームカバー  下腿用 軟性    8,800  
フォームカバー（下腿用・角型）    8,800  
フォームカバー（下腿用・丸型）    8,900  
フォームカバー（下腿用）    7,400  
フォームカバー  下腿用 硬性    7,900  
パスファインダー用 BK フォーム    12,500  
BK 用フォーム    9,900  
下腿用コーンフォーム 470mm  TT FAIRING 
PTB 85x135x27/85x155x27/85x175x27 

   9,200  
フォームカバー （下腿用・角型・硬性）    8,200  
デュアルシティフォーム    19,100  
フォームカバー  下腿用 成形済    6,900  
下腿フォーム    20,000  
下腿フォーム    20,500  
フォームカバー（膝離断用）    16,400  
フォームカバー（空圧膝用・角型）    19,900  
フォームカバー（大腿用）    26,400  
フォームカバー（大腿義足用・角形）    19,900  
フォームカバー（大腿用、股離断用・角形）    19,900  
フォームカバー    19,500  
フォームカバー    20,700  
フォームカバー    18,700  
フォームカバー 股義足・大型膝継手用    25,500  
フォームカバー    20,100 ソケット収納用の削り加工 
フォームカバー    20,700  
パスファインダー用 AK フォーム    20,900  
フォームカバー（大腿用）    16,500  
四軸股離断用フォームカバー    28,700  
大腿用フォームカバー FAIRING KNEE 
UNSHAPED 

   30,300  
フォームカバー（大腿用）    22,700  
フォームカバー（大腿用、股離断用）    22,700  
フォームカバー（大腿用、股離断用）    22,700  
大腿用フォームカバーS 左    24,700  
大腿用フォームカバーS 右    24,700  
大腿用フォームカバーL 左    26,800  
大腿用フォームカバーL 右    26,800  
フォームカバー AK 子供用    19,600  
大腿用コーンフォーム 420 ㎜×25 ㎜厚    11,200  
大腿用コーンフォーム 490 ㎜×25 ㎜厚    11,200  
大腿用コーンフォーム 450mm 
FAIRING THIGH-140x190x12 

   6,500  

大腿用コーンフォーム 450mm 
FAIRING THIGH-100x150x12 

   5,500  

ESK 大腿義足用 DISCONTINUOUS 
COSMESIS 

   130,100 ニーカバー含むキット 

SFESK 大腿義足用 DISCON. COSMESIS 
EUK 160H 

   110,900 ニーカバー含むキット 
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コード 名称 機能区分（構造） 機能概要  メーカー名 メーカー品番 

P4010305   股・大腿用 
フォーム 

硬質フォーム 
（下腿部の 
み） 脚の形
状に 削り出
しあり 

硬質フォーム 
脚の形状に削り出してあ 
る 

 Proteor 1G25-R 

Proteor 1G28 

センチュリー22 
（オズール） 

TK-2075 

P4010306 股・大腿用 
フォーム 

硬質フォーム 

（下腿部と大 
腿部を含む） 
脚の形状に 
削り出しあり 

   
 

徳林 

 
 

TFC-DF 

P4020100 カバー 下腿用カバー 下腿部用カバー  ラポック M1244 
P4030100 ストッキング 縁取り用 フォームカバーの近位側 

を固定する 
 オットーボック 99B15 

ラポック M1200 
オットーボック 99B15 
ラポック M1200 

P4030200 股・大腿用 股・大腿用ストッキング  オットーボック 4R32 
オットーボック 99B14 

徳林 TCS-XA 

ラポック M1220 

ラポック M1222 

P4030300 下腿用 下腿用ストッキング  高崎 TTG4037 
オットーボック 99B16 

徳林 TCS-XB 

ラポック M1230 

ラポック M1232 

P4040100 リアルソック 
ス 

下腿用 足先から膝周辺までの 
外装を足の質感に近づ け
る 

 佐藤 佐藤 8-3 
佐藤 佐藤 8-4 
RSL スティーパー SKY-SIZE 
オルソヨーロッパ U-950G 
ダウ DSK-BK 
ダウ DSST-BK 
佐藤 佐藤 8-5 

P4040200 股・大腿用 足先から大腿部までの 

外装を足の質感に近づ け
る 

 
オルソヨーロッパ U-920G 

P4010101C 外装用部品 
(小児用） 

フォームカバ 下腿用フォー 軟質フォーム 軟質フォーム  ラポック C1210 

P4010201C 股・大腿用 
フォーム 

軟質フォーム 
軟質フォーム 

 
ラポック C1201 

P4010301C 股・大腿用 
フォーム 

軟質フォーム 
脚の形状に 
削り出しあり 

軟質フォーム 脚の形状に
削り出しあり 

 
オットーボック 3R48 

P4020100C ストッキング 股・大腿用 股・大腿用ストッキング  オットーボック 99B22 
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部品名称    価格(円） 
（基準価格） 

特記事項 

コスメティックカバー    23,400 
膝継手 1P50-R 用１P50194-R と組み合わせて 
使用 

コスメティックカバー    20,300 膝継手 1P110 用 

トータルニー外装用フォームカバー    18,400 2145 と組み合わせて使用 

 
 

EVA 

    
 

17,000 

 

インスタントカバー    19,100  
縁取り用（オットーボック 99B14 と併用可）    1,400  
縁取り用バンド（大腿・下腿兼用）    2,200  
縁取り用（オットーボック 99B16 と併用可）    1,400  
縁取り用バンド（大腿・下腿兼用）    2,200  
仕上キット股義足用 2 枚    6,300 股義足用フォームカバー固定部品含む 
コスメチックストッキング 2 枚    2,150  
大腿用ストッキングコンビネーション（厚手 1 
枚+薄手 2 枚） 

   1,500  
ストッキング(大腿用)2 枚    2,000  
ストッキング(大腿用)2 枚（踵あり）(ダブルカ 
バーリングヤーン糸) 

   3,400  
ストッキング(下腿用)2 枚    1,300  
コスメチックストッキング（下腿義足用）2 枚    1,300  
下腿用ストッキングコンビネーション（厚手 1 
枚+薄手 2 枚） 

   1,500  
ストッキング（下腿用）2 枚    1,700  
ストッキング（下腿用）（ダブルカバーリング 
ヤーン糸） 

   2,100  
下腿リアルカバー    36,400 塩化ビニール、長さ・周径調整：720min 
下腿リアルカバー（指なしタイプ）    36,400 塩化ビニール、長さ・周径調整：720min 
スキナジー    58,000 シリコーン 
足用シリコンカバー    11,500 販売中止 平成 28 年度まで修理対応 
DAW  SKIN  (下腿用)    35,500  
DAW  SKIN 指又付(下腿用)    48,200  
足先リアルソックス    14,300 塩化ビニール、長さ・周径調整：720min 

大腿シルスキン 
   

25,500 
シリコーン 

販売中止 ただし平成２８年度まで修理対応 
可 

Ｊカバー（小児下腿義足用）    8,800  

Ｊカバー（小児大腿義足用）    19,900  

フォームカバー 小児用 
   

16,000 
 

コスメチックストッキング 小児用    900  
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厚生労働科学研究費補助金 
障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（身体・知的等障害分野）） 

分 担 研 究 報 告 書 
 

完成用部品機能区分に基づく部品価格制度案 
 

研究分担者 我澤 賢之 （国立障害者リハビリテーションセンター） 
 山﨑 伸也 （国立障害者リハビリテーションセンター） 
研究協力者 長瀬 毅 （流通経済大学経済学部） 

 
研究要旨： 骨格構造義足完成用部品機能区分案を踏まえ、機能区分内の価格のちらばり等現況

を調べるとともに、補装具製作事業者から見た完成用部品の仕入価格および補装具への加算価格

に着目し、価格制度案について検討をおこなった。 
 主な結論は下記の 3 点である。 
・現状では、区分内の部品の価格のちらばりがある程度大きい（平均 48.0%）。 
・仕入価格については、現行制度の固定価格制度が望ましいと考えられる。ただし、加算価格が

機能区分毎価格制の場合でかつ機能区分名での補装具処方方式が導入される場合は、仕入価

格の更新間隔の短縮もしくはオープン価格制を検討する必要があると思われる。  
・価格のちらばり等を考慮すると、加算価格については、部品毎に属する機能区分を明らかに示

すと共に当面部品毎固定価格を採ることで、機能区分内の価格の平準化をゆるやかにもたら

すことが期待できる。 
・長期的には、機能区分毎固定価格制を併用することで必要な部品を供給しつつ全体のコストを

抑えられると考えられる。 
・ただし機能区分毎固定価格制を用いるためには、今後完成用部品価格をどのように推移させて

いくかステークホルダー間の議論を重ねたうえで、価格算定制度、価格改定制度を定める必

要がある。 
  
 
Ａ．研究目的 

本研究プロジェクトにおいて補装具完成用

部品について機能区分を作ることを提唱した

背景には、個々の部品の機能が必ずしも解り

やすくなく、また利用者の機能レベルや生活

様式に対し必要な機能の部品を適切に処方す

るための情報が十分でないことなどから適合

判定時の判断に地域差が生じる、類似部品間

で価格差が大きい場合がある等の問題があ

る、といった認識があった。本研究の目的

は、作成した完成用部品機能区分案に基づ

き、類似部品間で価格差を縮小させるための

制度にかかる提案を示すことである。 
具体的には、別項の分担研究報告書「完成

用部品の機能区分整備」に示された骨格構造

義足完成用部品の機能区分案に基づき、

（１）区分毎の価格の散らばり具合等が実際

どのようであるか状況をまとめるとともに、

（２）価格状況を踏まえ、機能区分に基づく

価格制度について考えられる案を検討し提示

する。 
 
Ｂ．研究方法 
B-1. 機能区分毎の価格状況についての検討 
機能区分案毎に属する部品の価格につい

て、標準偏差と平均価格の比を算出し、価格

の散らばりの状況を確認する。ただし、同一

区分の部品であっても、付加機能がある、主

な材料としてカーボン等高価な材料を使用し

ている場合、そうでない部品と較べ価格が高
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いことが考えられる。また、メーカーの推奨

する使用者の身体機能レベル（Kレベル）が

高い場合、そうでないものに較べ価格が高い

傾向が見受けられる。製造中止が予定されて

いる部品も、一定期間修理等対応は継続され

るにしても、持続的な供給が予定されている

わけではない。本項では、こうした部品の属

性が価格に与える影響を除去するため、区分

に定められた基本的な機能のみを有するもの

を対象として価格のちらばりの状況を確認す

るものとし、下記のいずれかを満たす部品を

除去して算出を行った。 
・付加機能がある。 
・主な材料として、チタンもしくはカーボ

ン、マグネシウムを含む。 
・使用者の身体機能について、メーカー推

奨 Kレベルが K4 に対応している、もし

くは「活発な歩行」を想定している。 
・製造中止もしくは削除の予定がある。 

 
B-2. 機能区分に基づく価格制度の検討 
完成用部品の価格制度について、補装具製

作事業者から見た（a）完成用部品供給業者か

らの仕入価格と(b)補装具価格への加算価格の

定め方の 2 点に着目し、考えられる制度の類

型分けをしたうえで、前項の結果を踏まえて

それぞれの制度における特性をまとめる。 
 

Ｃ．研究結果 
C-1. 機能区分毎の価格状況についての検討 
 表 1 に区分毎の価格の平均、標準偏差なら

びに「標準偏差÷平均」（区分内の有効品目 
数が 3 以上の場合のみ算出）、有効品目数を

示す。全区分（148 区分）のうち有効品目 
数が 3 以上の区分 72 について算出した「標準

偏差÷平均」の値は最大値 140.3%、平均

48.0%、中位値 42.4%、最小値 8.5%であっ

た。また「標準偏差÷平均」の値が 50.0%以上

である区分は 29 であった。これは現状におい

て、区分内にある程度の大きさの価格の散ら

ばりが存在することを示している。 

また有効品目数が 0、すなわち区分内の凡

ての部品が B-1 の末尾に示した条件のいずれ

かを満たした区分が 31 あった。これは、区分

に定められた基本的な機能のみを持つ部品が

ないことを示している。さらに分担研究報告

書「完成用部品の機能区分整備」に示された

骨格構造義足完成用部品の機能区分案を眺め

ると、当該機能区分に属する部品が 1 つしか

なかったり、ある付加機能を持つ部品が 1 つ

しかない場合があることが確認できる。仮

に、区分毎、付加機能毎の平均価格（あるい

は一定パーセント点でもよいが）に基づき区

分・付加機能の価格を設定しようとした際、

当該部品の価格しか参照すべき情報がないこ

とになる。 
 
C-2. 機能区分に基づく価格制度の検討 
 個々の部品の機能区分が明示されることを

前提とした部品価格制度について、表２に機

能区分補装具製作事業者から見た仕入価格、

加算価格の区分に基づく価格制度の類型分け

を行い、それぞれの特徴をまとめた。仕入価

格については固定価格制（年に 1 回申請に基

づく更新機会）、オープン価格制の 2 種を、

加算価格については部品毎の固定価格制、機

能区分毎の固定価格制の 2 種を想定してい

る。 
現行制度は、ほとんど表の左上（仕入価

格：固定価格制 – 加算価格：部品毎の固定価

格制）と同じであり、唯一の違いは機能区分

の明示の有無である。 
以下、仕入価格についての特徴を簡単に述

べ、ついで加算価格についての特徴ならびに

参考とすべき類似制度を述べる。 
 

仕入価格について 
 仕入価格については、現状固定価格制が採

られている。これはどの補装具製作事業者も

同じ部品は同じ価格で購入することになるた

め、補装具製作事業者の直面する完成用部品

使用により得られる粗利（部品管理費を含

む）の水準を厚労省がコントロールできる意
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味を持つとともに、大量の部品のまとめ買い

が困難な比較的小規模の事業所の保護に役立

つメリットがある。その反面、完成用部品供

給事業者は次期価格改定が行われるまでの期

間（現行、年度単位）価格変更ができないた

め、為替リスク等を踏まえた価格申請をせざ

るをえない面があり、これが部品価格を引き

上げる方向に作用している可能性がある点デ

メリットと考えられる。 
 オープン価格制に変更した場合、長短が入

れ替わる。 
 
加算価格について 

加算価格を機能区分毎に設定することは、

同等機能の部品の価格平準化を進めるうえで

極めて強い効果を示すと考えられる。これを

制度化するためには、個々の部品の機能区分

と仕入価格等に基づく価格設定・改定のルー

ル、それらの根拠である仕入価格等市場調査

方法、該当機能区分をより厳密に審査するた

めの組織・仕組み作りの整備が必要となる。 
一方の、部品毎固定価格制のもとでも、機

能区分を表示することで部品間の機能と価格

の比較をしやすくなることから、部品価格が

平準化していくことが考えられるものの、そ

の価格変化の速度は機能区分毎固定価格制に

較べゆるやかであることが考えられる。 
区分別の部品価格（加算価格）のちらばり

が大きい現状を踏まえると、当面は現行制度

のまま機能区分を表示することで、機能区分

毎の価格がゆるやかに平準化していくのを見

守るのが望ましいと考えられる。 
長期的には、前項制度を継続する選択肢の

他、補装具への加算価格について機能区分毎

価格を導入することも検討の余地がある。現

状、アメリカ、フランスにおいては比較的安

価な部品については機能区分別固定価格、高

額部品については個別価格（米国保険制度で

は雑コードに相当）と両制度を併用している

国もある。 
日本の薬価制度も両制度制と言える。この

分担研究所巻末の資料１に示す通り、薬価制

度では、現在銘柄別収載と統一（名）収載が

併存している。両者は、それぞれ、部品毎固

定価格制、機能価格毎固定価格制に対応する

制度である。ただし薬価の場合は、元々統一

（名）収載（一般名称・成分名）による薬価

収載であった。これは薬剤の場合、成分・剤

形・規格により機能が類似であるかどうかを

判断しやすいということが背景にあったと考

えられる。しかし後発医薬品の登場もあり価

格表に掲載された薬価と病院・薬局による仕

入価格（実勢価格）との差額（いわゆる薬価

差）が大きく開く状況が生じることとなっ

た。これは製薬会社による価格競争の恩恵

が、医療費負担者に及びにくい状況が生じる

ことを示している。これを踏まえ、昭和 52 年

（1977 年）11 月、銘柄別収載が導入されるこ

ととなった。この点、先に部品毎固定価格制

が導入されているなかで、加算価格のばらつ

きが問題と考えられている完成用部品とは事

情が異なるものの、参考となりうる。 
また日本の薬価制度の各種加算制度（資料

２参照）や薬価調査に基づく薬価改定計算 
 
新薬価 
＝（実勢価格（仕入価格）の加重平均 

＋消費税） × 調整幅（2%） 
 

なども機能区分毎固定価格制の検討するうえ

では参考になると考えられる。 
 
Ｄ．考察 
仕入価格について 
 現状固定価格制であるが、これには一定の

メリットがあり、加算価格が部品毎価格制の

場合、総合的に見てオープン価格制のメリッ

トを上回ると考えられる。１年間据え置きの

固定価格を用いることで為替リスク等を踏ま

え高めの価格設定をもたらしている部分もあ

るかもしれないが、補装具製作事業者の直面

する完成用部品使用により得られる粗利（部

品管理費を含む）の水準を厚労省がコントロ

ールできることは納税者への説明上一定の必
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要性を持つと考えられる。また、義肢製作産

業は小規模の事業所が多数を占めることから

小規模の事業所の保護にも一定の合理性があ

ると考えられる。 
 ただし、加算価格が機能区分毎価格制の場

合でかつ機能区分名での補装具処方方式が導

入される場合は、仕入価格の更新間隔の短縮

もしくはオープン価格制を検討する必要があ

ると思われる。仮に同一機能区分における加

算価格が同一の部品間で仕入価格の異なる部

品があった場合、補装具製作事業者は、購入

費用以外の部品の調整・管理等にかかる費用

を考慮しつつ総合的により安価なものを選択

することが考えられる。この状況で仕入価格

が固定価格制であるとすれば、相対的に高い

仕入価格を設定した完成用部品供給事業者

は、次の仕入価格変更の機会まで部品がほと

んど売れないという状況が生じるだろう。仕

入価格を長期間変更できないとすればこの点

が問題になると思われる。したがって、短期

間に仕入価格を変更できる仕組みを整備する

必要があると考えられる。 
 
加算価格にかかる両制度併用のメリット 
 アメリカ、フランスで部品毎固定価格制と

機能区分毎固定価格制が併用して用いられて

いるが、同様の制度設計の望ましさは経済学

におけるエージェンシー理論での分析からも

導き出せる 1。 
 結論としては、機能区分における基本機能

のみをもつ部品については、機能区分毎固定

価格制が望ましく（ただし機能区分内に十分

な数の品目数を持たない区分の部品について

は除く）、それ以外の部品については部品毎

の固定価格制が望ましい。 
機能区分固定価格制と部品毎固定価格制を

比較すると、前者のほうが供給費用を抑える

ことができる。しかしながら、付加機能を持

つ部品等については区分の基本機能のみを考

慮した加算設定では補装具製作事業者の採算

                                                        
1 この議論については本分担研究報告書末尾

の資料 3 を参照されたい。なお元となる分析

が取れず、また付加機能がある分の価格が高

くなる分の評価が困難（同等付加機能を部品

の品目数がそれほど多くない、付加機能間の

効能の差異をどう評価するかが困難など）な

場合付加機能に対し固定価格を採っても採算

が取れないリスクがあることを鑑みると、費

用上多少の非効率はあっても確実に供給を持

続可能とする部品毎固定価格を採用するメリ

ットがある。これらを総合して上記の結論を

得る。 
 
加算価格の機能毎固定価格制の前提となる価

格算出、価格改定算出方法の選択について 
結論の項で、機能毎固定価格制の前提とし

て各種制度整備が必要であることを述べた

が、特に価格改定に関するルール設計には注

意を要する。これは、この選択如何によっ

て、価格推移の方向が変わってくるからであ

る。新設時の機能毎固定価格は仕入価格を元

に何らかの算出方法（例えば、平均値もしく

は一定のパーセント点値を算出する、あるい

はそれに一定の調整率を乗ずる、など）を取

ることが考えられる。 
機能区分毎の価格を算出するうえで、計算

対象となる部品は、丁度本稿の表１の作成対

象としたような、区分の基本機能のみをもつ

部品とするのが妥当だろう。これに対し、付

加機能部分の価格についてはどうか。前項で

示したように、基本的には付加機能等を持つ

部品については部品毎価格制を選択すること

で使用による不採算を防ぐ必要があると思わ

れるが、比較的多くの部品がもつ付加機能等

属性（候補となり得るものとして、例えば、

防水加工、主な使用材料としてチタン使用、

など）については、当該付加機能に係る加算

を設定することも可能と思われる。また、表

２に示す各種加算の方式もこうした基本の機

能だけでない部品の価格設定に参考になると

考えられる。 

モデルは澤野(2003)[1]による。 
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また今後現行機能区分にない機能区分がふ

さわしいと考えられる部品が出てきた際、資

料２に示すような、類似薬効比較方式は参考と

なりうると考えられる 2。 
 

加算価格の機能毎固定価格制の価格改定算出

方法の選択について 
これに対し、改定時に新設時と同じ算出方

法を採るか、薬価制度の改定計算のように一

定の方向への価格推移を想定した別ルールを

設定するか、選択が分かれうる。 
薬剤と完成用部品との間では開発費の比

率、想定される売上個数等が異なることが考

えられる。完成用部品のなかには、使用材料

の価格や為替レート、人件費単価の動向に影

響を受ける度合いが大きいものも含まれる場

合が考えられ、時間の経過と共に原価が下が

っていくとは必ずしも言いがたい。こうした

ことを鑑みると、単純に薬価制度の改定ルー

ルをそのまま適用できるものではなく、慎重

な検討が必要だろう。価格改定のための計算

方式の選択については、原価や経済状況の変

動分の調整のみとするのか、あるいは薬価の

ように時間の経過と共に価格を抑えるなど一

定の方向性を持たせるのか、国の政策当局、

完成用部品供給事業者、補装具製作事業者、

身体障害者更生相談所、地方自治体、利用者

など各ステークホルダーによる十分な意見交

換を踏まえる必要がある。 
 
Ｅ．結論 
本稿では、骨格構造義足完成用部品機能区

分案を踏まえ、機能区分内の価格のちらばり

等現況を調べるとともに、価格制度案につい

て検討を行った。 
 主な結論は下記の 3 点である。 
・現状では、区分内の部品の価格のちらばり

がある程度大きい（平均 48.0%）。 

                                                        
2 多機能区分のものを含め機能の近いものが

なく類似薬効方式を採用できない場合、薬価

であれば原価計算方式を採る場合があるが、

・価格のちらばり等を考慮すると、加算価格

については、部品毎に属する機能区分を明

らかに示すと共に当面部品毎固定価格を採

ることで、機能区分内の価格の平準化をゆ

るやかにもたらすことが期待できる。 
・長期的には、機能区分毎固定価格制を併用

することで必要な部品を供給しつつ全体の

コストを抑えられると考えられる。 
・ただし機能区分毎固定価格制を用いるため

には、今後完成用部品価格をどのように推

移させていくかステークホルダー間の議論

を重ねたうえで、価格算定制度、価格改定

制度を定める必要がある。 
・仕入価格については、現行の固定価格制度

が望ましいと考えられる。ただし、加算価

格が機能区分毎価格制の場合でかつ機能区

分名での補装具処方方式が導入される場合

は、仕入価格の更新間隔の短縮もしくはオ

ープン価格制を検討する必要があると思わ

れる。 
 

Ｆ．健康危険情報 なし 
 
Ｇ．研究発表 
1．論文発表 なし 
2．学会発表 
・我澤賢之, 山﨑伸也, 長瀬毅. 「義肢・装

具・座位保持装置製作の費用・採算」, 
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・山﨑伸也, 我澤賢之. 「更生用補装具とし
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況」,第 31回日本義肢装具学会, 
2015.11.07, 横浜. 

・児玉義弘, 山﨑伸也, 我澤賢之. 「骨格構
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３．それ以外の発表 

これは本稿では部品毎固定価格制に相当する
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表１．機能区分毎の価格の散らばりの状況

「標準偏差÷平均」（＊）の 最大値 140.3% 条件：
平均値 48.0%
中位値 42.4%
最小値 8.5%

算出対象機能区分数 72
50.0%以上の値を取る区分数 29

１．インターフェイスとしての役割を補助する部品
1-1 吸着バルブﾞ・懸垂ベルト・ウェッジ・クラッチロック
コード P1010100 P1010200 P1010300 P1010400 P1010500 P1010600 P1010700 P1010800 P1020000 P1030100
平均価格 (A) 5,817 11,370 - - 5,950 18,664 8,358 16,300 1,300 7,200
標準偏差 (B) 765 5,933 - - 3,587 7,398 3,586 3,394 - -
標準偏差÷平均（B÷A） 13.2% 52.2% - - 60.3% 39.6% 42.9% - - -
有効品目数 3 20 0 0 4 11 6 2 1 1

コード P1040100 P1050100
平均価格 (A) 33,242 19,270
標準偏差 (B) 16,957 8,992
標準偏差÷平均（B÷A） 51.0% 46.7%
有効品目数 12 10

1-2 ライナー
コード P1060100 P1060200 P1060300 P1070100 P1080001 P1010100C
平均価格 (A) 45,100 109,900 54,244 47,700 12,100 -
標準偏差 (B) 15,225 - 22,484 - 7,489 -
標準偏差÷平均（B÷A） 33.8% - 41.4% - 61.9% -
有効品目数 18 1 18 1 6 0

２．生体の股関節、膝関節等の機能を代償する部品
2-1 股継手
コード P2020101 P2020201 P2020202 P2020301 P2020101C P2020201C
平均価格 (A) 73,800 116,800 - - 167,000 70,100
標準偏差 (B) - 71,842 - - - -
標準偏差÷平均（B÷A） - - - - - -
有効品目数 1 2 0 0 1 1

2-2 膝継手
コード P2030101 P2030201 P2030301 P2030302 P2030303 P2030401 P2030402 P2030403 P2030501 P2030502
平均価格 (A) 84,250 69,500 77,633 312,700 - 78,290 245,050 - - -
標準偏差 (B) 44,289 - 18,059 - - 10,793 38,537 - - -
標準偏差÷平均（B÷A） 52.6% - 23.3% - - 13.8% - - - -
有効品目数 14 1 3 1 0 10 2 0 0 0

コード P2030601 P2040101 P2040201 P2040202 P2040203 P2040204 P2040301 P2040302 P2040303 P2040304
平均価格 (A) - 137,300 143,720 172,600 412,500 - - - 347,000 -
標準偏差 (B) - 33,375 74,829 70,842 - - - - 33,234 -
標準偏差÷平均（B÷A） - - 52.1% 41.0% - - - - - -
有効品目数 0 2 5 3 1 0 0 0 2 0

コード P2010101C P2010201C P2010202C P2010301C P2020101C
平均価格 (A) 100,167 113,150 243,200 - -
標準偏差 (B) 41,965 2,616 - - -
標準偏差÷平均（B÷A） 41.9% - - - -
有効品目数 3 2 1 0 0

2-3 足継手・足部
コード P2060101 P2060102 P2060103 P2060104 P2060105 P2060106 P2060107 P2060108 P2060109 P2060110
平均価格 (A) 22,500 - 81,600 - 201,433 - - - - 113,167
標準偏差 (B) 7,071 - 22,062 - 79,659 - - - - 158,771
標準偏差÷平均（B÷A） - - - - 39.5% - - - - 140.3%
有効品目数 2 0 2 0 3 0 0 0 0 3

コード P2060201 P2060202 P2060203 P2060301 P2060302 P2060303 P2060304 P2060305 P2060401 P2060402
平均価格 (A) 62,000 25,472 47,386 10,169 118,000 28,100 70,130 24,857 2,564 650
標準偏差 (B) - 10,571 15,208 4,636 127,421 - 43,581 21,514 1,528 212
標準偏差÷平均（B÷A） - 41.5% 32.1% 45.6% - - 62.1% 86.5% 59.6% -
有効品目数 1 18 7 13 2 1 10 7 38 2

コード P2060403 P2060404 P2060501 P2060502 P2060503 P2060101C P2060201C P2060301C
平均価格 (A) 20,343 2,975 56,533 296,500 - 94,400 56,800 11,075
標準偏差 (B) 5,623 465 6,601 - - - - 4,814
標準偏差÷平均（B÷A） 27.6% 15.6% 11.7% - - - - 43.5%
有効品目数 7 4 3 1 0 1 1 4

2-4 ターンテーブル
コード P2010100
平均価格 (A) 73,120
標準偏差 (B) 49,886
標準偏差÷平均（B÷A） 68.2%
有効品目数 10

2-5 膝継手機能補助
コード P2050101 P2050102 P2050103 P2050104 P2050105 P2050101C P2050102C
平均価格 (A) 18,400 8,490 5,500 - 14,100 18,400 22,700
標準偏差 (B) 6,928 9,578 - - - 8,485 -
標準偏差÷平均（B÷A） 37.7% 112.8% - - - - -
有効品目数 4 5 1 0 1 2 1

（１）付加機能あり、（２）チタンもしくはカーボン、マグネシウム、（３）推奨Kレベル、
K4に対応もしくは「活発な歩行」、　（４）中止・削除
のいずれにも該当しないもののみを対象に算出した。

（＊）なお「標準偏差÷平均」については、有効品目数が3点以上ある部品のみ算
出対象とした。
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３．股継手、膝継手、足継手、足部をつなぐ部品
3-1 接続部品（ブロック・コネクタ）
コード P3010101 P3020101 P3020102 P3020103 P3020104 P3020105 P3020106 P3020107 P3030101 P3030102
平均価格 (A) 12,095 18,644 23,700 30,920 11,025 11,233 35,980 15,582 12,313 16,250
標準偏差 (B) 13,810 6,529 7,137 9,850 7,392 2,475 27,442 16,252 7,672 11,457
標準偏差÷平均（B÷A） 114.2% 35.0% 30.1% 31.9% 67.1% 22.0% 76.3% 104.3% 62.3% 70.5%
有効品目数 13 16 4 5 10 6 5 19 8 10

コード P3030103 P3030201 P3030202 P3030301 P3030401 P3030402 P3030501 P3030601 P3030701 P3030801
平均価格 (A) 22,392 8,400 37,300 25,491 10,900 29,350 21,700 7,333 2,875 13,300
標準偏差 (B) 17,925 849 10,607 2,538 - 22,132 9,475 3,753 885 11,071
標準偏差÷平均（B÷A） 80.1% - - 10.0% - - - 51.2% 30.8% 83.2%
有効品目数 12 2 2 11 1 2 2 3 4 44

コード P3030101C P3030201C P3030301C
平均価格 (A) 6,120 20,033 13,667
標準偏差 (B) 2,739 11,102 5,371
標準偏差÷平均（B÷A） 44.8% 55.4% 39.3%
有効品目数 5 3 12

3-2 接続部品（チューブ）
コード P3040101 P3040102 P3040103 P3040104 P3040201 P3040202 P3040203 P3040101C P3040102C P3040103C
平均価格 (A) 18,356 16,367 6,794 18,950 20,800 15,900 8,933 9,800 24,100 4,017
標準偏差 (B) 4,783 5,058 6,664 14,989 7,542 - 5,493 141 - 1,811
標準偏差÷平均（B÷A） 26.1% 30.9% 98.1% 79.1% 36.3% - 61.5% - - 45.1%
有効品目数 16 6 17 4 4 1 3 2 1 3

コード P3040104C
平均価格 (A) -
標準偏差 (B) -
標準偏差÷平均（B÷A） -
有効品目数 0

3-3 クランプアダプタ
コード P3050101 P3050102 P3050103 P3050201 P3050202 P3050301 P3050401 P3050402 P3050101C
平均価格 (A) 21,400 17,018 11,163 - 15,767 9,025 - - 14,768
標準偏差 (B) 6,767 5,984 8,135 - 9,890 5,178 - - 7,010
標準偏差÷平均（B÷A） 31.6% 35.2% 72.9% - 62.7% 57.4% - - 47.5%
有効品目数 3 11 8 0 3 4 0 0 11

４．足の形状をつくる外装のための部品
4-1 外装用部品
コード P4010101 P4010201 P4010202 P4010203 P4010301 P4010302 P4010303 P4010304 P4010305 P4010306
平均価格 (A) 3,418 8,475 9,540 16,580 21,525 23,071 8,600 - - 17,000
標準偏差 (B) 1,994 718 1,837 5,638 3,250 3,762 3,030 - - -
標準偏差÷平均（B÷A） 58.4% 8.5% 19.3% 34.0% 15.1% 16.3% 35.2% - - -
有効品目数 14 4 5 5 4 17 4 0 0 1

コード P4020101 P4030101 P4030201 P4030301 P4040101 P4040201 P4010101C P4010201C P4010301C P4020101C
平均価格 (A) 19,100 1,800 2,263 1,580 41,850 - 8,800 19,900 16,000 900
標準偏差 (B) 0 462 808 335 8,980 - - - - -
標準偏差÷平均（B÷A） - 25.7% 35.7% 21.2% - - - - - -
有効品目数 2 4 4 5 2 0 1 1 1 1
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表２．仕入価格・加算価格に着目した価格制度の分類 

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.279 】
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資料 1．薬価制度について（１）： 

薬価収載における統一（名）収載と銘柄別収載の比較について 

 

研究協力者 長瀬 毅（流通経済大学経済学部） 

 

1.1 薬価収載に至るまでの概要 

新薬を開発した製造企業は、新規物質の創製と臨床実験等を経た後に開発された新医薬品につ

いて、医療用医薬品として薬事法上の承認を受けるための承認申請を厚労大臣に対して行う。独

立行政法人医薬品医療機器総合機構が審査を行い、その報告に基づいて厚労大臣が医療用医薬品

として承認する。承認を得た製造販売企業は、厚労省に対して当該新医薬品の薬価基準収載希望

を伝え、窓口となる厚労省医政局経済課でヒアリング等を実施した後、保険局医療課にその内容

が伝達される。保険局医療課では薬価算定原案を作成し、中央社会保険医療協議会（以下、中医

協）の薬価算定組織に提示する。中医協薬価算定組織では審査により薬価算定案が決定され、保

険局医療課、医政局経済課を通じて製造販売企業に伝達され、不服申し立ての機会を挟み、製造

販売企業の了承を得られると中医協総会に報告され、了承を得て官報に告示される。これによっ

て当該新医薬品は薬事法上の製造販売の承認を得たことになる。 
 
1.2 薬価基準への収載方法 

 薬価基準への収載方法には、現時点で統一（名）収載と銘柄別収載の 2 つの方式がある。銘柄

別収載は、医薬品の販売名（銘柄）ごとに収載する方式であり、1977 年 11 月に導入され、現在

では原則として銘柄別収載方式が採られている。同一成分、同一成分量、同一剤形であっても販

売名が異なれば異なる医薬品として薬価基準に収載され、薬価も異なる場合がある。 
 統一（名）収載は、成分、剤形および規格によって単一の名称（一般名）を付して収載する方

式で、現在では日本薬局方収載医薬品、生物学的製剤基準収載医薬品及び生薬等のみに適用され

ている。統一（名）収載方式の場合、販売名は薬価基準で定められないので、この方式で収載さ

れている品目については、製品や販売名にかかわらず同一の薬価が適用され、また薬事法上の承

認を受ければ直ちに保健医療で使用できる。薬事法上の承認を取得している医薬品であれば、他

の製品が承認された場合にも薬価基準収載手続きを経ることなく自動的に薬価基準に収載され

る。 
 銘柄別収載方式の導入前は、一般名による収載と主成分の一般名とともにそれに相当する販売

名も併せて収載する統一限定方式により収載されていた。これは 1967 年 3 月の薬価調査におい

て、調査対象が購入主体から販売主体に切り替えられたことに対応して同年 11 月に導入された

方式で、一般名（統一名称）に該当する販売名（商品名、銘柄）を列記する方式で、統一名限定

列記方式とも呼ばれた 3。この方式では、薬価は販売名にかかわらず同一の価格であるため、薬

価基準と実勢価格の乖離（薬価差）が生じる要因になっているとの指摘を受け、前述の銘柄別収

載方式が導入されることとなった。 
  

                                                        
3 土井純雄「薬価基準制度の沿革と制度の法的考察（上）」『修道法学』第 28 巻、第 1 号、91～141 頁。

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi_yM-
jx5PMAhULGpQKHVIkDfUQFggjMAI&url=https%3A%2F%2Fshudo-
u.repo.nii.ac.jp%2Findex.php%3Faction%3Dpages_view_main%26active_action%3Drepository_action_comm
on_download%26item_id%3D1299%26item_no%3D1%26attribute_id%3D18%26file_no%3D1%26page_id%3D
13%26block_id%3D28&usg=AFQjCNGX10bWEf2iN6ulPMy7Zq3DppWUuQ&sig2=tQFyJ8yjBlhfQ0pc-
mIASw&cad=rja を参照。 

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.280 】

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi_yM-jx5PMAhULGpQKHVIkDfUQFggjMAI&url=https%3A%2F%2Fshudo-u.repo.nii.ac.jp%2Findex.php%3Faction%3Dpages_view_main%26active_action%3Drepository_action_common_download%26item_id%3D1299%26item_no%3D1%26attribute_id%3D18%26file_no%3D1%26page_id%3D13%26block_id%3D28&usg=AFQjCNGX10bWEf2iN6ulPMy7Zq3DppWUuQ&sig2=tQFyJ8yjBlhfQ0pc-mIASw&cad=rja
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi_yM-jx5PMAhULGpQKHVIkDfUQFggjMAI&url=https%3A%2F%2Fshudo-u.repo.nii.ac.jp%2Findex.php%3Faction%3Dpages_view_main%26active_action%3Drepository_action_common_download%26item_id%3D1299%26item_no%3D1%26attribute_id%3D18%26file_no%3D1%26page_id%3D13%26block_id%3D28&usg=AFQjCNGX10bWEf2iN6ulPMy7Zq3DppWUuQ&sig2=tQFyJ8yjBlhfQ0pc-mIASw&cad=rja
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi_yM-jx5PMAhULGpQKHVIkDfUQFggjMAI&url=https%3A%2F%2Fshudo-u.repo.nii.ac.jp%2Findex.php%3Faction%3Dpages_view_main%26active_action%3Drepository_action_common_download%26item_id%3D1299%26item_no%3D1%26attribute_id%3D18%26file_no%3D1%26page_id%3D13%26block_id%3D28&usg=AFQjCNGX10bWEf2iN6ulPMy7Zq3DppWUuQ&sig2=tQFyJ8yjBlhfQ0pc-mIASw&cad=rja
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi_yM-jx5PMAhULGpQKHVIkDfUQFggjMAI&url=https%3A%2F%2Fshudo-u.repo.nii.ac.jp%2Findex.php%3Faction%3Dpages_view_main%26active_action%3Drepository_action_common_download%26item_id%3D1299%26item_no%3D1%26attribute_id%3D18%26file_no%3D1%26page_id%3D13%26block_id%3D28&usg=AFQjCNGX10bWEf2iN6ulPMy7Zq3DppWUuQ&sig2=tQFyJ8yjBlhfQ0pc-mIASw&cad=rja
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi_yM-jx5PMAhULGpQKHVIkDfUQFggjMAI&url=https%3A%2F%2Fshudo-u.repo.nii.ac.jp%2Findex.php%3Faction%3Dpages_view_main%26active_action%3Drepository_action_common_download%26item_id%3D1299%26item_no%3D1%26attribute_id%3D18%26file_no%3D1%26page_id%3D13%26block_id%3D28&usg=AFQjCNGX10bWEf2iN6ulPMy7Zq3DppWUuQ&sig2=tQFyJ8yjBlhfQ0pc-mIASw&cad=rja
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwi_yM-jx5PMAhULGpQKHVIkDfUQFggjMAI&url=https%3A%2F%2Fshudo-u.repo.nii.ac.jp%2Findex.php%3Faction%3Dpages_view_main%26active_action%3Drepository_action_common_download%26item_id%3D1299%26item_no%3D1%26attribute_id%3D18%26file_no%3D1%26page_id%3D13%26block_id%3D28&usg=AFQjCNGX10bWEf2iN6ulPMy7Zq3DppWUuQ&sig2=tQFyJ8yjBlhfQ0pc-mIASw&cad=rja
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1.3 銘柄別収載方式の利点 

 銘柄別収載方式の利点 4としては、1）実勢価格を合理的に薬価基準に反映できる、2）薬価差

のみに頼る販売姿勢の改善、3）医薬品および医療サービスの質の改善、4）新医薬品の開発促

進、等が挙げられる。 
 これらのメリットについて検討していく。銘柄別収載方式では、同一の一般名を持つ医薬品、

つまり薬事法上の承認を受けた同一の医療用医薬品であっても、製造販売企業が販売する銘柄に

よって算定される薬価が異なることが許容されている。これは、同一の医療用医薬品であって

も、製造販売企業の企業努力によって先発品と異なる有効成分や用量・用法を持つと認められた

医薬品については、その品質を考慮した価格付けがなされ、先発品とは別の財であるとみなされ

るということである。このことは製造販売企業の新薬開発意欲を強く刺激すると思われるので、

メリット 4）の効果はあり得ると考えられる。 
しかし、3）のような品質改善の効果が期待されるためには、同一の一般名を持つ医薬品と新

薬が品質的に異なることを客観的に判定でき、品質の違いを価格に適切に反映できる薬価算定方

式が整備されていることが前提となる。品質の競争が激化することによって、品質が大きく異な

らずに含有成分や用量・用法等が微少に異なる医薬品が多数製造されることになれば、資源の効

率的利用を妨げることになる。特に類似薬効を持つ既収載品と新規収載品の薬価基準算定方式に

おいて、品質の差をどれだけ客観的に把握できているかが重要になる。この点は今後の考察対象

となり得る。 
 また、1）、2）の薬価差の縮小効果についても、品質の違いを価格に適切に反映できる薬価算

定方式が整備されていることが前提となる。同一の医療用医薬品として承認を得ている医薬品で

あっても、銘柄ごとに価格が異なることが許容されている制度であるため、実質的にほとんど同

じ品質である医薬品に異なる価格付けがなされている場合は、この方式では実質的に同品質の医

薬品の実勢価格のばらつきを抑制することはできないのではないかと考えられる。 

                                                        
4 薬事衛生研究会編『薬価基準のしくみと解説 2014』（薬事日報社）第 1 編「薬価基準制度の概要」39 ページ

を参照。 
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資料 2．薬価制度について（２）： 

類似薬効比較方式における比較薬と新薬の関係について 

 

研究協力者 長瀬 毅（流通経済大学経済学部） 

2.1 薬価基準の概要 

 現在の薬価基準 5では、薬価は保健医療機関及び保険薬局が薬剤の支給に要する単位あたりの平均

的な費用の額として銘柄ごとに額が定められている。支給に要する単位とは、錠剤の場合は有効成分

量ごとに 1 個あたりで定められている。 
 新規に薬価基準に収載される薬剤（以下、新規収載品）の薬価算定は、類似薬があり、新規性のあ

る新薬の場合は「類似薬効比較方式（Ⅰ）」、類似薬があり、新規性に乏しい新薬の場合は「類似薬

効比較方式（Ⅱ）」、類似薬がない新薬の場合は「原価計算方式」の 3 つの方式によって算定され

る。 
類似薬とは、薬価基準に既に収載されている（以下、既収載品）薬剤であり、（イ）効能及び効

果、（ロ）薬理作用、（ハ）組成及び化学構造式、（ニ）投与形態、剤形区分、剤形及び用法、の 4
つの事項から見て、新規収載品との間に類似性のある薬剤をいう。  
新薬 6の薬価算定においては、類似薬は原則として新薬として薬価収載されたものに限られる。こ

れは、新規後発品 7は類似薬としては認められないということを意味する規定である。既収載品に類

似性があると認められる新薬がない場合、必要と認められたときには、新規後発品として薬価収載さ

れたもの以外の既収載品を類似薬として選ぶことができる。 
新規収載品の薬価算定上の基準となる既収載品が比較薬である。 
 

2.2 新規医薬品の類似薬効比較方式（Ⅰ） 

類似薬効比較方式は、類似薬がある場合の新規収載品の薬価算定方式である、効能・効果、薬理作

用、組成・化学構造式、投与形態の 4 つの観点から、新医薬品に類似する既収載医薬品を比較対照薬

として選定し、1 日通常最大用量による薬価比較を行い、1 日あたりの価格が比較対照薬と同じにな

るように算定される。この価格をベースとして、画期性、有用性、市場性、小児効能・用量の有無、

先駆性の 5 つのメリットについて評価を行い、必要に応じてそれぞれの区分で補正加算を行う。比較

薬は、原則として薬価収載後 10 年以内の新薬であって後発品 8が薬価収載されていないものを用い

る。 
類似薬と比べて新規性に乏しい新医薬品は類似薬効比較方式（Ⅱ）によって薬価算定され、それ以

外の新医薬品は類似薬効比較方式（Ⅰ）によって薬価算定される。新規性に乏しいとは、1）補正加

算の対象外、2）薬理作用類似薬が 3 つ以上存在する、3）最も古い薬理作用類似薬の薬価収載から 3
年以上経過したものを指す。補正加算とは、後述する画期性加算、有用性加算等、臨床上有用な新規

の作用機序を有する等の特質がある新医薬品の算定薬価を加算する措置のことである。薬理作用類似

薬とは、類似薬のうちで、同一の効能及び効果を有し当該効能及び効果に罹る薬理作用が類似し、且

つ投与形態が同一である類似薬をいう。 

                                                        
5 薬事衛生研究会編『薬価基準のしくみと解説 2014』（薬事日報社）第 2 編「薬価算定の基準」を参照。 
6 新薬とは、新規収載品のうち、薬事法第 14 条の 4 第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣の再審査を受けなければ

ならないとされた新規収載品、あるいは、組成、投与形態及び製造販売業者が同一の既収載品がある新規収載品

を指す。 
7 新規後発品とは、新薬以外の新規収載品をいう。 
8 後発品（後発医薬品）とは、新医薬品として薬価基準に収載された先発医薬品と有効成分量、投与方法等が同

一の他社の製品を指す。後発医薬品の価格決定は、企業からの申請に基づいて厚労省がヒアリング、内容の審査

等を行い、供給に支障がないことが確認されると詳細を通知の上薬価基準に収載する。 
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つまり、補正加算の対象となるもの、及び補正加算の対象とならない新医薬品の中で、薬理作用類

似薬が 2 つ以下しか存在しない、あるいは最も古い薬理作用類似薬の薬価収載から 3 年未満のものは

類似薬効比較方式（Ⅰ）で算定され、それ以外の新医薬品は類似薬効比較方式（Ⅱ）で算定されるこ

とになる。新医薬品の薬価算定事例を見ると、新有効成分や新医療用成分の配合、新剤形・新用量を

用いた新医薬品の中で、補正加算を適用されていない新医薬品には、類似薬効比較方式（Ⅰ）によっ

てベースとなる薬価算定がなされ、補正加算が行われないものもある。 
補正加算の要件は、以下の通りである。 

  

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.283 】



 

92 
 

１ 画期性、有用性の高い新薬に対する加算 

 
満たすべき要件 
 
 

新規の作用

機序 
高い有効性・

安全性 
疾病の治療方

法の改善 

製剤の工夫に

よる高い有用

性 
画期性加算 
（70～120％） 全て ◎ ◎ ◎  

有用性加算（Ⅰ） 
（35～60％） いずれか 2 つ ◯ ◯ ◯  

有用性加算（Ⅱ） 
（5～30％） いずれか 1 つ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 
 
２ 先駆性の高い新薬： 

先駆導入加算 以下の全ての要件を満たす 
  イ 外国（米英独仏のみ）あるいは日本のいずれかの国において承認されている既存の薬剤と

は異なる新規の作用機序を有する 
  ロ 外国に先駆けて日本で最初に薬事承認を取得 
  ハ 日本だけで流通する見込みの医薬品ではない 
  ニ 画期性加算または有用性加算（Ⅰ）の適用 
 
 
３ 市場規模の小さい新薬への配慮： 

 満たすべき要件 希少疾病用医薬品

（薬事法規定）で

あり、主たる効

能・効果が対象と

なる疾病等に係る

効能・効果 

市場規模が特

に小さいもの

として別に定

める薬効群に

該当 

比較薬が市場

性加算（Ⅰ）

の適用を受け

ていない 

比較薬が市場

性加算（Ⅱ）

の適用を受け

ていない 

市場性加算

（Ⅰ） 
（10～20％） 

全て ◎  ◎  

市場性加算

（Ⅱ） 
（5％） 

全て 
（◯はいずれか 1

つ） 
 ◎ ◯ ◯ 

 
 
４ 小児用製剤： 
 小児加算 以下の全てを満たす 
  イ 主たる効能・効果またはそれに係る用法・用量に小児に係るものが明示 
  ロ 比較薬が小児加算の適用を受けていない 
 
加算率の算定基準に関しては明らかではないが、画期性加算、有用性加算の加算率は、厚生労働科

研費研究による定量分析である「薬価算定基準における画期性及び有用性加算の加算率の定量的算出

法に係る研究」が、厚労省医政局経済課より製薬会社に事務連絡されている（平成 26 年 5 月 9 日

付）。事務連絡の文章中において、当該定量的評価法は従前の加算評価に基づき細分化した定量的な

評価項目を有用性系加算が適用された新薬の評価に遡及的に当てはめることにより、高い相関性をも
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って実際に適用された加算率を再現することが確認されたが、従前の加算率の運用及び解釈に影響を

与えるものではないことが明言されているが、加算率の算定基準について厚労省が当該評価方法を基

礎とした算定基準を採用することを暗黙に示している可能性がある。 
（出所）http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000045596.pdf 
 

2.3 後発品の薬価算定 

後発品（後発医薬品）とは、新医薬品として薬価基準に収載された先発医薬品と有効成分量、投与

方法等が同一の他社の製品を指す。後発品の価格決定は、企業からの申請に基づいて厚労省がヒアリ

ング、内容の審査等を行い、供給に支障がないことが確認されると詳細を通知の上、薬価基準に収載

する。 
新規に薬価基準に収載される後発品（以下、新規後発品）の薬価算定は、新規後発品の最類似薬 9

が既収載品の中にあるかどうかによって算定方式が異なる。最類似薬がない場合、すなわち後発品が

初めて収載される場合、先発医薬品の価格の 0.6～0.5 を乗じた価格を新規後発品の薬価とする。バイ

オ後発品は 0.7 を乗じた価格、また内用薬で当該新規後発品及び同時期の薬価収載が予定される組

成、剤形区分及び規格が当該新規後発品と同一の後発品（効能及び効果が当該新規後発品と類似して

いるものに限る）が 10 銘柄を超える場合は 0.5 を乗じた価格を薬価とする。 
後発品が既に収載されている場合は、後発品中の最低価格を新規後発品の薬価とする。後発品が内

用薬で 10 銘柄以上、注射薬・外用薬で 20 銘柄以上が既収載の場合は、既収載の銘柄中の最低価格に

0.9 を乗じた価格を薬価とする。 
 

 

                                                        
9 最類似薬とは、汎用規格（後述）の類似薬のうち、類似薬を定める際に勘案する事項からみて、類似性が最も

高いものをいう。複数の類似薬の組み合わせも可である。ただし、新規後発品の薬価算定の際は、同一剤形区分

内における剤形の違いは考慮しない。汎用規格とは、組成及び剤形が同一の類似薬の年間販売量を、規格別にみ

て、最もその合計量が多い規格をいう。ただし、新規後発品の薬価算定の際は、同一剤形区分内における剤形の

違いは考慮しない。 
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資料３．エージェンシー理論に基づく米国医療制度を対象とした 

診療報酬制度の検討と機能区分に基づく完成用部品価格制度への応用 

 
研究協力者 長瀬 毅 （流通経済大学経済学部） 
研究分担者 我澤 賢之 （国立障害者リハビリテーションセンター） 

 
ここでは、義肢等補装具価格及び完成用部品価格の算定制度を考察する際の基礎モデルを提示

する。この分析モデルの元は、薬価を含む医療サービスの報酬設定の経済学的な意義を分析し

た、澤野孝一朗[2003]「診療報酬契約の経済学」伊藤秀史・小佐野広編著『インセンティブ設計

の経済学－契約理論の応用分析－』第 11 章（291-323 頁）勁草書房における医療サービスの報酬

決定で提示されたものである。澤野論文では、契約理論を用いて、現行の日本の保健医療サービ

スにおける報酬決定方式である診療報酬制度の特徴を分析し、医療サービスの質の低下と医療機

関による重症患者の選択的拒否を回避しながら、医師誘発需要を抑えて医療費の抑制を実現しう

る制度として、診療報酬は出来高制報酬と定額報酬とを組み合わせた出来高・定額報酬併用制を

採用することを主張している。 
完成用部品機能区分に基づく価格制度を考慮するうえで、この枠組での分析モデルを解釈し直

すことで応用できると考えられる。すなわち、出来高報酬制を部品毎固定価格制と、定額報酬制

を機能区分毎固定価格制と捉え、また保健医療サービス供給にかかる費用（澤野論文では、医療

サービスの質に関する努力費用と費用削減に関する努力費用）を、それぞれ義足に所定の機能を

持たせるための完成用部品関連努力費用（具体的には補装具製作事業者による完成用部品の仕入

費用、個々の事業所の環境における部品の調整・管理等に要する努力費用）と費用削減に関する

努力費用（完成用部品の仕入に関する諸費用の削減努力費用や、部品管理・調整等費用の情報収

集・環境整備等に関する努力費用）と捉えることで、分析モデルを応用できる。 
以下、澤野論文の構成に従って要約し、最後に完成用部品価格制度への適用した場合の解釈に

ついて述べる。 
 

3.1 managed care 

まず、契約理論が診療報酬契約の分析に使われるようになった背景について、米国で導入され

ている managed care と呼ばれるしくみを解説する。 
米国では近年 GNP の 10％を上回る急激な医療費高騰に直面しており、その原因として技術進

歩による高度医療化要因と、医師と患者の情報の非対称性に起因する医療の医師誘発需要（乱診

乱療問題）要因とが指摘されている。特に後者については、消費者が不必要な診療を受けている

可能性よりも、医師が不必要な診療を行っている可能性が高いことが実証研究によって明らかに

されている。 
米国においては、医療機関（医師）と消費者（患者）との間で自由な交渉によって診療報酬を

決定できる Free for Service と呼ばれる制度が採用されているため、医療機関間の競争が医師によ

る裁量的な診療行為を助長している可能性が議論されている。 
また、医療サービスの提供を受けた消費者は、治療が終了して自由料金が確定した後に、自由

料金を医療機関に支払い、その後その償還を保険会社に請求するという事後的償還額決定方式

（Retrospective Payment System）が採用されている。一方で保険会社は予め医療機関との間で診

療報酬契約を締結し、その契約金額のみで保険加入者の診療を行うことを求める方法（事前的償

還額決定方式（Prospective Payment System））を採用することもできる。これは定額報酬・定額
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制と呼ばれ、従来事後的償還額決定方式による契約を締結していた多くの保険会社は、医療費の

高騰に伴って事前的償還額決定方式を採用するようになった。こうした事前的償還額決定方式に

基づいて設計された医療保険を managed care と呼ぶ。 
managed care においては、1）消費者の医療機関選択に関する自由の制限、2）消費者の受診制

限、といった特徴を有することによって、消費者側の乱診乱療行為を抑制し、3）保険会社によ

る契約医療機関の選定とネットワークの形成という特徴によって、医療機関側による情報の非対

称性を利用した医療サービスの医師誘発需要を抑制するしくみを備えているとされ、医療サービ

ス市場における革新と評価されている。 
 
3.2 診療報酬契約とインセンティブ問題 

前節で紹介した managed care は、医療サービスの需要者である消費者（principal）と医療サービス

の供給者である医療機関（agent）との間の agency問題について、定額制の診療報酬契約の導入によ

って principal と agent の双方の過剰な医療サービスへのインセンティブを削減し、agency問題の弊害

である乱診乱療問題を抑制することを示した。 
この節では、医療費を支払う保険会社、政府（principal）と、医療サービスを提供する医療機関

（agent）との間の agency 関係を整理し、診療報酬における出来高制と定額制のメリット、デメリッ

トを整理する。 
3.2.1 出来高制の場合（患者の重症度が同一のケース） 
出来高制は、どのような医療サービスにおいても事後的に医療機関には治療費用の全額が支払われ

る。つまり、診療報酬と医療サービス供給費用とを事後的に等しくする制度である。医療サービスを

受容する消費者（患者）の重症度が全ての患者について同一の場合、出来高制報酬契約下における医

療機関の利潤は医療サービス供給費用に全く依存しないため、医療機関側は供給費用削減努力を行う

インセンティブを持たないことになる。医療サービス供給費用の削減に努力コストがかかるとする

と、この場合医療機関が選択する費用削減努力水準は最低（ゼロ）の水準となる。この結果、医療費

の高騰は抑制できない。 
 

3.2.2 定額制の場合（患者の重症度が同一のケース） 
一方で定額制では、診療報酬は医療機関の医療サービス供給費用に依存せず、一定の額に定められ

ているため、医療機関の利潤は医療サービス供給費用に依存して決定される。医療サービス供給費用

が、医療サービス供給費用削減のための努力水準の減少関数である場合、利潤最大化を目的とする医

療機関は、医療サービス供給費用を最小化するために最大の供給費用削減努力水準を選択する。これ

によって、医療費の高騰を抑制できる。 
 

3.2.3 出来高制の場合（患者の重症度が異なるのケース） 
実際には保険加入者の重症度（医療サービスの必要性）は患者ごとに異なる。重症度の高い患者と

低い患者の 2 タイプの患者が存在すると単純化し、それぞれの患者に対する医療サービスの供給費用

は重症度が高い患者の方が高いと仮定する。患者の重症度は principal、agent ともに完全情報と仮定す

る。 
このとき、出来高制の診療報酬契約が締結されていると、医療機関は医療サービス供給費用に等し

い診療報酬を得ることができるので、どの患者にどの程度の医療サービスを提供するかという診療行

為の選択問題が金銭的動機から切り離され、臨床上必要となる医療サービスが量的、質的に供給され

ることが期待できる。 
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3.2.4 定額制の場合（患者の重症度が異なるのケース） 
しかし、患者の重症度が異なる場合に定額制の診療報酬契約が締結されると、診療報酬は医療サー

ビス供給費用や費用削減努力水準、さらにこの場合は患者の重症度に依存しないで決定されるため、

費用削減努力を一定とすると、医療機関の利潤は診察する患者の重症度に依存することになる。ここ

では、重症度の高い患者への医療サービスの供給費用は、重症度が低い患者のそれよりも高いと仮定

しているため、利潤最大化を目的とする医療機関は、医療サービス供給費用を減少させて利潤を増大

させるために、重症度の高い患者への診療を行わず、重症度の低い患者のみに診療を行う、あるいは

重症度の高い患者への診療の手抜き（医療サービスの品質を故意に低下させる）を行うなどの、過剰

なインセンティブを持つことになる。 
 
以上のように、臨床上必要な医療サービスが供給され（適切な診療行為の選択が行われる）、医療

費高騰を抑制しうる（医療機関が高い費用削減努力水準を選択する）診療報酬契約は、患者の重症度

（医療サービスの必要性）が一様か多様かによって異なる。患者の重症度が同一の場合には、定額制

の診療報酬契約によって、医療機関に費用削減努力を行うインセンティブが与えられるが、患者によ

って重症度が異なり、重症度が高い患者への医療サービスの供給費用が相対的に高い場合には、出来

高制の診療報酬契約によって貞節な医療サービスの供給と医療費の低減が実現しうる。 
 

3.3 最適診療報酬契約と Multitask model 

前節では、診療報酬契約の締結において principal である保険会社、政府が契約を提案し、それを所

与として agent である医療機関がどのようなインセンティブを持つかを分析した。この節では、医療

機関が 2 つの異なる努力水準（Multitask）を選択し、principal である政府がその 2 つの努力水準を操

作することができる場合に、政府はどのような診療報酬規制を実施すべきか（最適料金規制問題）を

分析する。 
医療機関が選択する努力水準は、1）医療サービスの質（quality of care）に係る努力 𝑡𝑡1 と、2）費用

削減努力（cost reduction effort）𝑡𝑡2 の 2 つであるとする。努力に要する費用として、努力水準が高くな

れば医療機関に不効用が発生するという努力費用関数（不効用関数）γ(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) を仮定する。また、各

努力水準が生産費用に与える影響を表す生産費用関数 c(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) を仮定する。追加的な医療サービスの

質に対する努力投入が費用逓増的（𝑐𝑐1 = 𝜕𝜕c 𝑡𝑡1� > 0）、追加的な費用削減努力投入は費用逓減的（𝑐𝑐2 =
𝜕𝜕c 𝑡𝑡2� < 0）とする。さらに、消費者は医療サービスの質（に対する医療機関の選択した努力水準）の

みに依存して医療サービスを需要するとし、消費者の医療サービス需要関数 µ(𝑡𝑡1) を仮定する。 
 

3.3.1 最適料金規制問題の基本モデル 
政府は（1）式の社会的余剰関数に直面している。W(𝑡𝑡1) は医療機関によって生み出される社会的な

粗便益である。 
W(𝑡𝑡1) − 𝑐𝑐 ×  µ(𝑡𝑡1) − γ(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) ・・・（1） 

 
 これを最大化する、社会的に効率的な努力水準 t1∗ , t2∗  は、以下の（2）、（3）式で定義される。 
 

W′(𝑡𝑡1∗) − 𝑐𝑐1(𝑡𝑡1∗, 𝑡𝑡2∗) ×  µ(𝑡𝑡1∗) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡1∗, 𝑡𝑡2∗) ×  µ′(𝑡𝑡1∗) = γ′(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) ・・・(2) 
−𝑐𝑐2(𝑡𝑡1∗, 𝑡𝑡2∗) ×  µ(𝑡𝑡1∗) = γ′(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2)              ・・・(3) 
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1）出来高報酬（Cost Reimbursement：CR）契約の下での医療機関の努力水準選択問題 
 出来高報酬は実際の医療サービス供給費用 c(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) と追加利潤 m の合計によって構成されるとする

と、出来高報酬契約の下での医療機関利潤は（4）式で表される。 
 

(𝑐𝑐 + 𝑚𝑚) ×  µ(𝑡𝑡1) − 𝑐𝑐 ×  µ(𝑡𝑡1) − γ(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) = m µ(𝑡𝑡1) − γ(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) ・・・（4） 
 
 出来高報酬契約の下にある医療機関は（1）式で表される医療機関利潤を最大化するように努力水

準を決定する。（1）式について医療サービスの質 𝑡𝑡1 について最大化すると、最適化の一階の条件は

（2）式になる。 
m µ′(𝑡𝑡1) − γ′(𝑡𝑡1) ・・・（5） 

 
出来高報酬契約の下では、費用削減努力 𝑡𝑡2 = 0 が選択される。このとき、（1）式で表される政府

の社会的余剰関数を最大化する医療サービスの質を 𝑡𝑡1+ は以下の（6）式を満たす。 
 

𝑊𝑊′(𝑡𝑡1+) − 𝑐𝑐1(𝑡𝑡1+, 0) ×  µ(𝑡𝑡1) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡1+, 0) ×  µ′(𝑡𝑡1+) = γ′(𝑡𝑡1+) ・・・（6） 
 
出来高報酬契約の下で政府が医療機関に支払う追加利潤 m の決定式は、以下の（7）式になる。 

 

m =
γ′(𝑡𝑡1+)
µ′(𝑡𝑡1+) =

𝑊𝑊′(𝑡𝑡1+) − 𝑐𝑐1(𝑡𝑡1+, 0) ×  µ(𝑡𝑡1) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡1+, 0) ×  µ′(𝑡𝑡1+)
 µ′(𝑡𝑡1+)  ・・・（7） 

  
（7）式から、政府が医療機関に支払う追加利潤 m は出来高報酬契約の下で医療機関が選択する医療

サービスの質 𝑡𝑡1+ に依存して決定されていることが分かる。 
 また、（2）式及び（6）式から、𝑡𝑡1+ > 𝑡𝑡1∗ を示すことができる。これは出来高報酬契約において

は、社会余剰を最大化する医療サービスの質を過剰に上回る質の医療サービスが供給されることを示

す。 
 
2）定額報酬（Prospective Payment：PP）契約の下での医療機関の努力水準選択問題 
 定額報酬は事前に決められた 1 治療あたりの金額 p によって支払われるとすると、定額契約の下で

の医療機関利潤は（8）式で表される。 
p ×  µ(𝑡𝑡1) − 𝑐𝑐 ×  µ(𝑡𝑡1) − γ(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) ・・・（8） 

 
（8）式の最適化の一階の条件は（9）、（10）式で与えられる。 

 

pµ′(𝑡𝑡1) − 𝑐𝑐1(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) ×  µ(𝑡𝑡1) − 𝑐𝑐(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) ×  µ′(𝑡𝑡1) = γ′(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2)  ・・・(9) 
−𝑐𝑐2(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2) ×  µ(𝑡𝑡1) = γ′(𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2)                  ・・・(10) 

 
（9）式は政府の社会的余剰関数の最適化一階条件である（3）式と同じであるので、定額報酬 p を

以下の（11）式の水準に設定することで効率的な努力水準を実現できる。(（（2）式＝（9）式として

整理） 
 

𝑝𝑝 =
W′(𝑡𝑡1∗)
µ′(𝑡𝑡1)   ・・・(11) 
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（11）式の定額報酬 p を背一定することで、政府は効率的な医療サービスの質に関する努力水準 𝑡𝑡1∗ を
実現することができる。 

 
以上から、Multitask model において、政府は出来高報酬契約から定額報酬契約へと償還制度を変更

することによって追加的な便益を得ることができる。 
 

3.4 重症患者の診療拒否（dumping）問題 

であるならば、凡て定額報酬契約を採用すればいいかといえば、問題が残る。定額報酬のもとで

は、報酬を費用が上回るような重症患者の診療拒否が起こりうるからである。一方出来高報酬契約の

もとでは、医療機関の採算が担保されるためこうした診療拒否の問題は生じない。 
澤野[2003]の結論としては、適切な定額報酬の設定と出来高報酬の組み合わせを採用することによ

り、効率的な医療サービスの質と費用削減努力を実現した上で、重症患者の診療教被問題を回避でき

る。具体的には、適切に選択された治療費用水準 𝑐𝑐∗ 以下の費用で治療できる軽症患者については定

額診療報酬 𝑐𝑐∗ で償還し、基準を超える治療費用を要する重症患者には出来高報酬 c で償還する、出来

高・定額報酬併用制が望ましいとしている。  

先のモデルにおける生産費用関数の仮定を変更する。変更する点は、生産費用関数は医療サービス

の質に関する努力水準𝑡𝑡1とは独立であり、かつその生産費用がある分布に従うとしたことである。こ

のとき定式化される医療機関の生産費用関数は、以下の通りである 10。 

𝑐𝑐̅�𝑡𝑡2 � = � 𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑐𝑐; 𝑡𝑡2 �
𝑐𝑐̂

0
 ・・・(12) 

ここで、患者費用は区間[0, �̂�𝑐]の範囲の値をとるものとする。ここで、前小節の定額報酬契約の項で

示した(11)式を満たす定額報酬𝑝𝑝∗を考える。 

𝑝𝑝∗ =
W′(𝑡𝑡1∗)
µ′(𝑡𝑡1)   ・・・(11’) 

いま、政府が実際の治療費用が𝑐𝑐である場合に医療機関に支払う診療報酬を𝑝𝑝(𝑐𝑐)と定義する。重症

患者の診療拒否を回避するには、診療報酬は常に治療費用を上回っていなければならない（0 ≤ c ≤
�̂�𝑐, 𝑝𝑝(𝑐𝑐) ≤ c）。このとき区間[0, �̂�𝑐]において以下の条件を満たす治療水準c∗を見つけることができる。 

� (𝑝𝑝∗ − 𝑐𝑐)𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑐𝑐; 𝑡𝑡2∗)
𝑐𝑐̂

0
= � (𝑐𝑐∗ − 𝑐𝑐)𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑐𝑐; 𝑡𝑡2∗) ・・・(13)

𝑐𝑐∗

0
 

治療水準c∗が存在するのならば、以下の診療報酬ルール𝑝𝑝(𝑐𝑐)を設定することができる。 

𝑝𝑝(𝑐𝑐) = �c∗           for 𝑐𝑐 ≤ c∗
𝑐𝑐            for 𝑐𝑐 > c∗   ・・・(14) 

(14)式は、ある治療費用水準𝑐𝑐∗以下の費用で治療できる軽症患者については定額報酬c∗で償還し、基

準を超える治療費用を要する重症患者には出来高報酬𝑐𝑐で償還する組み合わせ、すなわち出来高・定

額報酬併用制を示している。 
 
3.5 完成用部品価格問題への応用 

                                                        
10 この設定での政府の想定する目的関数（社会的余剰）に関する議論については、澤野[2003]を

参照されたい。 

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.290 】



 

99 
 

冒頭で述べたとおり、上記の議論における出来高報酬制を部品毎固定価格制と、定額報酬制を機

能区分毎固定価格制と捉え、また保健医療サービス供給にかかる費用𝑡𝑡1と費用削減に関する努力

費用𝑡𝑡2を、それぞれ義足に所定の機能を持たせるための完成用部品関連努力費用（具体的には補

装具製作事業者による完成用部品の仕入費用、個々の事業所の環境における部品の調整・管理等

に要する努力費用）と費用削減に関する努力費用（完成用部品の仕入に関する諸費用の削減努力

費用や、部品管理・調整等費用の情報収集・環境整備等に関する努力費用）と捉えることで、分

析モデルを応用できる。 
上述の医療制度における「重症患者の診療拒否」に相当する補装具製作事業者による製作拒否と言

った状況は必ずしも即座に起こらないかもしれない。しかし採算が取れない状況が継続すれば長期的

には事業継続が困難となる状況も得ると考えられる。そこで完成用部品価格を、機能区分毎にその

基本機能のみを有する部品について定額報酬基準c∗に相当する価格水準を推定しこれを機能区分毎

固定価格として設定することとし、付加機能等を持つことで価格水準c∗では採算が取れない部品につ

いては個々の部品にかかる原価計算等に基づいた個別価格設定を行うという価格制度が示される。 
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（参考）義肢・装具・座位保持装置の事業別の収支・費用構成の傾向 
 

研究分担者 我澤 賢之 （国立障害者リハビリテーションセンター） 
 山﨑 伸也 （国立障害者リハビリテーションセンター） 
研究協力者 長瀬 毅 （流通経済大学経済学部） 

 
 
Ａ．研究目的 
本研究は、補装具のなかの義肢・装具・座

位保持装置の適正な価格水準を示す根拠を明

らかにし政策立案に資する基礎情報を研究の

立場から示すことにより、補装具の持続的な

安定供給に資し、引いてはその利用者の自立

と社会参加を支えることを目的とする。 
本年度は特に、義肢・装具・座位保持装置

（以下、義肢等）の事業別の収支傾向ならび

に費用構成について分析した結果を示す。各

事業の収支傾向等を評価するうえで、もし各

事業単体の収益性・利益率等が算定できれば

直接的でわかりやすい。しかしながら、実際

には、各事業による収益（売上）のデータは

収集可能であるものの、事業別の費用額デー

タを得ることは困難であり 11、その分析は容

易ではない。そのようなアプローチによる分

析応報としては、大別して次の２つが考えら

れる。 
・調査表記入者に対し、各事業における諸費

用額について、所定の割り振り方法を提示

し、その方法に従い記入してもらうことに

よって事業別費用額を推定する。 
・費用額については、事業別内訳データを使

用することなく、統計的手法を用いた推定

を行う。 
 
前者の方法については、我澤他[1]で平成 25

年のデータ（Ｂ．研究方法で述べる調査 B の

データ）を用いて義肢等の利益率の推定を行

                                                        
11 例えば、光熱費や事務部門の人件費などについて、事業毎の所要額内訳を正確に算出すること

は、普通困難であろう。 
12 当該文献での分析方法の基本的枠組については、末吉[3]を参照されたい。 
13 この文献[2]における「平成 24 年度」とは、正確には平成 24 年 10 月 1 日を含む会計期間につ

いての回答であるが、本稿では便宜上平成 24 年度とする。この項の他年度についても同様。 

っており、事業単体で見ると義肢で不採算で

あり、装具で利益率が高く、座位保持装置に

ついてはやや黒字との結果が得られた。一

方、後者の方法については、我澤・山﨑[2]で
推定が行われた 12。対象時期は平成 24 年度で

あった 13。結果は義肢・装具については上記

の結果と同様だったものの、座位保持装置に

ついてはわずかに不採算が生じている可能性

が示唆された。 
その他の方法としては、直接個々の事業自

体の採算性について推定する代わりに、取扱

事業の内容でグループ分けを行い、グループ

毎の利益率を算出する方法が考えられる。我

澤・山﨑[2]では、平成 22～24 年度のデータ

についてこの方法で営業利益率を算出した。

結果は、義肢・装具の扱いがなく、座位保持

装置の扱いのある事業所の利益率は、義肢・

装具の扱いのある事業所の平均値を上回っ

た。これは、同じデータ（平成 24 年度）を用

いての、統計的手法による座位保持装置事業

単体の採算性評価の結果と相反する。座位保

持装置事業単体の採算性評価のほうが必要と

するデータ項目が多い（具体的には、事業別

の売上データが必要）であることから、使え

る有効回答数が少ないことが影響しているこ

とが考えられる。 
本稿では、新しいデータを用いての試算を

試みる。 
 

Ｂ．研究方法 
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平成 25 年度から 26 年度にかけて、義肢等製 作事

業者を対象に、製作費用・採算状況等に関 する各種調

査を実施した。一連の調査の概要について、 表１に示

す。 

本年度は、表１に示す各調査のうち、 

・日本義肢協会ならびに日本車椅子シーティング協

会の全会員（393 事業者）に調査票を発送した、

人件費ならびに収支に関する調査（調査 A） 

・日本義肢協会ならびに日本車椅子シーティング協

会全会員から事業規模・立地地域が多様になるよ

う選出された 35 事業者を対象とした、売上と費

用構成に関する調査（調査 B） 

    
の 2 つの調査結果をもとに、義肢、装具、座 

位保持装置、それぞれの収支傾向について分析を行

う。具体的には、下記の２種類の指標を算出する。 

・取扱種目条件別の経常利益率 

（調査 Aの結果より算出） 

・取扱種目条件別の人件費、完成用部品費、その他

物品購入費等の費用構成比率 

（調査 Bの結果より算出） 

取扱種目の条件については、 

・義肢・装具を扱い、座位保持装置の扱いのない事

業所 

・義肢・装具を扱わず、座位保持装置を扱う事業所 

・義肢・装具・座位保持装置のいずれも扱う事業所 

 

表１ 調査概要 

 調査時期 調査対象 調査事項 回収率 

調査 A 
 人件費（移
動時 間含
む）・収支
に ついて 

平成 26 
年 

1 月～3 月 

日本義肢協会・日本 車
椅子シーティング協会
協会全会員（393 社） 

・時間あたり人件費 
単価に関する項目 
・労働時間に占める 
移動時間の割合 
・収支 

返送率 
79.1% 
実質回収率 
（事業取扱のない旨回答
のあった事業者を外した
数値） 
77.0% 
 

発送数  393  
事業取扱者の回収数 

285 
事業取扱のない旨の回 答
数    23 

調査 B 
費用構成に
ついて 

平成 26 
年 

3 月～5 月 

日本義肢協会・日本 

車椅子シーティング協
会協会から推薦を 受
けた 35  事業者 
（うち日本義肢協 会 
24、日本車椅子シーテ
ィング協会協会  
11。立地地域、従業 員
数規模が多様に なる
よう選出。） 

・種目別売上 
・総費用 

・費用構成 

80.0% 
 
発送数  35 
回収数  28 

調査 C 
素材価格に

ついて 

平成 26 
年 

9 月 

・製作に用いられる 
各種素材（124 種類） 

の価格（平成 21 年 
度下半期、23 年度下 
半期、26 年度上半 
期）の各時点の値） 

68.6% 
 

発送数   35 
回収数   24 

調査 D カー
ボン素材に 
ついて 

平成 26 
年 

9 月 

日本義肢協会会員 の
うち 24  事業者 
（上記のうち、同協 会
より推薦を受け た事
業者のみに送 付） 

・義肢・装具におけ 
るカーボン素材の使 
用状況および使用素 
材の金額 

58.3% 
 

発送数 24 
回収数 14 
（うち 該当 素材の 取扱 
なしと の回 答 1） 
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について算出した。 

また経常利益率については、 

・義肢・座位保持装置の扱いはなく、装具のみ扱う

事業所 

についても併せて試算した。ただし、該回答のあっ

た事業所数が少数（調査 Aにおける各年度の該当有

効回答数 2 乃至 3）なため、これは参考数値として

扱う。なお費用構成については、調査 Bにおける該

当有効回答数が 0 であったため試算できなかった。 

 

Ｃ．研究結果 
取扱種目条件別の経常利益率については、

表２に平成 22～24 年度の数値を示す 14。費用

構成については平成 25 年（同年 1 月～12
月）の値を表 3 に示す。 

 
Ｄ．考察 
●経常利益率について 
（全体的傾向） 
・全体的傾向として利益率が減少傾向にある

が、（１）義肢・装具を扱い、座位保持装

置を扱わない事業者、（２）義肢・装具を

扱わず、座位保持装置を扱う事業者、にそ

の傾向が顕著である。 
・ただし、ほとんどの取扱事業によるグルー

プで平均利益率よりも標準偏差が大きいな

ど、グループ内での散らばりが大きいこと

が確認された。最低値のほとんどは、経常

利益率が負の値であった。 
・義肢・装具・座位保持装置３種目を共に扱

う事業所において、平均経常利益率は全体

平均より高かった（3.7%）。該当する事業

所は従業員規模が大きいのではないかと考

え、従業員数と経常利益率の間には相関を

調べたところ、相関は見られなかった（相

関係数 0.0265）。 
 

                                                        
14 この「平成 24 年度」も、正確には平成 24

年 10 月 1 日を含む会計期間を指す。本項の他

（義肢装具） 
・先行研究で報告されている事業別の利益率

の推計（あるいは過去の別研究の結果）で

は、義肢の採算が厳しく、義肢の採算の厳

しさを装具で補っている可能性が示唆され

ていた。しかしその一方で、（装具の取扱

があり、座位保持装置の取扱がない）とい

う事業所について、義肢の取扱がある事業

所とない事業所の、事業所全体の経常利益

率を比較したところ該当件数が少ない（平

成 24 年度で 2 件）ながら義肢の取扱のない

ほうが利益率が低かった（義肢取扱がある

事業所 2.2%に対し、1.7%）。標準偏差の大

きさと該当件数を考えれば、今回の結果で

即義肢取扱がないほうが有意に利益率が低

いとは言い切れない。しかし、主たる取扱

事業が装具のみという事業所の利益率がも

しも比較的低めであるとすれば、仮に何ら

かの事情で装具の価格引き下げが行われた

場合、採算がかなり厳しくなることが考え

られる。 
 
（座位保持装置） 
・義肢・装具の扱いがなく、座位保持装置を

扱う事業所の平均経常利益率は、特に低か

った（-0.1%）。 
・この結果は本稿と同様の手法による、我

澤・山﨑[2]（平成 24 年度については調査対

象期間が重なる。ただしこちらは系慈雨利

益率ベースではなく、営業利益率ベース）

の結果と異なっていた。データの散らばり

も大きいことから、取扱事業以外の要因が

利益率に影響を及ぼしており、有効回答の

ある事業所がその要因を持つかどうかによ

り、平均利益率が変わっていまっているの

ではないか。 
 
●費用構成 
・義肢・装具を扱う事業所において、人件費

の比率が 5 割程度と通常の製造業に較べて

年度も同様。 
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際だって高い。また完成用部品購入費の比

率は 1 割程度。人件費比率の高さは他の産

業と比較してもかなり高い部類である。 
・義肢・装具を扱わず座位保持装置を扱う事

業所は人件費比率は 3 割程度であり、完成

用部品以外の物品購入費が比較的高い。費

用構成が「その他の一般機械器具及び部

品」（2005 年産業連関表 108 部門表と似て

いるのではないか（人件費（雇用者所得）

32.9%、物品購入費（中間投入）53.7%） 
・義肢・装具・座位保持装置とも扱う事業所

の費用構成は、義肢・装具を扱い座位保持

装置を扱わないグループと大差はない。完

成用部品購入費の比率は、このグループが

最も高かった（12.5%）。 
 
Ｅ．結論 
経常利益率については、平成 24 年度以降減

少傾向にあったことが確認された。平成 26 年

度末に義肢・装具・座位保持装置の価格引き

上げが行われたが、それがどのように影響す

るのか、今後の研究で明らかにしたい。 
今回の研究では、取扱事業別の収支や費用

構成に着目した。座位保持装置製作事業に関

連して、義肢・装具の扱いがなく座位保持装

置の扱いのある事業所の採算が厳しいとの結

果が今回の集計からは示唆された。しかし、

これは過去の調査でも使用するデータ・分析

方法によって結果が異なる場合が見られる。

その差異が生じる背景や、取扱種目以外に何

か利益率に大きな影響を及ぼしている要因が

何なのかについて、今後明らかにしたいと考

える。 
 
Ｆ．引用文献 
[1] 我澤賢之，山崎伸也，長瀬毅．分担研究報

告「義肢・装具・座位保持装置の製作費

用調査」．補装具の適切な支給実現のた

めの制度・仕組みの提案に関する研究 

厚生労働科学研究費補助金障害者対策総

合研究事業（研究代表者 井上剛伸），

平成 26 年度 総括・分担報告書，p.23-
63, 2015-03． 

[2] 我澤賢之，山崎伸也．分担研究報告「補装

具費支給制度の価格に関する課題抽

出」．利用者のニーズに基づく補装具費

支給制度の改善策に関する調査研究 厚

生労働科学研究費補助金障害者対策総合

研究事業（研究代表者 相川孝訓），平

成 24 年度 総括・分担報告書，p.37-59, 
2013-03． 
 

[3] 末吉俊之．「DEA に基づく限界費用価格

形成：NTT 電話基本料金に関する一考

察」，オペレーションズリサーチ：経営

の科学，Vol.40, No.12, p.701-705, 1995.  
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表２．事業条件別 売上高経常利益率 

    

平成 22 年度
（正確には平
成 22 年 10
月 1 日を含
む会計期間） 

 
平成 23 年度
（正確には平
成 23 年 10
月 1 日を含
む会計期間） 

 
平成 24 年度
（正確には平
成 24 年 10
月 1 日を含
む会計期間） 

義肢：○  

装具：○  

座位保持装置：× 

平均値 3.6%  2.9%  2.2% 

中央値 3.1%  2.5%  2.0% 

最大値 17.4%  13.0%  14.8% 

最小値 -7.2%  -9.4%  -11.0% 

標準偏差 5.5%  4.7%  5.0% 

有効回答数 79  80  79 
       

（参考） 

義肢：×  

装具：○  

座位保持装置：× 

平均値 -1.0%  2.8%  1.7% 

中央値 -1.0%  5.1%  1.7% 

最大値 5.0%  9.4%  3.3% 

最小値 -7.0%  -6.0%  0.1% 

標準偏差 6.0%  6.5%  1.6% 

有効回答数 2  3  2 
       

義肢：×  

装具：×  

座位保持装置：○ 

平均値 2.2%  3.0%  -0.1% 

中央値 1.6%  0.6%  0.4% 

最大値 15.2%  16.5%  6.2% 

最小値 -4.6%  -11.5%  -9.8% 

標準偏差 4.3%  6.2%  3.8% 

有効回答数 21  25  22 
       

義肢：○  

装具：○  

座位保持装置：○ 

平均値 4.2%  3.3%  3.7% 

中央値 4.2%  1.9%  2.9% 

最大値 13.1%  17.4%  12.8% 

最小値 -5.1%  -7.4%  -4.9% 

標準偏差 4.8%  5.5%  4.2% 

有効回答数 45  46  45 
各区分における平均から標準偏差の 2倍以上乖離するものを除いて、平均を再計算。 

左端の列において、○は取扱があること、×は取り扱いがないことを意味する。 
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表３．総費用に占める各費用の構成比率 
  義肢：○   義肢：×   義肢：×   義肢：○ 

 装具：○  装具：○  装具：×  装具：○ 

  座位保持装置：×   座位保持装置：×   座位保持装置：○   座位保持装置：○ 

人件費 51.1%   -   30.1%   48.4% 

完成用部品購入費 9.5%  -  3.3%  12.5% 

その他の物品購入費 21.6%  -  45.9%  22.2% 

その他の費用 17.8%  -  20.6%  16.9% 

該当回答数 10   （該当無し）   5   11 

上端の行において、○は取扱があること、×は取り扱いがないことを意味する。  
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分 担 研 究 報 告 書 

 

補装具費支給判定基準マニュアルの作成 

 

研究分担者 樫本 修 宮城県リハビリテーション支援センター 所長 
 

研究要旨 適切な補装具が円滑に支給されるために補装具費支給の判定を行っている身体

障害者更生相談所（以下更生相談所）、補装具費支給意見書を作成する医師、市町村障害

福祉担当者、補装具製作業者、中間ユーザーのリハ専門職等において補装具費支給制度の

共通理解を得る目的で補装具費支給判定基準マニュアルを作成することを目的とした。平

成 25年度は全国の更生相談所の判定現場から寄せられた疑義をまとめて 151問からなる

「補装具費支給判定Ｑ＆Ａ」（暫定版）を作成し、更生相談所限定で配布した。平成 26年

度には個々のＱ＆Ａについて有用性、公開の適否等を検討するために 6カ月間使用したと

ころでアンケート調査を実施し、寄せられた意見を踏まえて修正した暫定版２を作成、配

布した。平成 27 年度は更生相談所職員を対象とした限定版と医療関係者、市町村職員等支

援者を対象とした公開版に分けて作成した。Ｑ＆Ａの厳選、追加、整理を行い、更生相談

所限定版は暫定版２をさらに充実させて 189問、公開版は、補装具費の算定など更生相談

所独特のＱ＆Ａは省き、補装具費支給制度の基礎的な事項を盛り込んで 71問とした。ま

た、同じ研究グループで他の研究分担者が作成した義足の完成用部品の機能区分表を盛り

込んで義肢判定の際に役立つようにし、補装具判定に関わる事務職だけでなく、技術職に

も有用な「補装具費支給判定基準マニュアル」として完成させた。 
 

Ａ．研究目的 

補装具ユーザーに適切な補装具が円滑に支給さ

れるためには、補装具費支給の判定を行っている

更生相談所職員だけでなく、意見書を作成する医

師、市町村障害福祉担当者、補装具製作業者、中

間ユーザーのリハ専門職等にも補装具費支給制度

の共通理解を得ることが重要である。平成 25年度

は更生相談所における補装具の医学的判定、社会

的必要性の判断の基となる厚生労働省が告示する

補装具費支給基準、取扱指針、取扱要領等の理解

において地域格差による解釈の違いを是正し、判

定に対する標準的な考え方の理解を深める目的で、

151 問からなる更生相談所向けの「補装具費支給

判定Ｑ＆Ａ」（暫定版）を作成、全国 80カ所の更

生相談所に配布した。平成 26年度にはこのＱ＆Ａ

を 6カ月間使用したところで個々のＱ＆Ａについ

て有用性、公開の適否等を検討するためにアンケ

ート調査を実施した。寄せられた意見を踏まえた

修正を加えて「補装具費支給判定Ｑ＆Ａ暫定版２・

アンケート調査結果」を作成し、同じく更生相談

所限定で配布した。平成 27年度の研究目的は、内

容をさらに充実させた「補装具費支給判定基準マ

ニュアル」（以下マニュアル）として完成させる

ことである。 

 

Ｂ．研究方法 

Ｂ－１．Ｑ＆Ａの厳選・整理 

マニュアルは更生相談所職員を対象とした限定

版と医療関係者、市町村職員等支援者を対象とし

た公開版に分けて作成する。平成 26年度に行った

アンケート調査結果をもとに「補装具費支給判定

Ｑ＆Ａ暫定版２・アンケート調査結果」の 151問

を整理して掲載に相応しいものを厳選する。また、

平成 26年度、平成 27年度に「全国身体障害者更
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生相談所長協議会補装具判定専門委員会」に寄せ

られた新たなＱ＆Ａ（26年度 32 問、27年度途中

まで 28問）を厳選、加工して新たに追加できる質

問を整理する。 

さらに、障害者自立支援法（平成 18年施行）以

降に厚生労働省から６回にわたり事務連絡で発出

された補装具に関係するＱ＆Ａ51問を限定版、公

開版ともに掲載する。 

 

Ｂ－２．項目の追加 

 平成 26年度アンケートの意見を参考に補装具費

支給制度の基本事項として「補装具制度の歴史概

要」、「補装具判定おける身体障害者更生相談所

の役割」、「補装具判定・処方前の基礎知識」を

掲載する。 

 また、同じ研究グループで他の研究分担者が作

成した義足の完成用部品の機能区分表を盛り込み、

技術編として「骨格構造義足判定における処方の

理解」と「機能区分表の使い方と完成用部品の選

択」を掲載する。 

（倫理面への配慮） 

 全国の更生相談所に対して行ったアンケート調

査では、結果の集計およびアンケートに寄せられ

た意見をまとめるにあたり、個別の更生相談所名

が判別できないように、倫理面に配慮している。

また、補装具の個別製品名等の記載にあたっても

利益相反に関係する事項はない。 

 

Ｃ． 研究結果 

Ｃ―１．限定版の構成 

限定版に選出したＱ＆Ａは 189問となった。限

定版は次のように構成した（表１）。 

１）補装具費支給制度の基本事項 

 補装具制度の歴史概要、補装具判定おける身体

障害者更生相談所の役割、補装具判定・処方前の

基礎知識 

２）補装具費支給事務取扱指針にみる疑義解釈 

制度適用、支給可能な個数、特例補装具など 28

問。 

３）補装具費支給の算定に関する疑義解釈 

装具、義肢、車椅子など種目別で 77問。 

４）基準の文言の解釈・補装具の適応・技術的な

理解に関する疑義解釈 

種目別の理解、児童補装具の理解、難病の理解

など 84問。 

５）厚生労働省事務連絡のＱ＆Ａ（自立支援法以

降）計 6回にわたる事務連絡の計 51問。 

６）技術編：義足完成用部品の理解 

骨格構造義足判定における処方の理解、義足の

継手、足部について機能区分表を掲載した。 

 

表１ 補装具費支給判定基準マニュアルの構成 

編 限定版 公開版 

補装具費支給制度の 
基本事項 

○ ○ 

補装具費支給制度の理解と
疑義解釈 24問 

× ○ 

補装具費支給事務取扱指針
にみる疑義解釈 28 問 

○ × 

補装具費算定に関する 
疑義解釈 77 問 

○ × 

医療関係者・市町村等向け
Ｑ＆Ａ47 問（下記と重複） 

× ○ 

基準の文言の解釈・補装具
の適応・技術的な理解に関

する疑義解釈 84 問 
○ × 

Ｑ＆Ａ数     計 189 71 

厚生労働省事務連絡のＱ＆
Ａ（自立支援法以降）51 問 

○ ○ 

技術編：義足完成用部品の 
理解・機能区分表 

○ ○ 

 

Ｃ―２．公開版の構成 

公開版に選出したＱ＆Ａは 71問となった。公開

版は次のように構成した（表１）。 

１）補装具費支給制度の基本事項 

  限定版と同内容 

２）補装具費支給制度の理解と疑義解釈 

補装具の定義、更生相談所の補装具判定とは

何か、治療用装具と更生用装具の違いなど補装
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具費支給制度の理解に関する基本的なＱ＆Ａ24

問。 

３）医療関係者・市町村等支援者向けＱ＆Ａ 

医療関係者等中間ユーザーの理解を促すとと

もに市町村が補装具費の支給決定を行う際に参

考となるようなＱ＆Ａ47問。特に児童の補装具、

難病患者等に関するＱ＆Ａを掲載した。 

４）厚生労働省事務連絡のＱ＆Ａ（自立支援法以

降） 

計 6回にわたる事務連絡の計 51問。 

５）技術編：義足完成用部品の理解 

骨格構造義足判定における処方の理解、義足の

継手、足部について機能区分表を掲載した。 

 

Ｄ．考察 

 3年間の研究成果として作成した「補装具費支給

判定基準マニュアル」の最大の特長は、その構成

の核となる補装具に関するＱ＆Ａが、実際に全国

の身体障害者更生相談所の補装具判定において生

じたＱをアイデアにして作成されていることであ

る。全国身体障害者更生相談所長協議会内の組織

として補装具判定専門委員会があり、著者が委員

長を務め、宮城県リハビリテーション支援センタ

ーが事務局を担っている。平成 23年度から活動を

開始し、全国の更生相談所から提出された補装具

判定に関するＱに対して、その都度委員会メンバ

ー10名でメーリングリストによる会議を行い、Ａ

を 2週間以内に回答するシステムである。平成 28

年2月末までに241個のＱ＆Ａが蓄積されている。

個別の既製品に対するものを省いたＱ＆Ａからア

イデアをいただき、単刀直入にエッセンスだけを

書き直したのが本マニュアルのＱ＆Ａである。 

 本マニュアルは更生相談所職員を対象とした限

定版と医療関係者、市町村職員等支援者を対象と

した公開版に分けて作成した。二つに分けた理由

の背景となったのは、平成 26年度に行った本マニ

ュアルの前身である補装具費支給判定Ｑ＆Ａ暫定

版に対するアンケート調査結果である。そこでは

公開の適否については 34カ所（45％）の更生相談

所が 151問中 77問（51％）において加工修正、あ

るいは公開には相応しくないので削除を求めてい

た。その 77問は補装具費の算定に関するＱ＆Ａが

ほとんどを占め、公開されると影響が出るとの意

見が多く、各更生相談所によって算定の仕方が微

妙に異なっていることが明らかになった。そこで、

公開版は暫定版２で掲載した151問を再度見直し、

補装具費の算定に関するＱ＆Ａ77問はカットして、

公開しても問題がないと判断したＱ＆Ａだけに絞

り込んだ。特例補装具で扱う余地があるというあ

いまいなＱ＆Ａ、すなわち、地域によって判断基

準が異なると思われるものををほとんど削除して

いる。また、医療関係者・市町村等支援者向けに

補装具費支給制度の理解を深める基本的なＱ＆Ａ

を追加して、総Ｑ＆Ａ数を 71問に厳選した。 

 本マニュアルには、技術編として義足完成用部

品の理解を促す目的で骨格構造義足判定における

処方の理解、義足の継手、足部について機能区分

表を掲載したのも大きな特長である。その背景に

は、Ｑ＆Ａ暫定版のアンケートの中に「義足完成

用部品の選定の仕方が分からない」という声があ

った。この機能区分表は同じ研究グループで他の

研究分担者である児玉らが既に機能区分が行われ

ている米国の Lコード等を参考にわが国の義足完

成用部品について機能の整理・定義づけを行い、

独自の機能区分をまとめたものである。本マニュ

アルにはそのうち股継手、膝継手、足継手・足部

だけを抜粋して掲載している。この機能区分表が

有効利用され、義足の判定、処方において根拠、

自信のある完成用部品の選択、処方がなされるよ

うになること、機能区分が医師、義肢装具士、リ

ハ専門職、行政側の職員等の共通言語となり、完

成用部品選択の共通理解の一助になることを期待

している。 

 

Ｅ．結論 

「補装具費支給判定基準マニュアル」を更生相

談所限定版と公開版に分けて作成した。補装具の

ユーザーにとって適切な補装具が円滑に支給され

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.301 】



 

110 
 

るためには厚生労働省が告示する補装具判定の基

準を更生相談所の職員だけでなく補装具処方に関

わる多職種が共通理解する必要がある。本マニュ

アルが補装具判定の現場で起こっているＱ＆Ａを

核に構成されている点は、これまでになかったも

のである。すなわち、現場での有用性が見込まれ、

本マニュアルが果たす行政的意義は大きいと考え

られる。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

 なし 

２．学会発表 

１）樫本 修：【基調講演２】更生相談所におけ

る補装具費支給基準の理解と機能区分への期

待」、第 2回 補装具の適切な支給実現のため

の制度・仕組みに関する研究会．2015.07.25. 

所沢. 

２）樫本 修：「補装具費支給判定マニュアルの

作成」、特別レポート 補装具の適切な支給実

現のための制度・仕組みを考える －厚生労働

省科学研究費補助金プロジェクト報告－、第 31

回日本義肢装具学会学術集会. 2015.11.8, 横

浜. 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。） 

 1. 特許取得 

  なし 

 2. 実用新案登録 

  なし 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 
分 担 研 究 報 告 書 

 
機能区分を踏まえた完成用部品申請手続きの整備 

 
研究分担者 石渡 利奈 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

福祉機器開発部 第一福祉機器試験評価室長 
研究分担者 山崎 伸也 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  

    義肢装具技術研究部 副義肢装具士長 
研究分担者 我澤 賢之 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  

障害福祉研究部 研究員 
研究協力者 相川 孝訓 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

                                                                     福祉機器開発部 非常勤研究員    

 

A．目的 

補装具の完成用部品については、部品供給業

者が部品毎に厚生労働省に対し「義肢装具等完

成用部品の指定申請書」を提出し、認可された

ものが「完成用部品等の指定基準」に掲載され

る。部品としては最低限の情報のみが掲載され

ているのみで、この部品で何ができるのかにつ

いての詳しい情報はない。また、義足製作時に

は利用者の能力や生活様式に対し必要な機能を

持つ部品を適切に処方することが求められてい

る。しかし、部品は日進月歩で新しい機能を持

つ新しいものが開発され、多くの異なる機能が

あり何をどう選ぶか、情報収集するだけでも大

変である。今回、他課題で完成用部品の機能区

分により、同じ機能を持つものが同じ区分とし

て整理されることで部品選択の際の選択肢が定

まり、部品選択が明確化されていくことを期待

する。整理した機能区分が有効に機能するため

には、継続して使える仕組みが必要となる。そ

こで、完成用部品の機能区分が継続的に使える

ようにするため収集すべき情報項目を整理する

と共に、当該情報を完成用部品登録申請を通じ

て集約するために必要となる申請様式の改定案

研究要旨 本件研究の目的は、補装具利用者の社会参加・自立支援に向けて、機能区分を活

かす完成用部品申請手続きのシステムを構築することである。平成 25年度に、システム構築

のために、手続きの効率化、正確性の向上を目的として、Microsoft Excelも用いた電子申

請様式（様式 A-1～8、様式 B-1～2、様式 C-1）を作成した。作成した様式についてアンケー

トを行い、多様な作業環境への配慮、ユーザビリティの向上、記入要領の改良等の必要性を

見いだせた。平成 26 年度には、平成 25年度実施のアンケート調査結果に基づく様式の改善

に加え、記入要領等、説明会での説明方法の見直しも行い申請システム改善を図った。ま

た、機能区分を踏まえた完成用部品申請システムについては、アメリカのＬコードシステム

を参考に構成案をまとめた。平成 27 年度は、他の研究課題として進めている補装具等完成用

部品の機能区分の構成がまとまり、骨格構造義足の完成用部品についての考え方がまとまっ

たことを受け、この機能区分を使った部品運用を行う上で必要な情報を整理するとともに、

そうした情報を完成用部品登録申請を通じて集約することを想定した様式改訂案の作成、さ

らには、運用していく上で発生すると考えられる問題点についてまとめた。 
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の提案、及び、機能区分を取り入れた際に検討

が必要となる項目についてまとめる。     

 

Ｂ．方法 

Ｂ-１．新しい部品を機能区分に分類するため

に必要な情報と当該情報を集約する場合必要

となる申請様式の改定案について 

作成された骨格構造義足用部品の機能区分に

掲載されている内容と、本研究で改訂した補装

具等完成用部品の現行の申請様式について機能

区分をとりいれることで、新しく追加が必要と

なる項目にいてまとめる。 

 

Ｂ-２．機能区分案を取り入れた場合、運用し

ていく上で考えられる事項 

 補装具等完成用部品の申請受付から新しい補

装具等完成用部品の情報公開までの流れの中

で、機能区分案を取り入れた場合に発生するで

あろう問題点について纏める。 

 

Ｃ．結果 

Ｃ-１．新しい部品を機能区分に分類するため

に必要な情報と当該情報を集約する場合必要と

なる申請様式の改定案について 

現行の補装具等完成用部品の申請様式は、1

つの様式で、義肢と装具、座位保持装置を網羅

する形としている。しかし、本研究で機能区分

案として纏めたものは、骨格構造義足用部品の

みである。今回の申請様式は、装具および座位

保持装置については考慮せず、義肢用申請様式

としてまとめた。 

機能区分案の項目は、 

① コード 

② 新名称 

③ 機能区分 

④ 機能概要 

⑤ メーカー推奨適応活動レベル 

⑥ メーカー名 

⑦ メーカー品番 

⑧ メーカー部品名称等 

⑨ 使用者体重制限（㎏） 

⑩ 主な使用材料 

⑪ 重量（g） 

⑫ 価格（円）（基準価格） 

⑬ ﾒｰｶｰ保証期間 

⑭ 特記事項 

の 14項目がある。新しい部品を機能区分に分

類するためには、いずれの機能区分に該当する

かにかかる情報（①～④、ただし①の記載によ

り②から④は規定される）ならびにその他の属

性にかかる情報（⑤～⑭）が必要となる。 

これらの項目を現行の申請様式に当てはめる

と、それぞれの様式で既に対応している項目

は、⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬であった。この内訳を以

下に示す。 

 

現申請様式      機能区分項目 

様式 A-2（新規申請部品一覧） ⑥⑦⑧  ⑫ 

様式 B-2（既収載部品一覧） ⑥⑦⑧  ⑫ 

様式 A-3（価格根拠）   ⑥⑦⑧  ⑫ 

様式 A-4（部品概要）    ⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬ 

 

現在の申請様式に記載箇所のない項目は、①

～⑤、⑭であり様式に追加が必要である。考え

られる追加の方法は、様式 A-2に①～④、⑭、

様式 A-4に⑤の記入欄追加することである。 

ただし、部品の持つ機能が有効に使われるも

のであるかを判断するためには、部品が持つ機

能がどの様な効果をもたらすか確認していく必

要がある。様式 A-6のフィールドテスト評価で
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機能と効果について、記入できるようにする必

要がある。また、価格の妥当性についても、機

能の持つ価値について検証していく必要があ

る。また、次項でも触れるように、申請部品毎

に様式に記載された機能区分の妥当性を検証す

るための根拠に関して、現状で様式 A-4部品概

要に構造や機能（効果）にかかる記載項目があ

るものの、これで十分なのかどうか検討してい

く必要がある。 

 

Ｃ-２．補装具等完成用部品の申請受付から新

しい補装具等完成用部品の情報公開までの流れ

の中で、必要になる事項 

この機能区分案は、あくまで研究の立場から

作成・提案するものであるが、仮に補装具費支

給制度のなかで公的なものと位置づけられるこ

とになった場合、必要となる事項についてまと

めた。 

 

１）機能区分についての周知 

各メーカー、補装具評価検討会メンバー、

国リハ補装具等完成用部品の事前評価メン

バーに機能区分の分類について周知する。 

２）機能区分の妥当性の検証 

 申請部品を各メーカーが独自に機能区分

に割り当てたものが妥当であるか確認し、

機能区分が適正に運用されるようにする。 

３）平成 27年度等新規収載部品の情報集約 

現行機能区分案は平成26年度の部品に基

づいている。今後部品申請のなかで区分のた

めの情報集約が行われるようになったとし

て、少なくとも平成 27、28 両年度に新規収

載となった部品については申請とは別に必

要情報の集約を行う必要がある。  

４）新しい機能の取り込み 

新しい機能を持つ部品の申請があった場

合、現存の機能区分に当てはめ特記事項に

追加される機能を記入する。もしくは、新

しい機能区分の枠を作るかを判断する。 

５）新しい機能区分の作成ルール 

新しく機能区分の枠を作成する場合、新

しい機能の名前を誰がどのようにして付け

るかルール作りが必要である。また、数年

に一度、機能区分の整理に不適正な分類が

されていないかを見直す機能が必要であ

る。 

 

Ｄ．考察 

機能区分案が、仮に補装具費支給制度のな

かで公的なものと位置づけられるとすれば、完

成した機能区分案に合わせ、厚生労働省補装具

完成用部品指定申請様式の改訂が必要となる。

機能区分の掲載される項目を載せるだけではな

く、機能区分が有効に使われているかを判断

し、取り入れていくための情報収集ができる様

式作成が必要である。 

運用に際して、問題になると思われる事項に

ついて取り上げ、ルール作りが必要な点につい

て指摘した。 

制度で完成用部品として指定しているものは

義肢・装具・座位保持装置の 3種類であり、骨

格構造義足は、購入基準で定めている義肢の種

目の一部であり制度として運用するようになる

ためには、他の種目についても早急な完成用部

品の機能区分の作成が望まれる。 

 

Ｅ. まとめ 

今回の研究では、完成用部品の機能区分案を

取り入れることによる問題点について纏めた。

申請様式について、不足項目を追加すること
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で、機能区分案の情報を全て集めることが可能

であることが確認できた。さらに、部品の持つ

機能の有効性の検証データの収集、機能に対す

る価格の妥当性を検証するための情報など細部

に渡って様式確認が必要となる。運用の面で

は、機能区分を継続して維持するためには、機

能区分を壊さないよう運用していくことが重要

である。 

今後、機能区分で部品が整理されることによ

り、利用者と部品の対応を明らかになり、利用

者に必要な機能から必要な部品選択が行えるよ

うななることを期待したい。 

 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

  なし 

２．学会発表 

なし 

Ｇ．知的財産権に出願・登録状況（予定を含

む） 

１．特許取得 

  なし 

２．実用新案登録 

  なし 

 

 

 

 

  

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.306 】



 

115 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

III．研究成果の刊行に関する一覧表 
   

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.307 】



 

116 
 

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.308 】



 

117 
 

別紙４                                                                                 
          
                                                                                      
           

研究成果の刊行に関する一覧表 
                                                                                      
           
      書籍                                                                             
           

 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の 
 編集者名 

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ 

 該当なし       

        

        

 
                                                                                      
           
      雑誌                                                      

  発表者氏名   論文タイトル名  発表誌名   巻号  ページ   出版年 

 該当なし     

      

      

 
 

 
 
   

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.309 】



厚生労働科学研究費補助金 

障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（身体・知的障害分野）） 

「補装具の適切な支給実現のための制度・仕組みの提案に関する研究」 

平成 27 年度 総括・分担研究報告書 

発行日 平成 28（2016）年 3月 

発行者 「補装具の適切な支給実現のための制度・仕組みの提案に関する研究」研究班 

  （研究代表者 井上剛伸） 

発行所 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

 〒359-8555 埼玉県所沢市並木 4-1 

 TEL: 04-2995-3100   FAX:  04-2995-3132 

【平成27年度総括・分担研究報告書】

【総合研究報告書 p.310 】



III．研究成果の刊行に関する一覧表

【総合研究報告書 p.311 】



【総合研究報告書 p.312 】



別紙４

研究成果の刊行に関する一覧表

発表者氏名 論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ 出版年

樫本修 最近の義肢治療 －本

義肢処方の立場から－

Jpn 
J Rehabil 

Vol.50 
No.8 

635-638 2013 

樫本修
障害者自立支援法にお 

ける筋電義手の支給と 

 

日本職業・災 
害医学会雑誌 

Vol.61 
No.5 

305-308 2013 

井上剛伸、我澤賢之、 
山崎伸也、石渡利奈、 
樫本修、児玉義弘、

加藤晴喜、髙橋啓次、

羽佐田和之

第 1 回補装具の適切な

支給実現のための制

度・仕組みに関する研

究会

冊子 2014 

【総合研究報告書 p.313 】



厚生労働科学研究費補助金 

障害者対策総合研究事業（障害者政策総合研究事業（身体・知的障害分野）） 

「補装具の適切な支給実現のための制度・仕組みの提案に関する研究」 

平成 2 5 ～ 27年度 総合研究報告書 

発行日 平成 28（2016）年 3月 

発行者 「補装具の適切な支給実現のための制度・仕組みの提案に関する研究」研究班 

  （研究代表者 井上剛伸） 

発行所 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

 〒359-8555 埼玉県所沢市並木 4-1 

 TEL: 04-2995-3100   FAX:  04-2995-3132 


	総合研究報告書サマリーH25-27_我澤修正_表紙付き
	研究要旨　
	研究分担者
	研究協力者
	Ａ．目的
	Ｂ．研究方法
	Ｄ．結果
	Ｅ．謝辞
	Ｆ．研究発表
	Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。）

	H25
	201317016A0001
	201317016A0002
	201317016A0003
	201317016A0004
	201317016A0005
	201317016A0006
	201317016A0007
	201317016A0008
	201317016A0009
	201317016A0010
	201317016A0011

	平成26年度研究報告書_20150709
	Ｈ２６総括研究報告書
	児玉さん_機能区分（資料込み）_20150430
	分担研究報告書様式_rev.2_2015.03.19_我澤修正
	厚生労働科学研究費補助金

	資料1．調査項目一覧_3ページ分割
	機能調査項目 (報告書用)

	資料2．完成用部品機能区分暫定案
	機能分類


	長瀬統合版
	
	厚生労働科学研究費補助金
	Ａ．目的
	Ｂ．方法
	Ｃ．結果・考察
	1．現行の義肢等補装具価格算定式
	2．公共料金規制における見込み利益率の扱い
	［1］公共料金規制導入の目的
	［2］総括原価主義に基づく公共料金の算定
	［3］総括原価主義に基づく算定方式の問題点
	［4］総括原価主義に基づく算定方式における適正利潤の設定根拠

	3．公共料金規制を義肢等価格規制に適用する際の論点
	4．海外の補装具製作産業における見込み利益率の扱い
	Ｄ．結論
	Ｅ．研究発表
	Ｆ．知的財産権の出願・登録状況
	Ｇ．参考文献・資料
	参考文献
	参考資料


	⑤分担研究報告書（石渡）修復2doc
	H26分担研究報告書(樫本)2015.3.8_我澤修正_修正反映a

	Ｈ２７総括・分担研究報告書（統合版）_奥付ページ番号除去
	厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）
	※平成 26 年度既収載完成用部品に基づき作成
	完 成 用 部 品 機 能 区 分
	※平成26年度既収載完成用部品に基づき作成

	資料1．薬価制度について（１）：
	薬価収載における統一（名）収載と銘柄別収載の比較について
	研究協力者　長瀬　毅（流通経済大学経済学部）
	1.1　薬価収載に至るまでの概要
	1.2　薬価基準への収載方法
	1.3　銘柄別収載方式の利点

	資料2．薬価制度について（２）：
	類似薬効比較方式における比較薬と新薬の関係について
	研究協力者　長瀬　毅（流通経済大学経済学部）
	2.1　薬価基準の概要
	2.2　新規医薬品の類似薬効比較方式（Ⅰ）
	2.3　後発品の薬価算定

	資料３．エージェンシー理論に基づく米国医療制度を対象とした
	診療報酬制度の検討と機能区分に基づく完成用部品価格制度への応用
	3.1　managed care
	3.2　診療報酬契約とインセンティブ問題
	3.2.1　出来高制の場合（患者の重症度が同一のケース）
	3.2.2　定額制の場合（患者の重症度が同一のケース）
	3.2.3　出来高制の場合（患者の重症度が異なるのケース）
	3.2.4　定額制の場合（患者の重症度が異なるのケース）

	3.3　最適診療報酬契約とMultitask model
	3.3.1　最適料金規制問題の基本モデル
	1）出来高報酬（Cost Reimbursement：CR）契約の下での医療機関の努力水準選択問題
	2）定額報酬（Prospective Payment：PP）契約の下での医療機関の努力水準選択問題


	3.4　重症患者の診療拒否（dumping）問題
	3.5　完成用部品価格問題への応用

	各区分における平均から標準偏差の2倍以上乖離するものを除いて、平均を再計算。
	厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業）


	末尾_総合研究報告書



